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目
　
　
次

は
じ
め
に

医
療
保
険
制
度
の
生
成
と
そ
の
並
立

医
療
保
険
制
度
間
の
不
均
衡

医
療
保
険
普
及
過
程
の
意
味

現
行
の
医
療
保
険
制
度
と
祉
会

広
　
海
　
孝

一

一
　
は
じ
め
に

　
医
療
保
険
が
社
会
保
険
の
先
駆
と
し
て
は
じ
め
て
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
一
八
八
三
年
、
ビ
ス
マ
ル
ク
宰
相
が
活
躍
し
て
い
た
ド
イ
ッ

帝
国
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
今
年
で
ち
ょ
う
ど
九
〇
年
の
歴
史
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
で
は
、
ド
イ
ツ
よ
り
遅
れ
る
こ
と
四
十
数

年
後
の
一
九
二
七
年
に
、
制
度
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
四
五
年
余
り
の
歳
月
を
重
ね
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
約
半
世
紀
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の
間
に
、
社
会
的
経
済
的
思
想
的
諸
状
況
は
著
し
く
変
化
し
て
お
り
、
医
療
保
険
制
度
そ
れ
自
体
の
変
容
も
ま
た
著
し
い
。

　
医
療
保
険
制
度
が
初
め
て
社
会
に
組
込
ま
れ
た
折
に
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
社
会
構
造
の
変
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が

定
着
し
具
体
的
に
機
能
し
て
い
く
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
制
度
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
関
係
す
る
人
び
と
の
ビ
ヘ
イ

ビ
ア
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
通
じ
て
、
関
連
す
る
諸
制
度
等
に
陰
に
陽
に
変
化
を
与
え
る
と
と
も
に
、
医
療
保
険
制
度
そ

れ
自
体
も
ま
た
変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ば
動
態
的
な
変
化
が
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
医
療
保
険
制
度
を
め
ぐ
る
諸
制

度
が
人
間
の
行
動
を
媒
介
と
し
て
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
社
会
全
体
と
し
て
う
ま
く
機
能
し
う
る
よ
う
に
そ
の
変
化
が
お
の
ず
か
ら

調
整
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
く
、
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
や
矛
盾
が
生
ま
れ
、
人
び
と
は
そ
の
解
決
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
筆
者
は
、
医
療
保
険
制
度
と
社
会
と
の
基
本
的
な
か
か
わ
り
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
ま
ず
、
医
療
保
険
制

度
の
適
用
者
の
範
囲
の
拡
大
過
程
を
跡
づ
け
、
制
度
の
現
状
に
つ
い
て
若
干
の
認
識
を
し
た
の
ち
に
、
医
療
保
険
普
及
過
程
の
底
に
流
れ

て
い
る
も
の
の
把
握
を
試
み
、
最
後
に
、
現
行
の
医
療
保
険
制
度
が
社
会
的
に
い
か
な
る
か
か
わ
り
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
問
題
状
況
の

中
に
存
在
し
て
い
る
か
を
た
ず
ね
た
も
の
で
あ
る
。

二
　
医
療
保
険
制
度
の
生
成
と
そ
の
並
立

　
ま
ず
、
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
の
変
遷
を
軸
に
、

る
こ
と
に
し
よ
う
。

制
度
の
約
半
世
紀
に
わ
た
る
生
成
過
程
を
概
観
し
、
次
い
で
制
度
の
現
状
に
ふ
れ



　
　

　
一
　
健
康
保
険
制
度
の
創
設

　
　
　
　
－
健
康
保
険
法
（
大
正
一
一
年
法
七
〇
）
に
基
づ
く
医
療
保
険
給
付
の
開
始
（
昭
和
二
年
一
月
一
日
）
－

　
大
正
一
一
年
（
一
九
一
三
年
）
四
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
七
〇
号
の
健
康
保
険
法
に
基
づ
い
て
医
療
保
険
給
付
が
．
ご
く
一
部

の
労
働
者
を
対
象
に
開
始
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
一
月
一
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
、
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

　
健
康
保
険
法
の
政
府
案
作
成
の
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
衝
に
あ
た
っ
た
の
は
、
当

時
の
農
商
務
省
工
務
局
に
新
設
さ
れ
た
労
働
課
で
あ
る
。
大
正
一
〇
年
一
一
月
に
成
案
が
え
ら
れ
、
労
働
保
険
調
査
会
の
議
を
経
て
大
正

一
一
年
三
月
に
帝
国
議
会
を
通
過
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
法
律
第
七
〇
号
と
し
て
同
年
四
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
た
。
大
正
一
一
年
一

一
月
社
会
局
設
置
に
伴
い
、
健
康
保
険
に
関
す
る
事
務
は
同
局
に
移
管
さ
れ
、
大
正
二
二
年
（
一
九
二
四
年
）
よ
り
の
施
行
を
目
ざ
し
て

準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
大
正
一
二
年
九
月
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
た
め
、
施
行
延
期
と
い
う
や
む
を
え
な
い
事
情
に
な
っ
た
。
健

康
保
険
法
の
附
則
に
「
本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
三
月
に
、
「
本

法
ハ
大
正
十
五
年
七
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
保
険
給
付
及
費
用
ノ
負
担
二
関
ス
ル
規
定
ハ
大
正
十
六
年
一
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行

ス
」
と
い
う
よ
う
に
附
則
を
改
正
し
、
そ
れ
と
と
も
に
健
康
保
険
特
別
会
計
法
も
帝
国
議
会
を
通
過
し
、
健
康
保
険
法
は
、
当
初
の
予
定

よ
り
遅
れ
て
大
正
一
五
年
七
月
一
日
よ
り
、
保
険
給
付
及
び
費
用
の
負
担
に
関
す
る
規
定
を
の
ぞ
き
施
行
さ
れ
た
。
同
年
一
〇
月
全
国
に

健
康
保
険
署
が
設
置
さ
れ
、
翌
年
の
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
一
月
一
日
よ
り
保
険
給
付
及
ぴ
費
用
の
負
担
に
関
す
る
規
定
も
施
行
さ
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二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
、
こ
こ
に
同
法
の
全
部
の
施
行
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
初
の
頃
の
健
康
保
険
の
適
用
者
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
工
場
法
の
適
用
を
受
け
る
工
揚
（
常
時
一
〇
人
以
上
の
職
工
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

使
用
す
る
工
揚
、
事
業
の
性
質
が
危
険
な
工
揚
ま
た
は
衛
生
上
有
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
工
場
）
と
鉱
業
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
揚
も
し
く
は
工
揚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞠
・

（
鉱
山
お
よ
ぴ
油
田
な
ら
ぴ
に
精
錬
所
の
よ
う
な
附
属
工
揚
）
の
被
用
者
（
た
だ
し
臨
時
被
用
者
や
一
年
の
報
酬
一
、
二
〇
〇
円
を
超
え
る
職
員
は
除
外
）

の
み
を
強
制
被
保
険
者
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
任
意
包
括
被
保
険
者
と
し
て
も
、
鉱
山
業
（
た
だ
し
鉱
業
法
の
適
用
を
受
け
る
事

業
揚
・
工
場
は
除
く
）
、
製
造
業
等
（
た
だ
し
工
場
法
の
適
用
を
受
け
る
工
揚
は
除
く
）
、
電
気
事
業
等
、
土
建
業
、
陸
上
運
送
業
、
荷
役
業
お
よ

ぴ
勅
令
に
よ
る
指
定
事
業
の
い
ず
れ
か
の
被
用
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
揚
合
も
強
制
被
保
険
者
の
揚
合
と
同
様
に
、
臨
時
被
用
者

や
一
年
の
報
酬
一
、
二
〇
〇
円
を
超
え
る
職
員
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
同
法
の
規
定
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
引
用
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
ニ
ニ
条
　
工
揚
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
場
又
ハ
鉱
業
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業
場
若
ハ
エ
揚
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被

　
　
保
険
者
ト
ス
但
シ
臨
時
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ
及
一
年
ノ
報
酬
千
二
百
円
ヲ
超
ユ
ル
職
員
ハ
此
ノ

　
　
限
二
在
ラ
ス

　
第
一
四
条
前
条
二
規
定
ス
ル
エ
揚
及
事
業
揚
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
ノ
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ

　
　
其
ノ
事
業
及
之
二
附
属
ス
ル
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
包
括
シ
テ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
　
鉱
物
ノ
採
掘
又
ハ
採
取
ノ
事
業

　
　
二
　
物
ノ
製
造
、
加
工
、
選
別
、
包
装
、
修
理
又
ハ
解
体
ノ
事
業



八七六五四三
電
気
又
ハ
動
カ
ノ
発
生
、
変
圧
又
ハ
伝
導
ノ
事
業

土
木
工
事
又
ハ
工
作
物
ノ
建
設
、
保
存
、
修
理
若
ハ
破
壊
ノ
工
事
ニ
シ
テ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ

地
方
鉄
道
法
又
ハ
軌
道
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業

前
号
二
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
陸
上
二
於
テ
為
ス
貨
物
又
ハ
旅
客
ノ
運
送
ノ
事
業
ニ
シ
テ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ

貨
物
積
卸
ノ
事
業

前
各
号
二
掲
ク
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業

　
　
前
項
ノ
認
可
ヲ
申
請
ス
ル
ニ
ハ
被
保
険
者
ト
為
ル
ヘ
キ
者
ノ
ニ
分
ノ
一
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
一
事
業
二
於
テ
作
業
ノ
場
所
二
以
上
ア
ル
揚
合
二
於
テ
ハ
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
二
付
テ
ハ
主
務
大
臣
ハ
其
ノ
一
又
ハ
ニ
以
上
ノ
場

　
　
所
二
於
ケ
ル
作
業
ヲ
一
事
業
ト
看
傲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
第
一
五
条
　
前
条
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス

　
　
第
一
三
条
但
書
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

　
な
お
、
同
法
の
第
一
条
は
「
健
康
保
険
二
於
テ
ハ
保
険
者
力
被
保
険
者
ノ
疾
病
、
負
傷
、
死
亡
又
ハ
分
娩
二
関
シ
療
養
ノ
給
付
又
ハ
傷

病
手
当
金
、
埋
葬
料
、
分
娩
費
若
ハ
出
産
手
当
金
ノ
支
給
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
、
何
ら
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
関
す
る
保
険

給
付
に
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
保
険
給
付
の
章
の
と
こ
ろ
に
家
族
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
条
文
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
乙
と
は
、
当
初
の
健
康
保
険
で
は
被
扶
養
者
が
ま
だ
適
用
者
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
当
初
の
健
康
保
険
の
適
用
者
数
は
約
二
〇
〇
万
人
と
い
う
少
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
人
旧
六
、
コ
一
三
万
人
の
三
．
三
％
で
し
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ご
二
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か
な
い
の
で
あ
る
。

　
ラ

　
ニ
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
第
一
次
拡
大

　
（

　
　
　
　
1
昭
和
九
年
法
律
第
二
二
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
ー

　
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
三
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
二
〇
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
に
よ
り
、
右
に
引
用
し
た
第
一
三

条
の
う
ち
「
工
揚
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
場
」
と
い
う
文
言
が
「
工
揚
法
第
一
条
ノ
規
定
二
依
リ
同
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
揚
」
に
改
め

　
　
　
（
7
）

ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
年
）
三
月
二
六
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
一
三
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
に
よ
っ
て
、
第
一
三
条
と
第
一
四

条
第
一
項
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

　
第
コ
ニ
条
　
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
エ
揚
、
事
業
揚
又
ハ
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス
但
シ
臨
時
二

　
　
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ
及
一
年
ノ
報
酬
千
二
百
円
ヲ
超
ユ
ル
職
員
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
　
一
　
工
揚
法
第
一
条
ノ
規
定
二
依
リ
同
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
場

　
　
二
　
鉱
業
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業
揚
又
ハ
エ
揚

　
　
三
　
左
二
掲
グ
ル
事
業
ニ
シ
テ
常
時
五
人
以
上
ノ
労
働
者
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
ω
物
ノ
製
造
、
加
工
、
選
別
、
包
装
、
修
理
又
ハ
解
体
ノ
事
業

　
　
　
＠
　
鉱
物
ノ
採
堀
又
ハ
採
取
ノ
事
業



　
　
の
　
電
気
ノ
伝
導
又
ハ
動
力
ノ
発
生
若
ハ
伝
導
ノ
事
業

　
　
◎
　
地
方
鉄
道
法
又
ハ
軌
道
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業

　
　
　
㈹
　
◎
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
陸
上
二
於
テ
為
ス
貨
物
又
ハ
旅
客
ノ
運
送
ノ
事
業
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ

第
一
四
条
第
一
項
前
条
ノ
エ
揚
、
事
業
揚
又
ハ
事
業
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
ノ
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可

　
　
ヲ
受
ケ
其
ノ
事
業
及
之
二
附
属
ス
ル
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
包
括
シ
テ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
前
条
ノ
エ
揚
、

　
　
事
業
揚
又
ハ
事
業
二
附
属
ス
ル
事
業
二
付
亦
同
ジ

　
　
一
　
前
条
第
三
号
ノ
事
業
ニ
シ
テ
常
時
五
人
未
満
ノ
労
働
者
デ
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
ニ
　
土
木
工
事
又
ハ
工
作
物
ノ
建
設
、
保
存
、
修
理
若
ハ
破
壊
ノ
工
事
ニ
シ
テ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ
ノ

　
　
三
　
貨
物
積
卸
必
事
業

　
　
四
　
前
各
号
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
こ
の
改
正
法
律
は
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
改
正
は
、
任
意
包
括
被
保
険

者
の
一
部
を
強
制
被
保
険
者
に
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
者
の
範
囲
の
拡
大
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
工
場
法
の
適

用
を
受
け
な
い
製
造
業
等
、
鉱
業
法
の
適
用
を
受
け
な
い
鉱
山
業
、
電
気
事
業
等
、
陸
上
運
送
業
の
い
ず
れ
か
の
事
業
で
あ
っ
て
常
時
五

人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
工
揚
・
事
業
揚
の
被
用
者
（
た
だ
し
臨
時
被
用
者
や
一
年
の
報
酬
一
、
二
〇
〇
円
を
越
え
る
職
員
は
除
外
）
が
新

た
に
強
制
被
保
険
者
に
加
え
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
強
制
被
保
険
者
の
範
囲
が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
そ
の
分
だ
け
任
意
包
括

被
保
険
者
の
範
囲
は
縮
少
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
任
意
包
括
被
保
険
者
制
度
を
実
際
に
活
用
す
る
企
業
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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一
二
四

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
健
康
保
険
の
実
際
の
適
用
者
数
は
か
な
り
増
大
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
三
　
国
民
健
康
保
険
制
度
の
創
設

　
（

　
　
　
　
ー
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
一
三
年
法
六
〇
）
ー

　
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
年
）
四
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
六
〇
号
に
よ
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
ま

で
は
、
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
は
健
康
保
険
法
に
よ
る
も
の
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
法
律
と
の
関
連
で
は
一
本
化
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
体
制
が
、
国
民
健
康
保
険
法
の
制
定
に
よ
り
崩
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
健
康
保
険
法
が
医
療
保
険
制
度
に

関
す
る
唯
一
つ
の
根
拠
法
で
あ
っ
た
昭
和
二
二
年
三
月
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
も
、
健
康
保
険
の
保
険
者
が
政
府
と
健
康
保
険
組
合
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

二
本
建
に
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
中
小
企
業
の
被
用
者
を
、
後
者
は
大
企
業
の
被
用
者
を
対
象
と
し
て
い
た
か
ら
、
制
度
の
実
質
面
で
は
、

わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
は
発
足
の
当
初
か
ら
政
府
管
掌
健
康
保
険
制
度
と
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
の
二
つ
の
制
度
に
わ
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
法
の
制
定
に
よ
り
第
三
の
制
度
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
国
民
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
や
は
り
そ
れ
ま
で
に
数
年
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
九
年

（一

三
四
年
）
に
当
時
の
内
務
省
社
会
局
か
ら
国
民
健
康
保
険
法
案
要
綱
が
公
表
さ
れ
、
各
方
面
に
多
大
の
反
響
を
ひ
き
お
こ
し
た
。

そ
の
の
ち
準
備
を
と
と
の
え
、
翌
昭
和
一
〇
年
に
は
社
会
保
険
調
査
会
に
も
諮
問
し
、
昭
和
一
一
年
末
に
召
集
さ
れ
た
第
七
〇
帝
国
議
会

に
提
案
さ
れ
衆
議
院
を
通
過
し
た
。
け
れ
ど
も
、
衆
議
院
が
解
散
と
な
っ
た
た
め
貴
族
院
で
の
審
議
未
了
に
お
わ
っ
た
。
翌
年
の
帝
国
議

会
に
再
び
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
法
案
に
は
産
業
組
合
の
医
療
利
用
組
合
に
関
し
て
の
多
少
の
改
正
条
文
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ



る
が
、
同
議
会
を
通
過
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
ニ
ニ
年
四
月
一
日
法
律
六
〇
号
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
よ
り
施
行

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
こ
の
当
初
の
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
任
意
保
険
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
農
漁
村
の
住
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

当
初
の
国
民
健
康
保
険
の
適
用
者
に
関
す
る
主
要
な
条
文
を
引
用
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
〇
条
　
普
通
国
民
健
康
保
険
組
合
ハ
其
ノ
地
区
内
ノ
世
帯
主
ヲ
組
合
員
ト
シ
、
特
別
国
民
健
康
保
険
組
合
ハ
同
一
ノ
事
業
又
ハ
同

　
　
種
の
業
務
二
従
事
ス
ル
者
ヲ
組
合
員
ト
シ
之
ヲ
組
織
ス

　
　
（
第
二
項
引
用
省
略
）

　
　
普
通
国
民
健
康
保
険
組
合
ノ
地
区
ハ
市
町
村
ノ
区
域
二
依
ル
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
区
域
二
依
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
一
三
条
　
普
通
国
民
健
康
保
険
組
合
二
付
其
ノ
組
合
員
タ
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
三
分
二
以
上
組
合
員
タ
ル
揚
合
二
於
テ
地
方
長
官

　
　
必
要
ア
リ
ト
認
メ
其
ノ
組
合
ヲ
指
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
員
タ
ル
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
（
特
別
ノ
事
由
ア
ル
者
ニ
シ
テ
命
令
ヲ
以
テ
定

　
　
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ハ
総
テ
組
合
員
ト
為
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
一
四
条
　
組
合
ハ
組
合
員
及
組
合
員
ノ
世
帯
二
属
ス
ル
者
ヲ
以
テ
其
ノ
被
保
険
者
ト
ス
但
シ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ハ
此
ノ

　
　
限
二
在
ラ
ズ

　
　
一
　
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者

　
　
二
　
他
ノ
組
合
又
ハ
組
合
ノ
事
業
ヲ
行
フ
法
人
ノ
被
保
険
者

　
　
三
　
特
別
ノ
事
由
ア
ル
者
ニ
シ
テ
規
約
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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一
二
六

　
　
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
組
合
ハ
規
約
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
組
合
員
ノ
世
帯
二
属
ス
ル
者
ヲ
包
括
シ
テ
被
保
険
者
ト
為
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ

　
　
得

　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
設
立
は
任
意
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
組
合
員
の
加
入
も
原
則
と
し
て
任
意
で
あ
る
。
条
文
で
は
、
普
通
国
民

健
康
保
険
組
合
は
市
町
村
の
区
域
に
よ
っ
て
設
立
す
る
の
を
原
則
と
し
て
お
り
、
そ
の
設
立
の
区
域
を
農
漁
村
に
限
っ
て
は
い
な
い
が
、

実
際
の
運
用
で
は
、
農
漁
村
の
区
域
に
普
通
国
民
健
康
保
険
組
合
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
主
目
標
と
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
同
一
の
事
業
（
た
と
え
ば
某
会
社
、
某
銀
行
）
ま
た
は
同
種
の
業
務
（
た
と
え
ば
理
容
業
、
菓
子
製
造
業
）
に
従
事
す
る
者
を
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

員
と
し
て
組
織
す
る
特
別
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
主
と
し
て
都
市
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
国
民
健
康
保
険
制
度
が
発
足
し
た
昭
和
一
三
年
度
に
お
い
て
は
、
約
一
八
○
組
合
が
設
立
さ
れ
、
被
保
険
者
の
総
数
は
五
〇
数
万
人
で

あ
っ
た
。
翌
昭
和
一
四
年
度
に
お
け
る
新
設
組
合
は
二
八
○
で
、
そ
の
被
保
険
者
数
は
七
五
万
人
余
り
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
五
年
度
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

け
る
新
設
組
合
数
は
約
四
〇
〇
、
被
保
険
者
数
一
〇
五
万
人
が
見
込
ま
れ
る
、
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　
健
康
保
険
法
の
み
が
医
療
保
険
制
度
の
根
拠
法
で
あ
っ
た
一
〇
年
余
り
の
間
は
、
限
ら
れ
た
業
種
の
事
業
所
の
肉
体
労
働
者
を
中
核
と

す
る
比
較
的
狭
い
範
囲
の
被
用
者
し
か
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
任
意
適
用
で
あ
り
、
し
か
も
農
漁
村
が
主
た
る
目
標
と
さ
れ
て
い

た
と
は
い
え
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
制
度
化
に
よ
っ
て
、
農
民
や
漁
民
が
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
と
な
る
途
が
開
か
れ
た
こ
と
は
一

　
つ
の
画
期
的
な
制
度
改
革
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
健
康
保
険
の
任
意
包
括
被
保
険
者
の
範
囲
か
ら
す
ら
し
め
出
さ
れ
て
い
た
事
業
の
被

．
用
者
に
も
、
特
別
国
民
健
康
保
険
組
合
の
設
立
を
通
じ
て
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
ア
〕
と
は
、
そ

れ
な
り
に
一
つ
の
前
進
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
い
ず
れ
の
国
民
健
康
保
険
組
合
の
揚



合
で
あ
っ
て
も
、
組
合
員
の
み
な
ら
ず
組
合
員
の
世
帯
に
属
す
る
者
を
も
被
保
険
者
と
し
て
適
用
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
健
康
保
険
制
度

で
は
、
少
な
く
と
も
昭
和
二
二
年
の
時
点
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
い
点
で
あ
り
、
あ
と
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
用
者
保
険
に
お
け
る

家
族
療
養
費
の
支
給
と
い
う
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
る
誘
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

　
四
　
職
員
健
康
保
険
制
度
の
創
設

　
　
　
　
ー
職
員
健
康
保
険
法
（
昭
和
一
四
年
法
七
二
）
ー

　
国
民
健
康
保
険
制
度
の
制
度
化
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
職
員
健
康
保
険
制
度
と
船
員
保
険
制
度
の
創
設
が
あ
っ
た
。

健
康
保
険
の
適
用
の
ら
ち
外
に
お
か
れ
て
い
た
商
業
関
係
の
被
用
者
を
対
象
と
す
る
医
療
保
険
制
度
の
裂
準
僅
つ
い
て
は
・
昭
和

一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）
頃
よ
り
当
時
の
内
務
省
社
会
局
に
お
い
て
研
究
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
社
会
局
所
管
事
務
が
厚
生
省
保
険
院
に

移
さ
れ
た
の
ち
、
昭
和
一
三
年
一
一
月
に
な
っ
て
成
案
が
得
ら
れ
、
第
七
四
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
た
。
同
法
案
は
昭
和
一
四
年
（
一
九

三
九
年
）
三
月
帝
国
議
会
を
通
過
し
、
同
年
四
月
査
葎
第
七
二
号
と
し
て
職
員
健
覆
険
法
が
公
布
蕊
た
・
同
年
三
月
き
法

律
の
一
部
が
施
行
さ
れ
、
翌
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
六
月
一
日
よ
り
法
律
全
部
が
施
行
さ
れ
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
た
。
発
足
当
時
の

被
保
険
者
数
は
約
六
〇
万
人
で
、
そ
の
う
ち
二
〇
万
人
は
約
九
〇
の
職
員
健
康
保
険
組
合
の
管
掌
に
よ
る
も
の
で
、
残
り
の
四
〇
万
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

政
府
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
職
員
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
範
囲
は
、
大
よ
そ
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
強
制
被
保
険
者
の
範
囲
は
適
用
地
域
と
適
用

事
業
に
ょ
っ
て
制
限
さ
れ
て
お
り
、
適
用
地
域
は
、
全
国
の
市
お
よ
ぴ
厚
生
大
臣
の
指
定
し
た
七
町
村
（
北
海
道
札
幌
郡
月
山
町
、
山
形
県

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
七
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一
二
八

飽
海
郡
西
荒
瀬
村
、
栃
木
県
足
利
郡
山
辺
町
、
岐
阜
県
稲
葉
郡
加
納
町
、
福
岡
県
糟
屋
郡
箱
崎
町
、
宮
崎
県
宮
崎
郡
赤
江
町
お
よ
ぴ
沖
縄
県
島
尻
郡
真
知

志
村
）
で
あ
る
。
適
用
裏
業
の
範
囲
と
し
て
は
、
④
物
品
販
売
業
、
＠
金
融
・
保
険
業
、
の
物
の
保
管
．
賃
貸
業
、
◎
媒
介
周
旋
業
、
㈹

集
金
・
案
内
・
広
告
業
お
よ
ぴ
＠
勅
令
に
よ
る
指
定
事
業
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
右
の
適
用
地
域
内
に
あ
る
適
用
事
業
の
被

用
者
が
職
員
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
た
と
え
、
そ
れ
ら
の
要
件
を
そ
な
え
て
い
て
も
、
つ
ぎ
の
者
は
被
保

険
者
と
は
な
ら
な
い
。
ω
被
保
険
者
た
る
べ
き
者
を
常
時
一
〇
人
未
満
し
か
使
用
し
て
い
な
い
事
業
所
の
被
用
者
、
＠
健
康
保
険
の
被
保

険
者
及
び
健
康
保
険
の
任
意
包
括
被
保
険
者
と
な
り
得
る
者
、
の
一
年
の
報
酬
が
一
、
二
〇
〇
円
を
超
え
る
者
、
省
勅
令
に
よ
り
職
員
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

康
保
険
の
被
保
険
者
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
者
。

　
職
員
健
康
保
険
制
度
に
お
い
て
任
意
包
括
被
保
険
者
の
認
可
申
請
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
業
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ω
強
制
適
用

事
業
と
し
て
右
に
述
べ
た
事
業
の
事
業
所
で
あ
っ
て
適
用
地
域
以
外
に
所
在
す
る
も
の
、
㈲
強
制
適
用
事
業
の
事
業
所
で
あ
っ
て
適
用
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
ロ

域
に
所
在
し
て
い
る
が
常
時
一
〇
人
未
満
の
使
用
人
し
か
い
な
い
も
の
、
の
勅
令
に
よ
り
指
定
す
る
事
業
の
事
業
所
。
な
お
、
健
康
保
険

・
の
被
保
険
者
た
る
職
尉
に
つ
い
て
も
任
意
包
括
被
保
険
者
の
制
度
を
利
用
し
て
、
職
員
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
．
一
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
レ

　
職
員
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
範
囲
に
つ
い
て
の
主
要
条
文
を
引
用
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
八
条
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
ノ
事
業
所
ニ
シ
テ
市
又
ハ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
町
村
（
以
下
指
定
町
村
ト
称
ス
）
二

　
　
在
ル
モ
ノ
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス

　
　
　
一
　
物
ノ
販
売
二
関
ス
ル
事
業



六五四三二
金
融
又
ハ
保
険
二
関
ス
ル
事
業

物
ノ
保
管
又
ハ
賃
貸
二
関
ス
ル
事
業

媒
介
周
旋
二
関
ス
ル
事
業

集
金
、
案
内
又
ハ
広
告
二
関
ス
ル
事
業

前
各
号
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
前
項
第
一
号
乃
至
第
五
号
二
掲
グ
ル
事
業
ノ
範
囲
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

　
第
一
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ハ
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
セ
ズ

　
一
　
第
一
項
二
規
定
ス
ル
者
ヲ
常
時
十
人
未
満
使
用
ス
ル
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者

　
二
　
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
及
健
康
保
険
法
第
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者

　
三
　
一
年
ノ
報
酬
千
二
百
円
ヲ
超
ユ
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
四
前
各
号
二
掲
グ
ル
者
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
者

第
一
九
条
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
職
員
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
職
員
ヲ
事
業
所
毎
二
包
括
シ
テ

　
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
前
項
ノ
認
可
ヲ
申
請
ス
ル
ニ
ハ
被
保
険
者
ト
為
ル
ベ
キ
者
ノ
ニ
分
ノ
一
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
〇
条
　
前
条
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
職
員
ハ
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス

　
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
及
第
四
号
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
揚
合
二
之
ヲ
準
用
ス

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
甲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
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一
三
〇

　
第
二
一
条
　
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
所
ノ
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ヲ
包
括
シ

　
　
テ
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
一
　
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
六
号
二
掲
グ
ル
事
業
ノ
事
業
所
ニ
シ
テ
市
又
ハ
指
定
町
村
以
外
ノ
地
二
在
ル
モ
ノ

　
　
ニ
　
第
十
八
条
第
一
項
二
規
定
ス
ル
者
ヲ
常
時
十
人
未
満
使
用
ス
ル
事
業
所
ニ
シ
テ
市
又
ハ
指
定
町
村
二
在
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

　
　
三
　
前
二
号
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業
ノ
事
業
所

　
　
第
十
九
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

　
第
二
二
条
　
前
条
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス

　
　
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
乃
至
第
四
号
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
揚
合
二
之
ヲ
準
用
ス

　
職
員
健
康
保
険
制
度
で
は
、
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
条
文
上
の
正
式
用
語
と
し
て
は
世
帯
員
）
を
も
制
度
の
適
用
者
に
組
み
入
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
国
民
健
康
保
険
制
度
の
場
合
と
は
違
い
、
被
扶
養
者
は
被
保
険
者
と
は
な
ら
ず
、
保
険
給
付
に
つ
い
て
被
保
険
者
と
は
差

別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
健
康
保
険
制
度
よ
り
は
一
つ
の
前
進
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
職
員

健
康
保
険
法
の
第
一
条
は
つ
ぎ
の
条
文
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
条
職
員
健
康
保
険
二
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
疾
病
、
負
傷
、
死
亡
又
ハ
分
娩
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

　
　
保
険
者
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
被
保
険
者
ト
同
一
ノ
世
帯
二
属
シ
被
保
険
者
二
依
リ
生
計
ヲ
維
持
ス
ル
者
（
以
下
世
帯
員
ト
称

　
　
ス
）
ノ
疾
病
又
ハ
負
傷
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得



　
五
　
船
員
保
険
制
度
の
創
設

　
（

　
　
　
　
i
船
員
保
険
法
（
昭
和
一
四
年
法
七
三
）
1

　
職
員
健
康
保
険
法
が
公
布
さ
れ
た
日
と
同
じ
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
四
月
六
日
に
、
法
律
第
七
三
号
と
し
て
船
員
保
険
法
が
公

布
さ
れ
た
。

　
船
員
保
険
法
の
立
案
準
備
に
着
手
し
た
の
は
か
な
り
古
く
か
ら
で
、
大
正
一
〇
年
頃
当
時
の
農
商
務
省
に
お
い
て
健
康
保
険
法
案
が
準

備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
際
に
、
す
で
に
逓
信
省
に
お
い
て
も
船
員
保
険
法
案
が
立
案
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
予
算
関
係
な
ど
の
理
由
で
実

現
で
き
な
い
う
ち
に
、
内
務
省
に
社
会
局
が
新
設
さ
れ
船
員
保
険
立
案
事
務
は
逓
信
省
か
ら
内
務
省
社
会
局
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
の
ち
社
会
局
に
お
い
て
も
引
続
き
調
査
立
案
が
す
す
め
ら
れ
、
昭
和
五
年
に
一
度
帝
国
議
会
に
船
員
保
険
法
案
が
提
出
さ
れ
た

が
、
当
事
者
の
要
望
が
合
致
せ
ず
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
未
了
に
お
わ
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
昭
和
一
〇
年
頃
か
ら
船
員
保
険
法
制
定
の
機

運
が
再
ぴ
擾
頭
し
た
の
で
、
内
務
省
社
会
局
に
お
い
て
そ
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
厚
生
省
保
険
院
の
新
設
が
あ
り
、
そ
の
事
務
は
保

険
院
に
移
管
さ
れ
た
。
昭
和
一
三
年
一
一
月
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
保
険
院
で
の
成
案
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
同
時
に
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
職
員
健
康
保
険
法
案
も
出
来
上
っ
た
の
で
、
そ
れ
と
一
緒
に
第
七
四
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
、
両
法
案
と
も
議
会
を
通
過
し
、

昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
四
月
六
日
に
、
職
員
健
康
保
険
法
の
方
は
法
律
第
七
二
号
と
し
て
、
船
員
保
険
法
の
方
は
法
律
第
七
三
号

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
た
。
船
員
保
険
法
の
一
部
施
行
は
、
職
員
健
康
保
険
法
の
そ
れ
よ
り
も
数
ヵ
月
お
く
れ
翌
年
の
昭
和
一
五
年

（一

四
〇
年
）
三
月
一
日
よ
り
行
な
わ
れ
た
が
、
法
律
の
全
部
施
行
を
し
て
保
険
給
付
を
開
始
し
た
の
は
、
職
員
健
康
保
険
法
と
同
じ

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
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二
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

同
年
六
月
一
日
で
あ
っ
た
。

　
当
初
の
船
員
保
険
の
被
保
険
者
は
、
船
員
保
険
法
施
行
地
（
船
員
保
険
法
は
植
民
地
に
も
施
行
さ
れ
た
）
に
船
籍
港
を
定
め
る
日
本
船
舶
に

乗
組
む
帝
国
臣
民
た
る
船
長
及
び
海
員
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
強
制
被
保
険
者
で
あ
っ
た
。
船
員
保
険
法
は
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
一
七
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
第
一
七
条
　
船
員
法
第
一
条
二
規
定
ス
ル
帝
国
臣
民
タ
ル
船
員
ニ
シ
テ
本
法
施
行
地
二
船
籍
港
ヲ
定
ム
ル
船
舶
二
乗
組
ム
モ
ノ
ハ
船
員

　
　
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス
但
シ
左
二
掲
グ
ル
者
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
　
一
　
船
舶
所
有
者
二
雇
傭
セ
ラ
レ
ザ
ル
者

　
　
二
　
官
吏
又
ハ
待
遇
官
吏
（
俸
給
給
料
ヲ
受
ケ
ザ
ル
者
ヲ
除
ク
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
隅
）

　
　
三
前
二
号
二
掲
グ
ル
者
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
右
の
条
文
に
い
う
船
員
法
（
昭
和
一
二
年
、
法
七
九
号
）
の
第
一
条
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
条
　
本
法
二
於
テ
船
員
ト
ハ
日
本
船
舶
ニ
シ
テ
左
二
掲
グ
ル
船
舶
以
外
ノ
モ
ノ
ニ
乗
組
ム
船
長
及
海
員
ヲ
謂
フ

　
　
一
　
船
舶
法
第
二
十
条
二
規
定
ス
ル
船
舶

　
　
二
　
平
水
区
域
ヲ
航
行
ス
ル
船
舶

　
　
三
　
総
噸
数
三
十
噸
未
満
ノ
漁
船

　
　
前
項
ノ
海
員
ト
ハ
左
二
掲
グ
ル
者
以
外
ノ
乗
組
員
ヲ
謂
フ

　
　
一
　
船
舶
所
有
者
以
外
ノ
者
三
雇
傭
セ
ラ
ル
ル
者



　
　
二
　
何
人
ニ
モ
雇
傭
セ
ラ
レ
ズ
シ
テ
業
務
ヲ
営
ム
者

　
　
三
　
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
者

　
こ
の
船
員
法
第
一
条
第
一
項
本
文
に
い
う
「
日
本
船
舶
」
に
つ
い
て
は
、
船
舶
法
（
明
治
三
二
年
、
法
四
六
号
）
第
一
条
に
お
い
て
つ
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
一
条
左
ノ
船
舶
ヲ
以
テ
日
本
船
舶
ト
ス

　
　
」
　
日
本
ノ
官
庁
又
ハ
公
署
ノ
所
有
二
属
ス
ル
船
舶

　
　
二
　
日
本
臣
民
ノ
所
有
二
属
ス
ル
船
舶

　
　
三
　
日
本
二
本
店
ヲ
有
ス
ル
商
事
会
社
ニ
シ
テ
合
名
会
社
二
在
リ
テ
ハ
社
員
ノ
全
員
、
合
資
会
社
及
ヒ
株
式
合
資
会
社
二
在
リ
テ
ハ

　
　
　
無
限
責
任
社
員
ノ
全
員
、
株
式
会
社
二
在
リ
テ
ハ
取
締
役
ノ
全
員
力
日
本
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
ノ
所
有
二
属
ス
ル
船
舶

　
　
四
　
日
本
二
主
タ
ル
事
務
所
ヲ
有
ス
ル
法
人
ニ
シ
テ
其
代
表
者
ノ
全
員
力
日
本
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
ノ
所
有
二
属
ス
ル
船
舶

　
　
旧
商
法
ノ
規
定
二
従
ヒ
テ
設
立
シ
タ
ル
合
資
会
社
二
在
リ
テ
ハ
業
務
担
当
社
員
ノ
全
員
力
日
本
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
ノ
所
有
二
属
ス
ル
船

　
　
舶
ヲ
以
テ
日
本
船
舶
ト
ス

　
な
お
、
船
員
法
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
い
う
「
船
舶
法
第
二
十
条
二
規
定
ス
ル
船
舶
」
と
い
う
の
は
、
「
総
噸
数
二
十
噸
未
満
又
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ロ

積
石
数
二
百
石
未
満
ノ
船
舶
及
ヒ
端
舟
其
他
櫓
擢
ノ
ミ
ヲ
以
テ
運
転
シ
又
ハ
主
ト
シ
テ
櫓
擢
ヲ
以
テ
運
転
ス
ル
舟
」
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰺
）

　
当
初
の
船
員
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
世
帯
員
）
に
関
す
る
事
故
は
保
険
事
故
と
は
さ
れ
て
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
彼

等
に
関
す
る
保
険
給
付
（
い
わ
ゆ
る
家
族
療
養
費
）
は
一
切
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
当
初
の
船
員
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
は
適
用

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
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四

者
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
時
に
制
度
化
さ
れ
た
職
員
健
康
保
険
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
被
保
険
者
の
被
扶

養
者
（
世
帯
員
）
に
関
す
る
医
療
保
険
給
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
も
っ
と
も
被
保
険
者
に
関
す
る
保
険
給
付
の
よ
う
に
「
為
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と

は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
）
と
な
っ
て
い
た
。

　
　

　
伏
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
医
療
費
に
対
す
る
補
給
金
の
支
給

　
　
　
　
－
昭
和
一
四
年
法
律
第
七
四
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
1

　
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
四
月
六
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
七
四
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
に
よ
っ
て
、
健
康
保
険
法
第

一
条
に
第
二
項
が
追
加
さ
れ
、
ま
た
第
一
三
条
の
た
だ
し
書
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
改
正
法
は
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

年
の
昭
和
一
五
年
七
月
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
条
第
二
項
　
保
険
者
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
被
保
険
者
ト
同
一
ノ
世
帯
二
属
シ
被
保
険
者
二
依
リ
生
計
ヲ
維
持
ス
ル
者
（
以

　
　
下
世
帯
員
ト
称
ス
）
ノ
疾
病
又
ハ
負
傷
ノ
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
二
付
補
給
金
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
一
三
条
但
書
　
但
シ
臨
時
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ
、
一
年
ノ
報
酬
千
二
百
円
ヲ
超
ユ
ル
職
員
及
職

　
　
員
健
康
保
険
法
第
二
十
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
第
一
条
に
右
の
よ
う
な
第
二
項
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
健
康
保
険
の
適
用
者
か
ら
完
全
に
し
め
出
さ
れ
て
い
た

被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
世
帯
員
）
が
そ
の
適
用
者
と
な
り
う
る
途
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
コ
こ
れ
は
、
こ
の
改
正
法
の
公
布
と
同
じ
日

に
公
布
さ
れ
た
職
員
健
康
保
険
法
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
世
帯
員
）
が
そ
の
適
用
者
と
な
り
う
る
途
を
開
い
た
こ
と
に
対



す
る
対
応
で
あ
っ
て
、
両
保
険
制
度
間
の
均
衡
を
保
と
う
と
し
た
も
の
ど
考
え
ら
れ
る
。

　
第
ニ
ニ
条
但
書
の
改
正
は
、
職
員
健
康
保
険
制
度
の
制
定
に
伴
う
技
術
的
処
理
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
職
員
健
康
保
険
制
度
制
定
以
前
に

お
い
て
は
、
年
収
一
、
二
〇
〇
円
以
下
の
い
わ
ゆ
る
事
務
職
員
は
現
場
の
肉
体
労
働
者
と
と
も
に
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
職
員
健
康
保
険
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
事
務
職
員
に
限
っ
て
、
任
意
包
括
被
保
険
者
の
制
度
を
利
用
し
て
職
員
健
康
保
険

の
被
保
険
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
の
措
置
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
員
に
つ
い
て
の
任
意
包
括
被
保
険
者
制
度

の
利
用
状
況
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
健
康
保
険
の
事
実
上
の
適
用
者
数
が
減
少
し
、
そ
の
分
だ
け
反
対
に
職
員
健
康
保
険
の
そ
れ
が
増
大
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
医
療
保
険
制
度
全
体
の
適
用
者
の
範
囲
と
し
て
は
変
わ
り
が
な
い
。

　
　

　
七
　
政
府
職
員
共
済
組
合
制
度
の
創
設

　
（

　
　
　
　
1
政
府
職
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
勅
八
二
七
）
1

　
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
二
一
月
二
日
に
、
勅
令
第
八
二
七
号
と
し
て
政
府
職
員
共
済
組
合
令
が
公
布
さ
れ
、
翌
昭
和
一
六
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

九
四
一
年
）
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
勅
令
に
基
づ
い
て
各
省
毎
に
設
置
さ
れ
る
共
済
組
合
は
、
判
任
文
官
・
同
待
遇
者
及
び

こ
れ
に
準
ず
べ
き
職
員
、
国
庫
よ
り
給
料
ま
た
は
手
当
を
受
け
る
嘱
託
員
・
雇
員
・
傭
人
・
職
工
及
び
こ
れ
に
準
ず
べ
き
職
員
を
組
合
員

と
し
、
療
養
費
．
傷
病
手
当
金
．
埋
葬
料
・
分
娩
費
お
よ
び
出
産
手
当
金
の
五
種
の
給
付
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ω
他
の
勅

令
に
依
り
組
織
さ
れ
る
共
済
組
合
の
組
合
員
、
切
健
康
保
険
ま
た
は
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
③
判
任
文
官
及
同
待
遇
者
で
あ
っ
て
俸
給

の
支
給
を
受
け
な
い
も
の
、
叫
在
外
指
定
学
校
職
員
及
び
在
満
学
校
組
合
待
遇
職
員
、
㈲
そ
の
他
命
令
を
も
っ
て
定
め
る
者
は
除
外
さ
れ
、

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五
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二
二
六

ま
た
、
判
任
文
官
・
同
待
遇
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
べ
き
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
対
す
る
給
付
は
療
養
賓
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
（
第
一

条
、
第
二
条
、
第
六
条
お
よ
ぴ
第
八
条
）
。

　
療
養
費
の
給
付
率
は
組
合
員
に
つ
い
て
は
八
割
、
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
五
割
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
者
は
入
院
費
用
お
よ
び
一
回
十

円
以
上
の
処
置
料
・
手
術
料
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
五
割
に
相
当
す
る
金
額
を
組
合
員
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

る
（
第
一
四
条
）
。

　
政
府
職
員
共
済
組
合
制
度
は
、
非
現
業
官
庁
の
全
職
員
を
対
象
と
し
て
、
健
康
保
険
法
に
よ
る
健
康
保
険
制
度
の
代
行
を
な
す
た
め
に

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
業
官
庁
の
職
員
の
か
な
り
の
部
分
は
す
で
に
勅
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
官
業
共
済
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

に
よ
っ
て
医
療
費
の
支
給
を
う
け
て
き
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
健
康
保
険
制
度
の
制
定
に
伴
い
、
官
業
共
済
組
合
は
、
い
わ
ゆ
る
健
康
保
険
代
行
組
合
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

健
康
保
険
の
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
、
各
組
合
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
に
対
し
て
、
健
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
給
付
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
業
官
庁
職
員
を
対
象
と
す
る
共
済
組
合
に
関
す
る
勅
令
は
、
明
治
の
お
わ
り
頃
に
、
つ
ぎ
の
五
つ
が
相
つ
い
で
公
布
さ
れ
て
い
る
。

ω
帝
国
鉄
道
庁
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
明
治
四
〇
年
、
勅
令
第
一
二
七
号
）
、
働
専
売
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
明

治
四
一
年
、
勅
令
第
一
五
七
号
）
、
偶
印
刷
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
明
治
四
二
年
、
勅
令
第
二
二
号
）
、
叫
通
信
官
署
現
業
員
共
済

組
合
二
関
ス
ル
件
（
明
治
四
二
年
、
勅
令
第
一
五
一
号
）
、
個
海
軍
造
船
造
兵
事
業
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
明
治
四
五
年
、
勅
令
第

一
八
号
）
。
つ
い
で
大
正
の
中
期
か
ら
お
わ
り
に
か
け
て
、
㈲
陸
軍
作
業
庁
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
大
正
八
年
、
勅
令
第
八
○



号
）
、
ω
国
有
林
野
現
業
員
共
済
組
合
令
（
大
正
八
年
、
勅
令
第
三
〇
六
号
）
、
圖
警
部
補
、
巡
査
、
消
防
手
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
大
正
九

年
、
勅
令
第
四
四
号
）
、
⑨
造
幣
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
大
正
一
二
年
、
勅
令
第
一
九
号
）
お
よ
び
㈲
内
務
省
直
轄
土
木
事
業
二

従
事
ス
ル
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
（
大
正
一
二
年
、
勅
令
第
三
三
二
号
）
の
五
つ
の
勅
令
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
大
正
一
一
年
に

は
、
右
の
㈲
（
明
治
四
五
年
、
勅
令
第
一
八
号
）
の
全
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
新
勅
令
（
大
正
一
一
年
、
勅
令
第
六
〇
号
）
に
き
り
か
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
あ
と
、
少
し
間
を
お
い
て
昭
和
一
〇
年
に
は
、
右
の
圖
（
大
正
九
年
、
勅
令
第
四
四
号
）
の
一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
警
察
共

済
組
合
令
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
た
（
昭
和
一
〇
年
、
勅
令
第
二
四
四
号
）
。
昭
和
一
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
⑳
生
糸
検
査
所
共
済
組
合
令

（
昭
和
τ
〕
年
、
勅
令
第
二
〇
一
号
）
、
㈱
刑
務
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
四
八
九
号
）
が
公
布
さ
れ
、
こ
の
あ
と
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
非
現
業
官
庁
の
全
職
員
を
対
象
と
す
る
政
府
職
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
八
二
七
号
）
が
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
年
に
は
、
す
で
に
公
布
さ
れ
て
い
る
現
業
官
庁
職
員
を
対
象
と
す
る
共
済
組
合
に
関
す
る
勅
令
の
う
ち
四
つ
に
つ
い
て
の
全
部

改
正
が
お
こ
な
わ
れ
、
題
名
も
変
わ
り
新
し
い
勅
令
に
き
り
か
え
ら
れ
、
三
つ
に
つ
い
て
は
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ
、
題
名
の
変
更
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
③
が
専
売
局
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
五
号
）
に
、
右
の
團
が
内
閣
印
刷
局
共
済
組

合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
四
号
）
に
、
右
の
叫
が
逓
信
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
五
〇
号
）
に
、
右
の
⑨
が
造
幣
局
共

済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
六
号
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
全
部
改
正
の
う
え
き
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。
右
の
ω
と
㈲
お
よ
び
㈲
は
と

も
に
大
幅
改
正
の
う
え
、
そ
れ
ぞ
れ
題
名
が
鉄
道
共
済
組
合
令
、
陸
軍
共
済
組
合
令
、
営
林
局
署
等
職
員
共
済
組
合
令
に
変
え
ら
れ
て
い

る
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
五
二
号
、
勅
令
第
九
四
七
号
お
よ
び
同
、
勅
令
第
九
四
八
号
）
。
昭
和
一
六
年
に
は
、
⑬
教
職
員
共
済
組
合
令
（
昭

和
一
六
年
、
勅
令
第
一
七
号
）
が
新
た
に
公
布
さ
れ
る
と
と
も
に
先
の
大
正
一
一
年
勅
令
第
六
〇
号
の
改
正
が
行
な
わ
れ
、
海
軍
共
済
組
合

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
七
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八

令
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
（
昭
和
一
六
年
、
勅
令
第
一
三
二
号
）
、
さ
ら
に
同
じ
く
先
に
あ
げ
た
⑬
（
大
正
一
二
年
、
勅
令
第
三
三
二

号
）
が
全
部
改
正
さ
れ
て
土
木
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
六
年
、
勅
令
第
六
四
九
号
）
に
き
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
一
七
年
に
は
、
⑯
北

海
道
庁
営
林
現
業
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
七
年
、
勅
令
第
六
八
六
号
）
が
新
た
に
公
布
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
現
業
官
庁
職
員
を
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

す
る
共
済
組
合
令
の
最
後
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
現
業
、
非
現
業
い
ず
れ
も
政
府
職
員
に
つ
い
て
は
、
勅
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
共
済
組
合
が
、
健
康
保
険
法
上
の
保
険
者
た
る
健
康
保

険
組
合
に
代
行
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
戦
前
に
お
け
る
政
府
職
員
の
特
権
的
な
取
扱
い
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
ラ

　
八
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
第
二
次
拡
大

　
（

　
　
　
　
1
昭
和
一
六
年
法
律
第
五
九
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
ー

　
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
三
月
一
一
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
五
九
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

第
一
三
条
と
第
一
四
条
の
一
部
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

　
第
十
三
条
第
三
号
中
「
陸
上
二
於
テ
為
ス
」
ヲ
削
リ
同
号
二
左
ノ
如
ク
加
フ

　
　
＠
　
貨
物
積
卸
ノ
事
業

　
　
㊦
　
前
各
号
二
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業

　
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

に
ょ
っ
て
、
健
康
保
険
法



　
　
三
　
削
除

　
こ
の
改
正
に
よ
り
、
ω
陸
上
に
お
け
る
貨
物
・
旅
客
運
送
事
業
（
た
だ
し
常
時
五
入
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
）
で
勅
令
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
も
の
の
被
用
者
が
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者
の
一
つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
海
上
や
空
中
に
お
け
る
貨
物
．

旅
客
運
送
事
業
（
た
だ
し
常
時
五
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の
）
の
被
用
者
は
排
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
今
後
は
組
み
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
、
圖
貨
物
積
卸
事
業
の
被
用
者
が
従
来
は
健
康
保
険
の
任
意
包
括
被
保
険
者
だ
っ
た
が
、
今
後
は
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者

と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
、
圖
従
来
は
強
制
適
用
事
業
の
う
ち
常
時
五
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
一
三
条
の
第

三
号
の
④
か
ら
㈱
ま
で
に
列
挙
し
た
五
種
類
の
事
業
に
業
種
を
条
文
で
明
示
的
に
限
定
し
て
い
た
が
、
今
後
は
そ
れ
に
勅
令
で
指
定
す
る

事
業
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
任
意
包
括
被
保
険
者
の
適
用
事
業
か
ら
強
制
被
保
険
者
の
適
用
事
業
へ
の
一
部
の
振
り
か
え
に
よ
る

前
者
の
範
囲
の
縮
少
と
後
者
の
範
囲
の
拡
大
が
み
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
別
途
の
方
策
に
よ
る
後
者
の
範
囲
の
拡
大
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

ラ九
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
第
三
次
拡
大
と
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
対
す
る
保
険
給
付
の
支
給
お
よ
び
職
員
健
康
保
険
制
度

（
　
　
　
の
健
康
保
険
制
度
へ
の
統
合

　
　
　
　
－
昭
和
一
七
年
法
律
第
三
八
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
1

　
昭
和
一
七
年
二
月
一
二
日
に
、
法
律
第
三
八
号
（
健
康
保
険
法
中
改
正
法
律
）
に
よ
り
、
強
制
被
保
険
者
と
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ

る
者
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
っ
た
第
一
三
条
が
内
容
も
改
訂
さ
れ
て
第
一
三
条
と
第
一
三
条
ノ
ニ
の
ニ
カ
条
に
分
割
さ
れ
、
任
意
包
括
被

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九

＼
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一
四
〇

保
険
者
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
第
一
四
条
・
第
一
五
条
も
改
訂
に
な
り
、
さ
ら
に
第
一
五
条
ノ
ニ
が
追
加
に
な
っ
た
。
ま
た
保
険
事
故

　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
第
一
条
に
も
手
直
し
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
内
容
を
引
用
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
条
第
一
項
中
「
療
養
ノ
給
付
又
ハ
傷
病
手
当
金
、
埋
葬
料
、
分
娩
費
若
ハ
出
産
手
当
金
ノ
支
給
」
ヲ
「
保
険
給
付
」
二
改
メ
同
条

　
第
二
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

　
　
保
険
者
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
被
保
険
者
二
依
リ
生
計
ヲ
維
持
ス
ル
者
（
以
下
被
扶
養
者
ト
称
ス
）
ノ
疾
病
、
負
傷
又
ハ
分
娩

　
　
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

　
第
一
三
条
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
ス

　
　
一
　
工
揚
法
第
一
条
ノ
規
定
二
依
リ
同
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
揚

　
　
二
　
鉱
業
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業
揚
又
ハ
工
揚

　
　
三
　
法
人
又
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
団
体
ノ
事
務
所
ニ
シ
テ
常
時
五
人
以
上
ノ
従
業
員
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
四
　
左
二
掲
グ
ル
事
業
ノ
事
業
所
ニ
シ
テ
常
時
五
人
以
上
ノ
従
業
員
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
）俸）◎の（ロ）（イ

物
ノ
製
造
、
加
工
、
選
別
、
包
装
、
修
理
又
ハ
解
体
ノ
事
業

鉱
物
ノ
採
掘
又
ハ
採
取
ノ
事
業

電
気
又
ハ
動
カ
ノ
発
生
、
伝
導
又
ハ
供
給
ノ
事
業

貨
物
又
ハ
旅
客
ノ
運
送
ノ
事
業

貨
物
積
卸
ノ
事
業



（ノの（ヌ）（リ）紛（ト）＠

第
ニ
ニ
条
ノ
ニ

　
一

　
二

　
三

　
四

　
前
条
ノ
規
定
二
依
リ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
期
間

　
ハ
之
ヲ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
セ
ズ

第
一
四
条
　
第
十
三
条
二
規
定
ス
ル
事
業
所
以
外
ノ
事
業
所
ノ
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者

　
ヲ
包
括
シ
テ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
認
可
ヲ
申
請
ス
ル
ニ
ハ
被
保
険
者
ト
為
ル
ベ
キ
者
ノ
ニ
分
ノ
一
以
上

　
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一

物
ノ
販
売
ノ
事
業

金
融
又
ハ
保
険
ノ
事
業

物
ノ
保
管
又
ハ
賃
貸
ノ
事
業

媒
介
周
旋
ノ
事
業

　
集
金
、
案
内
又
ハ
広
告
ノ
事
業

　
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業

　
　
　
　
前
条
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
セ
ズ

船
員
保
険
ノ
被
保
険
者
（
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
者
ヲ
除
ク
）

一
年
ノ
報
酬
ガ
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
ヲ
超
ユ
ル
職
員

臨
時
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ

前
各
号
二
掲
グ
ル
者
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
者
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一
四
二

　
第
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
」
ヲ
「
事
業
所
」
二
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
但
書
」
ヲ
「
第
十
三
条
ノ
ニ
」
二
改
ム

　
第
一
五
条
ノ
ニ
　
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
所
ノ
事
業
主
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル

　
　
第
十
三
条
ノ
ニ
第
一
項
第
二
号
二
該
当
ス
ル
者
ヲ
包
括
シ
テ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
第
十
三
条
ノ
ニ
（
第
一
項
第
二
号
ヲ
除
ク
）
、
第
十
四
条
第
二
項
及
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
揚
合
二
之
ヲ
準
用
ス

　
こ
の
改
正
法
の
附
則
の
第
二
項
に
「
職
員
健
康
保
険
法
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
」
と
し
る
し
、
同
第
四
項
に
お
い
て
「
第
二
項
ノ
規
定
施
行
ノ

際
現
二
存
ス
ル
職
員
健
康
保
険
組
合
ハ
同
規
定
施
行
ノ
日
ヨ
リ
健
康
保
険
組
合
ト
為
リ
職
員
健
康
保
険
組
合
ノ
権
利
義
務
ヲ
承
継
ス
ル
モ

ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
ま
た
同
第
五
項
で
は
、
「
第
二
項
ノ
規
定
施
行
ノ
際
現
二
職
員
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
者
ハ
命
令
ノ

定
ム
ル
所
二
依
リ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
、
職
員
健
康
保
険
法
を
廃
止
し
健
康

保
険
法
に
吸
収
統
合
す
る
た
め
の
一
連
の
措
置
が
附
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
折
の
健
康
保
険
法

の
改
正
の
ね
ら
い
の
一
つ
に
、
職
員
健
康
保
険
法
の
健
康
保
険
法
へ
の
吸
収
統
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
吸
収
統
合
に
関
す
る
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
託
）

は
昭
和
一
七
年
三
月
三
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
右
に
引
用
し
た
第
二
二
条
第
四
号
の
＠
か
ら
ρ
珍
ま
で
と
、
の
の
一
部
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

る
電
気
供
給
の
事
業
は
職
員
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
（
第
一
八
条
第
一
項
第
一
号
～
第
六
号
）
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
職
員
健

康
保
険
で
は
適
用
地
域
で
の
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、
吸
収
統
合
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
が
と
り
の
ぞ
か
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
被
用

者
が
常
時
一
〇
人
以
上
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
も
の
を
、
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
の
企
業
規
模
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
被

用
者
数
五
人
以
上
に
し
て
い
る
。

　
健
康
保
険
法
の
こ
れ
ま
で
の
第
二
二
条
第
三
号
の
◎
と
㈲
（
鉄
道
そ
の
他
の
運
送
業
）
が
統
合
さ
れ
て
新
し
い
第
二
二
条
第
四
号
の
◎
に



「
貨
物
又
ハ
旅
客
ノ
運
送
ノ
事
業
」
と
な
っ
て
い
る
。
新
一
三
条
で
は
「
法
人
又
ハ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
団
体
ノ
事
務
所
ニ
シ
テ
常
時
五

人
以
上
ノ
従
業
員
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ
」
が
第
三
号
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
の
拡
大
を
意
味
す
る
。

　
被
保
険
者
か
ら
除
外
す
る
者
を
、
こ
れ
ま
で
は
第
二
二
条
の
但
し
書
で
処
理
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
一
三
条
か
ら
分
離
し
て
「
第
ニ
ニ

条
ノ
ニ
」
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
健
康
保
険
や
職
員
健
康
保
険
の
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
一
年

の
報
酬
が
一
、
二
〇
〇
円
を
超
え
る
職
員
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
「
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
」
に
改
め
、
さ
ら
に
、
そ
の
職
員

（一

の
報
酬
が
一
定
額
を
超
え
る
職
員
）
を
包
括
任
意
被
保
険
者
と
し
て
い
る
（
第
一
五
条
ノ
ニ
）
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
包
括
任
意
被
保
険

者
制
度
を
利
用
で
き
る
事
業
所
を
列
挙
主
義
で
少
数
の
も
の
に
限
定
し
て
い
た
（
旧
第
一
四
条
）
が
、
こ
の
改
正
で
は
一
挙
に
、
強
制
適

用
事
業
所
以
外
の
事
業
所
に
改
正
し
て
い
る
（
新
第
一
四
条
）
。
こ
れ
ら
は
包
括
任
意
被
保
険
者
の
範
囲
の
非
常
な
拡
大
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
一
条
の
改
正
で
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
被
保
険
者
の
世
帯
員
に
対
し
て
は
「
疾
病
又
ハ
負
傷
ノ
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
二
付
補
給
金
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
ヤ

支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て
い
た
の
を
、
今
度
は
、
分
娩
と
い
う
事
故
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
補
給
金
に
か
え
て
保
険
給
付
（
被
保

険
者
に
つ
い
て
保
険
給
付
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
い
る
）
と
い
う
用
語
を
用
い
、
さ
ら
に
保
険
給
付
を
「
為
ス
モ
ノ
ト

ス
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
改
正
に
あ
た
り
、
「
世
帯
員
」
と
い
う
用
語
を
「
被
扶
養
者
」
に
き
り
か
え
て
い
る
の
だ
が
、
今
度
の

改
正
に
よ
っ
て
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
健
康
保
険
の
適
用
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
な
も
の
に
し
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
適

用
対
象
と
い
っ
て
も
被
保
険
者
で
は
な
く
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
と
い
う
被
用
者
本
人
と
は
差
別
さ
れ
た
地
位
に
依
然
と
し
て
お
か
れ
て

い
る
。

医
療
保
険
制
度
と
社
会

一
四
三
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一
四
四

　
δ
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
創
設
と
官
庁
職
員
の
各
種
共
済
組
合
制
度
の
統
一

　
　
　
　
ー
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
二
三
年
法
六
九
）
1

　
終
戦
時
（
昭
和
二
〇
年
、
一
九
四
五
年
）
に
お
い
て
は
、
以
上
の
制
度
の
経
過
か
ら
、
医
療
保
険
制
度
と
し
て
は
、
政
府
管
掌
健
康
保
険

制
度
、
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
、
船
員
保
険
制
度
お
よ
ぴ
国
民
健
康
保
険
制
度
の
四
制
度
が
法
形
式
と
も
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
と
し
て

存
在
し
て
お
り
、
法
形
式
の
点
で
若
干
問
題
は
残
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
実
質
的
に
は
政
府
職
員
を
対
象
と
し
た
実
質
上
の
医
療
保
険
制
度

と
し
て
政
府
職
員
共
済
組
合
制
度
と
各
種
の
官
業
共
済
組
合
制
度
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
六
月
三
〇
日
に
、
法
律
第
六
九
号
と
し
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
日
の
七
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

か
ら
直
ち
に
施
行
さ
れ
た
。

　
二
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
「
国
に
使
用
さ
れ
る
者
で
国
庫
か
ら
報
酬
を
受
け
る
も
の
」
（
た
だ
し
、
「
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者
」
、
「
臨

時
に
使
用
さ
れ
る
者
」
な
ど
を
の
ぞ
く
）
を
組
合
員
と
し
て
、
療
養
の
給
付
・
家
族
療
養
費
な
ど
の
保
健
給
付
、
退
職
年
金
・
退
職
一
時
金

な
ど
の
退
職
給
付
な
ど
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
（
同
法
第
一
条
、
第
一
二
条
、
第
一
七
条
、
第
三
〇
条
、
第
三
一
二
条
、
第
三
九
条
、
第
四
一
条
）
、

こ
れ
に
伴
い
、
官
庁
職
員
を
対
象
と
す
る
共
済
組
合
に
関
す
る
勅
令
で
あ
る
共
済
組
合
令
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
政
府
職
員
共
済
組

合
制
度
の
創
設
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
）
は
、
こ
の
時
点
ま
で
有
効
に
存
続
し
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
鉄
道
共
済
組
合
令
（
明
治
四
〇
年
、
勅
令
第
一
二
七
号
）
、
営
林
局
署
共
済
組
合
令
（
大
正
八
年
勅
令
第
三
〇
六
号
）
、
警
察
共
済
組
合
令

（
大
正
九
年
、
勅
令
第
四
四
号
）
、
生
糸
検
査
所
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
二
年
、
勅
令
第
二
〇
一
号
）
、
刑
務
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第

四
八
九
号
）
、
政
府
職
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
八
二
七
号
）
、
印
刷
局
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
四
号
）
、
専
売



局
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
五
号
）
、
造
幣
局
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
五
年
、
勅
令
第
九
四
六
号
）
、
逓
信
共
済
組
合
令
（
昭
和

一
五
年
、
勅
令
第
九
五
〇
号
）
、
教
職
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
六
年
、
勅
令
第
一
七
号
）
、
土
木
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
六
年
、
勅
令
第
六
四
九

号
）
お
よ
び
北
海
道
庁
営
林
現
業
員
共
済
組
合
令
（
昭
和
一
七
年
、
勅
令
第
六
八
六
号
）
の
一
三
の
共
済
組
合
令
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

法
（
昭
和
二
一
二
年
、
法
律
第
六
九
号
）
の
施
行
の
日
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ら
一
三
の
勅
令
に
基
づ
い
て
永
年
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

た
っ
て
別
々
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
官
庁
職
員
を
対
象
と
す
る
共
済
組
合
制
度
が
、
同
一
の
法
律
に
基
づ
く
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度

に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
新
制
度
に
お
け
る
組
合
員
に
関
す
る
医
療
保
険
の
給
付
率
は
一
〇
割
（
た
だ
し
初
診
時
の
一
部
負
担
金
あ
り
）
（
同
塗
三
条
）

で
あ
る
が
、
被
扶
養
者
に
関
す
る
そ
れ
は
五
割
（
療
養
費
の
半
額
負
担
）
（
同
法
三
三
条
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
ラ

　
＝
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
第
四
次
・
第
五
次
拡
大
、
そ
の
他

　
（

　
　
　
　
1
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
二
六
号
（
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

　
　
　
　
　
　
昭
和
二
八
年
法
律
第
一
一
六
号
（
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

　
　
　
　
　
　
昭
和
二
三
年
法
律
第
七
〇
号
（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）

　
　
　
　
　
　
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
二
八
号
（
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
ー

　
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
六
月
三
〇
日
に
、
法
律
第
七
〇
号
と
し
て
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
）

同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　
国
民
健
康
保
険
は
従
来
国
民
健
康
保
険
組
合
が
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
同
法
第
二
条
）
が
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
市
町
村
（
特

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
酢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

別
区
を
含
む
以
下
同
じ
）
が
行
な
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
（
同
法
第
二
条
）
に
な
り
、
市
町
村
が
行
な
わ
な
い
場
合
に
限
っ
て
国
民
健

康
保
険
組
合
ま
た
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
法
人
が
行
な
う
こ
と
（
同
法
第
二
条
ノ
ニ
）
に
な
っ
た
。

　
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
七
月
一
〇
日
に
、
法
律
第
一
二
八
号
と
し
て
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
牡
）

年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　
船
員
保
険
制
度
で
も
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
を
医
療
保
険
に
関
し
そ
の
適
用
者
と
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
第
一
条
第
一
項
で
「
船
員
保
険
二
於
テ
ハ
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
疾
病
、
負
傷
、
失
業
、
老
齢
、
廃
疾
、

脱
退
又
ハ
死
亡
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
シ
併
セ
テ
被
保
険
者
二
依
リ
生
計
ヲ
維
持
ス
ル
者
（
以
下
被
扶
養
者
ト
称
ス
）
ノ
疾
病
、
負
傷
又
ハ

死
亡
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
謳
い
、
第
三
二
条
に
お
い
て
「
被
扶
養
者
ガ
保
険
医
及
保
険
薬
剤
師
並
二
行
政
庁
ノ
指
定

ス
ル
者
ノ
中
自
己
ノ
選
定
シ
タ
ル
者
二
就
キ
療
養
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
保
険
者
二
対
シ
家
族
療
養
費
ト
シ
テ
其
ノ
療
養
二
要
シ
タ
ル
費

用
二
付
之
ヲ
支
給
ス
」
（
第
一
項
）
、
「
家
族
療
養
費
ノ
額
ハ
療
養
二
要
ス
ル
費
用
ノ
百
分
ノ
五
十
二
相
当
ス
ル
額
ト
ス
但
シ
現
二
支
払
フ
ベ

キ
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
百
分
ノ
五
十
二
相
当
ス
ル
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
（
第
二
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。

　
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
年
）
七
月
一
〇
日
に
公
布
さ
れ
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
法
律
第
一
二
六
号
（
健
康
保
険
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
）
に
よ
っ
て
、
強
制
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
第
一
三
条
と
、
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
規
定
で
あ
る
第
ニ
ニ
条
ノ
ニ
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

　
第
二
二
条
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
所
（
事
務
所
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
又
ハ
事
務
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被

　
　
保
険
者
ト
ス



一
　
左
二
掲
グ
ル
事
業
ノ
事
業
所
ニ
シ
テ
常
時
五
人
以
上
ノ
従
業
員
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

（（（（（（（（（（（ルヌリチトヘホニハロイ）））））））））））

　
二
　
国
又
ハ
法
人
ノ
事
務
所
ニ
シ
テ
常
時
五
人
以
上
ノ
従
業
員
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

第
二
二
条
ノ
ニ

　
一
　
船
員
保
険
ノ
被
保
険
者
但
シ
船
員
保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ヲ
除
ク

　
ニ
　
臨
時
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
左
二
掲
グ
ル
モ
ノ
但
シ

物
ノ
製
造
、
加
工
、
選
別
、
包
装
、
修
理
又
ハ
解
体
ノ
事
業

鉱
物
ノ
採
掘
又
ハ
採
取
ノ
事
業

電
気
又
ハ
動
カ
ノ
発
生
、
伝
導
又
ハ
供
給
ノ
事
業

貨
物
又
ハ
旅
客
ノ
運
送
ノ
事
業

貨
物
積
卸
ノ
事
業

物
ノ
販
売
又
ハ
配
給
ノ
事
業

金
融
又
ハ
保
険
ノ
事
業

物
ノ
保
管
又
ハ
賃
貸
ノ
事
業

媒
介
周
旋
ノ
事
業

集
金
、
案
内
又
ハ
広
告
ノ
事
業

焼
却
、
清
掃
又
ハ
屠
殺
ノ
事
業

　
　
前
条
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ハ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
セ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
）
二
掲
グ
ル
者
ニ
シ
テ
所
定
ノ
期
問
ヲ
超
工
引
続
キ
使
用
セ
ラ

医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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八

　
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
（
・
）
二
掲
グ
ル
者
ニ
シ
テ
一
月
ヲ
超
工
引
続
キ
使
用
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在

　
ラ
ズ

　
（
イ
）
　
二
月
以
内
ノ
期
間
ヲ
定
メ
テ
使
用
セ
ラ
ル
ル
者

　
（
・
）
　
日
旦
雇
入
レ
ラ
ル
ル
者

三
　
季
節
的
業
務
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
但
シ
継
続
シ
テ
四
月
ヲ
超
工
使
用
セ
ラ
ル
ベ
キ
揚
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

四
　
臨
時
的
事
業
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
但
シ
継
続
シ
テ
六
月
ヲ
超
工
使
用
セ
ラ
ル
ベ
キ
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

五
　
事
業
所
ノ
所
在
地
ノ
一
定
セ
ザ
ル
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者

六
　
国
民
健
康
保
険
組
合
又
ハ
国
民
健
康
保
険
ヲ
行
フ
社
団
法
人
ノ
事
務
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ

七
　
生
命
保
険
会
社
二
使
用
セ
ラ
レ
保
険
契
約
ノ
募
集
勧
誘
二
従
事
ス
ル
者
ニ
シ
テ
常
時
一
定
ノ
報
酬
ヲ
受
ケ
ザ
ル
モ
ノ

　
　
前
条
ノ
規
定
二
依
リ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
保
険
者
又
ハ
第
一
二
条
ノ
規
定
二
依
ル
共
済
組
合
ノ
承
認
ヲ
受
ケ

　
　
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
期
間
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
セ
ズ

　
右
の
改
正
に
言
及
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

ω
強
制
適
用
事
業
所
と
し
て
従
来
あ
げ
ら
れ
て
い
た
「
工
場
法
第
一
条
ノ
規
定
二
依
リ
同
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
場
」
（
第
一
号
）
と
「
鉱

業
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
事
業
揚
又
ハ
エ
場
」
（
第
二
号
）
が
新
法
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
工
揚
法
（
明
治
四
四
年
、
法
律
四
六
号
）

が
戦
後
新
し
い
憲
法
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
統
一
的
な
労
働
保
護
法
で
あ
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
一
三
年
、
法
律
四
九
号
）
に
解
消
し
た

ア｝

、
さ
ら
に
鉱
業
法
（
明
治
三
八
年
、
法
律
四
五
号
）
に
も
若
干
の
鉱
夫
保
護
規
定
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
規
定
も
労
働
基
準
法
に
肩
代
わ



り
さ
れ
た
こ
と
（
鉱
業
法
の
他
の
部
分
も
戦
後
の
事
情
に
応
じ
新
し
い
鉱
業
法
（
昭
和
二
五
年
、
法
律
二
八
九
号
）
に
代
わ
っ
た
）
と
い
う
事
情
の

獅
催
に
対
応
す
る
た
め
の
法
技
術
的
処
理
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
新
第
ニ
ニ
条
の
第
一
号
の
（
イ
）
と
（
ロ
）
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ

れ
る
か
ら
こ
の
点
で
の
強
制
適
用
事
業
所
の
範
囲
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

個
従
来
強
制
適
用
事
業
所
を
指
定
す
る
た
め
に
、
旧
第
一
三
条
の
第
四
号
に
④
か
ら
σ
珍
ま
で
に
わ
た
っ
て
各
種
の
事
業
が
列
挙
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
中
で
σ
O
の
「
其
ノ
他
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業
」
を
削
り
そ
の
代
わ
り
に
「
焼
却
、
清
掃
又
ハ
屠
殺
ノ
事
業
」
を
入
れ
、

ま
た
＠
で
は
今
ま
で
は
「
物
ノ
販
売
ノ
事
業
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
「
物
ノ
販
売
又
ハ
配
給
ノ
事
業
」
に
改
正
し
て
い
る
。

個
従
来
は
、
「
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
団
体
ノ
事
務
所
」
（
た
だ
し
被
用
者
常
時
五
人
以
上
）
（
旧
第
一
三
条
第
三
号
）
が
強
制
適
用
事
業
所
の
一
つ

に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
国
ノ
事
務
所
」
（
被
用
者
数
で
の
制
限
従
来
通
り
）
に
改
正
し
て
い
る
。

叫
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
改
正
に
な
っ
て
い
る
。
ω
「
一
年
ノ
報
酬
ガ
勅
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
ヲ
超

ユ
ル
職
員
」
（
旧
第
一
三
条
ノ
ニ
第
一
項
第
二
号
）
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
強
制
適
用
被
保
険
者
の
範
囲
は
拡
大
さ
れ
た
．
】
と

に
な
る
。
＠
「
臨
時
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
モ
ノ
」
（
旧
第
一
三
条
ノ
ニ
第
一
項
第
三
号
）
に
代
え
る
に
、
新
第

二
二
条
ノ
ニ
で
は
第
一
項
第
二
号
を
も
っ
て
し
、
内
容
を
明
示
的
に
し
て
い
る
。
の
旧
第
一
三
条
ノ
ニ
第
一
項
で
は
、
第
四
号
に
「
前
各

号
二
掲
グ
ル
者
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
者
」
を
あ
げ
、
被
保
険
者
か
ら
除
外
す
る
者
を
条
文
上
明
示
的
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
新
第

二
二
条
ノ
ニ
で
は
、
そ
れ
に
代
え
る
に
第
一
項
第
三
号
乃
至
第
七
号
を
も
っ
て
し
、
そ
の
内
容
を
条
文
上
で
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
｝

れ
ら
の
明
示
的
な
条
文
に
き
り
か
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
の
範
囲
が
縮
少
さ
れ
る
ア
｝
と
に
な
っ
て

も
菰
大
え
皇
た
奮
な
い
も
の
暑
え
ら
艶
6
旧
第
ニ
ニ
条
ノ
ニ
第
一
項
第
喜
は
「
船
員
保
険
ノ
被
保
険
者
（
勅
令
ヲ

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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一
五
〇

以
テ
指
定
ス
ル
者
ヲ
除
ク
）
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
「
船
員
保
険
ノ
被
保
険
者
但
シ
船
員
保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依

ル
被
保
険
者
ヲ
除
ク
」
に
改
正
し
、
条
文
上
で
の
内
容
の
具
体
化
を
は
か
っ
て
い
る
。

㈲
第
二
二
条
の
本
文
に
つ
い
て
字
句
の
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
「
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル

ル
者
」
と
あ
っ
た
の
を
「
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
事
業
所
（
事
務
所
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
又
ハ
事
務
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
」
に
改
正

し
て
い
る
。

㈲
第
二
二
条
の
各
号
の
順
序
が
か
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
第
四
号
が
第
一
号
に
、
こ
れ
ま
で
の
第
三
号
が
第
二
号
に
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
旧
第
一
号
、
旧
第
二
号
は
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
削
除
に
な
っ
て
い
る
。

ω
第
一
三
条
ノ
ニ
第
二
項
の
中
心
部
分
の
字
句
に
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
被
保
険
者
タ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
勅
令
ヲ
以
テ

定
ム
ル
モ
ノ
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
期
間
ハ
之
ヲ
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
「
被
保
険
者
タ
ル
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
保
険
者
又
ハ
第

十
二
条
ノ
規
定
二
依
ル
共
済
組
合
ノ
承
認
ヲ
受
ケ
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
ト
為
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
期
間
」
に
か
え
、
条
文
上
で
の

具
体
化
を
は
か
っ
て
い
る
。

　
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
八
月
一
日
に
法
律
第
一
一
六
号
（
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
が
公
布
さ
れ
・
同
年
九
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
整
法
は
第
三
条
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
改
正
茄
え
て
い
（
額
）
・

　
　
第
十
三
条
中
「
事
業
所
（
事
務
所
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
又
ハ
事
務
所
」
を
「
事
業
所
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
　
　
（
ヲ
）
　
土
木
、
建
築
其
ノ
他
工
作
物
ノ
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、
破
壊
、
解
体
又
ハ
其
ノ
準
備
プ
事
業



　
　
　
（
ワ
）
　
教
育
、
研
究
又
ハ
調
査
ノ
事
業

　
　
　
（
カ
）
　
疾
病
ノ
治
療
、
助
産
其
ノ
他
医
療
ノ
事
業

　
　
　
（
ヨ
）
　
通
信
又
ハ
報
道
ノ
事
業

　
　
　
（
タ
）
　
社
会
福
祉
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
二
定
ム
ル
社
会
福
祉
事
業
及
更
生
緊
急
保
険
法
（
昭
和
二
十
五

　
　
　
　
年
法
律
第
二
百
三
号
）
二
定
ム
ル
更
生
保
護
事
業

　
右
の
改
正
で
第
一
三
条
の
本
文
か
ら
事
務
所
と
い
う
用
語
が
消
え
た
が
、
実
質
上
の
変
更
は
な
い
。
ま
た
強
制
適
用
事
業
と
し
て
五
種

の
事
業
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
強
制
適
用
事
業
の
範
囲
の
拡
大
を
意
味
す
る
。
こ
の
昭
和
二
八
年
の
八
月
の

改
正
に
よ
っ
て
、
健
康
保
険
法
の
第
一
三
条
は
、
内
容
・
文
言
と
も
に
現
行
（
昭
和
四
八
年
八
月
現
在
）
の
も
の
と
全
く
同
じ
も
の
に
な
っ

た
。

’

　
ラ

　
三
　
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
の
創
設

　
　
　
　
－
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
（
昭
和
二
八
年
法
二
〇
七
）
i

　
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
八
月
一
四
日
に
、
法
律
第
二
〇
七
号
に
よ
り
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
一
一
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

日
か
ら
一
部
施
行
、
翌
年
（
一
九
五
四
年
）
一
月
一
五
日
か
ら
保
険
給
付
及
び
保
険
料
に
関
す
る
規
定
が
施
行
さ
れ
全
部
施
行
と
な
っ
た
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
日
雇
労
働
者
と
そ
の
被
扶
養
者
を
適
用
者
と
す
る
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
が
医
療
保
険
制
度
の
一
環
と
し
て

制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

　
こ
こ
に
い
う
旦
雇
労
働
者
と
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
コ
　
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
左
に
掲
げ

る
も
の
。
但
し
、
同
一
の
事
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
単
に
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
一
箇
月

の
期
間
を
こ
え
、
ロ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
所
定
の
期
間
を
こ
え
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
揚
合
（
所
在
地
の
一
定
し
な
い

事
業
所
に
お
い
て
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
揚
合
を
除
く
。
）
を
除
く
。
イ
　
日
旦
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
　
口
　
二
箇
月
以
内
の

期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
　
二
　
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
者
。
但
し
、
継
続
し
て
四
箇
月
を
こ
え
て
使
用
さ
れ
る
ぺ
き
場
合
を

除
く
。
三
　
臨
時
的
事
業
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
。
但
し
、
継
続
し
て
六
箇
月
を
こ
え
て
使
用
さ
れ
る
ぺ
き
場
合
を
除
く
。
」
（
同
法

第
三
条
第
一
項
）
　
な
お
、
こ
の
日
雇
労
働
者
の
定
義
は
、
一
部
字
句
の
点
で
の
差
異
を
別
と
し
内
容
の
点
で
は
、
健
保
康
険
法
の
「
被
保

険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
」
の
規
定
で
あ
る
。
第
一
三
条
ノ
ニ
第
一
項
（
昭
和
二
八
年
当
時
有
効
の
も
の
）
の
第
二
号
乃
至
第
四
号
と
同
一

で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
三
号
は
現
行
（
昭
和
四
八
年
八
月
現
在
）
の
も
の
と
内
容
．
文
言
と
も
全
く
同
一
で
あ
る
。

　
こ
の
制
度
は
、
右
に
い
う
「
日
雇
労
働
者
の
業
務
外
の
事
由
に
よ
る
疾
病
又
は
負
傷
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
対
し
て

保
険
給
付
を
行
う
」
（
同
法
第
一
条
）
の
で
あ
る
が
、
旦
雇
労
働
者
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
該
当
す
る
事
業

所
に
使
用
さ
れ
る
日
雇
労
働
者
で
あ
る
。
「
一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条
第
一
号
の
事
業
所
又
は
同
条

第
二
号
の
事
務
所
〔
“
つ
ま
り
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
所
〕
　
二
　
健
康
保
険
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
あ
っ
た

事
業
所
〔
“
つ
ま
り
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
所
以
外
の
事
業
所
で
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
任
意
包
括
被
保
険
者
制
度
を
利
用
す
る
．
｝
と
に

つ
い
て
厚
生
大
臣
の
認
可
の
あ
っ
た
事
業
所
〕
　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
所
以
外
の
事
業
所
で
あ
っ
て
、
緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
に
定
め
る
失
業
対
策
事
業
又
は
公
共
事
業
を
行
う
も
の
」
（
同
法
第
六
条
）
。
医
療
給
付
率
は
被
保



険
者
に
つ
い
て
は
一
〇
割
（
た
だ
し
初
診
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
一
部
負
担
金
が
あ
る
）
（
同
法
第
一
一
条
第
二
項
）
で
あ
る
が
、
被
扶

養
者
に
つ
い
て
は
五
割
（
療
養
に
要
す
る
費
用
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
が
家
族
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ

る
）
（
同
法
第
一
七
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
三
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
の
創
設

　
　
　
　
－
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
二
八
年
法
二
四
五
）
1

　
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
八
月
二
一
日
に
、
法
律
第
二
四
五
号
に
よ
り
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
年
（
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翻
）

五
四
年
）
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
教
職
員
と
そ
の
被
扶
養
者
を
適
用
者
と
す

る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
が
確
立
さ
れ
、
医
療
保
険
制
度
の
一
翼
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
医
療
保
険
給
付
率
は
国

家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
と
同
様
で
、
組
合
員
一
〇
割
、
被
扶
養
者
五
割
と
な
っ
て
い
る
（
同
法
第
二
五
条
）
。

一四

市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
創
設

　
　
　
－
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
二
九
年
法
二
〇
四
）
1

昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
年
）
七
月
一
日
、
法
律
第
二
〇
四
号
に
よ
り
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
昭
和
三
〇
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
（
侶
）

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
共
済
組
合
は
、
「
市
町
村
に
使
用
さ
れ
る
者
で
市
町
村
か
ら
給
与
を
受
け
る
も
の
」

（
た
だ
し
、
「
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者
」
、
「
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
」
お
よ
び
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
」
は
の
ぞ
く
）
を

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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一
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

組
合
員
と
し
て
、
「
組
合
員
の
疾
病
、
負
傷
、
廃
疾
、
死
亡
、
分
べ
ん
、
退
職
、
災
や
く
若
し
く
は
休
業
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
疾
病
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

負
傷
・
死
亡
・
分
心
か
若
し
く
は
災
期
e
に
関
し
て
」
、
ω
保
健
給
付
、
働
退
職
給
付
、
個
廃
疾
給
付
、
回
遺
族
給
付
、
㈲
り
災
給
付
、

お
よ
び
㈲
休
業
給
付
の
六
種
の
給
付
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同
法
第
一
一
条
、
第
一
五
条
）
。
保
健
給
付
に
つ
い
て
さ
ら
に
言
及

す
れ
ば
、
ω
療
養
の
給
付
及
び
療
養
費
、
③
家
族
療
養
費
、
㈹
分
ぺ
ん
費
、
⑥
配
偶
者
分
ぺ
ん
費
、
樹
保
育
手
当
金
、
㈲
埋
葬
料
お
よ
ぴ

ω
家
族
埋
葬
料
の
七
種
の
給
付
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
法
第
三
一
条
、
第
三
二
条
、
第
三
七
条
、
第
三
八
条
、
第
三
九
条
）
。
な
お
、
医
療
保

険
の
給
付
率
は
組
合
員
に
つ
い
て
は
一
〇
割
（
た
だ
し
初
診
時
の
一
部
負
担
金
あ
り
）
、
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
五
割
（
費
用
の
半

額
負
担
）
と
な
っ
て
い
る
（
同
法
第
三
一
条
、
第
三
二
条
）
。

　
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
と
な
る
ぺ
き
市
町
村
職
員
は
、
実
は
、
す
で
に
戦
前
、
昭
和
一
七
年
二
月
の
法
律
第
三
八
号
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紛
）

健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
（
第
一
三
条
第
三
号
）
、
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
医
療
保
険

に
関
す
る
限
り
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
制
定
は
、
何
ら
そ
の
適
用
者
の
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
制
度
的
に
は
い
わ

ば
分
派
行
動
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
共
済
組
合
制
度
の
制
定
に
よ
っ
て
、
市
町
村
職
員
と
そ
の
被
扶

養
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
健
康
保
険
制
度
で
は
な
く
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
で
の
医
療
給
付
を
受
け
る
．
｝
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

（三）

公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
の
創
設

　
－
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
一
年
法
一
三
四
）
ー



　
昭
和
一
三
年
（
一
九
五
六
年
）
六
月
六
日
に
、
法
律
第
一
三
四
号
に
よ
り
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
法
律
に
基
づ
く
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
は
、
日
本
専
売
公
社
、
日
本
国
有
鉄
道
お
よ
び
日
本
電
信
電
話
公
社
（
以
下

公
共
企
業
体
と
い
う
）
の
役
員
及
び
職
員
（
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
）
を
組
合
員
と
し
て
（
同
法
第
一
条
、
第
二
条
、
第
一
二
条
）
、
療
養

及
ぴ
療
養
費
、
家
族
療
養
費
な
ど
の
短
期
給
付
（
同
法
第
三
一
条
）
な
ら
び
に
退
職
年
金
な
ど
の
長
期
給
付
（
同
法
第
四
八
条
）
を
行
な
う

も
の
で
あ
る
。
公
共
企
業
体
の
役
職
員
は
、
こ
の
法
律
が
公
布
、
施
行
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
下
で

各
種
の
社
会
保
険
給
付
を
う
け
て
い
た
か
ら
（
同
法
附
則
第
二
条
参
照
）
、
こ
の
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
、

わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
全
体
の
強
制
適
用
者
が
増
え
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
公
共
企
業
体
の

創
設
と
い
う
昭
和
二
三
年
以
降
数
年
の
間
に
生
じ
た
戦
後
の
事
情
の
変
化
に
対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
戦
後
、

行
政
官
庁
に
よ
り
直
接
経
営
さ
れ
て
い
る
事
業
を
「
独
立
採
算
制
の
下
に
能
率
的
に
運
営
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
、
そ
の
従
業
者
に
一
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

国
家
公
務
員
と
は
異
る
労
働
法
規
整
を
与
え
る
必
要
上
、
」
昭
和
二
三
年
に
日
本
国
有
鉄
道
法
（
昭
和
壬
二
年
、
法
二
五
六
）
に
基
づ
き
日

本
国
有
鉄
道
が
、
日
本
専
売
公
社
法
（
昭
和
二
三
年
、
法
二
五
五
）
に
基
づ
き
日
本
専
売
公
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
、
数
年
お
く
れ
て

昭
和
二
七
年
に
日
本
電
信
電
話
公
社
法
（
昭
和
二
七
年
、
法
二
五
〇
）
に
基
づ
い
て
日
本
電
信
電
話
公
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
公
共

企
業
体
の
役
職
員
は
「
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
が
、
国
家
公
務
員
法
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
に
暫
時
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
を
準
用
し
て
い
た
も
の
を
、
今
回
の
新
し
い
共
済
組
合
法
の
制
定
に
よ
っ
て
あ

る
意
味
で
の
制
度
の
整
備
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
枇
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
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一
五
六

　
ラ

　
一
六
　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
範
囲
の
第
六
次
拡
大

　
　
　
　
－
昭
和
三
二
年
法
律
第
四
二
号
（
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
1

　
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
年
）
三
月
三
一
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
四
二
号
（
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
）
に
よ
っ
て
「
被
保

険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
第
コ
ニ
条
ノ
ニ
の
第
一
項
の
一
部
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

　
　
第
十
三
条
ノ
ニ
第
一
項
第
一
号
中
「
船
員
保
険
法
」
を
「
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
」
に
改
め
、
同
項
第
七

　
号
を
削
る
。

　
右
の
う
ち
、
第
一
号
に
つ
い
て
の
改
正
は
法
技
術
的
整
備
に
す
ぎ
ず
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
強
制
被
保
険
者
の
範
囲
に
は
何
ら
影

響
は
な
い
。
第
七
号
（
「
生
命
保
険
会
社
二
使
用
セ
ラ
レ
保
険
契
約
ノ
募
集
勧
誘
二
従
事
ス
ル
者
ニ
シ
テ
常
時
一
定
ノ
報
酬
ヲ
受
ケ
ザ
ル

モ
ノ
」
）
の
削
除
は
、
そ
れ
だ
け
被
保
険
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
の
範
囲
が
狭
く
な
る
の
だ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
強
制
被
保
険
者
の
範

囲
の
拡
大
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
第
一
三
条
ノ
ニ
の
第
一
項
は
現
行
（
昭
和
四
八
年
八
月
現
在
）
の
も
の
と
文
言
・

内
容
と
も
同
一
と
な
っ
た
。

　モ
新
し
い
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
発
足

（　
　
　
1
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
三
年
法
一

昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
年
）
五
月
一
日
に
、
法
律
第

二
八
）
1

一
二
八
号
に
よ
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、

国
家
公
務
員
共
済



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桝
）

組
合
法
（
昭
和
二
三
年
、
法
律
第
六
九
号
）
の
全
部
が
改
正
さ
れ
た
。
新
し
い
法
律
は
一
部
に
つ
い
て
同
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
が
、

全
部
の
施
行
は
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
今
回
の
改
正
は
、
全
部
改
正
で
あ
り
、
と
く
に
長
期
給
付
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
以
来
の
恩
給
を
長
期
給
付
に
統
合
し
た
新
し

い
公
務
員
年
金
制
度
」
の
確
立
を
意
味
し
、
「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
後
、
国
家
公
務
員
法
制
定
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
退
職
年
金
制
度
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

確
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、
従
来
の
長
期
給
付
制
度
の
性
格
を
一
変
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
一
般
的
に
は
重
要
な
改
正

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
給
付
に
つ
い
て
の
大
枠
で
の
重
大
な
変
更
が
み
ら
れ
な
い
の
で
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
の
み
言

及
す
る
。
ω
組
合
員
に
つ
い
て
の
基
本
的
規
定
の
仕
方
が
、
旧
法
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
国
に
使
用
さ
れ
る
者
で
国
庫
か
ら
報
酬

を
受
け
る
も
の
、
た
だ
し
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者
や
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
な
ど
を
の
ぞ
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
回

は
、
そ
れ
が
、
「
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
」
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
。
な
お
第
三
七
条
第
一
項
参
照
）
と
さ
れ
て
い

る
。
＠
給
付
の
分
類
な
い
し
種
類
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
旧
法
で
は
ω
保
健
給
付
、
個
退
職
給
付
、
圖
廃
疾
給
付
、
叫
遺
族
給
付
、
㈲
罹

災
給
付
、
㈲
休
業
給
付
の
六
種
に
直
接
分
類
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
た
（
第
一
七
条
）
の
に
対
し
て
、
新
法
で
は
ま
ず
短
期
給
付
と
長
期

給
付
に
二
大
別
し
（
第
四
〇
条
）
、
さ
ら
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
ω
療
養
の
給
付
及
び
療
養
費
、
側
家
族
療
養
費
、
㈹
出
産
費
、
四
配
偶
者

出
産
費
、
伺
育
児
手
当
金
、
㈹
埋
葬
料
、
ω
家
族
埋
葬
料
、
㈲
傷
病
手
当
金
、
⑨
出
産
手
当
金
、
⑬
休
業
手
当
金
、
α
η
弔
慰
金
、
圃
家
族

弔
慰
金
、
圖
災
害
見
舞
金
の
二
二
種
の
給
付
を
設
け
（
第
五
一
条
）
、
右
の
ω
乃
至
ω
を
保
健
給
付
、
㈹
乃
至
㈲
を
休
業
給
付
、
⑳
乃
至
⑬

を
災
害
給
付
と
し
て
三
つ
の
群
に
ま
と
め
て
い
る
（
第
二
節
短
期
給
付
の
第
二
款
、
第
三
款
お
よ
び
第
四
款
の
題
名
参
照
）
。
後
者
の
長
期
給
付

に
つ
い
て
は
、
退
職
年
金
、
廃
疾
年
金
、
遺
族
年
金
な
ど
七
種
の
給
付
を
設
け
（
第
七
二
条
第
一
項
）
、
そ
れ
ら
を
退
職
給
付
、
廃
疾
給
付

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
・
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五
八

お
よ
び
遺
族
給
付
の
三
つ
の
群
に
ま
と
め
て
い
る
（
第
三
節
長
期
給
付
の
第
二
款
、
第
三
款
お
よ
ぴ
第
四
款
の
題
名
参
照
）
。

　
旧
法
と
新
法
で
は
給
付
の
分
類
形
式
上
の
差
異
は
あ
る
が
、
実
質
的
な
給
付
の
種
類
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
短
期
給
付
で
は
両
者
同
一

で
あ
り
、
長
期
給
付
に
お
い
て
減
額
退
職
年
金
（
第
七
九
条
）
が
追
加
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

　
λ
　
新
し
い
国
民
健
康
保
険
制
度
の
発
足

　
　
　
　
ー
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
三
年
法
一
九
二
）
1

　
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
年
）
二
一
月
二
七
日
に
、
法
律
第
一
九
二
号
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
法
が
公
布
さ
れ
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

和
一
三
年
、
法
律
第
六
〇
号
）
の
全
部
が
改
正
さ
れ
た
。
従
来
の
国
民
健
康
保
険
は
任
意
保
険
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
新
し
い
国
民
健
康
保
険

法
に
よ
っ
て
、
市
町
村
及
び
特
別
区
が
国
民
健
康
保
険
実
施
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
（
第
三
条
第
一
項
）
、
「
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
単

に
「
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
当
該
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
」
（
第
五
条
）

こ
と
に
な
り
、
新
制
度
は
強
制
保
険
と
な
っ
た
。
新
し
い
法
律
は
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
年
）
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
、
市

町
村
が
国
民
健
康
保
険
事
業
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
四
月
一
日
ま
で
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ
（
附

則
第
二
項
）
、
ま
た
特
別
の
事
情
が
あ
る
市
町
村
の
場
合
に
は
、
「
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
以
後
も
当
分
の
間
、
厚
生
大
臣
の
承
認
を
受
け

て
、
国
民
健
康
保
険
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
（
附
則
第
三
項
）
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。

　
新
制
度
で
も
国
民
健
康
保
険
組
合
が
国
民
健
康
保
険
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
第
三
条
第
二
項
）
が
、
旧
制
度
の
よ
う
な
普

通
・
特
別
の
二
種
罷
絃
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、
「
同
種
の
事
業
又
は
業
務
に
従
事
す
る
者
で
当
該
組
合
の
地



区
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
を
組
合
員
と
し
て
組
織
す
る
」
（
第
一
三
条
第
一
項
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
被
保
険
者
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
、
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と

し
な
い
」
（
第
六
条
）
と
し
て
い
る
。

　
一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

　
二
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
。
た
だ
し
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

　
　
被
保
険
者
を
除
く
。

　
三
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

　
　
第
百
三
十
四
号
）
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
四
号
）
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和

　
　
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
基
く
共
済
組
合
の
組
合
員

　
四
　
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
揚
合
を
含
む
。
）
、
公
共
企
業
体
職
員

　
　
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者

　
五
　
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
被
保
険
者
手
帳
の

　
　
交
付
を
受
け
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
そ
の
者
の
被
扶
養
者
。
た
だ
し
、
，
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
承

　
　
認
を
受
け
て
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
期
間
内
に
あ
る
者
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
そ
の
者
の
被
扶
養
者
を
除
く
。

　
六
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
、
そ
の
保
護
を
廃
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
政
令
で
定
め

　
　
る
期
間
を
経
過
し
た
世
帯
に
属
す
る
者
で
、
そ
の
世
帯
が
保
護
を
受
け
な
く
な
る
ま
で
（
そ
の
保
護
を
停
止
さ
れ
て
い
る
間
を
除

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
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一
六
〇

　
　
く
。
）
の
も
の

　
七
　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者

　
八
　
国
立
の
ら
い
療
養
所
の
入
所
患
者
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
厚
生
省
令
で
定
め
る
も
の

　
こ
の
新
国
民
健
康
保
険
制
度
の
制
定
に
よ
っ
て
、
右
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
国
民
皆
保
険
体
制
が
確

立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
国
民
健
康
保
険
の
保
険
給
付
と
し
て
は
療
養
の
給
付
と
そ
の
他
の
給
付
が
あ
り
、
前
者
の
給
付
率
は
五
割
（
所
定
の
規
定
に
よ
る
算
出

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
一
部
負
担
金
）
（
第
四
二
条
第
一
項
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
出
産
及
び
死
亡
に
関
し
て
、

「
助
産
費
の
支
給
若
し
く
は
助
産
の
給
付
又
は
葬
祭
費
の
支
給
若
し
く
は
葬
祭
の
給
付
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
特
別
の
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
行
な
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
（
第
五
八
条
第
一
項
）
。

　
　

　
究
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
創
設
と
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
発
展
的
解
消
な
ら
び
に
名
称
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

　
　
　
制
度
へ
の
変
更

　
　
　
　
－
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
七
年
法
｛
五
二
）
お
よ
び
昭
和
三
九
年
法
律
第
一
五
二
号
（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を

　
　
　
　
　
改
正
す
る
法
律
）
1

　
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
年
）
九
月
八
日
に
、
法
律
第
一
五
二
号
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
一
二
月
一
日

　
　
　
　
　
（
5
7
）

か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
施
行
と
と
も
に
、
「
一
　
町
村
職
員
恩
給
組
合
法
（
昭
和
二
十
七
年
、
法
律
第
百
十
八
号
）
、
二
　
市
町



村
職
員
共
済
組
合
法
、
三
　
地
方
議
会
議
員
互
助
年
金
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
二
十
号
）
」
が
廃
止
さ
れ
た
（
同
法
附
則
第
二
条
）
。

こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
〇
年
に
発
足
し
た
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
が
発
展
的
に
解
消
し
て
、
こ
の
地
方
公
務
員
共
済

組
合
制
度
に
引
き
つ
が
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
新
制
度
は
、
「
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
地
方
公
務
員
」
を
組
合
員
と
し
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
九
条
第
一
項
）
、
二
二

種
の
短
期
給
付
（
第
五
三
条
）
と
一
〇
種
の
長
期
給
付
（
第
七
四
条
）
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
短
期
給
付
の
一
三
種
は
、
先
に
述
べ
た
新

し
い
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
そ
れ
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
長
期
給
付
は
新
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
そ
れ
よ
り
も
三
種
類

（
通
算
退
職
年
金
、
返
還
一
時
金
お
よ
び
死
亡
一
時
金
）
多
い
。

　
こ
の
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
が
発
足
す
る
ま
で
は
、
地
方
公
務
員
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
保
険
の
諸
給
付
を
う
け
る
た
め
に
組
み
入

れ
ら
れ
て
い
る
制
度
が
必
ず
し
も
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
「
地
方
公
務
員
に
適
用
さ

れ
て
い
た
退
職
年
金
制
度
は
、
恩
給
法
に
よ
る
も
の
、
各
地
方
公
共
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
退
職
年
金
条
例
に
よ
る
も
の
、
国
家
公
務
員
共
済

組
合
法
に
よ
る
も
の
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
も
の
、
同
法
の
規
定
に
も
と
づ
く
共
済
条
例
に
よ
る
も
の
な
ど
が
入
り
ま
じ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
間
の
通
算
関
係
も
不
完
全
で
み
っ
た
」
し
、
「
ま
た
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
や

市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
の
短
期
給
付
あ
る
い
は
健
康
保
険
法
の
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
適
用
さ
れ
て
い
た
」
が
、
こ
の
制
度
が
制
定
さ
れ
る

乙
と
に
よ
っ
て
、
「
職
種
や
身
分
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
ま
た
い
ず
れ
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
っ
て
も
、
地
方
公
務
員
の
在
職
期
間

を
相
互
に
通
算
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
公
務
員
の
在
職
期
間
も
相
互
に
通
算
す
る
こ
と
と
な
り
、
地
方
公
務
員
の
年
金
制
度
の
統
一
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

果
た
さ
れ
」
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
保
険
制
度
全
体
の
適
用
者
と
い
う
点
で
は
、

　
　
　
　
　
「
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
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一
六
二

制
度
の
発
足
に
よ
る
変
化
は
な
い
が
、
そ
の
傘
下
の
個
々
の
制
度
の
適
用
者
と
い
う
点
で
は
各
制
度
間
に
変
動
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
年
）
七
月
六
日
に
公
布
さ
れ
た
法
律
第
一
五
二
号
（
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

る
法
律
）
に
よ
っ
て
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
の
題
名
が
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
傍
点
は
筆
者
）
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
あ
る
い
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
法
律
に
よ
る
実
質
的
な
改
正
は
、
地

方
団
体
関
係
団
体
職
員
の
年
金
制
度
の
創
設
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
医
療
保
険
の
面
で
の
改
正
は
な
か
っ
た
。

　
ラ

　
ニ
O
　
医
療
保
険
の
国
民
皆
保
険
と
九
制
度
の
並
立

　
（

　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
創
設
の
あ
と
は
、
医
療
保
険
制
度
の
新
設
や
全
面
的
な
改
正
も
な
く
、
ま
た
少
な
く
と
も
個
々
の
制
度

の
適
用
者
に
つ
い
て
の
重
大
な
改
正
も
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
（
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
年
）
八
月
末
）
、
わ
が
国
の
医
療
保
険

制
度
は
、
ω
政
府
管
掌
健
康
保
険
制
度
、
ω
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
、
㈹
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
、
鰯
船
員
保
険
制
度
、
㈲
国
家

公
務
員
共
済
組
合
制
度
、
㈲
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
、
ω
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
、
圖
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

制
度
お
よ
び
働
国
民
健
康
保
険
制
度
の
九
つ
の
制
度
が
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
右
の
ω
乃
至
⑧
は
被
用
者
保
険
の
性
格
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、
⑨
は
一
般
国
民
保
険
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
現
在
に
お
け
る
医
療
保
険
制
度
別
適
用
者
の
範
囲
を
一
覧
表
に

す
れ
ぱ
、
表
－
（
節
末
参
照
）
の
よ
う
に
な
る
。

　
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
年
）
三
月
末
に
お
け
る
医
療
保
険
制
度
別
適
用
者
数
は
表
2
（
節
末
参
照
）
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
適

用
者
の
総
数
は
、
一
億
五
〇
一
万
人
で
、
そ
の
五
八
・
四
％
が
八
つ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
者
で
あ
り
、
残
り
の
四
丁
六
％
が
国
民
健
康
保



険
の
そ
れ
で
あ
る
。
八
つ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
者
六
、
一
二
八
万
人
の
う
ち
四
六
・
四
％
が
被
用
者
本
人
た
る
被
保
険
者
で
あ
り
、
五
三
・

六
％
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
。
ま
た
適
用
者
総
数
の
う
ち
六
八
・
七
％
が
被
保
険
者
で
あ
り
、
三
丁
三
％
が
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
。

　
先
に
新
し
い
国
民
健
康
保
険
制
度
の
と
こ
ろ
で
述
ぺ
た
こ
と
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
国
民
は
す
べ
て
、
被
用
者
保
険
の
八
つ
の
制
度
と

国
民
健
康
保
険
制
度
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
制
度
の
適
用
者
と
な
る
建
前
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ω
生
活
保
護
法
の
被
保
護
者
、
図
国

立
の
ら
い
療
養
所
の
入
所
患
者
お
よ
び
㈹
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
厚
生
省
令
で
定
め
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
み
が
医
療
保

険
制
度
の
適
用
除
外
者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
総
数
は
総
人
口
を
ほ
ん
の
少
し
下
廻
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
の
と
こ
ろ
昭
和
四
七
年
三
月
末
の
総
人
口
を
示
す
統
計
数
字
が
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
と
右
の
医
療
保
険
制
度
の
適
用

者
の
総
数
と
の
対
比
は
不
能
で
あ
る
が
、
昭
和
四
六
年
の
年
平
均
総
人
口
一
億
四
六
九
万
人
に
照
ら
し
（
ア
あ
数
年
間
一
年
に
つ
き
一
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

万
乃
至
一
二
〇
万
人
程
度
の
人
口
増
が
み
ら
れ
る
）
、
医
療
保
険
の
適
用
者
と
な
る
べ
き
者
は
殆
ん
ど
現
に
適
用
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
し
昭
和
四
七
年
三
月
末
現
在
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
の
二
村
の
住
民
は
、
医
療
保
険
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
。
と
い
う

の
は
、
そ
の
村
は
、
離
島
で
あ
る
た
め
に
医
療
そ
の
も
の
の
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
の
で
、
国
民
健
康
保
険
事
業
を
未
だ
実
施
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
全
国
民
が
い
ず
れ
か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
国
民
皆
保
険
計
画
が
策
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六

　
　
　
　
　
（
6
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
4
）

年
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
計
画
は
昭
和
三
二
年
度
を
初
年
度
と
し
て
四
力
年
計
画
で
進
め
ら
れ
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
実
施
義
務
の
猶
予

期
限
の
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
に
一
応
目
標
が
達
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
計
画
の
進
捗
度
を
占
う
た
め
に
、
普
及
率
（
対

象
人
ロ
に
対
す
る
医
療
保
険
制
度
適
用
者
の
割
合
）
に
ふ
れ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
二
七
年
三
月
末
普
及
率
五
六
．
六
％
、

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

昭
和
三
〇
年
三
月
末
普
及
率
六
五
．
八
％
、
昭
和
三
一
年
三
月
末
普
及
率
六
八
・
一
％
、
昭
和
三
二
年
三
月
末
普
及
率
六
九
・
七
％
と
い

う
よ
う
に
、
徐
々
に
普
及
率
が
上
が
っ
て
き
て
い
た
と
こ
ろ
で
四
力
年
計
画
が
昭
和
三
二
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
っ
て
、
三
年
目

の
昭
和
三
五
年
三
月
末
に
は
普
及
率
八
八
・
七
％
と
な
り
、
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
に
は
普
及
率
九
七
・
八
七
％
と
な
っ
た
。
こ
の
時
の

未
適
用
人
口
（
総
人
口
の
二
．
一
三
％
、
約
二
〇
〇
万
人
）
の
殆
ん
ど
は
、
「
生
活
保
護
法
の
被
保
護
者
、
国
立
ら
い
療
養
所
、
児
童
福
祉
施

設
そ
の
他
の
施
設
収
容
者
で
あ
っ
て
、
」
こ
れ
ら
の
人
ぴ
と
は
「
法
律
上
国
民
健
康
保
険
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

ら
、
」
こ
の
時
に
「
国
民
皆
保
険
計
画
は
当
初
の
目
的
を
達
成
」
し
た
と
い
え
る
。

　
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
は
、
．
）
れ
ま
で
の
論
述
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
一
月
一
日
に
発
足
し
、
当

初
の
普
及
率
は
三
．
三
％
と
い
う
低
率
で
、
そ
の
適
用
者
は
．
こ
く
限
ら
れ
た
一
部
の
階
層
（
工
揚
法
ま
た
は
鉱
業
法
の
適
用
事
業
所
の
肉
体
労

働
者
が
主
）
で
あ
っ
た
が
、
健
康
保
険
制
度
の
適
用
者
に
つ
い
て
の
幾
次
に
も
わ
た
る
拡
大
や
、
特
定
の
階
層
な
い
し
社
会
集
団
を
適
用

対
象
と
す
る
い
く
つ
も
の
制
度
の
創
設
な
ど
の
手
段
を
通
じ
て
、
漸
次
、
普
及
率
を
高
め
、
つ
い
に
三
四
年
後
の
昭
和
三
六
年
（
一
九
六

一
年
）
四
月
一
日
に
は
普
及
率
九
七
・
八
七
％
と
な
り
、
事
実
上
の
国
民
皆
保
険
体
制
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
十
数
年
の
歳
月

を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
事
情
や
事
業
運
営
上
の
技
術
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、
九
つ
の
制

度
が
並
立
し
て
い
る
状
況
の
下
で
の
国
民
皆
保
険
体
制
な
の
で
あ
る
。
制
度
の
並
立
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
問
題
と
な
る
と
は
限
ら
な
い

が
、
制
度
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
制
度
の
並
立
そ
の
こ
と
が
問
題
の
源
泉
の
一
つ
に
な
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず
わ
が
国
の
医
療
保
険
制
度
が
九
制
度
の
並
立
状
況
の
下
で
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
指
摘
に
と
ど
め
、
そ
の
内
容
の
分

析
は
章
を
改
め
て
行
な
う
こ
と
に
す
る
。



表1　医療保険制度別適用者の範囲、（1973年8月末現在）

医療保険制度の区分 被　　保　　険　　者 （共済組合の組合員を含む） 被扶養者

　　（強制被保険者）

．（1肋の製造・加工・選別・

装・修理・解体の召雛，（2）

山業，（3）電気または動力の

生・伝導・供給の彗礫，（4）

送事業，（5）貨桝脚事業，

　（適用除外およぴ特例）

被保険者から除外される者）

，船員保険の被保険者，ただ

，船員保険法第20条第1項

規定による被保険者（＝任

継続被保険者）を除く，2，

　　（任意包括被保険者〉

制適用事業所（事務所）以

の事業所（事務所〉の被用

（健康保険法第14条）

　　　（事業所の規摸）

尿保険組合の縄合員でない

保険者（健康保険法第2繰）

被保険者の被扶養者（健康保

法第1条およぴ第59条ノ2）

お，「被扶養者」とは，（1版

険者の直系尊属，配偶者（

出をしないが，事実上婚姻

係と同様の事情にある者を

（働の販売・配給業，（7）金融

保険業，（8肋の保管・負貸

事業，（9牒介周襲業，⑯集

・案内・広告業，o磯却・

臨時に｛吏用されるもの（ω2

以内の期問を定めて使用さ

るもの，ただし，．所定の期

を超え引続訓吏用されるに

含む）及び子であって，主と

て被保険者により生計を維

するもの，（2〉被保険者の3

等内の親族であって，被保

政府管掌健康保険制度 滞副屠殺業，o牡建業，⑬

育・研究・調査事業，（［瓶

・助産事業，⑯通信報導事

至った場合を除く，（2泊日雇

れられる者，ただし，1月

超え引続き使用されるに至

険者と同一の世翻こ属し，主

して蜀呆険者により生ilを

持するもの，（3版保険者の

業，（廟桧福祉・厚生保言郷

，以上16種のいずれかに該

する事業所であって，常時

った場合を除く），3．季節的

務に使用される者，ただし

続して4月を超え使用され

被保険者300人以上（実際上
取扱い葵準は1，000人以上）

使用する事業主が単独で，

配1禺者であって届出をしない

，事実上婚姻関係と同様の

情にある者の父母及び子で

組合管掌健康保険制度

5人以上の従業貝を使用する

業所の該用者

，国または法人の事務所であ

て，常時5人以上の従業員

使用する率務所の闘者
　　（健康保険法第13条）

るべき場合を除く、4．臨時的

業の事業所に使罵される者，

だし，継続して6月を超え

史用されるべき場合を除く，

，事業所の所在地の一定せざ

事業に使用される者，6．国

健康保険組合の＝i蝶所に使

または，合わせて被保険者300

以上（実際上の取扱い基準

3，000人以上）の被用者を使

する二以上の寧業主が共同

て，健康保険組合を設立す

ことができることになって

る。（健康保険法第28条）（実

あって，被保険者と同一の世

に属し，主として被保険者

より生計を維持するもの，

4揃記（3）の配偶者の死亡後に

けるその父母及び子であっ

，引統き被保険者と同一の

帯に属し，主として被保険

用される者，7．被保険者資格 際上の取扱い碁準については 者により生計を維持するもの

が国民健康保険のそれと競合 「社会保障年鑑』（1973年版）45 をいう。健康保険法第1条

する場合に，保険者（または ぺ一ジ参照） 第2項）

共済組合）の承認を受けて国

民健康保険の被保険者となっ

團懸送謎蓮囲卯＃く旨 Hく開



1撃斗く紳慮潔母騨　運外志駕　昏
HくK

医療保険制度の区分
被　　保　　険　者 （共済組合の組合員を含む）

被扶養者
た者（健康保険法第13条ノ2）

（共済組合の組合貝である公

務貝に関する特働

国に使用される被保険者，地

力公姻体の事務所に使用さ

れる被保険者または法人に使

用される被保険者であって，

他の法律に基づ供済組合の

姐合員である揚合には，その

共済組合の給付の種類・程度

が健康保険法のそれ以上のも

のである場合に限り，その鮫

保険者に対しては健康保険法

上の保険給付は行なわれない。

（健劇徽酸第12条）

日雇労働者健康

　　　　保険制度

　　　（強制聞呆険者）

1漣康保険法の強制適用事業

（事務所），（2）螂蘇険法

の任意包括閥臓都ll度を

用することを詔められた事
所，（3）これら以外の事業所であって，緊急失業対策法第2条に定める蝶対鵬環ま

は公共事業を行なうもの，

上3種の11環所に使用され

日雇労働者（日雇労働者健

保険法第6条）

お，「曝労働商とは，（1）

時に便用される者であって

　　　　（適用除外）

励働者は，左記の事業所

おいて，（1）引続にか月間

通算して28日以上使用され

見込みのないことが明らか
あるとき，（2腱康保険法上の任意継続被｛呆険者であると

，（3）その他特別明油があ

ときは，社会保険庁長官の

認をえて，一定期間，被保

者とならないことができる

日雇労蹴健劇呆険法第7
）

破保険者または嫉保険者であ

た者の被扶養者（日雇労働

健康保険法第1条および第

7条）

お，「被扶養剤とは，（1）被

険者または被保険者であっ

者の直系尊属，配偶者（届

をしないが，事実上婚姻関

と同様の事情にある者を含

汲ぴ子であって，主として

れらの者により生計を維持

るもの，（2版保険者または

保険者であった者の3親等

の親族であって，これらの



医療保険制度の区分 被　　保　　険　　者 （共済組合の組合貝を含む）
被扶　養者

ω日曜い入れられる者か，

たは（・）二か月以内の期間を

めて使用されるもの（ただ

，同一の事業所において，

イ）に掲げる叡こあっては一か

の期間をこえ，（・）に掲げる

者と同一の世帯に属し，主と

てこれらの者により生計を

持するものをいう。（日雇

働者健康保険法第3条第2

）

者にあっては所定の期間をこ

え引続き使用されるに至った

場合（所在地の一定しない事

業所において引続き使用され

るに至った場合を除く。）を除

く），（2）季節的業務に使用され

る者（ただし，継統して4か

月をこえて使用されるぺき場

合を除く。），（3臨時的寧業の事

業所に使用される者（ただし

継続して6か月をこえて使用

されるべき場合を除く。），以上

3種のいずれかに該当する者
をいう。（日雇労働者健康保険

法第3条〉

　　　（強制被保険者）

貝法第1条に規定する船貝

　　　　（特例）

意継続被保険者にっいては，
肢保険者の被扶養者（船員保

決第1条第1項および第31
として船舶所有者に使用され 老齢，廃疾，脱退およぴ死亡 条ノ2）
ている者（船貝保険法第17条）

お，「船貝法第1条に規定

（葬祭科を除く）に関する保険

付のみがなされるから，任
なお「被扶養者』の範囲は，

記の政府管掌健康保険制度
する船∫1」とは，日本船舶ま 意継続被保険者は医療保険制 およぴ粗合管掌健康保険制度
たは日本船舶以外の命令の定 度に関する限りでは，船貝保 におけるものと全く同じで
める船舘（ただし，（1）総トン 険の簡呆険者とはならない。 ある。（船員保険法第1条第

幽際唖遜嘉囲刈＃くK 1『（ギ



1輕4く紳庫潔壕簿　厘卦霞駅　昏 14くく

医療保険制度の区分 被　保　険　者 （共済組合の組合員を含む） 被扶　養者

数5トン未1茜の船舶，（2糊， （船員保険法第20条第1項お 2項）

川または港のみを航行する船 よぴ第5項，健康保険法第13

鮪，（3）政令の定める総トン数 条ノ2第1項第1号，国民健

30トン朱満の湘酷除く）に 康1賑法第6条第2号）

乗り組む船長およぴ海貝なら

ぴに予備員をいう。（船員法第

船貝保険制度 1条第1項およぴ第2項）

なおまた，上記の「日本船蜘

とは，（1）日本の官庁または公

署の所有に属する船舶，（2）日

本臣民の所有に属する船舶，

（3）日本に本店を有する商彗絵

社にして，合名会社にありて

は社貝の全貝，合資会社にあ

りては無限貴任社員の全貝，

株式会社およぴ有限会榔二あ

りては取締役の全員が日本臣

民なるものの所有に属する船

舶，（4）日本に主たる事務所を

有する法入にして，その代表

者の全員が日本距民なるもの

の所有に属する船舶をいう。

（船舶法第1条）

　　　（組合只）

時勤務に服することを要す

国家公務只（（1〉国家公務貝

第79条または第82条の混定

よる休職または停職の処分

受けた者，（2）法令の規定に

　　　（適用除外）

から給与を受けない者で政

で定めるもの以外のもの（国

公務員共済組合法第2条第

項第1号）

組合員の樹人養者（国家公務

共済組合法第1条第1項お

ぴ第57条）

お，「被杁養剤とは，（1組

員の配偶者（届出をしてい

いが，挙尖上婚姻関係と同



医療保険制度の区分 被 保 険 者 （共済組合の組合貝を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　被　扶　養　者

より職務に専念する義務を免

された者およぴ（3）常時勤務
様の事情にある者を含む），子

母，孫，祖父母およぴ弟妹，

国家公務貝共済組合制

に服することを要しない国家

務員のうち，その勤務形態

常時勤務に服することを要

る国家公務貝に準ずる者で

（2阻合貝と同一の世帯に属す

3親等内の親族で前記（1）に

げる者以外のもの，（3聰合

の配偶者で届出をしていな
政令で定めるものは含む。）（国

公務貝共済組合法第2条第
いが事実上婚姻関係と同様の

情にあるものの父母およぴ
1項第1号，第3条およぴ第 子ならびに当該配偶者の死亡
37条）

後におけるその父母および子

で，組合貝と同一の世帯に属

するものであって，主として

組合貝の収入により生計を維

持するものをいう。（国家公務

貝共済組合法第2条笛2号〉
　　　　（組合員）

時勤務に服す6ことを要す
組合員の被扶養者（地方公務

共済組合法第1条第1項
る地方公務貝（（1）地方公務貝 およぴ第59条）

法第27条第2項に規定する休 なお、「肢扶養朝の範囲は，
職の処分を受けた者，〔2洞法 上記の国家公務則鵬組合制
第29条第1卿こ規定する停職 度におけるものと全く同じで

地方公務貝等共済組合

度

の処分を受けた者，（3城律ま

は条例の規定により職務に
ある。（地方公務員等共済組

法第2条第1項第2号）’
専念する義務を免除された者

およ帆4）常時勤務することを

要しない地方公務員のうち，

その勤務形態が常時勤務に服

することを要する地方公務貝

に準ず者で政令で定めるもの

幽優唖謎還囲剣翼姻 《ζ



1駆斗く卦毒潔廿騨　槌躰庫鼠　腎 1ギ○

医療保険制度の区分 被 保 険 者 （共済組合の組合貝を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　被　扶　養　者

を含むものとするX地方公務

員等共済組合法第2条第1項

策1号，第3条および第39条）

（組合員） 組合貝の被扶養者（公共企業

1，日本専売公社，日本国有鉄 体職員等共済組合法第16条お

道および日本電信電話公社の よび第34条）

役職貝（臨時に侠用される者 なお，「被払養者」の範囲は，

を除く） 上記の国家公務貝共済組合制

2．役職員以外の公共企業体に 度におけるものと全く同じで

公共企業休職貝等共済 使用される者およぴ各公共企 ある。（公共企業体職貝等共

縄合制度 業体ごとに設けられる共済組 済組合法第24条）

合に使用されるもので運営規

則に定めるもの。ただしこれ

らのものは運営規則の定める

ところにより，組合員となる。

（公共企業職貝等共済組合法

第2条，第3条，第2条およ

ぴ鋤3条）
（組合員） 組合員の被扶養名（私立学校

私立学校法第3条に定める学 教職員共済組合法第18条第2

校法入，同法第6嫁第4項の 号および第25条）

法人または組合（以下「学校 なお，「蚊扶養者」の範囲は，

法人等』という。）に使用され 上記の国家公務員共済紐合制

る者で学校法人等から給与を 度におけるものと全く同じで

受けるもの（学校法人等に使 ある。（私立学校教職員共済

用されるもので，公務員の場 組合法第25条）

合における休職の事由に相当

する事由により公務員の場合

におけるf織に相当する取扱



医療保険制度の区分 被　保　険　者 （共済組合の粗合貝を含む）
被　扶養者

を受け、その取扱の期間中，

私立学校教職員共済組 学校法人等から給与の全部ま

合制度 たは一部の支給を受けるもの

含む。）（私立学校教職貝共

済輯合法第14条）

なお，「私立学校法第3条に定

める学校法人」とは，私立学校

の殴置を目的として。私立学

校法の定めるところにより設
立される法人をいい，「私立学

校法第64条第4項の法人』と怯

各種学校の殴置のみを目的と

する法人をいう。（秋立学校法

第3条およぴ第64条第4項）

（強制被保険者） （適用除外）

市町村（特別区を含む）の区 1，健康保険法の規定による被

域内に住所を有する者（国民 保険者 o

健康保険法第5条） 2．船則呆険法の規定による被

保険者。ただし，同法第20条

第1項の規定による被保険者
（昌任意継続被1呆険者）を除く。

9
3，国家公務員共済組合法，公

市町村 共企業体職貝等共済組合法，

およぴ 地方公務員等共済組合法また

特別区 1鍬立学校教職貝共済組合法

が国民 に基づく共済組合の組合員

健康保 4漣康保険法，船貝保険法，

険を行 国家公務員共済組合法，公共

国民健康保険 なう場 企業体職員等共済組合法また

制度 A
口

は地方公務貝等共済組合法の

幽襲迷鰹翼囲司＃姻 1ギ1



1撃昏く紳庫駕廿騨　怪紳庫駕　義 1判1

医療保険制度の区分 披　　保　　険　　者 （共済組合の組合貝を含む） 絞扶養者
規定による被扶養者

5．日雇労働者健康保険法第8

条の規定により口雇労働名健

康保険被保険者手帳の交付を

劉九その手帳に日雇ツ働者健

康保険印紙をはりつけるべき

余白がなくなるに至るまでの

問にある者およぴ同法の規定

によるその者の樹夫養者。ただ

し，同法第9条の規定による

承認を受けて同法の規定にょ

る被保険者とならない期間に

ある者およぴ同法第8条第3
9

項の規定により当該日雇労働

者健康保険被保険者手帳を返

納した者並びに同法の規定に

よるその者の被扶養者を除く。

6．生活保護法による保護を受

けている世帯（その保護を停

止されている世帯を除く）に

属する者

7．国民健威保険組合の被保険

者

8．国立のらい療養所の入所患

者その他特別の理由がある者

で厚生省令で定めるもの

（国民健康保険法第6条）

（強制被保険者） （適用除外）

国民健康保険組合の組合員お 1．上記の市町村およぴ特別区



医療保険制度の区分 被　　保　　険　　者 （共済組合の組合員を含む） 被杁養者
よぴ組合貝の世帯に属する者 が国民健康保険を行なう場合

（国民健康保険法第19条第1 における適用除外の各号（第

項本文） 7号を除く）1こ該当する者

なお，国民健康保険組合は， 2．他の組合が行なう国民健康

同種の事業または業務に従事 保険の被保険者

する者で当該組合の地区内に （田民健康保険法第19条第1

住所を有する者を組合員とし 項ただし書）

て組織する。しかしながら，

（al上言己のTl1町村およぴ特別区 なお，国民健康保険組合ほ，

国民健

保険

合が

が国民健康保険を行なう場合

おける適用除外の各号（第

号を除く。以下同ヒ。）のい

規約の定めるところにより，

合員の世帯に属する者を包

して被保険者としないこと

国民健

保険

行な

場合

ずれかに該当する者および他

組合が行なう国民健康保険

被保険者である者臨粗合

となることができない。た

し，その者の世帯に当該適

ができる。（国民健康保険法

19条第2項）

用除外の各号のいず紺二も該

当せず，かつ，他の組合が行

なう国昆健康保険の被保険者

でない者があるときは．この

限りでほない。（b）国民健康保

険組合に使用される者で，上

記適用除外の各号のいずれに

も該当せず、かつ，他の組合

が行なう国民健康保険の被保

険者でないものは，当該組合

の組合貝となることができる。

（国民健康f、験法第13条第1

項，第3項およぴ第4項〉

（注）　この表の作成グ）際に参考にした法律の条文は，法務大臣冨房司注法制調査部（編）r現行日本法規』帝国地方行政学会（発行）に収められているものに拠った。

　　　　　　魍蟹肖謎累遡司表1鋸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ギq11



表2　医療保険制度別適用者数（1972年3月末現在）　（単位干人）

医療保険制度の区分
被用者
被保険者）

被扶養者
その他
被保険者） 計

構成
㈱

政府管掌健康保険制度 13，095 12，903 25，998 24．8

被
組合管掌健康保険制度 10，024 12，229 22，253 21．2

用
日雇労働者健康保険制度 578 488 1，066 1．0

者
船貝　保　険制　度 261 471 732 0．7

保
国家公務貝共済組合制度 1，155 1，825 2，980 2．8

険
地方公務員等〃　ク　〃 2，308 3，388 5，696 5．4

公共企業体職貝等〃〃〃 786 1，408 2，194 2．1

私立学校教職貝〃〃〃 200 167 367 0．3

一般
国民 国民健康保険制度 43，721 43，721 41．6
保険

合　　　　　　計 28，407 32，879 43，721 105，007 100

橋
大
学
研
究
年
報

商
学
研
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（注〉健康保険組合連合会（編）『社会保障年鑑』　（1973年版）束洋経済新報社，344ぺ一ジに所

　　収の「第16表　社会保険等適用状況（72年3月末現在）Jを参照して作成。
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（
1
）
　
清
水
玄
『
社
会
保
険
論
』
有
光
社
、
昭
和
一
五
年
、
一
三
六
～
一
三
七
ぺ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
の
施
行
の
当
初
予
定
が
大
正
一
三
年

　
で
あ
っ
た
ア
｝
と
に
つ
い
て
は
、
大
林
良
一
『
社
会
保
険
』
春
秋
社
、
昭
和
二
七
年
、
二
四
七
ぺ
ー
ジ
に
よ
る
。
な
お
、
大
正
一
五
年
三
月
の
健
康
保

　
険
法
の
附
則
改
正
（
同
月
二
九
日
法
律
第
三
四
号
）
の
内
容
は
大
正
一
五
年
三
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
第
四
〇
七
六
号
に
よ
る
。

（
2
）
．
健
康
保
険
法
が
公
布
さ
れ
た
当
時
、
工
揚
法
（
明
治
四
四
年
、
法
律
第
四
六
号
）
の
第
一
条
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　
第
一
条
本
法
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
工
揚
二
之
ヲ
適
用
ス

　
　
一
　
常
時
十
人
以
上
ノ
職
エ
ヲ
使
用
ス
ル
モ
ノ

　
　
ニ
　
事
業
ノ
性
質
危
険
ナ
ル
モ
ノ
又
ハ
衛
生
上
有
害
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ

　
　
本
法
ノ
適
用
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
エ
揚
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
除
外
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
な
お
、
右
の
第
一
項
第
一
号
中
の
人
数
は
、
最
初
は
「
十
五
人
以
上
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
大
正
一
二
年
の
改
正
（
大
正
一
二
年
三
月
三
〇
日
、

　
法
律
第
三
三
号
）
の
際
に
、
「
十
人
以
上
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
（
明
治
四
四
年
三
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
に
掲
載
の
法
律
第
四
六
号
お
よ
び
大

　
正
一
二
年
三
月
三
〇
日
付
け
『
官
報
』
に
掲
載
の
法
律
第
三
三
号
参
照
）
。

（
3
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
一
．
四
四
ぺ
ー
ジ
。

　
公
布
当
初
の
鉱
業
法
（
明
治
三
八
年
、
法
律
第
四
五
号
）
の
第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
お
よ
ぴ
第
五
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
（
明

　
治
三
八
年
三
月
八
日
付
け
『
官
報
』
に
掲
載
の
法
律
第
四
五
号
参
照
）
。

　
第
一
条
本
法
二
於
テ
鉱
業
ト
称
ス
ル
ハ
鉱
物
ノ
試
掘
、
採
掘
及
之
二
附
属
ス
ル
事
業
ヲ
謂
フ

　
第
二
条
　
本
法
二
於
テ
鉱
物
ト
称
ス
ル
ハ
金
鉱
、
銀
鉱
、
銅
鉱
、
鉛
鉱
、
蒼
鉛
鉱
、
錫
鉱
、
安
質
母
尼
鉱
、
水
銀
鉱
、
亜
鉛
鉱
、
鉄
鉱
、
硫
化
鉄
鉱
、

　
　
格
魯
護
鉄
鉱
、
満
俺
鉱
、
重
石
鉱
、
水
鉛
鉱
、
砒
鉱
、
燐
鉱
、
黒
鉛
、
石
炭
、
亜
炭
、
石
油
、
土
渥
青
及
硫
黄
ヲ
謂
フ
但
シ
砂
鉱
ハ
此
ノ
限
二
在

　
　
ラ
ス

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

　
第
四
条
　
本
法
二
於
テ
鉱
業
権
ト
称
ス
ル
ハ
試
掘
権
及
採
掘
権
ヲ
謂
フ

　
　
鉱
粟
権
者
ハ
鉱
区
二
於
テ
其
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
鉱
物
ヲ
採
掘
シ
及
之
ヲ
取
得
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
但
シ
鉱
区
ノ
重
複
シ
タ
ル
揚
合
一
一
於
テ
ハ
鉱
業

　
　
権
者
ハ
互
二
其
ノ
権
利
ヲ
制
限
セ
ラ
ル

　
第
五
条
帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
法
律
二
従
ヒ
成
立
シ
タ
ル
法
人
二
非
サ
レ
ハ
鉱
業
権
者
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

（
4
）
　
大
正
二
年
四
月
二
二
日
付
け
『
官
報
』
第
二
九
一
四
号
に
所
収
の
法
律
第
七
〇
号
（
健
康
保
険
法
）
参
照
。

（
5
）
　
石
丸
優
三
『
社
会
保
険
論
』
有
斐
閣
、
昭
和
三
年
、
三
七
三
ぺ
ー
ジ
。

（
6
）
　
矢
野
恒
太
・
白
崎
享
一
（
編
）
『
昭
和
一
〇
年
版
　
日
本
国
勢
図
会
』
国
勢
社
、
昭
和
一
〇
年
、
一
七
ぺ
ー
ジ
。

（
7
）
昭
和
四
年
三
月
二
八
日
付
け
『
官
報
』
第
六
主
号
．
な
お
、
医
療
保
険
制
度
に
か
か
わ
り
の
あ
る
健
康
保
険
法
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
法

　
律
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
改
正
法
を
す
べ
て
と
り
あ
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
の
課
題
と
の
か
か
わ
り
で
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

　
の
み
を
選
択
し
て
と
り
あ
げ
、
か
つ
そ
の
改
正
法
中
必
要
な
部
分
の
み
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
ア
｝
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
8
）
　
昭
和
九
年
三
月
二
六
日
付
け
『
官
報
』
第
一
二
六
七
号
。

　
　
な
お
・
清
水
玄
氏
の
解
説
（
前
掲
書
、
一
四
三
～
一
四
四
ぺ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、
第
一
三
条
の
第
一
号
に
い
う
「
工
場
法
第
一
条
ノ
規
定
二
依
リ

　
同
法
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
エ
揚
」
と
い
う
の
は
、
「
概
言
す
れ
ば
軽
易
な
る
作
業
を
為
す
工
揚
を
除
き
職
工
一
〇
人
以
上
を
使
用
す
る
工
場
及
ぴ
危
険

有
害
な
る
義
」
を
い
う
の
で
あ
り
、
同
第
二
髪
い
う
「
墾
法
ノ
適
用
曼
多
事
携
又
ハ
霧
」
と
い
う
の
は
、
「
鉱
山
及
油
男
畠

　
罷
精
練
所
の
ご
と
き
附
属
工
揚
」
を
い
う
。
ま
た
同
三
号
に
い
う
G
り
「
物
ノ
製
造
云
々
ノ
事
業
」
と
い
う
の
は
「
工
揚
法
の
適
用
な
き
工
揚
及
船
舶

　
解
体
事
業
」
を
い
い
、
＠
「
鉱
物
ノ
採
掘
云
々
ノ
事
業
」
と
い
う
は
「
砂
鉱
及
土
石
採
取
業
」
を
い
い
、
の
「
電
気
ノ
伝
導
云
々
ノ
事
業
」
と
い
う

　
の
は
、
「
電
気
の
所
謂
外
線
工
事
、
水
力
又
は
ガ
ソ
リ
ン
発
動
機
に
依
る
動
力
の
伝
導
の
如
き
」
事
業
を
い
い
、
◎
「
地
方
鉄
道
法
云
々
ノ
事
業
」

　
の
場
合
に
は
「
現
業
関
係
の
部
分
に
適
用
」
さ
れ
る
と
し
、
㈱
に
つ
い
て
は
、
現
在
勅
令
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
自
動
車
、
荷
牛
馬



車
又
は
荷
車
に
依
る
運
送
及
索
道
（
空
中
ケ
ー
ブ
ル
）
に
依
る
運
送
」
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
三
条
本
文
に
お
け
る
「
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
」

の
意
義
に
つ
い
て
、
「
事
業
本
来
の
作
業
に
直
接
の
関
係
に
お
い
て
従
業
す
る
」
者
（
た
と
え
ば
職
工
鉱
夫
・
門
衛
小
使
）
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

「
社
会
通
A
コ
心
上
本
来
の
作
業
に
従
事
せ
る
も
の
と
見
得
ざ
る
も
の
」
、
「
た
と
え
ぱ
工
揚
構
内
の
売
店
の
売
子
、
附
属
学
校
の
職
員
の
如
き
は
」
強
制

被
保
険
者
と
は
な
ら
な
い
と
述
ぺ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
三
条
本
文
の
た
だ
し
書
に
関
し
て
、
清
水
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。

「
前
述
事
業
に
使
用
せ
ら
る
る
者
と
い
え
ど
も
強
制
被
保
険
者
と
な
さ
ざ
る
例
外
の
揚
合
あ
り
（
法
＝
二
但
書
）
。
す
な
わ
ち
、
一
、
勅
令
を
以
て

指
定
す
る
臨
時
使
用
人
t
臨
時
事
業
に
使
用
せ
ら
る
る
揚
合
と
臨
時
に
使
用
せ
ら
る
る
揚
合
と
あ
り
ー
（
イ
）
六
〇
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て

使
用
さ
る
る
者
（
期
間
を
超
え
て
使
用
さ
る
る
揚
合
は
被
保
険
者
と
な
る
）
。
（
・
）
使
用
期
間
の
定
な
く
労
務
供
給
契
約
に
基
き
又
は
試
み
に
使
用

せ
ら
る
る
者
（
三
〇
日
を
超
え
て
使
用
せ
ら
る
る
場
合
は
被
保
険
者
と
な
る
）
。
（
ハ
）
日
々
雇
入
ら
る
る
者
（
三
〇
日
を
超
え
て
使
用
せ
ら
る
る
揚

合
は
被
保
険
者
と
な
る
）
。
（
二
）
厚
生
大
臣
の
定
む
る
者
　
　
季
節
的
業
務
に
一
二
〇
日
未
満
使
用
せ
ら
る
る
者
（
業
務
が
一
二
〇
日
以
上
継
続
す

る
予
定
の
揚
合
は
当
初
よ
り
被
保
険
者
と
な
り
又
偶
然
一
二
〇
日
を
超
え
て
継
続
し
た
る
揚
合
は
被
保
険
者
と
な
ら
ず
）
。
二
、
一
年
の
報
酬
一
、
二

〇
〇
円
を
超
ゆ
る
職
員
－
現
揚
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
事
務
及
ぴ
技
術
系
統
の
精
神
的
労
務
者
に
し
て
年
収
一
、
二
〇
〇
円
以
下
の
者
は
小
狐
所
得

者
と
し
て
肉
体
的
労
務
者
と
同
様
に
取
扱
う
の
で
あ
る
。
三
、
職
員
健
康
保
険
法
第
二
〇
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
ー
職
員
に
し
て
健
康
保
険

の
被
保
険
者
た
る
者
は
一
事
業
毎
に
包
括
し
て
職
員
健
康
保
険
法
の
適
用
を
受
け
健
康
保
険
法
の
適
用
を
免
る
る
こ
と
を
選
択
し
得
る
。
四
、
宮
吏

又
は
待
遇
官
吏
は
当
分
の
う
ち
被
保
険
者
た
ら
ざ
る
も
の
と
す
（
令
附
則
）
。
」
（
同
書
、
一
四
五
ぺ
ー
ジ
）
。
第
一
四
条
第
一
項
の
任
意
抱
括
被
保
険

者
に
つ
い
て
は
、
二
号
に
関
し
て
、
現
に
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
と
し
て
「
（
イ
）
電
信
、
電
話
、
瓦
斯
又
は
水
道
に
関
す
る
工
作
物
の
建
設
・

保
存
、
修
理
又
は
破
壊
の
工
事
、
（
ロ
）
道
路
、
河
川
、
港
湾
、
運
河
、
鉄
道
及
軌
道
に
関
す
る
土
木
工
事
、
（
ハ
）
砂
防
工
事
、
（
二
）
下
水
道
に

関
す
る
工
作
物
の
建
設
、
保
存
、
修
理
又
は
破
壊
の
工
事
」
を
列
挙
し
て
お
り
、
四
号
に
つ
い
て
は
「
現
在
指
定
せ
る
も
の
な
し
」
と
し
て
い
る

（
同
書
、
　
一
四
七
～
一
四
八
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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、



　
　
　
　
・
一
橋
大
学
研
究
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報
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学
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（
9
）
　
当
初
の
健
康
保
険
法
の
保
険
者
に
関
す
る
規
定
は
、

　
け
『
官
報
』
第
二
九
一
四
号
）
。

第第第第第第
八七六五四二
条条条条条条

主
要
な
も
の
を
引
用
す
れ
ぱ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
大
正
一

一
七
八

一
年
四
月
二
二
日
付

健
康
保
険
ノ
保
険
者
ハ
攻
府
及
健
康
保
険
組
合
ト
ス

政
府
ハ
健
康
保
険
組
合
ノ
組
合
員
二
非
サ
ル
被
保
険
者
ノ
保
険
ヲ
管
掌
ス

健
康
保
険
組
合
ハ
共
ノ
組
合
員
タ
ル
被
保
険
者
ノ
保
険
ヲ
管
掌
ス

健
康
保
険
組
合
ハ
法
人
ト
ス

健
康
保
険
組
合
ハ
事
業
主
、
其
ノ
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
及
第
二
十
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

一
又
ハ
ニ
以
上
ノ
事
業
二
付
被
保
険
者
常
時
三
百
人
以
上
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
主
ハ
健
康
保
険
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
被
保
険
者
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
以
上
ノ
事
業
主
ハ
共
同
シ
テ
健
康
保
険
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
揚
合
二
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
員
数
ハ
合
算
シ

　
　
テ
常
時
三
百
人
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
第
一
二
条
　
主
務
大
臣
ハ
一
事
業
二
付
第
十
三
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
常
時
五
百
人
以
上
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
主
二
対
シ
健
康
保
険
組
合
ノ
設
立

　
　
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
1
0
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
二
二
六
～
二
二
七
ぺ
ー
ジ
。

（
1
1
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
二
二
四
ぺ
ー
ジ
、
厚
生
省
大
臣
官
房
企
画
室
（
編
）
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
二
年
度
版
）
五
九
ぺ
ー
ジ
。

（
皿
）
　
昭
和
一
三
年
四
月
一
日
付
け
『
官
報
』
第
三
三
七
一
号
。

　
　
な
お
、
本
文
に
お
い
て
引
用
し
た
条
文
と
の
関
連
で
第
一
条
、
第
二
条
、
第
九
条
の
三
力
条
を
つ
ぎ
に
引
用
し
て
お
い
た
方
が
好
都
合
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
条
国
民
健
康
保
険
ハ
相
扶
共
済
ノ
精
神
二
則
リ
疾
病
、
負
傷
、
分
娩
又
ハ
死
亡
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
二
条
　
国
民
健
康
保
険
ハ
国
民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
組
合
卜
称
ス
）
之
ヲ
行
フ

嚇



　
第
九
条
　
組
合
ハ
左
ノ
ニ
種
ト
ス

　
　
一
　
普
通
国
民
健
康
保
険
組
合

　
　
二
　
特
別
国
民
健
康
保
険
組
合

　
　
組
合
ハ
法
人
ト
ス

（
1
3
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
二
二
八
～
二
二
九
ぺ
ー
ジ
。

（
1
4
）
　
清
水
玄
、
　
前
掲
書
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
一
九
六
ぺ
ー
ジ
。

　
　
な
お
、
職
員
健
康
保
険
制
度
で
も
保
険
者
は
健
康
保
険
制
度
の
揚
合
と
同
様
に
二
本
建
で
、
政
府
と
職
員
健
康
保
険
組
合
と
に
な
っ
て
お
り
、
制

　
度
が
実
質
上
、
中
小
企
業
の
職
員
を
対
象
者
と
す
る
政
府
管
掌
職
員
健
康
保
険
制
度
と
、
大
企
業
の
職
員
を
適
用
者
と
す
る
組
合
管
掌
職
員
健
康
保

　
険
制
度
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。

　
関
係
主
要
条
文
を
引
用
す
る
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
二
九
条
　
職
員
健
康
保
険
ノ
保
険
者
ハ
政
府
及
職
員
健
康
保
険
組
合
ト
ス

　
第
三
〇
条
　
政
府
ハ
職
員
健
康
保
険
組
冶
ノ
組
合
員
二
非
ザ
ル
被
保
険
者
ノ
保
険
ヲ
管
掌
ス

　
第
三
一
条
　
職
員
健
康
保
険
組
合
ハ
其
ノ
組
合
員
タ
ル
被
保
険
者
ノ
保
険
ヲ
管
掌
ス

　
第
三
二
条
　
職
員
健
康
保
険
組
合
ハ
事
業
主
及
其
ノ
事
業
所
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

　
　
職
員
健
康
保
険
組
合
ハ
法
人
ト
ス

　
第
三
三
条
　
一
又
ハ
ニ
以
上
ノ
事
業
所
二
付
被
保
険
者
常
時
三
百
人
以
上
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
主
ハ
職
員
健
康
保
険
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
被
保
険
者
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
以
上
ノ
事
業
主
ハ
共
同
シ
テ
職
員
健
康
保
険
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
揚
合
二
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
員
数
ハ
合

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
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一
八
○

　
　
算
シ
テ
常
時
三
百
人
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
第
三
六
条
　
主
務
大
臣
ハ
一
又
ハ
ニ
以
上
ノ
事
業
所
二
付
第
十
八
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
常
時
五
百
人
以
上
ヲ
使
用
ス
ル
事
業
主
二
対
シ
職
員

　
　
健
康
保
険
組
合
ノ
設
立
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

（
1
6
）
（
1
7
）
　
昭
和
一
四
年
四
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
三
六
七
三
号
。
清
水
玄
、
前
掲
書
、
一
九
九
～
二
〇
五
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
1
8
）
　
昭
和
一
四
年
四
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
三
六
七
三
号
。

（
1
9
）
　
清
水
玄
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
第
一
号
な
い
し
第
五
号
の
事
業
の
範
囲
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ω
物
の
販
売
に
関
す
る
事
業
ー
ω
物
品
販

　
売
業
⑭
不
動
産
販
売
業
偶
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
、
＠
金
融
ま
た
は
保
険
に
関
す
る
事
業
ー
ω
銀
行
業
働
信
託
業
個
無
尽
業
㈲
質
屋
業
個
融

　
資
業
㈲
保
険
業
σ
り
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
、
の
物
の
保
管
ま
た
は
賃
貸
に
関
す
る
事
業
1
ω
倉
庫
業
ω
貸
家
貸
室
業
㈲
物
品
貸
付
業
ゆ
そ
の

　
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
、
◎
媒
介
周
旋
に
関
す
る
事
業
I
m
仲
立
業
働
問
屋
業
㈹
代
理
業
㈲
取
引
所
業
㈲
有
価
証
券
業
㈲
有
価
証
券
引
受
業
ω
周

　
旋
業
㈹
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
業
、
㈲
集
金
、
案
内
ま
た
は
広
告
に
関
す
る
事
業
1
ω
集
金
業
働
旅
行
案
内
業
㈹
広
告
業
㈲
そ
の
他
こ
れ
に
類

　
す
る
事
業
。
ま
た
第
六
号
の
勅
令
に
よ
る
指
定
事
業
と
し
て
、
清
水
氏
は
電
気
供
給
の
事
業
（
電
気
事
業
法
第
一
条
第
一
号
及
第
三
号
の
事
業
と
し

　
発
電
事
業
を
含
ま
ず
）
ー
電
燈
会
社
、
電
力
供
給
会
社
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
書
、
二
〇
〇
ヒ
ニ
〇
二
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
0
）
　
こ
の
第
四
号
に
つ
い
て
清
水
玄
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「
左
に
掲
ぐ
る
者
は
勅
令
に
依
り
職
員
健
康
保
険
の
被
保
険
者
た
ら

　
ざ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
令
九
）
。

　
ω
臨
時
使
用
人
中
左
の
者

　
　
e
二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
た
る
者
は
其
の
所
定
期
間
中

　
　
⇔
使
用
期
間
の
定
な
く
労
務
供
給
契
約
に
基
き
又
は
試
に
使
用
せ
ら
る
る
者
は
最
初
一
箇
月
問

　
　
白
日
日
雇
入
れ
ら
る
る
者
は
最
初
一
箇
月
間



　
⑭
事
務
所
の
一
定
せ
ざ
る
事
業
に
使
用
せ
ら
る
る
者

　
⑬
左
の
事
業
に
お
い
て
主
と
し
て
現
揚
作
業
に
従
事
す
る
者

　
　
e
貨
物
又
は
旅
客
運
送
の
事
業

　
　
⇔
土
木
工
事
又
は
工
作
物
の
建
設
、
保
存
、
修
理
若
は
破
壊
に
関
す
る
事
業

　
　
㊧
農
産
物
、
林
産
物
若
は
水
産
物
の
栽
培
、
採
取
、
採
捕
若
は
養
殖
、
園
芸
、
養
蚕
又
は
養
畜
に
関
す
る
事
業

　
　
⑳
焼
却
、
清
掃
又
は
屠
殺
に
関
す
る
事
業

　
㈲
臨
時
的
事
業
の
事
業
所
に
使
用
せ
ら
る
る
者
（
但
し
継
続
し
て
六
月
以
内
使
用
せ
ら
る
ぺ
き
揚
合
）

　
⑤
生
命
保
険
会
社
に
使
用
せ
ら
る
る
者
に
し
て
保
険
契
約
者
の
募
集
勧
誘
を
為
す
い
わ
ゆ
る
外
交
員
（
但
し
六
月
以
上
引
続
き
使
用
さ
る
る
場
合
は

　
　
七
月
目
よ
り
被
保
険
者
と
な
る
）
（
厚
生
省
令
）
」
（
前
掲
書
、
二
〇
三
～
二
〇
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
1
）
　
清
水
玄
氏
は
、
こ
の
第
三
号
の
事
業
所
と
し
て
、
「
強
制
適
用
事
業
以
外
の
一
切
の
事
業
」
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
書
、
二
〇
五
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
2
）
　
清
水
玄
、
前
掲
書
、
二
七
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
3
）
　
昭
和
一
四
年
四
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
三
六
七
三
号
。
船
員
保
険
に
は
任
意
包
括
被
保
険
者
の
制
度
は
な
い
。
な
お
、
任
意
継
続
被
保
険
者

　
の
制
度
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
老
齢
ま
た
は
脱
退
に
関
す
る
保
険
給
付
に
限
ら
れ
て
い
る
（
同
法
第
二
〇
条
）
の
で
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

（
2
4
）
　
こ
の
第
三
号
に
つ
い
て
、
清
水
玄
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
「
漁
船
に
乗
組
む
船
員
、
た
だ
し
左
に
該
当
す
る
者
を
除
く

　
（
令
二
一
）
。

　
ω
汽
船
「
ト
・
ー
ル
」
漁
業
、
母
船
式
漁
業
、
汽
船
捕
鯨
業
ま
た
は
機
船
底
曳
網
漁
業
（
東
経
百
三
十
度
以
西
の
海
面
を
操
業
区
域
と
す
る
者
に
限

　
　
る
）
に
従
事
す
る
者
。
但
し
母
船
式
蟹
漁
業
ま
た
は
母
船
式
鮭
鱒
漁
業
に
従
事
す
る
附
属
漁
船
に
乗
組
む
者
は
被
保
険
者
た
ら
ず

　
ω
専
ら
漁
猟
揚
よ
り
漁
獲
物
ま
た
は
そ
の
化
製
品
を
運
搬
す
る
業
務
に
従
事
す
る
漁
船
乗
組
員

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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』
八
二

　
㈹
漁
業
に
関
す
る
試
験
、
調
査
、
指
導
、
練
習
ま
た
は
取
締
業
務
に
従
事
す
る
漁
船
乗
組
員
（
臨
時
使
用
人
を
除
く
）
」
（
前
掲
書
、
二
八
三
～
二
八

　
　
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
2
5
）
　
昭
和
一
二
年
八
月
一
四
日
付
け
『
官
報
』
第
＝
＝
八
五
号
に
所
収
の
法
律
第
七
九
号
（
船
員
法
）
に
よ
る
。

（
2
6
）
（
2
7
）
　
明
治
三
二
年
三
月
八
日
付
け
『
官
報
』
第
四
七
〇
二
号
に
所
収
の
法
律
第
四
六
号
（
船
舶
法
）
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
当
初
の
船
員
保
険
法
の
第
一
条
は
「
船
員
保
険
二
於
テ
ハ
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ノ
疾
病
、
負
傷
、
老
齢
、
廃
疾
、
脱
退
又
ハ
死

　
亡
二
関
シ
保
険
給
付
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
の
み
で
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
は
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
昭
和
一
四
年
四

　
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
三
六
七
三
号
）
。

（
2
9
）
　
昭
和
一
四
年
四
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
三
六
七
三
号
。
な
お
、
改
正
法
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
附
則
で
は
「
各
規
定
二
付
勅
令
ヲ
以
テ
之

　
ヲ
定
ム
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
一
五
年
七
月
よ
り
実
施
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
清
水
玄
、
前
掲
書
、
二
一
一
七
ぺ
ー
ジ
）
。

（
3
0
）
　
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
日
付
け
『
官
報
』
第
四
一
七
二
号
。

（
3
1
）
　
総
理
府
社
会
保
障
制
度
審
議
会
事
務
局
（
編
）
『
社
会
保
障
統
計
年
報
』
（
昭
和
四
六
年
版
）
社
会
保
険
法
規
研
究
会
、
昭
和
四
六
年
、
六
七
ぺ

　
ー
ジ
、
文
部
省
共
済
組
合
（
編
）
『
共
済
の
し
お
り
』
杜
会
保
険
法
規
研
究
会
、
昭
和
四
三
年
、
四
ぺ
ー
ジ
。

（
3
2
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
清
水
玄
氏
は
、
「
官
業
労
働
者
に
付
て
は
…
…
共
済
組
合
規
則
あ
り
て
健
康
保
険
と
同
様
の
給
与
を
も
為
し
て
居
る
。

　
此
の
揚
合
に
於
て
共
済
組
合
の
給
与
が
健
康
保
険
の
給
付
に
比
し
其
の
種
類
及
程
度
に
於
て
妥
当
な
る
揚
合
に
於
て
は
之
等
共
済
組
合
は
所
謂
健
康

　
保
険
代
行
組
合
と
し
て
其
の
運
営
を
為
す
こ
と
と
な
っ
て
居
る
（
令
七
、
八
）
」
と
述
ぺ
ら
れ
（
清
水
玄
、
前
掲
書
一
四
一
ぺ
ー
ジ
）
、
佐
口
卓
長
は
、

　
「
い
わ
ゆ
る
官
業
共
済
組
合
は
勅
令
第
五
号
（
昭
和
元
年
一
二
月
二
八
日
）
に
よ
っ
て
健
康
保
険
法
の
代
行
機
関
と
認
め
ら
れ
、
ゆ
え
に
官
業
共
済

　
組
合
の
全
部
（
一
〇
粗
合
）
が
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
（
佐
口
卓
『
日
本
社
会
保
険
史
』
日
本
評
論
新
社
、
昭
和
三
二

　
年
、
一
三
九
ぺ
ー
ジ
）
。



　
　
公
布
さ
れ
た
当
初
の
健
康
保
険
法
の
第
一
二
条
に
は
、
「
政
府
ノ
事
業
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
者
二
関
シ
テ
ハ
本
法
ノ
適
用
二
付
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ

規
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
二
れ
を
受
け
た
勅
令
が
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
佐
口
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
勅
令
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
五
号
（
昭
和
元
年
一
二
月
二
八
日
）
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
勅
令
（
御
名
御
璽
の
日
付
け
は
昭
和
元
年
一
二

　
月
二
八
日
で
あ
る
が
、
官
報
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌
日
で
あ
る
）
の
前
文
が
「
朕
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
対
ス
ル
政
府
給
与
金
ノ
増
額

　
二
関
ス
ル
件
ヲ
裁
可
シ
鼓
二
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
第
一
項
本
文
は
「
政
府
ノ
事
業
二
従
事
ス
ル
現
業
員
ノ
相
互
救
済
ヲ
目
的

　
ト
ス
ル
組
合
ニ
シ
テ
勅
令
ノ
認
ム
ル
モ
ノ
ガ
其
ノ
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
タ
ル
組
合
員
二
対
シ
健
康
保
険
法
ノ
規
定
二
依
ル
保
険
給
付
二
相
当
ス
ル

　
給
付
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
政
府
ハ
当
該
勅
令
二
依
ル
給
与
金
ノ
外
当
該
給
付
二
関
シ
政
府
ガ
健
康
保
険
法
ノ
規
定
二
依
ル
国
庫
及
事
業
主
ノ
負
担
ト
同
一

　
割
合
ノ
負
担
ヲ
為
ス
為
必
要
ナ
ル
金
額
ヲ
組
合
二
給
与
ス
」
と
し
る
し
て
い
る
（
昭
和
元
年
一
二
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
第
三
号
に
所
収
の
勅
令

　
第
五
号
。
な
お
、
こ
の
勅
令
は
附
則
に
よ
り
昭
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
文
面
は
、
別
の
勅
令

　
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
官
業
共
済
組
合
が
す
で
に
健
康
保
険
代
行
組
合
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
代
行
の
業
務
を
行
な
う

　
に
あ
た
っ
て
の
「
政
府
給
与
金
の
増
額
」
を
う
た
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
官
業
共
済
組
合
を
健
保

　
代
行
組
合
と
認
め
た
別
の
勅
令
を
探
し
た
が
、
ま
だ
そ
れ
を
見
出
す
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
清
水
玄
氏
の
前
掲
引
用
文
の
末
尾
に
は
、
「
令
七
、

　
八
」
と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
公
布
の
年
月
日
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
正
一
一
年
以
降
大
正
一
五
年
ま
で
の
勅
令
第
七
号
と
第
八
号
に

　
あ
た
っ
て
み
た
が
、
全
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
公
布
当
初
の
健
康
保
険
法
の
第
一
二
条
の
条
文
と
、
昭
和
元
年
一
二
月
二
九
日
に
公
布
さ
れ
た

　
勅
令
第
五
号
の
文
面
か
ら
、
官
業
共
済
組
合
が
、
健
康
保
険
の
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
、
各
組
合
の
健
康
保
険
の
被
保

　
険
者
で
あ
る
組
合
員
に
対
し
て
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
給
付
を
行
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
3
3
）
　
昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
付
け
『
官
報
』
号
外
に
所
収
の
法
律
第
六
九
号
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
）
の
附
則
第
九
十
九
条
〔
法
令
の
廃

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四

止
〕
。
明
治
四
〇
年
四
月
一
九
日
付
け
『
官
報
』
第
七
一
三
八
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
二
七
号
（
帝
国
鉄
道
庁
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、

明
治
四
一
年
六
月
一
九
日
付
け
『
官
報
』
第
七
四
九
三
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
五
七
号
（
専
売
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
明
治
四
二

年
三
月
一
五
日
付
け
『
官
報
』
第
七
七
＝
一
号
に
所
収
の
勅
令
第
二
二
号
（
印
刷
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
昭
和
四
二
年
五
月
二
六

日
付
け
『
官
報
』
第
七
七
七
三
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
五
一
号
（
通
信
官
署
現
業
員
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
明
治
四
五
年
三
月
二
三
日
付
け

『
官
報
』
第
八
六
二
五
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
八
号
（
海
軍
造
船
造
兵
事
業
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
大
正
八
年
四
月
一
日
付
け
『
官

報
』
第
一
九
九
六
号
に
所
収
の
勅
令
第
八
○
号
（
陸
軍
作
業
庁
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
大
正
八
年
六
月
二
五
日
付
け
『
官
報
』
第
二

〇
六
七
号
に
所
収
の
勅
令
第
三
〇
六
号
（
国
有
林
野
現
業
員
共
済
組
合
令
）
、
大
正
九
年
三
月
二
四
日
付
け
『
官
報
』
第
二
二
九
〇
号
に
所
収
の
勅

令
第
四
四
号
（
警
部
補
、
巡
査
、
消
防
手
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
大
正
一
一
年
三
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
第
二
八
九
四
号
に
所
収
の
勅
令
第

六
〇
号
（
明
治
四
五
年
勅
令
第
一
八
号
海
軍
造
船
造
兵
事
業
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件
）
、
大
正
一
二
年
一
月
二
二
日
付
け
『
官

報
』
第
三
一
四
〇
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
九
号
（
造
幣
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
大
正
二
一
年
七
月
三
日
付
け
『
官
報
』
第
三
二
七

七
号
に
所
収
の
勅
令
第
三
三
二
号
（
内
務
省
直
轄
土
木
事
業
二
従
事
ス
ル
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
）
、
昭
和
一
〇
年
八
月
二
日
付
け
『
官

報
』
第
二
五
七
五
号
に
所
収
の
勅
令
第
二
四
四
号
（
大
正
九
年
勅
令
第
四
四
号
警
部
補
、
巡
査
、
消
防
手
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
）
、

昭
和
一
二
年
五
月
一
四
日
付
け
『
官
報
』
第
三
一
〇
六
号
に
所
収
の
勅
令
第
二
〇
一
号
（
生
糸
検
査
所
共
済
組
合
令
）
、
昭
和
一
五
年
七
月
三
一
日

付
け
『
官
報
』
第
四
〇
七
〇
号
に
所
収
の
勅
令
第
四
八
九
号
（
刑
務
共
済
組
合
令
）
、
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
第
四
一
九
五
号

に
所
収
の
勅
令
第
九
四
四
号
（
内
閣
印
刷
局
共
済
組
合
令
）
（
明
治
四
二
年
勅
令
第
二
二
号
印
刷
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件
）
、

同
じ
く
勅
令
第
九
四
五
号
（
専
売
局
共
済
組
合
令
）
（
明
治
四
一
年
勅
令
第
一
五
七
号
専
売
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件
）
、
同
じ

く
勅
令
第
九
四
六
号
（
造
幣
局
共
済
組
合
令
）
（
大
正
一
二
年
勅
令
第
一
九
号
造
幣
局
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件
）
、
同
じ
く
勅
令

第
九
四
七
号
（
大
正
八
年
勅
令
第
八
○
号
陸
軍
作
業
庁
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
）
、
同
じ
く
勅
令
第
九
四
八
号
（
林
野
現
業



員
共
済
組
合
令
中
改
正
ノ
件
）
、
同
じ
く
勅
令
第
九
四
九
号
（
生
糸
検
査
所
共
済
組
合
令
中
改
正
ノ
件
）
、
同
じ
く
勅
令
第
九
五
〇
号
（
逓
信
共
済
組

合
令
）
（
明
治
四
二
年
勅
令
第
一
五
一
号
通
信
官
署
現
業
員
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正
ノ
件
）
、
昭
和
一
五
年
一
二
月
二
九
日
付
け
『
官
報
』
第
四

一
九
五
号
に
所
収
の
勅
令
第
九
五
二
号
（
明
治
四
〇
年
勅
令
第
一
二
七
号
鉄
道
部
内
ノ
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
）
、
同
じ
く

勅
令
第
九
五
三
号
（
警
察
共
済
組
合
令
中
改
正
ノ
件
）
、
昭
和
一
六
年
｝
月
七
日
付
け
『
官
報
』
第
四
一
九
八
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
七
号
（
教
職

員
共
済
組
合
令
）
、
昭
和
一
六
年
二
月
一
九
日
付
け
『
官
報
』
第
四
二
三
四
号
に
所
収
の
勅
令
第
一
三
二
号
（
大
正
一
一
年
勅
令
第
六
〇
号
海
軍
工

作
庁
所
属
雇
員
以
下
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
）
、
昭
和
一
六
年
五
月
三
一
日
付
け
『
官
報
』
第
四
三
一
七
号
に
所
収
の
勅
令

第
六
四
九
号
（
土
木
共
済
組
合
令
）
（
大
正
一
二
年
勅
令
第
三
三
二
号
内
務
省
直
轄
土
木
事
業
二
従
事
ス
ル
現
業
員
ノ
共
済
組
合
二
関
ス
ル
件
改
正

ノ
件
》
、
昭
和
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
付
け
『
官
報
』
第
四
七
三
四
号
に
所
収
の
勅
令
第
六
八
六
号
（
北
海
道
庁
営
林
現
業
員
共
済
組
合
令
）
を
参

照
。　

ち
な
み
に
、
各
共
済
組
合
の
組
合
員
の
範
囲
に
ふ
れ
る
な
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ω
明
治
四
〇
年
勅
令
第
一
二
七
号
－
帝
国
鉄
道

庁
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
な
お
、
帝
国
鉄
道
庁
に
勤
務
す
る
職
員
は
現
業
員
で
は
な
い
が
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
五
年

の
改
正
（
勅
令
第
九
五
二
号
）
に
よ
り
、
鉄
道
部
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
⑭
明
治
四
一
年
勅
令
第
一
五
七
号
i
専
売
局
所
属
の
雇
員
以

下
の
現
業
員
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
五
号
）
に
よ
り
、
専
売
局
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
㈹
明
治
四
二
年
勅
令
第
二
二
号
ー

1
印
刷
局
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
四
号
）
に
よ
り
、
内
閣
印
刷
局
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
㈲

明
治
四
二
年
勅
令
第
一
五
一
号
ー
通
信
官
署
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
で
あ
っ
て
逓
信
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
。
な
お
、
通
信
官
署
の
職
員
は
現
業

員
で
は
な
い
が
逓
信
大
臣
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
五
〇
号
）
に
よ
り
、
逓
信

部
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
⑤
明
治
四
五
年
勅
令
第
一
八
号
－
海
軍
造
船
造
兵
事
業
庁
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
な
お
、
大
正
一
一
年
の

全
部
改
正
（
勅
令
）
に
よ
り
、
海
軍
作
業
庁
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
か
つ
、
海
軍
作
業
庁
以
外
の
海
軍
各
庁
所
属
の
雇

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

　
員
以
下
の
現
業
員
は
海
軍
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
一
六
年
の
一
部
改

　
正
（
勅
令
第
一
三
二
号
）
に
よ
り
、
海
軍
部
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
㈲
大
正
八
年
勅
令
第
八
○
号
－
陸
軍
作
業
庁
所
属
の
雇
員
以
下
の

　
現
業
員
。
な
お
、
陸
軍
作
業
庁
以
外
の
陸
軍
部
隊
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
は
陸
軍
大
臣
の
定
め
る
所
に
よ
り
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
七
号
）
に
よ
り
、
陸
軍
部
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
に
り
大
正
八
年
勅
令
第
三
〇
六
号
ー
農
商
務
省
所

　
管
国
有
林
野
の
事
業
に
従
事
す
る
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
な
お
、
国
有
林
野
の
事
業
に
従
事
す
る
職
員
は
現
業
員
で
は
な
い
が
農
商
務
大
臣
の
定
め

　
る
所
に
よ
り
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
八
号
）
に
よ
り
、
営
林
局
署
及
ぴ
国
有
林
産
物
販
売
所
の
判

　
任
官
以
下
と
な
っ
た
。
㈹
大
正
九
年
勅
令
第
四
四
号
i
北
海
道
庁
、
警
視
庁
及
ぴ
府
県
所
属
の
警
部
補
、
巡
査
及
ぴ
判
任
官
の
待
遇
を
受
け
る
消

　
防
手
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
五
三
号
）
に
よ
り
、
北
海
道
庁
、
警
視
庁
及
ぴ
府
県
所
属
の
警
部
、
消
防
士
、
消
防
機
関
士
、
警
部
補
、

　
巡
査
及
ぴ
消
防
手
と
な
っ
た
。
働
大
正
一
二
年
勅
令
第
一
九
号
－
造
幣
局
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
六

　
号
）
に
よ
り
、
造
幣
局
内
の
判
任
文
官
以
下
と
な
っ
た
。
㎝
大
正
一
二
年
勅
令
第
三
三
二
号
ー
内
務
省
の
直
轄
土
木
事
業
に
従
事
す
る
雇
員
以
下

　
の
現
業
員
。
昭
和
一
六
年
の
改
正
（
勅
令
第
六
四
九
号
）
に
よ
り
、
内
務
省
の
土
木
出
張
所
及
ぴ
土
木
試
験
所
の
雇
員
以
下
と
な
っ
た
。
⑳
昭
和
一

　
二
年
勅
令
第
二
〇
一
号
ー
生
糸
検
査
所
所
属
の
雇
員
以
下
の
現
業
員
。
生
糸
検
査
所
所
属
の
職
員
は
現
業
員
で
は
な
い
が
農
林
大
臣
の
定
め
る
所

　
に
よ
り
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
一
五
年
の
改
正
（
勅
令
第
九
四
九
号
）
に
よ
り
、
生
糸
検
査
所
の
判
任
官
以
下
と
な
っ
た
。
働
昭

　
和
一
五
年
勅
令
第
四
八
九
号
ー
司
法
部
内
の
看
守
。
⑬
昭
和
一
六
年
勅
令
第
一
七
号
　
　
市
町
村
立
の
小
学
校
、
青
年
学
校
ま
た
は
幼
稚
園
の
職

　
員
、
働
昭
和
一
七
年
勅
令
第
六
八
六
号
i
北
海
道
庁
部
内
の
営
林
の
現
業
に
従
事
す
る
雇
員
以
下
。

（
糾
）
　
昭
和
一
六
年
三
月
一
一
日
付
け
『
官
報
』
第
四
二
五
一
号
。

（
3
5
）
　
昭
和
一
七
年
二
月
二
一
日
付
け
『
官
報
』
第
四
五
三
四
号
。

（
3
6
）
　
大
林
良
一
、
前
掲
書
、
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
の
改
正
法
の
附
則
第
一
項
で
は
「
本
法
施
行
ノ
期
日
ハ
各
規
定
二
付
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定



　
ム
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
電
気
の
伝
導
事
業
は
従
来
、
健
康
保
険
の
強
制
適
用
事
業
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
（
同
法
第
一
三
条
第
三
号
の
）
が
、
電
気
供
給
の
事
業

　
は
、
職
員
健
康
保
険
法
の
第
一
八
条
第
一
項
第
六
号
「
前
各
号
二
掲
ゲ
ル
モ
ノ
ノ
外
勅
令
ヲ
以
テ
指
定
ス
ル
事
業
」
に
基
づ
い
て
職
員
健
康
保
険
の

　
強
制
適
用
事
業
の
一
つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
て
い
た
（
注
（
1
7
）
参
照
）
。

（　　（　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （　 （48　　47　　46　　45　　4ヰ　　43　　42　　41　　40　　39　　38

）　　）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

　
和
二
十
九
年
七
月
一
日
法
律
第
二
百
四
号
）
」

（
4
9
）

　
と
は
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
の
附
則
の
第
二
一
項
（
健
康
保
険
組
合
及
ぴ
健
康
保
険
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）
乃
至
第
二
九
項
に
照
ら
し
明
白

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七

昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
付
け
『
官
報
』
号
外
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
二
三
年
、
法
律
第
六
九
号
）
の
（
附
則
）
第
九
九
条
。

昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
付
け
『
官
報
』
号
外
。

昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
付
け
『
官
報
』
号
外
。

昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
付
け
『
官
報
』
号
外
。

我
妻
栄
他
（
編
）
『
新
法
律
学
辞
典
』
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
、
二
六
一
、
九
九
九
ぺ
ー
ジ
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
8
）
と
注
（
2
0
）
に
お
い
て
引
用
し
て
お
い
た
旧
条
文
に
関
す
る
清
水
玄
氏
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

昭
和
二
八
年
八
月
一
日
付
け
『
官
報
』
号
外
第
四
四
号
。

昭
和
二
八
年
八
月
一
四
日
付
け
『
官
報
』
第
七
九
八
三
号
。

昭
和
二
八
年
八
月
二
一
日
付
け
『
官
報
』
第
七
九
八
九
号
。

衆
議
院
法
制
局
、
参
議
院
法
制
局
（
編
）
『
現
行
法
規
総
覧
』
第
一
法
規
出
版
株
式
会
社
版
に
所
収
の
「
〔
旧
〕
市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
。

市
町
村
職
員
共
済
組
合
法
が
公
布
さ
れ
た
際
に
、
組
合
員
と
な
る
ぺ
き
市
町
村
職
員
が
す
で
に
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者
と
な
っ
て
い
た
こ



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八

　
で
あ
る
が
、
強
制
被
保
険
者
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
直
戴
簡
明
に
示
し
た
資
料
に
は
ま
だ
ふ
れ
る
機
会
を
も
た
な
い
。
け
れ
ど
も
、
前

　
掲
の
『
社
会
保
障
統
計
年
報
』
（
昭
和
四
六
年
版
）
六
七
ぺ
ー
ジ
に
所
収
の
「
社
会
保
険
各
制
度
の
成
立
経
過
」
（
年
表
と
図
表
と
を
ミ
ソ
ク
ス
に
し

　
た
様
式
に
よ
る
も
の
）
と
、
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
五
五
年
版
）
九
三
ぺ
ー
ジ
に
所
収
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合
に
つ
い
て
の
「
創
設
の
趣
旨
」

　
と
「
単
独
法
制
定
の
理
由
」
、
な
ら
ぴ
に
先
に
述
べ
た
昭
和
一
七
年
二
月
二
一
日
付
の
法
律
第
三
八
号
に
よ
る
健
康
保
険
第
一
三
条
の
改
正
内
容

　
（
第
三
号
）
を
材
料
に
し
て
、
市
町
村
職
員
が
健
康
保
険
の
強
制
被
保
険
者
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
時
期
は
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和
一
七
年
二

　
月
の
法
律
第
三
八
号
に
よ
る
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
の
際
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
た
。

（
5
0
）
　
昭
和
三
一
年
六
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
八
八
三
〇
号
。

（
5
1
）
（
5
2
）
　
前
掲
『
新
法
律
学
辞
典
』
七
五
八
ぺ
ー
ジ
。

（
5
3
）

（
5
4
）

（
5
5
）

（
5
6
）

（
5
7
）

（
5
8
）

（
5
9
）

（
6
0
）単

に
市
町
村
と
い
う
）

者
に
二
種
あ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ぱ
療
養
給
付
費
に
つ
い
て
の
国
庫
負
担
の
度
合
が
市
町
村
に
対
す
る
も
の
と
組
合
に
対
す
る
も
の
と
に
差

健
康
保
険
組
合
連
合
会
（
編
）
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
五
八
年
）
東
洋
経
済
新
報
社
、
八
八
ぺ
ー
ジ
。

昭
和
三
三
年
五
月
一
日
付
け
『
官
報
』
号
外
第
三
八
号
。

『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
六
一
年
）
、
九
〇
～
九
一
ぺ
ー
ジ
。

昭
和
三
三
年
二
一
月
二
七
日
付
け
『
宮
報
』
号
外
第
一
〇
二
号
。

昭
和
三
七
年
九
月
八
日
付
け
『
官
報
』
号
外
特
第
一
〇
号
。

『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
六
七
年
版
）
九
三
ヒ
九
四
ぺ
ー
ジ
。

昭
和
三
九
年
七
月
六
日
付
け
『
官
報
』
第
一
一
二
六
七
号
。

国
民
健
康
保
険
制
度
は
必
ず
し
も
一
本
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
市
町
村
及
ぴ
特
別
区
（
以
下

　
　
　
　
　
　
の
み
で
な
く
国
民
健
康
保
険
組
合
（
以
下
単
に
組
合
と
い
う
）
も
保
険
者
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
保
険



　
異
が
あ
る
と
か
（
一
九
七
二
年
度
の
揚
合
、
対
市
町
村
四
〇
％
、
対
組
合
二
五
％
）
、
任
意
給
付
の
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
は
組
合
の
半
数
以
上
が

　
支
給
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
は
支
給
し
て
い
な
い
（
一
九
七
二
年
度
）
（
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）
五
四
～
五
五

　
ぺ
ー
ジ
）
な
ど
両
者
の
実
質
内
容
に
若
干
の
差
異
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
は
、
国
民
健
康
保
険
を
行
な
う
こ
と
を
義

　
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
国
民
健
康
保
険
法
第
三
条
）
の
に
対
し
て
、
組
合
の
設
立
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
必
要
と
し
て
お
り
、
こ
の
場
合

　
に
、
都
道
府
県
知
事
は
「
当
該
組
合
の
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
畏
の
意
見
を
き
き
、
当
該
組
合
の
設
立
に
よ
り
こ
れ
ら
の
市
町
村
の
国

　
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
」
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
一
七
条
第
一

　
項
お
よ
ぴ
第
三
項
）
こ
と
、
保
険
者
数
・
世
帯
数
・
被
保
険
者
数
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
市
町
村
の
方
が
組
合
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
る
と
い

　
う
状
況
に
あ
る
こ
と
（
保
険
者
数
に
つ
い
て
は
市
町
村
三
、
二
五
六
、
組
合
一
九
四
、
世
帯
数
に
つ
い
て
は
市
町
村
一
、
二
五
五
万
世
帯
、
組
合
九
五

　
万
世
帯
、
被
保
険
者
数
に
つ
い
て
は
市
町
村
四
、
一
〇
五
万
人
、
組
合
二
六
七
万
人
）
（
一
九
七
一
年
度
末
）
（
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）

　
三
五
九
ぺ
ー
ジ
）
、
保
険
給
付
や
経
理
に
つ
い
て
の
統
計
資
料
が
国
民
健
康
保
険
と
し
て
一
本
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
国

　
民
健
康
保
険
制
度
を
市
町
村
管
掌
と
組
合
管
掌
と
の
二
つ
の
制
度
に
分
け
ず
に
一
つ
の
制
度
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
し
て
お
く
。

（
6
1
）
　
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）
三
二
九
ぺ
ー
ジ
Q

（
6
2
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
四
七
年
版
）
一
八
○
～
一
八
一
ぺ
ー
ジ
。

（
6
3
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
八
年
度
版
）
九
一
ぺ
ー
ジ
。

　
　
な
お
、
医
療
の
国
民
皆
保
険
計
画
の
策
定
に
い
た
る
経
緯
は
、
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
十
二
年
度
版
）
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
昭
和

　
二
五
年
の
「
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
勧
告
」
に
お
い
て
す
で
に
、
医
療
保
険
は
全
国
民
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
医
療

　
保
障
の
確
立
の
緊
急
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
く
る
に
伴
い
、
医
療
保
険
と
い
う
備
え
に
よ
っ
て
全
国
民
が
疾
病
の
脅
威
を
免
れ
る
よ
う
に
、
「
国
民

　
皆
保
険
の
推
進
」
に
対
す
る
要
望
は
次
第
に
強
く
な
り
、
や
が
て
は
政
府
の
方
針
と
し
て
う
ち
た
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
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一
九
〇

　
　
す
な
わ
ち
、
国
民
健
康
保
険
の
全
国
普
及
等
に
よ
る
医
療
保
険
制
度
の
全
国
民
へ
の
適
用
と
い
う
こ
と
は
、
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
か
ら
、
一
部
政
党

　
の
政
策
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
厚
生
省
と
し
て
も
、
昭
和
三
一
年
五
月
、
第
二
四
国
会
に
お
い
て
、
昭
和
三
五
年
度
に
医
療
の
国
民
皆
保
険

　
を
達
成
す
る
と
い
う
方
針
を
、
大
臣
が
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
一
年
八
月
、
厚
生
省
の
医
療
保
障
委
員
は
、
未
適
用
者
に
対
す

　
る
医
療
保
険
の
適
用
に
全
力
を
注
ぐ
ぺ
き
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
、
同
年
一
一
月
に
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
発
表
し
た
「
医
療
保
障
制
度
に
関

　
す
る
勧
告
」
に
お
い
て
も
、
国
民
皆
保
険
体
制
の
確
立
の
た
め
の
諸
方
策
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
う
し
て
、
昭
和
三
二
年
一
月
に
決
定
さ
れ
た
昭
和
三
二
年
度
予
算
編
成
方
針
に
お
い
て
は
、
医
療
の
国
民
皆
保
険
の
早
期
達
成
を
目
途
と
す
る

　
国
民
健
康
保
険
の
普
及
の
推
進
が
掲
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
年
二
月
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
が
第
二
六
国
会
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い

　
て
、
全
国
民
が
医
療
保
険
に
加
入
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
描
置
を
で
き
る
だ
け
早
く
進
め
る
旨
、
言
明
し
た
。
こ
こ
に
国
民
皆
保
険
の
達
成
は
政
府

　
の
方
針
と
し
て
確
立
さ
れ
、
昭
和
三
二
年
四
月
に
は
厚
生
省
に
国
民
皆
保
険
推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
て
、
国
民
皆
保
険
の
強
力
な
推
進
が
図
ら
れ
る

　
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
国
民
皆
保
険
の
達
成
の
方
法
と
し
て
は
、
従
来
各
方
面
の
大
半
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
お
り
、
一
般
国
民
を
対
象
と
す
る
地
域
保
険
（
国
民

　
健
康
保
険
）
と
一
定
の
職
域
の
被
用
者
を
対
象
と
す
る
職
域
保
険
と
の
二
本
建
て
に
よ
る
こ
と
と
し
、
国
民
健
康
保
険
の
全
国
普
及
と
被
用
者
保
険

　
の
適
用
拡
大
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
」
（
同
白
書
五
七
～
五
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
6
4
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
六
年
度
版
）
二
六
七
ぺ
ー
ジ
。

（
6
5
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
一
年
度
版
）
一
六
九
～
一
七
〇
ぺ
ー
ジ
、
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
二
年
度
版
）
五
八
～
五
九
ぺ
ー
ジ
。

（
6
6
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
六
年
度
版
）
二
六
七
ベ
ー
ジ
。



三
　
医
療
保
険
制
度
間
の
不
均
衡

　
ラ

　
一
　
医
療
給
付
率
の
不
均
衡

　
医
療
保
険
制
度
上
の
保
険
給
付
と
し
て
は
、
ω
被
保
険
者
の
疾
病
・
負
傷
に
関
す
る
療
養
の
給
付
、
図
被
保
険
者
が
療
養
の
た
め
労
務

に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
揚
合
の
傷
病
手
当
金
、
圖
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
揚
合
の
埋
葬
料
、
叫
被
保
険
者
が
分
娩
し
た
揚
合
の
分
娩

費
、
⑤
被
保
険
者
が
分
娩
の
前
後
労
務
に
服
さ
な
か
っ
た
期
間
に
対
す
る
出
産
手
当
金
、
㈲
被
保
険
者
が
分
娩
し
た
場
合
の
育
児
手
当
金
、

ω
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
た
揚
合
の
家
族
療
養
費
、
㈹
被
扶
養
者
が
死
亡
し
た
揚
合
の
家
族
埋
葬
料
、
⑨
被
扶
養
者
で
あ
る
配
偶
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

分
娩
し
た
場
合
の
配
偶
者
分
娩
費
、
㈲
被
扶
養
者
で
あ
る
配
偶
者
が
分
娩
し
た
揚
合
の
育
児
手
当
金
な
ど
の
諸
給
付
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
い
わ
ゆ
る
医
療
給
付
そ
の
も
の
に
限
定
し
て
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
の
で
、
右
の
諸
給
付
の
う
ち
、
q
O
被
保
険
者
の
疾
病
．

負
傷
に
関
す
る
療
養
の
給
付
（
以
下
単
に
療
養
の
給
付
と
い
う
）
と
ω
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
た
場
合
の
家
族
療
養
費
（
以
下
単
に
家
族
療

養
費
と
い
う
）
の
二
つ
の
み
が
問
題
に
な
る
。

　
医
療
給
付
率
－
被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
被
扶
養
者
が
疾
病
・
負
傷
に
関
し
て
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
お
い
て
療
養
の
給
付

を
受
け
た
際
の
費
用
（
”
保
険
医
療
費
）
に
対
す
る
保
険
者
（
政
府
・
健
康
保
険
組
合
・
四
種
の
共
済
組
合
・
市
町
村
（
特
別
区
）
お
よ
び
国
民
健
康

保
険
組
合
）
の
補
填
率
ー
に
つ
い
て
、
九
つ
の
医
療
保
険
制
度
の
一
覧
を
行
な
う
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
3
（
第
四
節
末
参
照
）
で
あ
る
。

表
3
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
用
者
保
険
の
揚
合
、
被
保
険
者
の
医
療
給
付
率
が
原
則
と
し
て
一
〇
割
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
被
保
険

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
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二

者
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
保
険
医
療
費
は
無
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
窓
口
で
は
保
険

医
療
費
を
払
わ
な
い
で
す
む
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
初
診
時
に
は
、
若
干
の
一
部
負
担
金
（
た
と
え
ば
政
管
健
保
や
組
合
健
保
で
は
二
〇
〇
円
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

旦
雇
健
保
で
は
五
〇
円
と
な
っ
て
い
る
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
日
雇
健
保
と
船
員
保
険
以
外
の
六
つ
の
被
用
者
保
険

で
は
入
院
時
に
も
若
干
の
一
部
負
担
金
（
た
と
え
ば
、
政
管
健
保
や
組
合
健
保
で
は
入
院
時
一
日
に
つ
い
て
六
〇
円
、
た
だ
し
入
院
し
た
日
か
ら
一

　
　
　
　
（
6
9
）

ヵ
月
間
に
限
る
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
日
雇
健
保
で
は
、
は
じ
め
て
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
者
、
前
に
交
付
を
受
け
た
被
保
険
者
手
帳
に
健
康
保
険
印
紙
を
ち
ょ
う
付
す
べ
き
余
白
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

上
を
経
過
し
た
後
に
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
な
ど
が
、
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

月
を
経
過
し
な
い
問
に
う
け
た
療
養
に
つ
い
て
は
、
そ
の
費
用
の
五
割
は
被
保
険
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
例
外
が
あ
る
。

　
被
用
者
保
険
で
は
、
被
用
者
の
被
扶
養
者
は
、
被
保
険
者
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
被
扶
養
者
に
対
す
る
医
療
給
付
率
は
、
原
則
と
し
て

五
割
で
あ
る
が
、
組
合
健
保
や
国
公
共
済
、
地
公
共
済
、
公
企
共
済
、
私
立
教
共
済
で
は
、
被
保
険
者
が
一
た
ん
自
己
負
担
と
し
た
被
扶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

養
者
の
医
療
費
の
幾
割
か
の
金
額
を
、
あ
と
で
償
還
す
る
と
い
う
附
加
給
付
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
揚
合
に
は
、
被
扶
養
者
に
対

す
る
医
療
給
付
率
は
実
質
的
に
は
附
加
給
付
の
度
合
に
じ
た
が
い
、
七
割
な
り
八
割
、
あ
る
い
は
九
割
以
上
ほ
と
ん
ど
一
〇
割
に
近
い
こ

と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
附
加
給
付
の
な
い
政
管
健
保
、
日
雇
健
保
お
よ
び
船
員
健
保
と
の
間
に
給
付
率
に
つ
い
て
の
大
き
な
不
均
衡
が
生

　
　
（
7
2
）

じ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
皿
般
国
民
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
国
民
健
保
で
は
、
農
民
、
漁
民
、
自
営
業
者
な
ど
の
本
人
で
あ
る
と
、
そ
の
被
扶
養
者

で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
被
保
険
者
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
彼
等
に
対
す
る
医
療
給
付
率
は
一
率
に
七
割
に
な
っ
て
お
り
、
医
療
費



の
償
還
制
と
い
う
附
加
給
付
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
民
健
保
に
あ
っ
て
も
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
保
険
者
に
よ
っ

て
は
、
ω
世
帯
主
に
対
す
る
医
療
給
付
率
を
八
割
と
し
、
被
扶
養
者
に
対
す
る
そ
れ
を
七
割
と
す
る
も
の
、
＠
世
帯
主
に
対
す
る
医
療
給

付
率
を
一
〇
割
・
被
扶
養
者
に
対
す
る
そ
れ
を
七
割
と
す
る
も
の
、
の
乳
児
に
対
す
る
医
療
給
付
率
の
み
を
一
〇
割
と
し
、
他
の
そ
れ
を

七
割
と
す
る
も
の
、
◎
老
人
に
対
す
る
医
療
給
付
率
の
み
を
一
〇
割
と
し
、
他
を
七
割
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
昭
和
四
五
年
（
一
九

七
〇
年
）
三
月
末
現
在
で
の
国
民
健
保
の
保
険
者
総
数
三
、
四
五
四
の
う
ち
、
前
記
④
の
医
療
給
付
率
を
採
用
し
て
い
る
も
の
一
九
、
＠
の

も
の
四
六
・
の
の
も
の
一
六
七
・
◎
の
も
の
四
七
、
そ
の
他
と
も
か
く
七
割
以
外
の
給
付
率
を
採
用
し
て
い
る
も
の
二
八
八
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
ロ

残
り
の
二
、
八
八
七
は
七
割
給
付
率
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
一
一
医
療
保
険
料
率
の
不
均
衡

　
医
療
保
険
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
費
用
は
、
保
険
料
と
国
庫
負
担
と
か
ら
ま
か
な
わ
れ
る
の
が
建
て
前
に
な
っ
て
い
る
（
表
4
、
第
四

節
末
参
照
）
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
と
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
で
は
国
庫
負
担
は
全
く
な
い
。
ま
た
、
私
立

学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
で
は
、
事
務
費
の
一
部
が
国
庫
負
担
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
で
は
、
事
務

費
は
全
額
国
塵
負
担
に
な
っ
て
い
る
が
給
付
費
に
つ
い
て
は
国
庫
負
担
ゼ
・
で
あ
る
。
船
員
保
険
制
度
で
は
事
務
費
全
額
国
庫
負
担
、
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

付
費
に
つ
い
て
疾
病
給
付
補
助
が
国
庫
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
補
助
率
は
約
三
％
（
一
九
七
一
年
度
）
と
い
っ
た
低
い
率
で
あ
る
。

旦
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
で
は
事
務
費
が
全
額
国
庫
負
担
、
給
付
費
に
つ
い
て
も
、
給
付
費
の
三
五
％
が
国
庫
負
担
と
い
う
か
な
り
な

率
に
な
っ
て
い
る
。
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
で
は
、
事
務
費
全
額
国
庫
負
担
に
な
っ
て
お
り
、
給
付
費
に
つ
い
て
も
ほ
ん
の
少
し
の
国

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
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一
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ロ

庫
負
担
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
法
定
給
付
費
の
○
・
○
八
％
（
一
九
七
一
年
度
）
と
い
う
と
る
に
足
り
な
い
ほ
ど
の
率
で
あ
る
。
政
府

管
掌
健
康
保
険
制
度
で
は
、
事
務
費
全
額
国
庫
負
担
、
給
付
費
に
つ
い
て
は
、
四
・
四
％
（
一
九
七
一
年
度
）
が
国
庫
負
担
に
な
っ
て
以
範
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
揚
合
に
は
、
事
務
費
全
額
国
庫
負
担
、
給
付
費
に
つ
い
て
は
、
療
養
給
付
費
の
四
〇
％
、
療
養
給
付
費
の
五
％
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

調
整
交
付
金
そ
の
他
（
一
九
七
一
年
度
）
と
い
う
比
較
的
高
率
に
な
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
保
険
料
の
方
で
あ
る
が
、
被
用
者
保
険
で
は
、
一
応
被
保
険
者
と
事
業
主
と
が
各
保
険
料
額
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る
労
使
折
半
の
建
て
前
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
本
来
、
農
民
・
漁
民
・
自
営
業
者
・

自
由
業
者
．
無
職
者
な
ど
を
適
用
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
世
帯
主
ま
た
は
組
合
員
（
国
民
健
康
保
険
組

合
を
保
険
者
と
す
る
揚
合
）
が
保
険
料
の
全
額
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
用
者
で
あ
り
な
が
ら
、
勤
務
先
が
健
康
保
険

の
任
意
適
用
事
業
の
事
業
所
で
あ
り
、
そ
の
事
業
主
が
任
意
包
括
被
保
険
者
制
度
を
利
用
し
な
い
た
め
に
、
た
ま
た
ま
国
民
健
康
保
険
の

適
用
者
に
な
っ
て
い
る
揚
合
に
は
、
保
険
料
に
つ
い
て
の
労
使
折
半
は
な
さ
れ
ず
全
額
自
己
負
担
と
な
る
。

　
保
険
料
額
は
、
被
用
者
保
険
で
は
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
を
の
ぞ
き
、
各
月
に
つ
い
て
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
に
保
険
料

率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
以
下
四
つ
の
共
済
組
合
制
度
で
は
、
標
準
報
酬
月
額

と
い
う
名
称
で
は
な
く
基
準
俸
給
（
標
準
給
与
）
月
額
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
内
実
の
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
保
険
料
算
出
の
た
め
に

標
準
化
な
い
し
基
準
化
さ
れ
た
報
酬
（
俸
給
な
い
し
給
与
）
の
月
額
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
政
管
健
保
と
組
合
健
保
の
揚
合
（
一

九
七
二
年
三
月
末
現
在
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
表
5
（
第
四
節
末
参
照
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
標
準
報
酬
は
第
一
級
か
ら
第
三
六
級
ま
で
の
三

六
通
り
に
分
類
さ
れ
、
第
一
級
は
月
額
三
、
○
O
O
円
、
第
六
級
は
月
額
八
、
O
O
O
円
、
第
二
一
級
は
月
額
一
八
、
O
O
O
円
、
第
二
四



級
は
月
額
四
八
、
○
○
○
円
、
第
三
〇
級
は
月
額
七
二
、
0
0
0
円
、
第
三
六
級
は
月
額
一
〇
四
、
○
○
○
円
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
級
に
対
応
す
る
絶
対
数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
が
、
四
六
、
五
〇
〇
円
以
上
五
〇
、
○
O
O
円
未
満
の
揚
合
に
は
、

そ
の
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
は
第
二
四
級
に
格
付
け
さ
れ
、
月
額
四
八
、
O
O
O
円
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
が

七
〇
、
O
O
O
円
以
上
七
四
、
0
0
0
円
未
満
の
揚
合
に
は
、
そ
の
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
は
第
三
〇
級
に
格
付
さ
れ
、
月
額
七
二
、
○
○

○
円
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
被
保
険
者
の
報
酬
月
額
が
一
〇
一
、
O
O
O
円
以
上
の
揚
合
に
は
、
そ
の
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
は
第
三

六
級
に
格
付
け
さ
れ
、
月
額
一
〇
四
、
O
O
O
円
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
ま
ち
ま
ち
の
大
き
さ
の
被
保
険
者

の
報
酬
を
、
保
険
料
算
出
の
た
め
に
、
便
宜
上
三
六
の
等
級
の
大
き
さ
に
格
付
け
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
等
級
の
標

準
報
酬
に
格
付
け
さ
れ
る
程
度
の
小
幅
な
俸
給
の
増
加
し
か
な
い
と
き
に
は
保
険
料
額
は
不
変
で
あ
る
し
、
一
た
ん
最
上
級
の
標
準
報
酬

に
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
標
準
報
酬
の
上
限
の
絶
対
額
の
引
上
げ
を
伴
う
改
訂
が
な
い
限
り
、
俸
給
が
い
く
ら
上
が
っ
て
も
、

保
険
料
額
は
以
前
と
同
じ
額
な
の
で
あ
る
。

　
標
準
報
酬
の
具
体
的
な
設
定
は
、
政
管
健
保
と
組
合
健
保
は
同
一
で
あ
る
が
、
船
員
保
険
制
度
や
四
つ
の
共
済
組
合
制
度
で
は
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

れ
独
自
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
保
険
料
率
の
点
で
も
、
表
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
同
一
制
度
で
も
保
険
者
た
る

組
合
（
健
康
保
険
組
合
ま
た
は
共
済
組
合
）
が
違
え
ば
保
険
料
率
も
ま
た
異
な
る
揚
合
が
多
い
と
い
う
実
情
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
被
用
者

の
給
与
が
同
一
額
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
被
用
者
の
保
険
料
額
は
、
所
属
す
る
保
険
制
度
や
保
険
者
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
差
異
が
出

て
く
る
の
が
む
し
ろ
通
例
だ
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
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旦
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
で
は
、
標
準
報
酬
月
額
と
か
保
険
料
率
と
か
の
ト
ゥ
ー
ル
は
用
い
ず
に
、
被
保
険
者
の
賃
金
日
額
四
八
O

円
以
上
の
揚
合
を
第
一
級
、
四
八
O
円
未
満
の
場
合
を
第
二
級
と
し
、
保
険
料
の
額
は
、
　
一
日
に
つ
い
て
第
一
級
に
あ
っ
て
は
二
六
円
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

第
二
級
に
あ
っ
て
は
二
〇
円
の
二
種
に
分
け
て
い
る
（
一
九
七
二
年
三
月
末
現
在
）
。

　
被
用
者
保
険
で
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
保
険
料
は
、
労
使
折
半
が
建
て
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
で
は
、

事
業
主
の
負
担
割
合
が
増
や
さ
れ
て
い
る
の
が
む
し
ろ
通
例
に
な
っ
て
お
り
、
表
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
事
業
主
の
負
担
は
五
割
八
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

（
全
組
合
平
均
）
に
な
っ
て
い
る
（
一
九
七
二
年
三
月
末
）
。
し
た
が
っ
て
、
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
た
る
被
用
者
が
、
月
々
の
給
与
か
ら

控
除
さ
れ
る
医
療
保
険
の
保
険
料
の
大
き
さ
は
、
た
と
え
月
収
が
同
一
の
揚
合
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
制
度
の
適
用
者
で
あ
る
か
に
よ
り
、

ま
た
、
保
険
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
保
険
者
が
市
町
村
で
あ
る
揚
合
に
は
、
保
険
料
の
代
わ
り
に
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
国
民
健
康
保
険

税
を
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
、
被
用
者
保
険
と
は
異
な
り
、
保
険
料
（
ま
た
は
国
民

健
康
保
険
税
）
は
、
「
保
険
者
の
条
例
、
規
約
ま
た
は
規
程
に
従
い
、
被
保
険
者
世
帯
の
所
得
、
資
産
、
家
族
構
成
な
ど
を
考
慮
し
て
決
定

す
る
．
｝
と
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
が
賦
課
す
べ
き
保
険
料
総
額
の
百
分
の
四
〇
は
所
得
を
基
準
と
し
、
百
分
の
一
〇
は
資

産
を
基
準
と
し
、
百
分
の
三
五
は
被
保
険
者
に
均
等
に
割
り
当
て
、
百
分
の
一
五
は
世
帯
に
平
等
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
、
標
準
と
さ
れ

て
い
る
。
被
用
者
保
険
に
お
け
る
保
険
料
が
報
酬
に
比
例
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
と
異
っ
て
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
税
）
が
こ

の
よ
う
な
方
法
で
定
め
ら
れ
る
の
は
、
被
保
険
者
た
る
一
般
国
民
の
所
得
の
正
確
な
把
握
が
被
用
者
の
揚
合
に
比
し
て
困
難
で
あ
る
こ
と

等
の
特
殊
事
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
「
各
世
帯
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
る



保
険
料
（
税
）
は
、
以
上
の
方
式
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
計
算
さ
れ
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
お
よ
び
世
帯
別
平
等

割
額
の
合
算
額
と
範
」
の
で
あ
っ
て
、
昭
和
四
五
年
度
（
一
九
七
・
年
度
）
に
お
け
る
一
世
帯
当
り
の
平
均
保
険
料
（
年
額
）
は
、
モ
、

〇
六
九
円
髪
っ
て
い
（
甲
読
と
・
羅
報
酬
月
麺
保
険
墾
藁
じ
て
保
険
料
を
算
出
す
る
被
用
襖
険
の
保
険
料
と
の
｛
量
の

比
較
は
困
難
な
の
で
、
別
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
両
者
の
比
較
を
試
み
る
ア
一
と
に
し
よ
う
。

　
昭
和
四
五
年
度
（
一
九
七
〇
年
度
）
の
被
保
険
者
一
人
当
り
保
険
料
（
年
額
）
は
、
表
6
（
第
四
節
末
参
照
）
に
示
し
た
通
り
で
、
各
制
度
間

で
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
旦
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
を
別
格
と
す
れ
ば
、
国
民
健
康
保
険
制
度
一
世
帯
当
り
の
保
険
料
（
年
額
）
は
、

政
管
健
保
の
被
保
険
者
一
人
当
り
保
険
料
（
年
額
）
の
四
四
％
、
組
合
健
保
の
そ
れ
の
三
七
％
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
三
二
％

と
な
っ
て
お
り
、
被
用
者
保
険
に
対
し
て
か
な
り
少
額
で
あ
る
。
被
用
者
保
険
の
中
で
も
、
政
管
健
保
の
そ
れ
は
、
対
組
合
健
保
八
二
％
、

対
国
家
公
務
員
共
済
七
三
・
一
％
で
、
少
額
の
方
で
あ
る
。
私
立
学
校
教
職
員
共
済
の
そ
れ
は
、
政
管
健
保
よ
り
も
さ
ら
に
若
干
な
が
ら

少
額
と
な
っ
て
い
る
。
船
員
保
険
の
そ
れ
は
、
政
管
健
保
の
ち
ょ
う
ど
倍
と
い
う
異
常
な
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
被
用
者
保
険
の
揚
合
に
は
、
労
使
折
半
の
建
前
で
あ
る
の
で
、
被
保
険
者
本
人
の
医
療
保
険
料
負
担
の
苦
痛
度
と
い
う
次
元
で
の
制
度

間
の
比
較
を
す
る
た
め
に
・
被
保
険
者
負
担
分
に
限
っ
て
の
保
険
料
（
年
額
）
に
換
算
し
て
観
察
す
る
と
、
国
民
健
保
の
そ
れ
は
、
対
政

管
健
保
八
八
％
、
対
私
立
学
校
教
職
員
共
済
九
一
％
、
対
組
合
健
保
八
七
％
、
対
国
家
公
務
員
共
済
六
四
％
と
い
う
具
合
で
、
両
者
間
の

差
は
ぐ
っ
と
せ
ば
め
ら
れ
て
く
る
。
被
用
者
保
険
相
互
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
政
管
健
保
と
組
合
健
保
間
の
差
が
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
変
化
が
出
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
組
合
健
保
で
の
事
業
主
の
負
担
割
合
が
半
分
以
上
に
増
額
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
労
使
負

担
分
の
総
合
の
段
階
で
は
政
管
健
保
の
そ
れ
よ
り
も
組
合
健
保
の
そ
れ
が
上
廻
っ
て
い
て
も
、
被
用
者
負
担
分
の
み
の
レ
ベ
ル
で
は
格
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
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が
殆
ん
ど
な
く
な
．
て
く
る
の
で
あ
る
．
被
用
者
保
険
の
揚
合
に
、
平
均
報
酬
晶
を
三
鐘
し
て
・
そ
薯
医
擁
険
料
負
誓
た

め
の
年
所
得
額
と
み
な
し
、
そ
れ
に
対
す
る
被
保
険
者
一
人
当
り
の
被
保
険
者
負
担
分
保
険
料
（
年
額
）
の
割
合
を
求
め
る
と
、
表
6
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
組
合
健
保
の
比
率
が
最
低
の
二
・
七
％
で
、
つ
ぎ
が
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
・
私
立
学
校
教
職
員
共
済
の

三
．
秀
、
そ
の
上
が
馨
健
保
．
地
方
公
務
員
箕
済
の
三
・
三
％
、
国
家
公
務
異
済
の
三
・
七
㌘
続
き
』
番
の
高
率
が
欝

保
険
の
四
・
四
％
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
は
各
制
度
の
平
均
値
に
つ
い
て
の
比
較
で
あ
る
。
各
制
度
の
適
用
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
集
団
が
・
少
な
く
と
も
年
齢
構
成
や
男

女
構
成
、
学
歴
の
程
度
の
点
で
同
じ
条
件
下
に
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
個
別
に
観
察
し
た
場
合
の
格
差
を
も
示
す
こ
と
に
な
る
が
・
そ
の

保
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
．
そ
こ
で
、
仮
り
に
、
給
与
を
毎
旦
o
万
円
支
給
嚢
て
い
る
被
用
者
慈
定
し
・
国
民
僕
と
馨
縫

の
比
撃
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
．
彼
が
政
罐
保
の
適
用
者
と
え
詮
、
督
身
が
負
担
す
る
医
療
保
険
料
は
年
額
で
四
万
二
孟

と
な
る
の
に
、
国
民
健
保
の
適
用
者
と
さ
れ
れ
ば
、
彼
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
保
険
税
は
三
万
五
、
八
四
六
円
（
年
収
が
同
一
で
あ
っ
て
も

い
ず
れ
の
市
町
村
．
特
別
区
が
行
な
う
国
民
健
保
に
加
入
す
る
か
、
被
扶
養
者
の
数
や
所
有
資
産
の
額
い
か
ん
に
よ
り
面
人
差
奮
る
の
で
い
き
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

同
一
所
得
階
層
の
平
均
値
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
）
と
な
る
。
ま
た
、
月
収
七
万
の
被
用
者
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
政
管
健
保
に
加
入
す
れ
ば
、

彼
自
身
の
月
給
袋
か
ら
控
除
さ
れ
る
医
療
保
険
料
は
、
三
万
二
四
〇
円
と
な
る
の
に
対
し
て
、
国
民
健
保
の
適
用
者
と
さ
れ
れ
ば
、
彼
の

支
払
う
保
険
税
は
二
万
三
、
杢
六
円
と
馨
．
さ
ら
に
、
月
収
四
万
の
被
用
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
馨
藻
霧
合
譲
・
医
療
保

険
料
竺
万
六
、
一
二
八
○
円
と
言
、
国
民
健
保
で
は
芳
二
、
八
四
三
円
と
な
る
．
月
収
が
二
五
万
と
い
う
比
較
的
瑠
の
者
に
つ
い
て

い
え
ば
政
管
健
保
で
は
、
医
療
保
険
料
四
万
三
、
六
八
O
円
と
な
り
、
国
民
健
保
で
は
、
五
万
一
、
二
五
七
円
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ



ス
を
除
い
た
年
収
が
一
六
〇
万
円
を
超
え
る
被
用
者
で
あ
る
と
、
国
民
健
保
に
加
入
し
た
揚
合
に
、
年
額
で
千
数
百
円
か
ら
七
千
数
百
円

ほ
ど
政
管
健
保
よ
り
高
額
の
医
療
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
が
、
一
六
〇
万
円
未
満
の
揚
合
に
は
、
多
く
の
揚
合
、
国

民
健
保
の
医
療
保
険
料
の
方
が
政
管
健
保
の
そ
れ
よ
り
も
、
少
額
で
す
む
と
い
え
る
。
先
に
例
示
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
ボ
ー
ナ
ス
を

除
い
た
年
収
が
八
四
万
円
の
揚
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
国
民
健
保
の
医
療
保
険
料
は
政
管
健
保
の
そ
れ
の
七
八
％
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

　
三
　
医
療
給
付
費
の
不
均
衡

　
　
　
　
（
麟
）

　
医
療
給
付
費
に
つ
い
て
制
度
別
被
保
険
者
一
人
当
り
（
国
民
健
保
に
つ
い
て
は
一
世
帯
当
り
、
以
下
同
じ
）
と
い
う
こ
と
で
二
覧
す
れ
ば
・

表
6
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
と
な
る
．
馨
健
保
で
は
四
〇
、
二
〇
八
円
（
一
九
七
〇
年
度
）
と
奮
て
ぢ
、
義
を
一
〇
〇
と
し
て
他

の
制
度
と
の
比
較
を
す
れ
ば
、
組
合
健
保
八
二
、
日
雇
労
働
者
健
保
一
四
〇
、
船
員
保
険
一
二
四
、
国
家
公
務
員
共
済
一
一
四
、
地
方
公

務
員
等
共
済
一
〇
五
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
九
三
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
九
七
、
そ
し
て
国
民
健
保
一
四
七
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
各
制
度
間
の
不
均
衡
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
国
民
健
保
・
旦
雇
労
働
者
健
保
と
の
不
均
衡
が
目
立
つ
。
こ
の
両
者
の
医
療

給
付
費
が
一
き
わ
高
く
、
逆
に
組
合
健
保
の
そ
れ
が
一
段
と
低
い
。

　
被
保
険
者
一
人
当
り
の
医
療
保
険
料
（
年
額
）
に
対
す
る
被
保
険
者
一
人
当
り
の
医
療
給
付
費
（
年
額
）
の
割
合
を
制
度
別
に
み
る
と
、

表
6
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
っ
て
、
最
低
は
職
員
保
険
の
六
三
・
三
％
、
そ
の
上
が
組
合
健
保
の
六
九
％
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共

済
の
七
七
．
一
％
、
地
方
公
務
員
等
共
済
の
八
○
・
八
％
、
国
家
公
務
員
共
済
の
八
五
・
六
％
で
、
こ
れ
ら
の
上
と
な
る
と
、
一
〇
〇
％

を
越
し
て
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
の
一
〇
〇
・
八
％
、
政
管
健
保
の
一
〇
二
・
二
％
と
な
る
。
そ
し
て
・
さ
ら
に
そ
の
上
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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に
な
る
と
、
大
幅
に
増
大
し
て
、
国
民
健
保
の
三
三
七
・
四
％
、

均
衡
が
今
ま
で
に
み
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

日
雇
労
働
者
健
保
の
八
五
五
・
六
％
と
な
る
の
で
あ
る
。
．
一
ア
一
で
の
不

（
6
7
）
　
前
掲
『
社
会
保
障
統
計
年
報
』
五
〇
～
五
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。
な
お
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
以
下
の
四
共
済
組
合
制
度
で
は
、
本
文
で
挙

　
げ
た
諸
給
付
の
ほ
か
に
、
休
業
給
付
と
し
て
の
休
業
手
当
金
、
災
害
給
付
と
し
て
の
弔
慰
金
・
家
族
弔
慰
金
お
よ
ぴ
災
害
見
舞
金
の
給
付
を
鴻
支
給

　
し
て
い
る
。

（
6
8
）
　
健
康
保
険
法
第
四
三
条
ノ
八
第
一
項
第
一
号
、
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
第
一
二
条
。

（
6
9
）
　
健
康
保
康
法
第
四
三
条
ノ
八
第
一
項
第
二
号
お
よ
ぴ
第
二
項
。

（
7
0
）
　
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
第
一
七
条
の
四
お
よ
ぴ
第
一
七
条
の
六
。

（
7
1
）
　
佐
口
卓
「
医
療
保
険
」
近
藤
文
二
（
編
）
『
社
会
保
障
入
門
』
有
斐
閣
、
昭
和
四
三
年
、
七
二
ぺ
ー
ジ
。
附
加
給
付
に
関
す
る
関
係
条
文
と
し
て

　
は
、
た
と
え
ば
健
康
保
険
法
第
六
九
条
ノ
三
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
二
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
7
2
）
　
地
主
重
美
氏
の
計
算
に
よ
る
と
、
組
合
健
保
制
度
の
平
均
給
付
率
八
六
・
六
％
、
政
管
健
保
の
そ
れ
七
五
．
三
％
、
国
民
健
保
の
そ
れ
七
〇
．

　
○
％
（
昭
和
四
四
年
）
（
加
入
者
の
平
均
世
帯
構
成
で
加
重
し
た
一
人
当
り
平
均
給
付
率
。
組
合
健
保
に
つ
い
て
は
家
族
附
加
給
付
を
含
む
。
）
と
な

　
っ
て
い
る
。
地
主
重
美
「
医
療
保
険
の
本
質
と
わ
が
国
医
療
保
険
の
問
題
点
」
『
季
刊
　
現
代
経
済
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
、
七
〇
ぺ

　
ー
ジ
（
表
2
制
度
間
格
差
（
昭
和
四
四
年
）
）
。

（
7
3
）
　
前
掲
『
社
会
保
障
統
計
年
報
』
　
一
三
五
ぺ
ー
ジ
（
第
八
五
表
　
国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
割
合
別
等
保
険
者
数
）
。

（
7
4
）
　
一
九
七
一
年
度
に
お
け
る
船
員
保
険
制
度
で
は
疾
病
給
付
の
総
額
が
二
一
五
億
六
千
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
他
方
、
疾
病
給
付
国
庫
補
助
は
六

億
円
（
一
九
七
一
年
度
当
初
予
算
額
）
で
あ
る
。
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
叢
）
八
蕾
び
三
七
テ
一
二
七
三
ぺ
ー
ジ
（
第
裏
社
会
掻



　
制
度
一
覧
a
医
療
保
障
部
門
お
よ
ぴ
第
四
八
表
船
員
保
険
保
険
給
付
決
定
状
況
（
疾
病
給
付
）
）

（
7
5
）
　
一
九
七
一
年
度
の
組
合
管
掌
健
康
保
険
制
度
の
法
定
給
付
費
は
三
、
七
〇
一
億
七
千
万
円
で
あ
る
か
ら
、
給
付
費
に
対
す
る
三
億
円
の
国
庫
補

　
助
（
一
九
七
一
年
度
の
当
初
予
算
額
）
は
、
そ
の
○
・
○
○
八
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
な
お
、
附
加
給
付
費
の
総
額
は
五
二
六
億
六
千
万
円
で
あ
る

　
（
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）
八
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
三
五
五
ぺ
ー
ジ
（
前
掲
第
一
表
＆
お
よ
ぴ
第
二
五
表
組
合
管
掌
健
康
保
険
収
支
状
況
）
）
。

（
7
6
）
　
一
九
七
一
年
度
の
政
府
管
掌
健
康
保
険
制
度
の
保
険
給
付
費
の
総
額
は
六
、
一
九
三
億
五
千
万
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
給
付
費
の
国
庫
負
担

　
は
二
七
五
億
円
（
一
九
七
一
年
度
当
初
予
算
額
）
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
前
者
に
対
す
る
百
分
率
は
四
・
四
％
と
な
る
（
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一

　
九
七
三
年
版
）
八
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
三
五
四
ぺ
ー
ジ
（
前
掲
第
一
表
a
お
よ
ぴ
第
二
四
表
政
府
管
掌
健
康
保
険
収
支
状
況
）
。

（
7
7
）
　
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）
九
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
一
九
七
〇
年
度
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
、
保
険
給
付
費
五
、
四
七
五
億
四
千
万
阿

　
に
対
し
て
療
養
給
付
費
国
庫
負
担
金
三
、
〇
五
二
億
五
千
万
円
、
調
整
交
付
金
三
六
五
億
九
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
前
者
に
対
す
る
後
者
二

　
つ
の
合
計
の
割
合
は
六
二
・
四
％
と
い
う
高
率
に
な
る
（
同
『
年
鑑
』
三
六
〇
ぺ
ー
ジ
（
第
三
四
表
国
民
健
康
保
険
経
理
状
況
）
）
。

（
7
8
）
　
た
と
え
ぱ
船
員
保
険
制
度
で
の
標
準
報
酬
は
三
四
の
等
級
に
な
っ
て
お
り
、
最
低
の
第
一
級
は
月
額
一
万
二
千
円
、
最
高
の
第
三
四
級
は
一
五

　
万
円
で
あ
る
（
船
員
保
険
法
第
四
条
）
。
ま
た
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
で
の
標
準
給
与
は
三
一
の
等
級
に
分
れ
て
お
り
、
最
低
の
第
一

　
級
は
二
万
六
千
円
、
最
高
の
第
三
一
級
は
一
八
万
五
千
円
で
あ
る
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
第
二
二
条
）
。

（
7
9
）
　
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
第
三
〇
条
。

（
8
0
）
　
「
表
4
医
療
保
険
制
度
別
保
険
料
率
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
船
員
保
険
制
度
で
は
、
保
険
料
率
の
う
ち
事
業
主
負
担
分
（
三
・
六
％
）
が
被

　
保
険
者
負
担
分
（
二
．
九
％
）
よ
り
も
大
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
事
業
主
負
担
の
福
祉
施
設
分
○
・
七
％
が
加
算
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

　
（
『
社
会
保
障
年
艦
』
（
一
九
七
三
年
版
）
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
8
1
）
　
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
三
二
年
度
版
）
六
二
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一
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二
〇
二

（
8
2
）
　
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一
九
七
三
年
版
）
九
ぺ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
社
会
保
障
研
究
所
（
編
）
『
社
会
保
障
水
準
基
礎
統
計
』
で
は
一
七
、
四
七
五
円

　
と
な
っ
て
い
る
（
同
書
八
○
ぺ
ー
ジ
）
。
　
　
　
　
　
、

（
8
3
）
　
前
掲
『
社
会
保
障
水
準
基
礎
統
計
』
に
所
収
の
「
表
N
I
A
1
5
　
国
民
健
康
保
険
所
得
階
級
別
世
帯
数
・
被
保
険
者
数
．
保
険
料
」
と
「
昭

　
昭
四
六
年
度
政
府
管
掌
健
康
保
険
標
準
報
酬
の
総
所
得
金
額
へ
の
換
算
率
（
谷
口
泰
範
氏
試
算
）
」
を
利
用
し
て
算
出
し
た
（
同
書
八
○
～
八
一
ぺ

　
ー
ジ
）
。

（
8
4
）
　
医
療
給
付
費
は
療
養
の
給
付
（
家
族
の
療
養
の
給
付
）
に
療
養
費
（
家
族
療
養
費
）
を
加
え
た
額
を
年
度
間
平
均
被
保
険
者
（
ま
た
は
組
合

　
員
）
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
医
療
保
険
普
及
過
程
の
意
昧

　
こ
れ
ま
で
に
、
医
療
保
険
制
度
の
生
成
を
概
観
し
、
つ
い
で
現
象
面
で
の
制
度
の
現
状
分
析
の
一
局
面
と
し
て
、
制
度
が
並
立
状
態
に

あ
る
こ
と
な
ら
ぴ
に
制
度
間
に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
な
っ
て
き
た
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
の
拡
大
過
程
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
み
よ
う
。

　
O
　
健
康
保
険
法
の
立
法
の
た
め
の
準
用
が
政
府
側
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
大
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

三
年
～
七
年
）
の
あ
と
の
戦
後
恐
慌
の
年
で
、
「
一
般
的
危
機
」
が
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
た
。
こ
の
年
に
は
、
八
幡
製
鉄
所
争
議
（
二
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

三
千
人
参
加
）
や
横
浜
仲
仕
争
議
な
ど
の
労
働
争
議
が
あ
り
、
二
八
二
件
の
ス
ト
ラ
イ
キ
・
サ
ボ
タ
ー
ジ
．
一
（
三
万
六
千
人
参
加
）
が
お
こ



な
わ
れ
て
お
り
、
件
数
や
参
加
人
員
で
は
前
年
（
四
九
七
件
、
六
万
三
千
人
参
加
）
や
前
々
年
（
四
一
七
件
、
六
万
六
千
人
）
、
そ
の
ま
た
前
年

の
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
（
三
九
八
件
、
五
万
七
千
人
参
加
）
ー
こ
の
年
に
ス
ト
・
サ
ボ
が
激
増
し
、
件
数
で
前
年
の
約
四
倍
、
参
加

人
員
で
同
じ
く
約
七
倍
に
な
っ
て
い
る
ー
に
比
べ
、
む
し
ろ
急
激
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
政
府
・
資
本
家
側
の
攻
勢
が
は
げ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴎
）

か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
争
議
行
為
そ
の
も
の
は
、
か
え
っ
て
激
烈
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
労
働
争
議
は
、
こ
の
の
ち
も
衰

え
る
こ
と
な
く
続
き
（
ス
ト
・
サ
ボ
の
件
数
で
二
百
数
＋
件
か
ら
三
百
数
十
件
、
参
加
人
員
で
四
万
人
前
後
か
ら
五
万
数
千
人
に
及
ぶ
）
、
健
康
保
険

法
が
一
部
施
行
さ
れ
た
大
正
一
五
年
（
｝
九
二
六
年
）
に
は
、
四
九
五
件
も
の
ス
ト
・
サ
ボ
（
六
万
七
千
人
参
加
）
が
発
生
し
て
い
る
。
こ

の
年
の
労
働
組
合
数
は
四
八
八
組
合
、
組
合
員
数
は
三
八
万
五
千
人
に
な
っ
て
お
軌
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
か
ら
昭
和
二
年
（
一
九

二
七
年
）
ー
こ
の
年
か
ら
健
康
保
険
法
が
全
面
施
行
と
な
り
医
療
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
て
い
る
ー
ま
で
の
十
数
年
間
の
う
ち
で
、

少
な
く
と
も
ス
ト
．
サ
ボ
参
加
人
員
や
労
働
組
合
員
数
の
点
で
は
ピ
ー
ク
に
な
っ
て
お
り
（
ス
ト
・
サ
ボ
件
数
は
大
正
八
年
よ
り
僅
か
に
二
件

少
な
く
、
労
働
組
合
数
は
、
昭
和
二
年
に
は
五
〇
五
組
合
と
な
り
一
七
組
合
増
加
し
て
い
る
が
、
組
合
員
数
は
逆
に
七
万
五
千
人
余
り
減
少
し
て
い
る
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

労
働
運
動
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
．
）
の
間
に
、
大
正
元
年
（
一
九
二
一
年
）
に
創
立
さ
れ
た
「
友
愛
会
」
が
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
に
は
「
大
日
本
労
働
総
同
盟
友

（
9
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

愛
会
」
と
な
り
、
完
全
に
職
業
別
労
働
組
合
の
全
国
連
合
に
脱
皮
し
て
お
り
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
五
月
に
は
、
日
本
最
初
の
メ

　
　
　
　
　
（
9
2
）

ー
デ
i
示
威
行
進
が
東
京
で
お
ア
）
な
わ
れ
、
年
末
に
は
「
日
本
社
会
主
義
同
盟
」
が
つ
く
ら
れ
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
は
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

同
盟
か
ら
と
び
出
た
左
派
が
「
日
本
労
働
組
合
評
議
会
」
を
結
成
し
て
い
る
。

　
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
に
は
、
「
米
騒
動
」
が
全
国
を
お
お
う
四
六
七
ヵ
所
で
お
こ
り
、
延
人
員
六
〇
万
四
、
八
九
〇
人
の
群
衆
が

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
三
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二
〇
四

　
　
（
叫
）

参
加
し
た
。
「
そ
の
鎮
圧
に
軍
隊
の
出
動
し
た
地
点
は
…
…
合
計
一
〇
七
市
町
村
に
及
ぴ
、
出
動
兵
力
の
も
っ
と
も
多
い
と
き
は
二
万
二

千
人
以
上
、
総
兵
力
の
延
人
員
は
五
万
人
を
こ
え
る
と
推
定
さ
れ
る
。
民
衆
の
検
挙
さ
れ
検
事
処
分
を
う
け
た
も
の
八
、
二
五
三
人
、
う

ち
起
訴
さ
れ
た
も
の
七
、
七
七
六
人
で
、
一
九
一
八
年
末
ま
で
に
裁
判
が
確
定
し
て
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
二
、
六
四
五
人
、
そ
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

か
に
は
無
期
が
七
人
あ
り
、
な
お
大
審
院
で
死
刑
に
な
っ
た
も
の
が
二
人
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
小
作
争
議
を
中
心
と
す
る
農
民
運
動
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
前
後
か
ら
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
頭
（
一
九
二
六
年
な
い
し
一
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

七
年
）
に
か
け
て
上
昇
の
一
途
を
た
ど
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
に
は
全
国
的
な
「
日
本
農
民
組
合
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
ブ
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

の
年
の
七
月
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
支
部
日
本
共
産
党
が
非
合
法
下
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
翌
年
に
は
全
党
員
が
検
挙
さ
れ
、
翌
々
年
の
大
正
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兇
）

三
年
（
一
九
二
四
年
）
三
月
、
早
く
も
解
党
を
決
議
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

　
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
た
大
正
一
一
年
（
一
匹
三
年
）
に
は
、
過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
同
保
険
法
が
施

行
さ
れ
る
前
年
の
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
は
、
治
安
維
持
法
が
公
布
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
男
子
普
通
選
挙
法
も
公
布
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伽
）

そ
の
三
年
後
の
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
に
は
、
同
法
に
よ
る
初
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
選
挙
は
二
月
に
お
．
）
な
わ
れ

た
の
で
あ
る
が
そ
の
結
果
、
無
産
政
党
か
ら
八
人
の
当
選
者
が
出
た
。
「
そ
の
得
票
合
計
四
七
万
一
千
票
、
そ
の
う
ち
最
左
派
の
労
働
農

民
党
の
当
選
二
人
、
得
票
一
八
万
七
千
票
あ
っ
た
。
労
働
農
民
党
の
選
挙
運
動
に
は
共
産
党
員
が
公
然
と
活
動
し
、
演
説
会
は
ほ
と
ん
ど

み
な
開
会
と
同
時
に
解
散
、
弁
士
は
検
束
と
い
う
弾
圧
を
う
け
た
。
…
…
政
府
は
〔
選
挙
の
翌
日
の
〕
三
月
一
五
日
、
一
道
．
三
府
．
二

七
県
に
わ
た
っ
て
、
千
数
百
名
の
共
産
党
員
と
そ
の
支
持
者
を
逮
捕
し
、
つ
い
で
労
働
農
民
党
、
日
本
労
働
組
合
評
議
会
、
全
日
本
無
産

青
年
同
盟
の
左
翼
三
団
体
を
解
散
さ
せ
た
〔
”
い
わ
ゆ
る
三
・
一
五
事
件
〕
。
ま
た
こ
の
機
会
に
全
国
の
道
府
県
警
察
部
の
特
高
警
察
を



大
増
強
し
、
治
安
維
持
法
を
緊
急
勅
令
で
、
死
刑
に
処
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
改
め
た
。
そ
れ
は
共
産
党
の
み
の
弾
圧
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凱
）

自
由
主
義
・
民
主
主
義
・
平
和
主
義
の
思
想
と
運
動
全
体
に
た
い
す
る
圧
迫
で
あ
っ
た
。
」

　
健
康
保
険
法
が
全
面
施
行
さ
れ
、
そ
の
医
療
保
険
給
付
が
開
始
さ
れ
た
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
に
は
、
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

健
康
保
険
料
の
資
本
家
全
額
負
担
を
要
求
す
る
争
議
が
続
発
し
て
お
り
、
し
か
も
、
「
大
戦
中
に
三
井
物
産
に
つ
ぐ
大
商
社
と
な
っ
て
い

た
鈴
木
商
店
が
破
産
し
、
鈴
木
〔
商
店
〕
に
無
担
保
で
巨
額
の
貸
付
を
し
て
い
た
台
湾
銀
行
が
…
…
休
業
、
東
京
の
一
五
銀
行
は
じ
め
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

小
の
銀
行
．
会
社
が
相
つ
い
で
倒
れ
、
空
前
の
大
金
融
恐
慌
に
な
っ
た
。
」
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
巨
額
の
補
償
救
済
策
に
よ
っ
て
、
こ
の
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

融
恐
慌
は
一
段
落
し
た
も
の
の
、
二
年
後
の
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
の
秋
に
は
、
「
ア
メ
リ
カ
に
は
じ
ま
る
空
前
の
大
恐
慌
が
資
本
主

義
世
界
全
体
を
お
お
い
、
日
本
経
済
も
最
大
の
危
機
に
お
ち
い
っ
た
。
工
業
生
産
は
恐
慌
前
の
頂
点
か
ら
恐
慌
の
最
低
点
ま
で
で
、
三
〇

％
な
い
し
七
〇
％
も
下
が
り
、
貿
易
は
輸
出
が
三
七
％
、
輸
入
が
四
〇
％
の
急
落
、
物
価
の
総
合
指
数
は
一
七
四
・
五
か
ら
一
二
〇
・
四

と
な
っ
た
。
と
く
に
生
糸
と
米
が
暴
落
し
た
。
失
業
者
は
数
十
万
人
に
た
っ
し
、
帰
農
者
も
ふ
く
め
れ
ば
三
百
万
人
以
上
が
失
業
し
た
と

推
定
さ
れ
る
。
一
九
三
〇
年
〔
昭
和
五
年
〕
秋
の
米
作
は
大
豊
作
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
米
価
は
以
前
の
半
額
以
下
に
な
り
農
家
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塒
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

空
前
の
豊
作
飢
謹
と
な
っ
た
。
翌
三
一
年
〔
昭
和
六
年
〕
は
北
海
道
・
東
北
地
方
の
冷
害
・
大
凶
作
で
、
農
民
の
惨
状
は
言
語
に
絶
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

親
子
心
中
、
娘
の
身
売
り
、
学
童
の
欠
食
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
。
」

　
労
働
争
議
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
以
降
も
、
依
然
と
し
て
激
し
く
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
1
こ
の
年
の
九
月
一
八
日

に
は
満
洲
事
変
が
起
き
て
い
る
ー
に
は
ス
ト
・
サ
ボ
九
八
四
件
（
六
万
三
千
人
参
加
）
と
な
り
、
件
数
で
は
第
一
次
大
戦
が
お
こ
っ
た
大

正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
か
ら
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
ま
で
の
二
十
数
年
間
の
う
ち
で
の
最
高
記
録
を
示
し

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五

o
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二
〇
六

て
い
る
。
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
に
お
い
て
も
、
六
二
八
件
の
ス
ト
・
サ
ボ
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

人
員
は
一
二
万
三
千
人
で
、
後
者
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
史
上
最
高
記
録
を
し
る
し
て
い
る
。

　
小
作
争
議
も
同
様
に
相
変
ら
ず
の
激
し
さ
で
、
と
く
に
件
数
で
は
上
昇
の
一
途
を
辿
り
、
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
年
）
に
は
つ
い
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

六
、
八
二
四
件
と
な
り
、
大
正
末
か
ら
昭
和
は
じ
め
に
か
け
て
の
そ
れ
の
三
倍
前
後
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
次
大
戦
の
始
ま
っ
た
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
か
ら
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
ま
で
の
二
四
年
間
に

お
け
る
労
働
争
議
・
小
作
争
議
を
概
観
す
る
た
め
に
、
労
働
争
議
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
・
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
件
数
．
そ
の
参
加
人
員
．
小

作
争
議
件
数
・
そ
の
参
加
小
作
人
数
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
7
（
節
末
参
照
）
で
あ
り
、
労
働
組
合
・
小
作
人
組
合
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
組
合
数
と
組
合
員
数
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
表
8
（
節
末
参
照
）
（
こ
の
方
の
期
間
は
第
一
次
大
戦
の
終
わ
っ
た
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
か

ら
の
二
〇
年
間
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
争
議
が
ま
ず
高
ま
り
始
め
、
少
し
遅
れ
て
小
作
争
議

が
続
発
し
出
し
、
息
つ
く
暇
も
な
く
、
そ
れ
ら
が
激
化
し
て
行
く
と
い
う
情
況
の
下
で
、
工
揚
法
の
適
用
を
受
け
る
工
揚
と
鉱
業
法
の
適

用
を
受
け
る
事
業
揚
や
工
揚
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
の
み
を
強
制
適
用
者
と
し
て
医
療
保
険
制
度
が
初
め
て
制
度
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
医
療
保
険
は
い
わ
ゆ
る
労
働
運
動
に
対
す
る
鞭
と
飴
の
政
策
の
う
ち
の
後
者
の
役
割
を
果
た
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り

も
当
時
の
日
本
の
資
本
主
義
体
制
が
必
要
と
す
る
生
産
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
労
働
力
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
社
会
保
険
の
第
一
号
と
し
て
の
健
康
保
険
が
、
そ
の
適
用
を
、
工
場
法
と
鉱
業
法
の
適
用
事
業
の
事
業
所
と
い
う
当
時
と
し

て
は
比
較
的
規
模
の
大
き
い
生
産
事
業
所
に
限
定
し
、
し
か
も
適
用
者
を
そ
れ
ら
の
事
業
所
の
被
用
者
の
う
ち
年
収
一
、
二
〇
〇
円
を
超



え
る
職
員
を
除
外
し
た
も
の
ー
そ
れ
は
現
場
の
肉
体
労
働
者
を
中
核
と
す
る
こ
と
に
な
る
ー
に
限
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
の
社

会
保
険
と
し
て
の
医
療
保
険
が
、
労
働
力
と
い
う
生
産
要
素
の
側
面
で
考
え
ら
れ
た
限
り
で
の
労
働
者
保
険
の
性
格
を
担
っ
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ω
　
昭
和
一
〇
年
に
、
工
揚
法
や
鉱
業
法
の
適
用
が
な
く
と
も
一
定
規
模
以
上
の
鉱
工
業
の
事
業
所
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
も
健
康
保

険
の
強
制
適
用
事
業
所
に
加
え
る
と
と
も
に
、
電
気
・
動
力
事
業
と
陸
上
運
輸
交
通
業
を
も
同
時
に
そ
の
強
制
適
用
事
業
所
に
加
え
る
に

至
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
の
鉱
工
業
生
産
力
の
増
大
と
動
力
・
輸
送
力
の
確
保
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
そ
の
当
時
の
日
本
の
資
本

主
義
の
要
請
に
対
す
る
対
応
で
あ
り
、
ま
た
、
第
二
次
産
業
で
の
労
働
力
の
み
な
ら
ず
第
三
次
産
業
の
一
部
の
労
働
力
の
確
保
を
も
必
要

と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
の
、
労
働
者
保
険
で
の
対
応
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
国
　
農
民
・
漁
民
・
自
営
業
者
を
主
た
る
適
用
対
象
と
す
る
国
民
健
康
保
険
制
度
の
制
定
が
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
か
ら
準
備

が
進
め
ら
れ
、
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
年
）
に
そ
の
実
現
を
み
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
昭
和
六
年
（
一
九
一
三
年
）

に
満
州
事
変
、
翌
年
に
上
海
事
変
が
お
こ
り
、
他
方
、
同
年
に
は
さ
ら
に
五
・
一
五
事
件
が
、
そ
し
て
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
年
）
に

は
二
．
二
六
事
件
が
生
じ
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
に
は
い
よ
い
よ
日
華
事
変
（
日
中
戦
争
）
に
突
入
す
る
と
い
う
軍
国
主
義
の
背

景
に
照
ら
し
た
揚
合
、
兵
力
の
確
保
と
い
う
そ
の
当
時
の
時
代
の
一
つ
の
強
力
な
二
ー
ド
に
、
国
民
健
康
保
険
制
度
が
深
い
か
か
わ
り
が

あ
る
と
み
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
偏
見
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
小
作
争
議
が
激
化
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
多
く
の
農
民
の
生
活
が
貧
困
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
農
民
や
漁

民
が
、
健
康
保
険
法
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
軍
国
主
義
が
歴
史
の
表
に
登
揚
し
て
き
た
時
期
に
、
国
民
健
康
保

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七
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二
〇
八

険
制
度
の
制
度
化
に
よ
っ
て
、
農
民
や
漁
民
が
医
療
保
険
の
適
用
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
民
経
済
上
の
意
味
よ
り

も
軍
事
力
の
増
強
の
一
環
と
し
て
の
兵
力
源
の
培
養
の
意
味
の
方
が
、
勝
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
少
な
く
と
も
国
民
健
康
保

険
の
制
度
化
の
原
動
力
の
理
解
と
の
関
連
で
は
、
後
者
が
重
み
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
太
平
洋
戦
争
勃
発
の
前
年
の
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
に
、
船
員
保
険
と
職
員
健
康
保
険
の
二
つ
の
制
度
が
同
じ
六
月
に
創

設
さ
れ
、
七
月
に
は
健
康
保
険
制
度
で
の
家
族
療
養
費
の
支
給
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
日

中
戦
争
に
突
入
し
て
す
で
に
三
年
経
過
し
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
解
決
の
見
通
し
は
全
く
な
く
、
日
独
防
共
協
定
の
成
立
（
昭
和
一
一
年
）

や
日
独
伊
三
国
同
盟
の
成
立
（
昭
和
一
五
年
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ソ
連
と
の
衝
突
（
た
と
え
ば
昭
和
［
四
年
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
）
・
ア

メ
リ
カ
と
の
関
係
の
険
悪
化
（
た
と
え
ば
昭
和
一
四
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
米
通
商
航
海
条
約
の
破
棄
）
、
日
本
軍
の
北
部
仏
印
へ
の
進

駐
（
昭
和
一
五
年
）
と
い
う
外
交
・
軍
事
関
係
か
ら
み
て
、
対
ソ
開
戦
ま
た
は
対
米
英
仏
開
戦
の
い
ず
れ
か
の
破
局
が
予
測
さ
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

な
国
際
政
治
・
軍
事
状
況
、
そ
し
て
ま
た
、
昭
和
コ
ニ
年
（
一
九
三
八
年
）
に
お
け
る
国
家
総
動
員
法
と
重
要
産
業
統
制
法
の
成
立
、
翌

昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
に
お
け
る
価
格
等
統
制
令
・
地
代
家
賃
統
制
令
・
賃
金
臨
時
措
置
令
・
会
社
職
員
給
与
臨
時
措
置
令
ー

九
・
一
八
ス
ト
ッ
プ
令
1
の
施
行
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
に
お
け
る
大
政
翼
賛
会
の
発
足
、
総
同
盟
の
解
散
と
大
日
本
産
業

報
国
会
の
創
立
、
米
・
み
そ
・
醤
油
・
塩
・
マ
ッ
チ
・
木
炭
・
砂
糖
な
ど
一
〇
品
目
の
切
符
制
の
採
用
と
い
う
よ
う
な
出
来
事
に
代
表
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

れ
る
国
内
の
政
治
・
経
済
・
社
会
状
況
を
勘
案
し
た
揚
合
、
船
員
保
険
制
度
と
職
員
健
康
保
険
制
度
の
創
設
が
な
さ
れ
、
健
康
保
険
制
度

に
家
族
療
養
費
の
支
給
の
開
始
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
、
そ
の
当
時
の
時
代
に
と
っ
て
の
意
味
は
、
し
の
ぴ
よ
る
総
力
戦
に
対
応
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

の
い
わ
ゆ
る
高
度
国
防
国
家
と
い
う
戦
時
体
制
確
立
の
一
環
と
し
て
の
対
応
策
で
あ
り
、
国
民
皆
兵
、
国
民
勤
労
報
国
の
発
想
に
み
ら
れ



る
よ
う
に
、
必
要
な
兵
力
の
補
給
源
で
あ
り
、
ま
た
軍
需
品
な
ど
の
戦
時
必
需
物
資
の
生
産
・
輸
送
を
究
極
の
ね
ら
い
と
す
る
産
業
総
生

産
力
の
源
泉
で
も
あ
る
国
民
全
体
の
体
力
を
疾
病
か
ら
防
護
す
る
こ
と
に
何
に
も
増
し
て
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
な
お
ま
た
、
昭
和
一
七
年
に
、
職
員
健
康
保
険
制
度
が
健
康
保
険
制
度
の
中
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
こ
と
は
、
論
理
的
な
必
然
の
結
果
で

あ
る
と
い
え
る
。
す
で
に
昭
和
一
〇
年
に
お
い
て
第
三
次
産
業
の
一
角
で
あ
る
交
通
運
輸
業
の
被
用
者
が
健
康
保
険
法
の
強
制
適
用
対
象

に
さ
れ
て
い
る
以
上
、
肉
体
労
働
の
点
で
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
第
三
次
産
業
の
範
囲
内
で
の
区
別
は
決
し
て
明
白
に
お
こ
な
い
う

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
残
り
の
第
三
次
産
業
の
業
種
を
別
制
度
に
し
て
お
く
積
極
的
な
根
拠
は
な
く
、
ま
た
年
収
で
一
、
二
〇
〇
円
以

下
の
職
員
は
、
健
康
保
険
法
制
定
の
当
初
か
ら
、
工
揚
法
・
鉱
業
法
の
適
用
事
業
所
に
限
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
健
康
保
険
法
の
強
制
適

用
者
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ぱ
、
同
一
年
収
制
限
下
で
あ
る
限
り
、
両
者
を
統
合
し
て
も
論
理
的
に
は
さ
し
て
問
題
は
生
じ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
国
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
お
よ
ぴ
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
述

べ
よ
う
。

　
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
員
あ
る
い
は
ま
た
公
共
企
業
体
職
員
と
い
う
身
分
な
い
し
範
疇
の
設
定
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
戦
前
は

官
吏
・
公
吏
な
ど
と
い
う
身
分
が
設
定
さ
れ
て
い
た
し
、
戦
前
と
戦
後
で
の
そ
れ
ら
の
対
応
関
係
は
入
り
組
ん
で
い
る
の
で
、
現
行
の
共

済
組
合
制
度
と
そ
の
前
身
は
必
ず
し
も
単
線
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
、
現
行
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
と
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
制
度
の
対
象
者
の
一
部
を
適
用
者
と
し
て
、
戦
前
の
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
に
勅
令
第
八
二
七
号
に
よ
り
政
府
職
員
共
済
組
合

令
が
公
布
さ
れ
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
同
共
済
組
合
制
度
が
発
足
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
こ
の
当
時
の
政
府
職
員
は
、

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九
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一
二
〇

船
員
保
険
制
度
や
職
員
健
康
保
険
制
度
と
同
じ
戦
前
の
時
期
に
医
療
保
険
制
度
の
適
用
対
象
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
こ
と
の
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
時
代
的
な
意
味
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
総
力
戦
体
制
の
一
環
と
し
て
の
対
応
策
な
の
で
あ
る
。
戦
後
に
お

い
て
、
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
員
に
対
し
て
新
制
度
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
の
新
し
い
身
分
の
設
定
に
対
応
し
て
の
形
式
上
の
整

備
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
ぺ
造
で
あ
る
。

　
ま
た
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
に
即
し
て
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
昭
和
三
七
年
に
同
制
度
が
制
定
さ
れ
る
直
前
に
お
い
て
は
、

そ
の
適
用
者
の
一
部
は
旧
制
度
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
適
用
者
で
あ
っ
た
し
、
残
り
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
制
度
の
い
わ

ば
直
接
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
適
用
者
で
あ
っ
た
。
後
者
の
制
度
が
発
足
し
た
の
は
昭
和
三
〇
年
一
月
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
、
彼
等
（
市
町
村
職
員
共
済
組
合
制
度
の
適
用
者
）
は
健
康
保
険
制
度
の
適
用
者
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
昭
和

一
七
年
の
健
康
保
険
法
の
改
正
の
折
に
適
用
者
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
職
員
健
保
の
健
康
保
険
へ
の
統
合
と
時
を
同
じ
く
し
て

い
る
。

　
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
制
度
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
制
度
の
適
用
者
は
同
制
度
が
発
足
す
る
直
前
の
八
年
あ
ま
り
の
間
は
旧
国

家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
適
用
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
旧
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
が
発
足
す
る
昭
和
二
三
年
以
前
は
、
明
治
四

〇
年
に
勅
令
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
国
有
鉄
道
共
済
組
合
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
に
か
ん
す

る
限
り
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
医
療
給
付
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
と
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
制
度
は
と
も
に
昭
和
二
九
年
一
月
か
ら
実
質
的
に
発
足
を
み
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
前
者
の
対
象
者
は
、
そ
れ
ま
で
は
健
康
保
険
制
度
の
任
意
包
括
被
保
険
者
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
彼
等
を
対
象
に
昭
和
二
七
年



二
月
に
短
期
給
付
を
行
な
う
財
団
法
人
私
学
教
職
貝
共
済
会
が
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
制
度
の
制
定
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
）

て
同
制
度
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
私
立
学
校
教
職
員
等
共
済
組
合
と
日
雇
労
働
者
健
康
保
険
の
二
つ
の

制
度
の
創
設
の
意
味
は
、
昭
和
三
一
年
か
ら
動
き
出
し
昭
和
三
六
年
四
月
に
達
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
国
民
皆
保
険
計
画
の
一
種
の
先

取
り
と
し
て
、
私
立
学
校
教
職
員
と
日
雇
労
働
者
と
い
う
二
つ
の
社
会
層
に
つ
い
て
の
医
療
保
険
制
度
の
創
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈹
　
旧
国
民
健
康
保
険
の
全
部
改
正
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
四
年
に
新
国
民
健
康
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

く
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
計
画
の
達
成
の
具
体
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
国
民
皆
保
険
と
い
う
発
想
そ
れ
自
体
の

も
つ
意
味
を
間
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
医
療
保
険
の
国
民
皆
保
険
計
画
の
策
定
が
な
さ
れ
た
昭
和
一
三
年
（
一
九
五
六
年
）
に
は
、
わ
が
国
の
工
業
部
門
の
生
産
水
準
が
戦
前

水
準
（
一
九
三
四
～
三
六
年
）
の
倍
以
上
に
な
り
、
一
人
当
り
の
実
質
国
民
所
得
も
戦
前
水
準
を
若
干
上
廻
る
ほ
ど
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
九
三
四
～
三
六
年
（
昭
和
九
年
～
一
一
年
）
平
均
を
一
〇
〇
と
し
た
揚
合
の
こ
の
年
の
鉱
工
業
生
産
指
数
は
二
一
九
．
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

製
造
工
業
生
産
指
数
は
二
三
一
・
三
と
な
っ
て
お
り
、
一
人
あ
た
り
実
質
国
民
所
得
指
数
は
一
一
九
・
○
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

は
、
い
わ
ゆ
る
神
武
景
気
（
昭
和
三
〇
年
下
期
よ
り
昭
和
三
二
年
上
期
ま
で
）
の
さ
中
に
あ
り
、
好
況
が
続
き
高
原
景
気
を
謳
歌
し
た
年
で
あ

る
。
国
民
一
人
あ
た
り
の
実
質
国
民
所
得
指
数
が
、
国
民
の
経
済
生
活
の
程
度
を
お
し
は
か
る
一
つ
の
物
指
し
と
な
り
う
る
と
す
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

ば
、
昭
和
二
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
戦
前
水
準
を
回
復
し
（
九
八
・
二
）
、
昭
和
三
〇
年
に
は
同
水
準
を
抜
き
（
一
〇
九
．
五
）
、
昭
和
三

一
年
に
は
、
神
武
景
気
に
加
速
さ
れ
て
さ
ら
に
水
準
が
7
ッ
プ
さ
れ
、
こ
の
年
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く
将
来
に
む
け
て
引
続
き
国
民
の
経

済
生
活
水
準
の
上
昇
を
期
待
で
き
る
展
望
が
開
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
三
一
年
の
経
済
成
長
率
（
実
質
国
民
総
生
産
対
前
年
度
比
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増
加
率
）
は
、
九
・
0
％
、
翌
昭
和
三
二
年
七
・
九
％
、
昭
和
三
三
年
三
・
二
％
（
前
年
の
下
期
か
ら
こ
の
年
の
下
期
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
な
ぺ

底
不
況
」
）
、
昭
和
三
四
年
一
七
．
九
％
（
ア
｝
の
年
の
下
期
か
ら
昭
和
三
五
年
下
期
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
岩
戸
景
気
」
）
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
年
）

二
一
一
．
三
％
、
昭
和
三
六
年
一
四
・
O
％
、
昭
和
三
七
年
五
・
九
％
、
昭
和
三
八
年
八
・
三
％
、
昭
和
三
九
年
一
三
・
九
％
、
昭
和
四
〇

年
（
一
九
六
五
年
）
一
〇
・
三
％
、
昭
和
四
一
年
一
〇
・
八
％
、
こ
の
あ
と
も
数
年
一
三
％
前
後
の
経
済
成
長
率
が
続
き
、
昭
和
四
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

に
は
少
し
落
ち
て
九
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
呼
応
し
て
国
民
一
人
あ
た
り
の
実
質
国
民
所
得
指
数
も
順
調
に
増
大
し
、
昭
和
三
二
年
一
二
六
・
二
、
昭
和
三
三
年
；
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

四
、
昭
和
三
五
年
一
七
三
．
八
、
昭
和
三
六
年
一
九
二
・
九
、
昭
和
三
七
年
二
〇
三
・
三
と
い
う
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
。
医
療
保
険
に

つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
計
画
の
策
定
が
行
な
わ
れ
た
昭
和
一
一
二
年
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
続
く
数
年
間
な
い
し
十
数
年
間
に
右
に
述
べ
た

よ
う
な
高
度
の
経
済
成
長
率
や
国
民
一
人
あ
た
り
実
質
国
民
所
得
指
数
の
急
テ
ン
ポ
の
増
大
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
必
ず
し
も
確
実
に
予

測
し
え
た
と
は
い
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
経
済
面
に
関
す
る
か
ぎ
り
か
な
り
明
る
い
見
通
し
を
も
ち
う
る
情
勢
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
撚
）

　
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
年
）
七
月
一
七
日
に
経
済
企
画
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
経
済
白
書
（
〈
日
本
経
済
の
成
長
と
近
代
化
〉
と
い
う
副

題
が
つ
い
て
い
る
）
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
い
ま
や
経
済
の
回
復
に
よ
る
浮
揚
力
は
ほ
ぼ
使
い
尽
さ
れ
た
。
な
る
ほ

ど
、
貧
乏
な
日
本
の
こ
と
故
、
世
界
の
他
の
国
々
に
く
ら
べ
れ
ば
、
消
費
や
投
資
の
潜
在
需
要
は
ま
だ
高
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
の

一
時
期
に
く
ら
べ
れ
ば
、
そ
の
投
資
の
熾
烈
さ
は
明
か
に
減
少
し
た
。
も
は
や
「
戦
後
」
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
異
っ
た
事
態

に
当
面
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
回
復
を
通
じ
て
の
成
長
は
終
っ
た
。
今
後
の
成
長
は
近
代
化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
代
化
の

進
歩
も
速
か
に
し
て
か
つ
安
定
的
な
経
済
の
成
長
に
よ
っ
て
初
め
．
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
「
新
し
き
も
の
の
摂
取
は
常
に
抵
抗
を
伴



う
。
経
済
社
会
の
遅
れ
た
部
面
は
、
一
時
的
に
は
近
代
化
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
矛
盾
が
激
化
さ
れ
る
．
こ
と
く
に
感
ず
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
長
期
的
に
は
中
小
企
業
、
労
働
、
農
業
な
ど
の
各
部
面
が
抱
く
諸
矛
盾
は
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
の
み
吸
収
さ
れ
る
。
近
代

化
が
国
民
経
済
の
進
む
べ
き
唯
一
の
方
向
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
遂
行
に
伴
う
負
担
は
国
民
相
互
に
そ
の
カ
に
応
じ
て
分
け
合
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
」
「
近
代
化
ー
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
ー
と
は
、
自
ら
を
改
造
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
手
術
は
苦
痛
な
し
に
は
す

ま
さ
れ
な
い
。
」
「
戦
後
一
〇
年
わ
れ
わ
れ
が
主
と
し
て
生
産
量
の
回
復
に
努
め
て
い
た
間
に
、
先
進
国
の
復
興
の
目
標
は
生
産
性
の
向
上

に
あ
っ
た
。
」
「
わ
れ
わ
れ
は
日
ん
に
進
み
ゆ
く
世
界
の
技
術
と
そ
れ
が
変
え
て
ゆ
く
世
界
の
環
境
に
一
日
も
早
く
自
ら
を
適
応
せ
し
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
を
怠
る
な
ら
ば
、
先
進
工
業
国
と
の
間
に
質
的
な
技
術
水
準
に
お
い
て
ま
す
ま
す
大
き
な
差
が
つ
け
ら
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
長
期
計
画
に
よ
っ
て
自
国
の
工
業
化
を
進
展
し
て
い
る
後
進
国
と
の
間
の
工
業
生
産
の
量
的
な
開
き
も
次
第
に
狭
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
」
「
こ
の
よ
う
な
世
界
の
動
向
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
幸
運
の
め
ぐ
り
合
せ
に
よ
る
数
量
景
気
の
成
果
に
酔
う
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫛
）

く
、
世
界
技
術
革
新
の
波
に
乗
っ
て
、
日
本
の
新
し
い
国
造
り
に
出
発
す
る
こ
と
が
当
面
喫
緊
の
必
要
事
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
戦
後
一
〇
年
に
し
て
よ
う
や
く
経
済
復
興
を
終
え
た
日
本
が
、
今
後
も
経
済
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

長
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
「
日
本
の
経
済
構
造
を
世
界
の
技
術
革
命
の
波
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
改
造
し
て
」
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
構
造
改
造
過
程
で
は
若
干
の
矛
盾
が
生
じ
る
け
れ
ど
も
、
長
期
的
に
は
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通

し
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
経
済
白
書
に
お
い
て
、
生
産
性
上
昇
の
た
め
の
技
術
革
新
を
遂
行

し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
と
く
に
中
小
企
業
、
労
働
、
農
業
な
ど
の
部
面
に
経
済
の
矛
眉
の
し
わ
寄
せ
が
ゆ
く
こ
と
の
予
測
が
明
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
、
医
療
保
険
の
国
民
皆
保
険
計
画
の
策
定
が
昭
和
一
三
年
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
は
、
見
事
な
対
応
関
係
を
な
し
て
い
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保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
昭
和
一
三
年
三
月
末
に
お
け
る
医
療
保
険
の
普
及
率
は
六
八
・
一
％
で
あ
っ
て
、
約
三

分
の
一
の
国
民
が
医
療
保
険
の
適
用
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
未
適
用
者
層
と
い
う
の
は
、
零
細
な
企
業
規
模
の

自
営
業
者
、
零
細
企
業
の
被
用
者
お
よ
ぴ
農
民
な
ど
の
階
層
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
面
に

関
す
る
限
り
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
お
い
て
ま
さ
に
遂
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
日
本
経
済
の
近
代
化
に
伴
う
矛
盾
緩
和
策
の
一
つ
と
し
て
、

医
療
保
険
の
国
民
皆
保
険
計
画
が
登
揚
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈹
　
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
四
月
一
日
現
在
の
医
療
保
険
の
普
及
率
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
九
七
・
八
七
％
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
計
画
が
成
功
裡
に
実
現
で
き
た
証
左
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
レ

保
険
が
、
医
療
保
険
部
門
に
関
す
る
限
り
、
労
働
者
保
険
か
ら
国
民
保
険
へ
の
脱
皮
を
名
実
と
も
に
実
現
し
え
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
脱
皮
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
社
会
的
経
済
的
思
想
的
な
状
況
と
し
て
、
大
正
九
年
な
い
し
昭
和
二
年

か
ら
昭
和
三
六
年
ま
で
の
数
十
年
間
に
ど
の
よ
う
な
実
態
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
以
下
の

事
柄
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
ま
ず
基
本
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
経
済
構
造
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
。
経
済
構
造
の
変
化
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
指
摘
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
第
一
次
産
業
・
第
二
次
産
業
お
よ
び
第
三
次
産
業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
重
の
変
化
（
“
産
業
構
造
の
変

化
）
、
市
揚
経
済
に
お
け
る
大
企
業
の
優
位
・
独
占
市
揚
な
い
し
寡
占
市
揚
の
形
成
（
“
市
場
経
済
構
造
の
変
化
）
、
経
済
の
規
模
に
対
す
る

国
家
財
政
規
模
の
比
重
の
増
大
（
”
自
由
経
済
体
制
へ
の
計
画
要
因
の
導
入
、
経
済
体
制
の
多
様
化
）
、
経
済
の
国
際
化
な
ど
を
あ
げ
う
る
が
・

経
済
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
原
動
力
と
し
て
は
、
工
業
生
産
力
の
急
速
な
発
達
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
部
の
先
進
国
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

め
ぐ
る
工
業
生
産
力
の
異
常
な
発
達
と
い
う
世
界
的
経
済
状
況
の
下
で
の
、
適
合
的
な
経
済
体
制
の
模
索
過
程
と
し
て
経
済
構
造
の
変
化

が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
民
大
衆
が
そ
の
中
に
生
活
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
経
済
構
造
の
変
化
は
必
然
的
に
国
民
大
衆
の

生
活
の
在
り
方
に
重
大
な
変
化
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
。

　
③
　
右
の
経
済
構
造
の
変
化
を
う
け
て
大
衆
社
会
状
況
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
国
民
大
衆
に
関
す
る
限
り
、
社
会

階
層
間
の
所
得
水
準
の
平
準
化
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
巨
大
企
業
の
誕
生
や
大
都
市
周
辺
の
土
地
の
異
常
な
高
騰
な
ど
に
よ
っ
て
、
富
の
極

端
な
偏
在
が
生
じ
、
　
一
握
り
の
少
数
の
富
裕
な
階
層
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
残
り
の
大
多
数
の
国
民
大
衆
に
関
し
て
は
、
か

つ
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
な
階
層
間
格
差
は
む
し
ろ
解
消
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
工
業
化
の
促
進
に
伴
う
労
働
力
不
足
を
反
映

し
て
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
所
得
水
準
が
相
対
的
に
上
昇
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
の
所
得
格
差
が
縮
少
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
や
は
り
労
働
力
不
足
を
主
因
と
し
て
、
初
任
給
の
相
対
的
上
昇
に
よ
る
若
年
層
と
壮
年
層
と
の
所
得
水
準
の
接

近
が
み
ら
れ
る
。
電
化
ブ
ー
ム
・
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
る
生
活
様
式
の
均
一
化
を
通
じ
て
の
社
会
階
層
の
隔
壁
の
消
滅
も
あ

る
。
ま
た
、
大
量
生
産
．
大
量
消
費
の
時
代
風
潮
の
下
で
の
類
似
的
な
消
費
経
済
水
準
が
国
民
大
衆
の
間
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
の
大
衆
社
会
の
出
現
は
、
国
民
の
大
多
数
に
対
し
て
中
流
階
級
意
識
を
少
な
く
と
も
主
観
的
に
は
も
た
せ
た
け
れ
ど
も
、
客
観

的
な
経
済
事
実
と
し
て
は
、
む
し
ろ
経
済
生
活
基
盤
の
相
対
的
な
脆
弱
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
重
大
な
疾
病
・
負
傷
に

よ
る
離
職
や
定
年
退
職
の
後
の
経
済
生
活
が
一
般
に
貧
困
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
も

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
慢
性
化
し
た
イ
ン
フ
レ
現
象
、
土
地
・
住
宅
の
価
格
と
賃
金
・
給
料
と
の
極
度
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
｝
見
豊

か
に
み
え
る
国
民
大
衆
の
経
済
生
活
が
砂
上
の
楼
閣
で
し
か
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
労
働
力
の
所
有
者
で
あ
る
限
り
で
の
国
民
大
衆
の

　
　
　
　
　
医
療
保
険
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二
一
六

日
々
の
経
済
生
活
は
、
戦
前
に
比
ぺ
て
、
お
し
な
べ
て
高
水
準
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
ひ
と
た
び
災
厄
や
老
齢
な
ど
の
重
大
な
出
来
事
に

遭
遇
す
れ
ば
、
そ
の
経
済
生
活
の
水
準
は
一
挙
に
大
幅
な
下
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
か
つ
て
よ
り
も
強
く
貧
困
感
に
な
や
ま
さ
れ
る
お
そ

れ
が
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
圖
　
第
三
に
は
、
平
等
思
想
・
権
利
意
識
の
高
揚
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
し
な
べ
て
中
流
階
級
に
な
っ
た
と
い
う
自
意

識
と
常
に
経
済
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
潜
在
意
識
と
が
交
錯
す
れ
ぱ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
医
療
保
障
へ
の
二
i
ド
が
広
く
国

民
大
衆
の
間
に
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
戦
後
に
お
い
て
つ
ち
か
わ
れ
た
権
利
主
張
の
思
想
・
平
等
思
想
が
一
つ
の
挺
子
と
な
っ
て
、

国
民
は
す
べ
て
医
療
保
障
を
入
手
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
る
精
神
的
風
土
が
醸
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

あ
る
。
つ
ま
り
医
療
保
険
制
度
は
ナ
シ
目
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
な
い
し
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
一
環
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
国
民
大

衆
か
ら
う
け
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。



表3　医療保険制度別医療給付率（1972年3月末現在）

医　　療　　給　　付　　率

制度の種類保険者適　用　者
被保険者被扶養者

医
療
保
険
制
度
と
社
会

政府管掌健康保政府
険制度

欝盤　離彊）

組合管掌健康保健康保険組主として大企業
険制度　　　　合（1，502）の被用者とその10割（上に同じ）
　　　　　　　　　　　　被扶養者

日雇労働者健康
　　　　　　　政府保険制度

日雇労働者とそ
の被扶養者

5割4）

・罰（繍あ騨）

1一一聡騨・畷繍
険

購騨鴨騒羅・ 翻
地方公務員等共共済組合　　地方公務員等と
済組合制度　　　　　　（89）その被扶養者

　　　　　　　　　　　　日本専売公社，
　　　　　　　　　　　　日本国有鉄道，公共企業体職員共済組合
　　　　　　　　　　　　日本電信電話公等共済組合制度　　　　（3）社の役職員とそ

　　　　　　　　　　　　の被扶養者

私立学校教職員共済組合　　私立学校教職員
共済粗合制度　　　　　（1）とその被扶養者

5割

・割（縮得あ圏）

10割（上に同じ）　5割（上に同じ）

10割（上に同じ）　5割（上に同じ）

10割（上に同じ）　5割（上に同じ）

一般

民
保
険

国民健康保険制

市町村
特別区）

（3，256）

民健腹保
組合
　（194）

農民，漁民，自
業者，無業者
とその被扶養

7割 一3）

七

注　1）総理府社会保障制度審議会事務局（編）『社会保障統計年報』（昭和46年版）51・63，64ペ

　　　ージ，健漿保険総合連合会（編）『社会保障年鑑』（1973年）8－9，347，359，378，379ぺ一

　　　ジを参照して作成。

　2）日雇労働者健酸保険制度における特別療養費5劃給付というのは・はじめて被保険者手帳

　　　の交付を受けた者などに対する一定期問中の療養の給付の5割削減の取扱いのことをいう

　　　（詳しくは日雇労健保法第17条4飼第17条6の参照のこと）。
　3）国民健康保険制度のところて，被扶養者欄が空欄になっているのは，農民，漁民，自営桑

　　者本人てあろうと，その被扶養者てあろうと，ともに被保険者になっているからてある。

　4）新聞報道（昭和48年（1973年）9月19日付け『朝日新聞』「法案の動き」の欄）によ
　　　れば・r健談保険法等改正（保険料を引き上げる一方，家族給付率を7割に改善する）」の

　　法案が9月18日に成立した。突施は昭和48年10月からである（昭和48年9月17日
　　付け『朝日新聞』）。改正の法律が公布された『官報』をまだみる機会をもたないが，被用

　　者保険の他の制度の被扶養者の給付率も同様に7割に引き上げられたものと推定される。



　　　表4　医療保険制度別保険料率（1972年3月末現在）

　　　　保　　険　　料　　率国庫負担制度の種類　　　　轡険者期隊主負担分1計　給付費1事獺

一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
17

政府管掌健康保
制度

3．50％ 3．50％ 7．00％
　　3）

75億円 全額
組合管掌健康保

制度

　　2）
9，38知

　　2）
0，39知

　　2）
9．77殉

　3）
億円 全　額

4） 4） 4）

日雇労働者健康
険制度

1級日額13円2級”　10円 1級日額13円2級ガ　10円 1級日額26円2級”20円 給付費の
51100 全額

被
用
者

船員保険制度 2．9％

　
5
）
3
．
6
％

6．5％

　　　6）
病給付
助6億円 全　額

保
険

国家公務員共済
険制度 3．0－41％ 3．0～4．1％ 6，0～82％ な　し 全　額

地方公務員等共
組合制度

　7）
43％

　7）
．43％

　7）6．86％

な　し な　し

公共企業体職員
共済組合制度

3。05～3，4％ 3、05～3．4％ 6ユ～6、8％ な　し な　し

私立学校教職員
済組合制度 38％ 3．8％ 7．6％ な　し 一　部

　
　
額

　
　
全

費
療
の
整
の

付
，
費
調
そ

給
％
付
の
金

養
如
給
％
付

療
の
養
5
交
他

　
帯
）
　
円

　
世
額
6
9

　
一
年
）
ゆ

均
り
8
1
7

　
平
た

　
（
当

一般

国耀民懸保険制

保険

駐　1）この表は，健廠保険組合連合会（編）『社会保障年鑑』（1973年）8解9ぺ一ジを参照して

　　　作成したもの

　　2）組合管掌健康保険制度の保険料率は1971年度末全組合の平均料率

　　3）政府管掌健康保険制度と組合管掌健廉保険制度の給付費についての国庫負担類は1971年
　　　慶当初予算額
　　4）日雇労働者健康保険制度における1級，2級の区別は賃金日額が480円以上の場合と未満
　　　の場合とによる
　　5）船員保険制度における事粟主負担の保険料率部分には福祉施設分としての0，7％を含む

　　6）船員保険制度における給付費についての国庫負担額は1971年度当初予算額

　　7）地方公務員等共済粗合制度の保険料率は地方臓員共済組合の料率

　　8）国民健康保険制度の平均一世帯当たウの年額で示されている保険料は1970年度のもの

表5　政府管掌・組合管掌健庚保険縮

　　　度の標準報酬（1972年3月末現在）

額月酬報

二
一
八

標準報酬

　　　　～　3，500円（未満）
（以上）

37500～　　4，500

4，500阿　　5，500

5，500パ　　6，500

6，500解　　7，500

7，500～　　8，500

月　　額

　3，000円

　4，000

　52000

　6，000

　7，000

　8．000

級
1
　
2
3
4
5
6

等



標　準　報　酬 報 酬 月 額

医
療
保
険
制
度
と
社
会

等級 月　　額
7 9，000 8，500～　9，500

8 9，500解11，000

9 11，000～13，000

10 14，000 13POOO～15，000

11 15，000～17，000

12 18，000 17，000～19ρ00

13 20，000 19，000～21ρ00

14 22，000 21，000～23，000

15 24，000 23，000飼25，000

16 26，000 25ρ00－27，000

17 28卜000 27000～　29000　7　　　　　　　　　　　　　，

18 30，000 29，000～31，500

19一 33000　　「

31，500～34，500

20 34，500～37，500

21 39，000 37，500～40，500

22 42000　　P

40，500～43，500

23 45000　　，

43，500～、46・500

24 48，000
46500パ50000　　，　　　　　　　　　　　　　ン

25 52，000 50000川54000　，　　　　　　　　　　　　　，

26 54，000～58ρ00

27 602000 58，000飼62，000

28 64，000 62，000～66，000

29 68000　　，

662000パ70，000

30 72，000 70，000～74，000

31 76，000 74、000～78，000

32 80，000 78ρ00－83，000

33 86，000 83，000～89，000

34 92け000 89，000－95，000

35 98，000 95，000～101，000

36 104，000 101，000～

資料；健康保険法第3条

九



表6　医療保険制度別平均標準報酬月額・被保険者

　　　一人当り保険料・医蕨給付費（1970年度）

制度の種類
平均標準

酬月額

平均標準酬
月
額
×
1
2
　
c
ゆ

被保険者一
当り保険
（年額）

　（B）

被保険者一
当り被保
者負担分
険料（年
）・

　（C）

被保険者一
当り医療
付費（年）
　
　
（
D
）

⑥
一
G
9

（
D
）
一
（
B
）

被
用
者
保
険

政府管掌健康保
険制度

組合管掌健康保
険制度

日雇労働者健康
保険制度

船員保険制度

国家公務員共済
組合制度

地方公務員共済
組合制度

公共企業体職員
等共済組合制度

私立学校教職員
共済組合制度

　　円
49，960

61，915

（平均賃
金日額）

　2r198

　　円　　　　　　円　　　　　　円
599，520　　　　39，327　　　　　19，664

742，980　47，770　　20，063

6，563

66，200　　794，400　　　　78ン806

60，730　　728，760　　　　53，777

65，643　　787，716　　　　52，115

62，716　752，592　48，771

50，731　　608，772　　　　38，492

3，2S2

35，147

26，S89

26058

24、386

19，246

　　円　％　　　％
40駒208　　3。3　102．2

32，962　　2、7　　69．0

56p156　　　－　 855．6

49，856　　4．4　　63．3

467017　　3．7　　85．6

42，126　　3．3　　80．8

37，589　　3．2　　77．1

387818　　　3．2　　100．S

橋
大
学
研
究
年
報

商
学
研
究

17

　
制

　
険

　
保

　
康

　
健

　
民

　
国
度麟一国

保

（一世帯当　（一世帯当　（一肚帯当
り）　　　り）　　　り）
　17，475　　17，475　　58，958

337．4

資料

注

1）平均標準報酬月額・・…健康保険組合連合会（編）『社会保障年鑑』（1975年），束洋経済

　新報社，昭和48年，347，356，372，378，379ページ（原資料＝厚生雀保険局，社会
　保険庁，大蔵省統計局，自治省行政局，文部省管理局調べ）

2）被保険者一人当り保険料（年額）・医療給付費（年額）…・社会保障研究所（編）『祉会

　保障水準基礎統計』東洋経済新報社，昭和48年，74，80ぺ一ジ（原資料＝社会保障制
　度審議会事務局『社会保障統計年報』）。ただし，国民健粟保険制度の一世帯当り医療給

　付費（年額）は，『社会保障水準基礎統計』の74ぺ一ジに所収の被保険者一人当りの医

　療給付費￥17，652に一世帯当りの被保険者数3．34人（総被保険者数4，229万4千人
　÷総世帯数1，265万3千世帯一同書80ぺ一ジ）を乗じて算出。
1）被保険者一人当り被保険者負担分保険料（年額）は被保険者一人当り保険料（年額）に
　保険料率中に占める被保険者負担分の割合（表3から算出）を乗じて筆者か算出。
2）平均標準報酬月額×12，（C）ノ（A），（D）1（B）の欄の数字は筆者が算出。

3）国民健康保険制度の一世帯当りの保険料（年額）の数字は同じ1970年度のものてあり

　なから表3に引用したものより406円多いが，資料の出所による誤差てある。

表7労働争議・小作争議に関する統計（1914－37）

1914年（大3年）

　15　（　4　）

　16　（　5　）

　17　（　6　）

お
イ
一

に
ラ
タ

議
ト
ボ
数

争
ス
サ
件

働
る
・
ユ

労
け
キ
ジ

50

64

109

398

参加人員

7，904

7，852

8，413

57309

小作争議件数

85

参加小作人数

○



医
療
保
険
制
度
と
社
会

　
員

　
人

　
加

　
参

お
イ
一

に
ラ
タ

議
ト
ボ
数

争
ス
サ
件

働
る
・
ユ

労
け
キ
ジ

小作争議件数　参加小作人数

18 （ 7 ） 417 66，457 256
一

19 （ 8 ） 497 63，147 326
一

20 （ 9 ） 282 36372　　， 408 34，605

21 （ 10 ） 246 58225 1，6SO
一

22 （ 11 ） 250 41503　　，

1，578 125，750

23 （ 12 ） 270 36，259 1，917
134503　　，

24 （ 13 ） 333 54，562 1，532 110，920

25 （ 14 ） 293 40742　　7 2，206 1347646

26 （ 15 ） 495 67，234 2ン751 151，061

27 （昭2 ） 383 46，672 91，336

28 （ 3 ） 395 43337　　，

1，866 75，136

29 （ 4 ） 571 77281　　ン

81ρ98

30 （ 5 ） 901 79824　　2 2，478
58565　　F

31 （ 6 ） 984 632305 81，135

32 （ 7 ） 870 53，338 3r414 61，499

33 （ 8 ） 598 46レ787 48，073

34 （ 9 ） 623 497478 5，828 121，031

35 （ 10 ） 58尋 37，650 6，824 113，164

36 （ 11 ） 546 30，857 6，804 77，187

37 （ 12 ） 628 1237730 63170 63ン246

（注）4井上清『日本の歴史』（下）岩波書店，1966年，134，142～143，170岬171ページに

　　　おける労働運動・農民運動に関する統計より作成。

表8労働組合・小作人組合に関する統計（1918－37年）

1918年（大7年）

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

（　8

（　9

（10
（11
（12

（13

（14

（15
（昭2

（　3

（　4

（　5

（　6

（　7

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

労働組合数

7
7
3
0
7
2
9
7
8
5
1
0
2
8
2

0
8
7
0
8
3
6
5
8
0
0
3
1
1
3

1
1
2
3
3
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

組合員数

103412

137，3S1

125551

228，278

254，262

384，739

309，493

308，900

330，985

354，312

368，975

377，625

小作人組合数

　88

　84

　352

　681
1，114

17530

2，337

3，496

3，926

4，582

4，353

4，156

42208

4，414

4，650

組合員数

163，931

232，125

307106

346693

365，332

330，406

315－771

301，436

306，301

2967839



労働組合数1組合員数1小作人組合数1組合員数

一
橋
大
学
研
究
年
報

33 （ 8 ） 942 384，613 4，810 302，736

34 （ 9 ） 965 387964　　　，

4，390
276146　　　，

35 （ 10 ） 998 4Q8，662 4，Q11
242422　　　，

36 （ 11 ） 973 420，589 229，209

37 （ 12 ） 837 359，290 226，919

（注）井上清『日本の歴史」（下）岩波書店，142～143，170－171ぺ一ジにおける労働運動

　　　農民運動に関する統計より作成。

　
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
，
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二

（
8
5
）
　
井
上
清
『
日
本
の
歴
史
』
（
下
）
　
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
三

　
月
一
五
日
、
「
株
式
市
揚
、
株
価
暴
落
で
混
乱
、
東
京
株
式
取
引
所
は
三
・
一
六
～
三
・
一
七
、
大
阪
株
式
取
引
所
は

　
三
・
一
六
後
揚
と
三
・
一
七
休
業
、
米
穀
以
外
の
商
品
市
揚
へ
の
影
響
は
軽
微
（
〈
戦
後
恐
慌
〉
始
ま
る
）
」
、
同
年
四

　
月
七
日
、
「
増
田
ピ
ル
睡
ブ
・
ー
カ
ー
銀
行
、
手
形
交
換
尻
決
済
の
入
金
不
能
」
、
同
年
同
月
同
日
、
「
株
式
市
揚
、
株

　
価
暴
落
で
混
乱
、
各
地
株
式
取
引
所
は
四
・
七
午
後
か
ら
四
・
一
二
ま
で
休
業
、
商
品
相
揚
も
下
落
」
、
同
年
同
月
一

　
二
日
、
「
日
銀
、
株
式
市
場
救
済
の
た
め
、
月
末
受
渡
資
金
の
融
資
を
表
明
、
四
・
一
五
銀
行
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
経
由
の

　
整
理
資
金
供
給
方
式
を
決
定
」
、
同
年
同
月
一
六
日
、
「
栃
木
伊
藤
銀
行
支
払
停
止
（
取
付
で
支
払
停
止
す
る
地
方
銀
行

　
続
出
、
五
月
中
旬
に
一
応
沈
静
）
」
、
同
年
同
月
同
日
、
「
原
首
相
、
財
界
救
済
を
言
明
」
、
同
年
同
月
二
〇
日
、
「
日
銀
、

　
製
糖
会
社
に
救
済
資
金
融
資
決
定
（
ひ
き
つ
づ
き
製
鉄
業
・
産
銅
業
・
絹
織
物
業
・
製
糸
業
・
元
織
物
業
な
ど
に
特
別

　
融
資
決
定
）
」
、
こ
の
年
「
日
銀
の
銀
行
救
済
の
た
め
の
支
払
準
備
金
特
別
融
資
、
本
年
中
に
三
五
行
・
一
億
五
二
二
万

　
円
」
（
岩
波
書
店
編
集
部
（
編
）
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
二
四
二
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
二
四
四

　
ぺ
ー
ジ
）
。

（
8
6
）
（
8
7
）
　
山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
　
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
、
二
二
六
ぺ
ー
ジ
。

（
8
8
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
三
四
ぺ
ー
ジ
、
一
四
一
～
一
四
三
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
の
大
規

　
模
争
議
と
し
て
は
、
東
京
砲
兵
工
廠
争
議
（
二
万
七
千
人
参
加
）
、
足
尾
銅
山
争
議
（
七
干
人
参
加
）
が
あ
り
、
大
正

　
一
〇
年
（
一
九
一
二
年
）
に
は
三
菱
川
崎
造
船
争
議
（
二
万
三
千
人
参
加
）
が
お
こ
っ
て
い
る
（
山
田
盛
太
郎
、
前
掲

　
姫
省
、
　
二
二
六
～
二
二
七
ぺ
ー
ジ
）
o

（
8
9
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
三
四
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
一
四
三
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
年
）
の
有
名
争



　
議
と
し
て
は
、
郵
船
船
員
争
議
が
あ
り
、
翌
昭
和
二
年
の
そ
れ
と
し
て
は
、
浜
松
楽
器
争
議
、
野
田
醤
油
争
議
が
あ
り
、
後
者
は
翌
年
ま
で
続
い
て

　
い
る
（
山
田
盛
太
郎
、
前
掲
書
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
0
）
　
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
八
月
三
〇
日
、
「
友
愛
会
七
周
年
大
会
、
大
日
本
労
働
総
同
盟
友
愛
会
と
改
称
（
理
事
の
合
議
制
、
会
長
公
選
な

　
ど
決
定
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
三
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
1
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
九
九
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
一
四
〇
～
一
四
一
ぺ
ー
ジ
。
「
友
愛
会
」
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
人
道
主
義
か
ら
労
働
問
題
に
関
心
を
も

　
っ
た
鈴
木
文
治
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
」
一
労
働
者
団
体
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
は
労
資
協
調
主
義
に
立
ち
、
一
方
で
は
資
本
家
の
反
省
を
も
と
め
、
他

　
方
で
は
労
働
者
の
晶
性
の
修
養
、
技
能
の
向
上
、
共
済
友
愛
を
は
か
り
、
協
同
し
て
労
働
者
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
労
働
組

　
合
の
存
在
が
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
の
時
期
の
ア
）
と
と
て
、
友
愛
会
は
先
進
的
な
熟
練
工
を
ひ
き
つ
け
た
。
一
五
人
で
出
発
し
た
こ
の
会
は
、
四
年
後
に

　
は
、
全
国
の
工
業
地
帯
に
支
部
と
二
万
人
の
会
員
を
も
つ
全
国
組
織
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
資
本
家
に
対
抗
し
て
労
働
者
の
生
活
と
権
利
を

　
ま
も
り
か
ち
と
る
組
織
、
す
な
わ
ち
労
働
組
合
的
な
性
質
を
も
ち
は
じ
め
た
」
（
同
書
九
九
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
2
）
　
大
正
九
年
五
月
二
日
、
「
日
本
最
初
の
メ
ー
デ
ー
、
上
野
公
園
で
開
催
（
日
曜
）
、
参
加
一
万
人
余
、
治
安
警
察
法
第
一
七
条
撤
廃
・
粥
業
防

　
止
．
最
低
賃
金
法
設
定
の
三
要
求
を
決
議
（
〈
聞
け
万
国
の
労
働
者
〉
唱
わ
れ
る
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
四
二
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
3
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
四
一
ぺ
ー
ジ
。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
五
月
二
四
日
、
「
総
同
盟
革
新
同
盟
全
国
大
会
（
神
戸
、
～
五
・
二
五
）
、

ー
総
同
盟
よ
り
分
離
し
日
本
労
働
組
合
評
議
会
〔
評
議
会
〕
を
結
成
（
総
同
盟
第
一
次
分
裂
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
六
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

（
9
4
）
　
山
田
盛
太
郎
、
前
掲
書
二
二
六
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
他
の
説
に
よ
る
と
、
「
民
衆
の
示
威
・
暴
動
の
お
こ
っ
た
地
域
は
、
一
道
三
府
三
七
県
に
ま

　
た
が
り
、
三
八
市
、
一
五
三
町
、
一
七
七
村
（
計
三
六
八
市
町
村
）
、
暴
動
に
い
た
ら
な
い
ま
で
も
、
群
衆
が
集
ま
り
ま
た
は
不
隠
な
事
態
の
生
じ

　
た
市
町
村
を
合
わ
せ
る
と
、
四
三
六
市
町
村
と
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
三
八
ぺ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
『
近
代
日
本
総
合
年

　
表
』
に
よ
る
と
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
七
月
二
三
日
、
「
富
山
県
下
新
川
郡
魚
津
町
の
漁
民
妻
女
ら
数
十
人
、
米
価
高
騰
防
止
の
た
め
米
の

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三



　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
商
学
研
究
　
1
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
四

　
県
外
へ
の
船
積
み
中
止
を
荷
主
に
要
求
し
よ
う
と
し
て
海
岸
に
集
合
（
米
騒
動
の
始
ま
り
）
」
、
同
年
同
月
二
九
日
、
「
米
価
（
期
米
．
正
米
と
も
）

　
天
井
知
ら
ず
の
勢
い
で
暴
騰
を
続
け
、
小
売
価
格
も
一
円
で
二
升
四
合
（
二
等
米
）
を
記
録
」
、
同
年
八
月
一
〇
日
、
「
米
騒
動
、
名
古
屋
．
京
都
両

　
市
に
波
及
、
八
・
二
二
～
八
・
一
四
全
国
大
・
中
都
市
の
米
騒
動
絶
頂
に
達
す
る
（
九
・
一
七
ま
で
に
、
三
七
市
．
＝
二
四
町
．
一
三
九
村
で
大
衆

　
行
動
、
検
挙
者
数
万
、
起
訴
七
、
七
〇
八
人
）
」
（
同
書
、
二
三
四
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
二
三
六
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
5
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
　
一
三
八
ぺ
ー
ジ
。

（
9
6
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
四
一
～
一
四
二
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
の
小
作
争
議
件
数
四
〇
八
、
参
加
小
作
人
数
三
四
、
六

　
〇
五
入
、
小
作
人
組
合
数
三
五
二
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
年
）
の
小
作
争
議
件
数
一
、
六
八
○
、
小
作
人
組
合
数
六
八
一
、
大
正
一
五
年
（
一

　
九
二
六
年
）
の
小
作
争
議
件
数
二
、
七
五
一
、
参
加
小
作
人
数
一
五
一
、
〇
六
一
人
、
小
作
人
組
合
数
三
、
九
二
六
、
組
合
員
数
三
四
六
、
六
轟
三
人
と

　
な
っ
て
い
る
（
同
書
一
四
二
ぺ
ー
ジ
）
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）
四
月
九
日
、
「
日
本
農
民
組
合
、
神
戸
で
創
立
（
組
合
畏
杉
山
元
治
郎
）
、

　
一
月
創
刊
の
《
土
地
と
自
由
》
、
機
関
誌
と
な
る
」
（
前
謁
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
7
）
　
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）
七
月
、
「
水
曜
会
・
暁
民
会
・
建
設
者
同
盟
な
ど
の
社
会
主
義
者
、
日
本
共
産
党
を
非
合
法
に
結
成
、
一
一
月
、

　
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
四
回
大
会
で
日
本
支
部
と
し
て
承
認
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
五
二
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
8
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
四
二
～
一
四
四
ぺ
ー
ジ
。
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）
三
月
、
「
第
一
次
日
本
共
産
党
、
解
党
を
決
議
」
（
前
掲
『
近

　
代
日
本
総
合
年
表
』
二
五
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
9
9
）
　
山
田
盛
太
郎
、
前
掲
書
、
二
二
七
ぺ
ー
ジ
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）
三
月
二
四
日
、
「
貴
族
院
、
過
激
社
会
運
動
取
締
法
案
を
修
正
可

　
決
（
衆
議
院
で
審
議
未
了
）
」
（
前
掲
『
近
代
旧
本
総
合
年
表
』
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

（
㎜
）
　
井
上
清
『
日
本
の
歴
史
』
（
上
）
　
岩
波
書
店
、
二
九
κ
ぺ
ー
ジ
。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
三
月
二
日
、
「
衆
議
院
、
普
通
選
挙
法
案
を

　
修
正
可
決
、
三
二
一
六
貴
族
院
、
修
正
可
決
、
三
・
二
九
両
院
協
議
会
案
成
立
」
、
同
年
同
月
七
日
、
「
衆
議
院
、
治
安
維
持
法
案
を
修
正
可
決
、



　
三
・
一
九
貴
族
院
可
決
」
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
二
月
二
〇
日
、
「
第
一
六
回
総
選
挙
（
最
初
の
普
通
選
挙
、
政
友
会
か
ろ
う
じ
て
第
一
党
、

　
政
友
二
一
七
、
民
政
一
二
六
、
無
産
諸
派
八
、
実
業
同
志
会
四
、
革
新
三
、
中
立
そ
の
他
一
八
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
六
ニ
ペ
ー
ジ

　
お
よ
ぴ
二
七
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
皿
）
　
井
上
清
『
日
本
の
歴
史
』
（
下
）
　
一
七
一
～
一
七
二
ぺ
ー
ジ
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
年
）
三
月
一
五
日
、
「
共
産
党
員
全
国
的
大
検
挙
（
幹

　
部
の
多
く
は
逮
捕
を
免
れ
る
。
四
八
八
人
起
訴
く
三
・
一
五
票
件
V
）
、
四
・
一
一
記
事
解
禁
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
七
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
期
）
　
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
鵬
）
井
上
清
、
前
掲
書
、
一
六
六
ぺ
ー
ジ
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
三
月
一
五
日
、
「
東
京
渡
辺
銀
行
・
あ
か
ぢ
貯
蓄
銀
行
休
業
、
京
浜
地
方

　
に
銀
行
取
付
お
こ
り
、
三
・
一
九
中
井
銀
行
、
三
・
二
二
村
井
・
中
沢
・
八
十
四
・
左
右
田
な
ど
の
諸
銀
行
休
業
（
〈
金
融
恐
慌
〉
は
じ
ま
る
。
）
」
、

　
同
年
同
月
二
一
日
、
「
日
銀
、
市
中
銀
行
に
対
し
非
常
貸
出
を
実
施
（
三
・
二
三
ま
で
に
六
億
円
突
破
）
」
、
同
年
同
月
二
二
日
、
〔
蔵
相
、
日
銀
総
裁
、

　
そ
れ
ぞ
れ
財
界
安
定
に
関
す
る
声
明
を
発
表
」
、
同
年
同
月
二
六
日
、
「
台
湾
銀
行
、
（
株
）
鈴
木
商
店
に
新
規
貸
出
停
止
を
通
知
」
、
同
年
四
月
五
日
、

　
「
（
株
）
鈴
木
商
店
、
新
規
取
引
中
止
を
発
表
（
鈴
木
商
店
破
綻
）
」
、
同
年
同
月
八
日
、
「
鈴
木
商
店
系
の
第
六
十
五
銀
行
（
神
戸
）
休
業
、
株
式
相

　
揚
暴
落
」
、
同
年
同
月
一
八
日
、
「
台
湾
銀
行
、
在
台
湾
店
舗
を
除
き
全
支
店
休
業
、
近
江
銀
行
（
大
阪
）
休
業
、
全
国
に
銀
行
取
付
お
二
る
」
、
同

　
年
同
月
同
日
、
「
日
銀
総
裁
、
財
界
動
揺
防
止
に
関
し
声
明
」
、
同
年
同
月
二
一
日
、
「
全
国
的
に
銀
行
取
付
激
化
、
十
五
銀
行
な
ど
休
業
」
、
同
年
同

　
月
二
二
日
、
「
金
銭
債
務
の
支
払
延
期
お
よ
ぴ
手
形
の
保
存
行
為
の
期
間
延
長
に
関
す
る
件
公
布
〔
緊
勅
〕
（
三
週
間
の
モ
ラ
ト
リ
ァ
ム
）
即
日
施

　
行
」
、
同
年
同
月
同
日
、
「
東
西
手
形
交
換
所
・
銀
行
集
会
所
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
、
全
国
の
銀
行
一
斉
休
業
（
～
四
・
二
三
）
、
信
託
会
社
も
こ

　
れ
に
な
ら
う
。
株
式
・
商
品
取
引
所
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
中
休
業
。
」
、
同
年
同
月
二
四
日
、
「
日
銀
総
裁
、
取
引
先
以
外
の
銀
行
へ
も
援
助
を
与

　
え
る
旨
声
明
（
四
・
二
五
ま
で
の
対
市
中
銀
行
貸
出
残
高
、
二
〇
億
円
を
突
破
）
」
、
同
年
同
月
二
五
日
、
「
全
国
の
銀
行
、
営
業
を
再
開
」
（
前
掲

　
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
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二
二
六

（
姻
）
　
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）
　
一
〇
月
二
四
日
、
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
揚
大
暴
落
（
〈
暗
黒
の
木
曜
日
V
世
界
恐
慌
は
じ
ま
る
）
」
（
前
掲
『
近

　
代
日
本
総
合
年
表
』
二
八
一
ぺ
ー
ジ
）
。

（
郡
）
　
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
、
こ
の
年
「
世
界
恐
慌
、
日
本
に
波
及
（
〈
昭
和
恐
慌
V
、
不
況
状
態
、
ほ
ぽ
一
九
三
二
年
頃
ま
で
続
く
）
」
、
「
物
価

　
（
日
銀
調
ぺ
東
京
卸
売
総
平
均
指
数
）
、
前
年
比
約
一
八
％
下
落
、
特
に
農
産
物
価
格
著
し
く
下
落
し
、
工
業
製
品
と
の
絡
差
（
シ
ェ
ー
レ
現
象
）

　
拡
大
（
豊
作
飢
謹
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
八
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
踊
）
　
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
、
こ
の
年
「
不
況
さ
ら
に
激
化
（
と
く
に
東
北
地
方
の
冷
害
、
凶
作
な
ど
に
よ
る
農
村
不
況
深
刻
化
）
」
（
前
掲

　
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
二
八
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
獅
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
　
一
七
二
～
一
七
三
ぺ
ー
ジ
。

（
期
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
　
一
七
一
ぺ
ー
ジ
。

（
姻
）
　
井
上
清
、
前
掲
書
、
　
一
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
m
）
　
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
年
）
一
一
月
二
五
日
、
「
日
独
防
共
協
定
（
秘
密
協
定
・
秘
密
書
翰
）
ペ
ル
リ
ン
で
調
印
」
、
昭
和
一
二
年
（
一
九
三

　
七
年
）
七
月
七
日
、
「
藍
溝
橋
で
日
中
両
軍
衝
突
（
日
中
戦
争
の
発
端
）
」
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
五
月
一
二
日
、
「
満
蒙
国
境
ノ
モ
ン
ハ
ン

　
で
、
満
・
外
蒙
両
国
軍
隊
衝
突
（
〈
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
〉
の
発
端
）
」
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
年
）
七
月
二
六
日
、
「
米
国
務
長
官
、
日
米
通
商
航

　
海
条
約
お
よ
ぴ
付
属
議
定
書
の
廃
棄
を
通
告
、
一
九
四
〇
年
一
月
二
六
日
失
効
」
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
九
月
二
三
日
、
「
日
本
軍
、
北
部

　
仏
印
に
進
駐
」
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
九
月
二
七
日
、
「
日
独
伊
三
国
同
盟
ベ
ル
リ
ン
で
調
印
（
松
岡
外
相
・
オ
ッ
ト
独
大
使
間
に
秘
密
交

　
換
公
文
）
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
三
〇
八
、
三
一
〇
、
三
一
八
、
三
二
〇
お
よ
ぴ
三
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
m
）
　
昭
和
＝
二
年
（
一
九
三
八
年
）
四
月
一
日
、
「
国
家
総
動
員
法
公
布
、
五
月
五
日
施
行
」
、
昭
和
一
四
年
（
㎝
九
三
九
年
）
一
〇
月
一
八
日
、

　
「
価
格
等
統
制
令
・
地
代
家
賃
統
制
令
・
賃
金
臨
時
措
置
令
・
会
社
職
員
給
与
臨
時
措
置
令
各
公
布
〔
勅
〕
（
九
・
一
八
現
在
の
水
準
に
価
格
等
を



　
釘
づ
け
、
〈
九
・
一
八
ス
ト
ッ
プ
令
〉
）
、
一
〇
・
二
〇
施
行
」
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
一
〇
月
一
二
日
、
「
大
政
翼
賛
会
発
会
式
（
総
裁
近

　
衛
首
相
）
」
、
同
年
七
月
八
日
、
「
総
同
盟
中
央
委
員
会
、
自
発
的
解
消
決
議
（
七
・
二
一
総
同
盟
全
国
代
表
者
会
議
、
解
散
を
正
式
決
定
）
、
七
・
一

　
九
日
本
労
働
組
合
会
議
・
．
日
本
労
働
国
策
協
会
と
も
に
解
散
」
、
同
年
一
一
月
二
三
日
、
「
大
日
本
産
業
報
国
会
創
立
」
、
同
年
四
月
二
四
日
、
「
価
格

　
形
成
中
央
委
員
会
、
米
・
み
そ
・
醤
油
・
塩
・
マ
ッ
チ
・
木
炭
・
砂
糖
な
ど
一
〇
品
目
に
切
符
制
採
用
を
決
定
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』

　
三
一
四
、
三
二
〇
、
三
二
二
お
よ
ぴ
三
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
狸
）
　
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
七
月
二
一
一
日
、
「
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
成
立
」
、
同
年
同
月
二
六
日
、
「
閣
議
、
基
本
国
策
要
綱
を
決
定
（
大

　
東
亜
新
秩
序
・
国
防
国
家
の
建
設
方
針
）
」
、
同
年
一
〇
月
一
日
、
「
総
力
戦
研
究
所
宮
制
公
布
〔
勅
〕
、
一
九
四
一
年
四
月
、
官
吏
な
ど
三
六
人
、
研

　
究
生
と
し
て
初
入
所
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
三
二
二
お
よ
ぴ
三
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。

（
螂
）
　
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
一
一
月
一
五
日
、
「
兵
役
法
施
行
令
改
正
公
布
〔
法
〕
（
丙
種
合
格
も
召
集
）
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』

　
三
二
八
ぺ
」
ジ
）
。

（
餌
）
　
昭
和
一
六
年
九
月
一
日
、
「
産
報
、
単
位
産
報
会
を
部
隊
組
織
に
再
編
す
る
方
針
決
定
、
九
・
一
二
勤
労
秩
序
確
立
．
勤
労
総
動
員
．
生
産
力

　
増
強
の
ス
・
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
〈
働
け
運
動
〉
開
始
」
、
同
年
一
一
月
ニ
ニ
日
、
「
国
民
勤
労
報
国
協
力
令
公
布
〔
勅
〕
（
男
子
一
四
～
四
〇
歳
、
未
婚

　
女
子
一
四
～
二
五
歳
に
勤
労
奉
仕
義
務
法
制
化
）
、
一
二
・
一
施
行
」
（
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
三
二
八
ぺ
ー
ジ
）
。

（
描
）
　
前
掲
『
社
会
保
障
統
計
年
報
』
（
一
九
七
一
年
）
、
六
七
ぺ
ー
ジ
。

（
踊
）
　
旧
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
「
農
漁
村
の
住
民
を
対
象
と
し
て
発
足
し
た
」
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
「
都
市
と
農

　
村
と
の
区
別
な
く
、
被
用
者
を
除
く
一
般
国
民
を
対
象
と
す
る
医
療
保
険
」
制
度
で
あ
る
こ
と
（
『
厚
生
白
書
』
〈
昭
和
三
二
年
度
版
〉
五
九
ぺ
ー

　
ジ
）
看
建
前
と
し
て
い
る
。

（
即
）
　
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
四
一
四
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
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二
二
八

（
撚
）
　
『
日
本
国
勢
図
会
』
（
一
九
六
四
年
版
）
五
八
ぺ
ー
ジ
。
国
民
一
人
あ
た
り
の
実
質
国
民
所
得
指
数
を
一
覧
表
に
す
る
と
上
表
の
よ
う
に
な
る

　
（
昭
和
一
六
～
二
四
に
つ
い
て
は
日
本
国
勢
図
会
会
九
五
七
年
版
〉
五
三
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
二
五
～
二
九
に
つ
い
て
は
同
全
九
五
八
年
版
〉
五
四

　
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
三
〇
～
三
七
に
つ
い
て
は
同
〈
一
九
六
四
年
版
〉
五
八
ぺ
ー
ジ
。
な
お
、
原
資
料
は
経
済
企
画
庁
調
べ
）
。

1934～36（昭和9飼11）平均100。0

　　1941（昭和16）　　　　111，4

　　1942（　17）　　　1062
　　1943（　18）　　　104，3
　　1944　‘　　　　19、　　　　　　　　　99，1

52，4

53．8

61．4

69．0

80．1

85．7

92．3

98．2

98．9

109，5

119．0

126．2

131．4

151．4

173．8

192．9

203．3

）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）

7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
　
　

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　

1
　
　
1
　
　
1
　
　

1
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　

1

　
い
て
は
、
『
日
本
国
勢
図
会
』
〈
一
九
六
四
年
版
〉
八
四
ペ
ー
ジ
、
「
岩
戸
景
気
」

　
和
三
八
～
四
一
年
の
経
済
成
長
率
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
四
四
四
、

　
年
以
降
の
経
済
成
長
率
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
国
勢
図
会
』
〈
一
九
七
二
年
版
〉
八
七
ぺ
ー
ジ
。
な
お
昭
和
四
二
年
以
降
数
年
間
の
経
済
成
畏
率
の
正

　
確
な
数
字
は
、
昭
和
四
二
年
一
三
・
五
％
、
昭
和
四
三
年
一
三
・
七
％
、
昭
和
四
四
年
一
二
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
撚
）
　
『
日
本
国
勢
図
会
』
〈
一
九
六
四
年
版
〉
五
八
ぺ
ー
ジ
。

（
捌
）
　
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
四
一
四
ぺ
ー
ジ
。

（
那
）
　
経
済
企
画
庁
（
編
）
『
経
済
白
書
』
（
昭
和
三
一
年
度
版
）
四
二
～
四
三
ぺ
ー
ジ
。

　
（
m
）
　
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
四
一
〇
お
よ
ぴ
四
一
四

　
　
ぺ
ー
ジ
。

　
（
㎜
）
　
『
日
本
国
勢
図
会
』
（
一
九
五
八
年
版
）
五
四
ぺ
ー
ジ
。

　
（
m
）
　
『
日
本
国
勢
図
会
』
（
一
九
六
四
年
版
）
五
八
ぺ
ー
ジ
。

　
（
翅
）
　
昭
和
三
一
～
三
四
年
の
経
済
成
長
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
『
日
本
国
勢
図
会
』
〈
一
九
六
四
年
版
〉
五
九
ぺ
ー
ジ
・
「
な

　
　
べ
底
不
況
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』

　
　
四
一
八
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
三
五
～
三
七
年
の
経
済
成
長
率
に
つ

に
つ
い
て
は
前
掲
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
四
二
六
ぺ
ー
ジ
・
昭

　
　
　
　
四
四
八
、
四
五
二
お
よ
ぴ
四
五
六
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
四
二



（
必
）
　
同
白
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
経
済
白
書
発
表
に
際
し
て
の
経
済
企
画
庁
長
官
声
明
」
の
一
部
。

（
柳
）
　
適
用
対
象
が
、
特
定
の
階
層
か
ら
国
民
全
体
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
山
中
篤
太
郎
（
編
）
『
社
会
保
障
の
経
精
理
論
』
東

　
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
三
一
年
、
一
七
ヒ
一
九
ぺ
ー
ジ
を
み
よ
。

（
伽
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
田
雄
三
『
流
動
す
る
経
済
体
制
ー
自
由
と
計
画
の
あ
い
だ
ー
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
四
五
年
、
山
田

　
雄
三
『
社
会
保
障
研
究
序
説
』
　
社
会
保
障
研
究
所
、
昭
和
四
三
年
の
「
後
編
　
近
代
に
お
け
る
経
済
と
社
会
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
伽
）
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
な
い
し
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
青
井
和
夫
．
松
原
治
郎
．
副
田
義
也
（
編
）
『
生
活
構
造
の
理

　
論
』
　
有
斐
閣
、
昭
和
四
六
年
、
六
六
ペ
ー
ジ
を
み
よ
。

五
　
現
行
の
医
療
保
険
制
度
と
社
会

　
↓
　
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
が
実
現
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
国
民
全
部
が
同
一
条
件
の
下
で
同
一
内
容
の
給
付
を
し
て

　
　

く
れ
る
単
一
の
医
療
保
険
制
度
の
か
さ
の
下
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
述
ぺ
た
よ
う
に
九
つ
の
別
々
の
医
療
保
険
制
度
に
分
属
し
て

い
る
。
九
つ
の
制
度
間
に
天
地
の
差
異
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
不
均
衡
が
み
ら
れ
る
ヲ
）
と
は

事
実
で
あ
る
。

　
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
所
得
税
の
徴
収
に
つ
い
て
す
ら
、
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
源
泉
徴
収
方
式
が
行
な
わ
れ
、
事
業
所
得
な
ど
そ

の
他
の
所
得
に
つ
い
て
は
申
告
方
式
が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
よ
う
に
、
医
療
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
も
給
与
所
得
者
と
事
業

所
得
者
と
で
は
、
徴
収
方
法
に
つ
い
て
差
異
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
徴
収
の
便
宜
に
力
点
を
お
く
限
り
、
あ
る
い
は
ま
た
徴
淑
者
の
立

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
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二
三
〇

揚
の
論
理
を
強
く
展
開
す
る
限
り
、
理
解
し
え
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
で
、
両
者
に
つ
い
て
医
療
保

険
料
の
負
担
苦
痛
度
に
差
異
が
あ
っ
て
よ
い
と
は
い
え
な
い
し
、
医
療
保
険
給
付
率
に
不
均
衡
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
は
歴
史
的
に
は
、
当
初
は
特
定
の
被
用
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
保
険
料
は
被
用
者
本
人
の
み
の

負
担
で
は
な
く
、
そ
の
雇
主
も
負
担
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
の
と
こ
ろ
へ
、
遅
れ
て
、
農
民
・
漁
民
や
そ
の
他
自

家
営
業
者
な
ど
が
そ
の
適
用
者
と
し
て
入
り
こ
ん
で
き
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
遅
れ
て
参
加
す
る
者
は
、
と
か
く
よ
そ
者
扱
い
を
さ
れ
、

例
外
扱
い
を
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
側
に
立
っ
て
考
え
る
限
り
、
そ
の
制
度
の
草
創
期
に
お
い
て
、

最
も
医
療
保
障
を
必
要
と
す
る
社
会
階
層
が
選
択
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
現
在
に
お
い
て
も
、
被
用
者
と
い
う
社
会

階
層
が
他
の
社
会
階
層
よ
り
も
強
く
医
療
保
障
を
必
要
と
す
る
と
は
い
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
医
療
保
障
に
対
す
る
主
体
的
二
i
ド

と
い
う
視
点
に
立
っ
た
揚
合
に
は
、
一
握
り
の
富
裕
な
階
級
に
属
す
る
者
を
の
ぞ
き
、
被
用
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
二
ー
ド
の
強

度
に
つ
い
て
優
劣
は
つ
け
が
た
い
の
で
あ
る
。
医
療
保
障
に
対
す
る
二
ー
ド
の
強
弱
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
一
般
的
に
は
、
幼

児
と
老
人
と
が
優
先
し
て
医
療
保
障
の
か
さ
の
下
で
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
大
企
業
の
被
用
者
よ
り

も
零
細
企
業
の
被
用
者
の
方
が
相
対
的
に
医
療
保
障
に
対
す
る
二
ー
ド
が
大
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
就
職
の
段
階
に
お
い
て
、
す

で
に
前
者
の
健
康
度
が
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
平
均
的
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
う
え
に
さ
ら
に
後
者
の
労
働
条
件
が
前
者
の
そ

れ
よ
り
も
一
般
的
に
劣
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
医
療
保
障
に
対
す
る
二
ー
ド
の
大
小
に
対
応
し
て
医
療
保
険
制
度
間
に

不
均
衡
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
均
衡
の
存
在
が
是
認
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
は
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
見
方
に
よ



っ
て
は
、
む
し
ろ
、
逆
の
対
応
関
係
で
の
制
度
間
不
均
衡
の
存
在
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
職
業
に
就
こ
う
と
も
、
い
か
な
る
職
揚
を
選
ぼ
う
と
も
、
有
職
者
で
あ
ろ
う
と
無
職
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
た
と
え
、
そ
の
適

用
者
と
な
る
制
度
が
保
険
料
の
徴
収
の
技
術
的
制
約
な
ど
に
よ
り
、
別
個
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
同
一
の
保
険
料
負
担

苦
痛
度
で
あ
り
、
同
一
の
保
険
給
付
率
で
お
る
こ
と
が
結
局
は
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
常
に
有
利
な
条
件
の
制
度
の
適
用
者

で
一
生
涯
を
過
し
う
る
と
い
う
保
証
は
誰
も
が
も
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
被
用
者
保
険
に
お
い
て
被
用
者
本
人
と
そ
の
被
扶
養

者
に
つ
い
て
保
険
給
付
率
に
差
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
個
々
人
の
医
療
保
障
権
の
平
等
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
首
肯
し
え
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
医
療
保
険
制
度
が
、
そ
の
発
足
の
当
初
に
お
い
て
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
「
労
働
力
」
の
保
全
と
培
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

の
た
め
の
政
策
で
あ
る
と
い
う
性
格
の
残
津
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
早
急
に
そ
の
差
別
は
撤
廃
さ
れ
ね
ぱ
な
ら

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
同
じ
被
用
者
で
あ
り
な
が
ら
、
政
府
管
掌
健
保
制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
か
組
合
管
掌
健
保
制
度
の
そ
れ
と
な
る
か
に
よ
っ
て
、
実
質

上
の
保
険
料
の
負
担
苦
痛
度
に
優
劣
が
生
じ
、
家
族
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
多
寡
を
も
併
せ
た
保
険
給
付
率
に
差
異
が
生
じ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

原
因
の
一
つ
に
、
国
家
の
社
会
保
障
政
策
と
個
々
の
企
業
の
労
務
管
理
と
い
う
企
業
活
動
と
の
部
分
的
な
癒
着
を
挙
げ
ざ
る
を
え
な
い
。

た
し
か
に
組
合
管
掌
方
式
に
は
制
度
の
民
主
的
運
営
な
い
し
経
営
努
力
の
反
映
ま
た
は
健
康
管
理
の
重
大
さ
を
意
識
さ
せ
る
メ
リ
ソ
ト
も

な
い
で
は
な
い
が
、
被
保
険
者
な
い
し
そ
の
被
扶
養
者
の
罹
患
率
の
大
小
に
伴
う
危
険
集
団
の
最
初
か
ら
の
優
劣
を
宿
命
的
な
も
の
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
が
背
負
わ
さ
れ
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
し
、
個
々
の
制
度
の
保
険
財
政
の
収
入
面
で
の
ハ
ン
デ
ィ
を
つ
け
ら
れ
る

可
能
性
も
ま
た
大
で
あ
り
、
か
え
っ
て
、
社
会
階
層
の
集
団
的
エ
ゴ
を
助
長
し
、
保
険
料
負
担
度
の
大
な
る
者
と
小
な
る
者
、
健
康
に
め

　
　
　
　
　
医
療
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ぐ
ま
れ
て
い
る
者
と
然
ら
ざ
る
者
と
の
間
の
社
会
的
連
帯
意
識
を
阻
害
し
、
ひ
い
て
は
リ
ス
ク
の
平
均
に
よ
る
保
険
制
度
の
財
政
の
健
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

化
の
芽
を
つ
み
、
黒
字
財
政
の
保
険
制
度
の
も
の
と
赤
字
財
政
の
保
険
制
度
の
も
の
と
が
論
理
上
必
然
的
に
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な

素
地
を
制
度
的
に
つ
く
っ
て
い
る
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
医
療
保
険
制
度
の
純
技
術
的
な
存
在
理
由
は
、
年
間
ま
た
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
変
動
的
な
医
療
費
の
負
担
の
重
圧
か
ら
家
計
を
解
放

し
、
そ
れ
に
代
え
る
に
経
常
的
に
し
て
少
額
な
医
療
保
険
料
を
家
計
に
負
担
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
医
療
保
険
制
度
を
社

会
的
経
済
的
に
考
察
す
る
場
合
に
は
、
こ
こ
で
思
考
を
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
か
か
わ
ら
し
め
て
問
題

を
取
上
げ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
医
療
費
の
負
担
か
ら
家
計
が
解
放
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
と
同
時
に
、

医
療
制
度
に
医
療
保
険
制
度
を
介
入
せ
し
め
た
揚
合
に
お
い
て
も
、
か
か
る
介
入
の
な
い
場
合
に
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
同
様
の
良
質

の
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
無
差
別
に
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
も
間
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
二
　
医
療
保
険
制
度
の
存
在
し
な
い
情
況
を
前
提
と
し
た
揚
合
、
所
得
の
低
い
階
層
ほ
ど
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
二
ー
ド
が
相
対
的

　
（

に
大
で
あ
り
な
が
ら
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
現
実
の
需
要
は
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
現
実
に
近
い
描
写
で
あ
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
富
裕
階
級
の
人
ぴ
と
が
美
食
と
怠
惰
に
よ
り
か
え
っ
て
不
健
康
に
な
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
低
所
得

階
層
の
人
び
と
は
低
劣
な
労
働
条
件
の
下
で
の
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
、
不
十
分
な
栄
養
補
給
し
か
行
な
い
え
な
い
の
で
、
病
気
に
か

か
り
が
ち
で
あ
り
、
負
傷
し
が
ち
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
費
に
ふ
り
む
け
う
る
所
得
部
分
が
少
な
い
た
め
に
、
よ
ほ
ど
の
こ
と

で
な
け
れ
ば
医
者
に
か
か
ろ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
が
実
現
さ
れ
て
い
る
今

日
の
情
況
に
お
い
て
は
、
医
療
需
要
の
顕
現
の
た
め
の
か
よ
う
な
障
壁
が
と
り
の
ぞ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
以
前
に
比
べ
て
社
会
全



体
の
医
療
需
要
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
医
療
保
険
制
度
の
変
革
に
よ
る
適
用
者
層
の
拡
大
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
必
ず
し
も
短
時
日
の
間
に
容
易
に
行
な
わ
れ
た
も
の

で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
制
度
の
変
革
が
一
た
ん
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
夜
に
し
て
、
数
百
万
の
人
び
と
が
制
度
の
非
適
用
者
か
ら
適

用
者
へ
と
変
わ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
医
療
需
要
の
急
激
な
増
大
が
生
じ
る
．
）
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
医
療
サ
ー
ピ

ス
の
供
給
量
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
増
大
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
本
来
的
に
個
々
の
医
師
の
診
断
．
処
方
を
原
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
医
師
の
数
を
短
期
間
に
、
大
量
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
を
急
激
に

増
え
た
需
要
量
と
均
衡
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
人
前
の
医
師
を
養
成
す
る
に
は
、
長
い
年
月
を
必
要
と
す
る
か
ら
、

た
と
え
医
科
大
学
の
急
増
に
要
す
る
財
源
が
確
保
し
え
た
と
し
て
も
医
師
の
数
を
き
わ
め
て
短
い
期
間
に
大
量
に
増
や
す
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
医
療
保
険
の
適
用
者
の
大
幅
な
拡
大
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
相
当
期
間
に
わ
た
っ
て
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
に
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
が
生
じ
る
の
は
必
定
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
コ
　
わ
が
国
の
現
行
の
医
療
制
度
は
自
由
開
業
医
（
診
療
所
お
よ
ぴ
病
院
）
と
独
立
採
算
を
建
前
と
す
る
国
公
立
病
院
と
を
基
本
と
し
て

　
　い

る
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
こ
の
医
療
制
度
と
医
療
保
険
制
度
の
接
点
は
保
険
者
（
政
府
．
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
．
健
康
保
険

組
合
・
国
民
健
康
保
険
組
合
お
よ
び
共
済
組
合
）
に
よ
る
医
療
機
関
へ
の
診
療
報
酬
の
支
払
い
で
あ
る
。
現
行
の
診
療
報
酬
の
支
払
い
は
い
わ

ゆ
る
出
来
高
払
制
で
あ
り
、
し
か
も
個
々
の
診
療
行
為
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
点
数
に
よ
る
評
価
を
基
準
と
し
て
一
定
の
単

価
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
額
を
も
っ
て
す
る
方
式
に
よ
っ
て
い
る
。

　
患
者
が
被
用
者
保
険
の
被
保
険
者
本
人
で
あ
れ
ば
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
は
初
診
時
に
少
額
の
一
部
負
担
金
を
支
払
う
の
み
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
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四

被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
患
者
の
揚
合
に
は
、
医
療
費
の
半
額
が
窓
ロ
で
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
の
揚
合
に
は
、
被
保

険
者
た
る
患
者
は
、
医
療
費
の
三
割
を
窓
口
で
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
残
額
の
医
療
費
は
数
ヵ
月
の
タ

イ
ム
．
ラ
グ
を
お
い
て
、
一
定
の
保
険
診
療
請
求
書
式
に
基
づ
い
て
保
険
者
側
の
支
払
基
金
か
ら
医
療
機
関
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
医
療
費
は
、
医
療
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
決
め
う
る
も
の
で
は
な
く
、
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
決
定
さ
れ
て
か
る
個

個
の
診
療
行
為
に
つ
い
て
の
点
数
に
一
定
単
価
（
現
行
で
は
一
〇
円
）
を
乗
じ
た
も
の
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
個
々
の
診
療
行
為

に
つ
い
て
の
点
数
制
が
、
良
心
的
な
医
師
が
本
来
の
医
療
の
理
念
に
照
ら
し
、
も
っ
と
も
よ
い
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
を
と
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し

め
て
い
る
な
ら
ば
医
療
費
の
算
出
自
体
に
関
す
る
限
り
問
題
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
現
行
の
点
数
制
は
か
よ
う
な
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
を
と
れ

ば
医
療
機
関
の
経
営
な
い
し
医
師
の
生
活
が
な
り
た
た
な
く
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
診
断

に
十
分
な
時
間
を
か
け
、
投
薬
や
注
射
を
必
要
と
せ
ぬ
患
者
に
は
診
断
の
結
果
を
て
い
ね
い
に
説
明
す
る
に
と
ど
め
、
生
活
態
度
や
食
生

活
の
改
善
を
必
要
と
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
の
指
示
を
懇
切
に
与
え
、
投
薬
や
注
射
や
手
術
を
必
要
と
す
る
揚
合
に
も
、
純
医
学

的
立
揚
の
み
か
ら
の
配
慮
に
基
づ
い
て
行
な
い
、
い
や
し
く
も
収
益
を
あ
げ
る
た
め
に
余
分
な
投
薬
や
注
射
を
す
る
な
ど
の
行
為
は
厳
に

つ
つ
し
ん
だ
の
で
は
医
療
機
関
の
経
営
が
な
り
た
た
ず
、
あ
る
い
は
医
師
の
経
済
生
活
が
極
度
に
低
水
準
に
落
ち
こ
む
こ
と
が
必
定
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
患
者
を
取
扱
い
、
数
で
こ
な
し
て
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、
薬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

過
剰
投
与
や
不
必
要
な
検
査
を
し
た
り
、
し
な
く
て
も
す
む
手
術
を
手
軽
に
し
た
り
し
て
収
入
の
増
大
を
計
る
な
ど
の
反
医
学
的
な
処
置

が
横
行
す
る
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
医
学
が
あ
る
意
味
で
進
歩
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
、

ゆ
が
め
ら
れ
た
濃
厚
診
療
が
な
さ
れ
る
な
ど
の
乱
診
乱
療
が
行
な
わ
れ
る
一
半
の
原
因
が
、
一
部
の
医
師
や
医
療
機
関
経
営
者
の
モ
ラ
ル

1



の
低
下
に
よ
る
利
潤
追
求
優
先
の
姿
勢
に
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
保
険
診
療
に
対
す
る
報

酬
額
算
出
の
制
度
上
の
方
法
に
も
、
乱
診
乱
療
の
責
を
負
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
医
師
の
診
断
に
関
す
る
専
門
知
識
に
高
い
評
価
を
与
え
る
と
い
う
方
向
が
強
く
う
ち
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
乱
診
乱
療
の
改
善
に
大
い
に

効
果
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と
同
時
に
医
師
と
り
わ
け
開
業
医
が
利
潤
追
求
に
毒
さ
れ
な
い
よ
う
に
医
師
の
職
業
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

質
を
正
当
に
認
識
し
、
モ
ラ
ル
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
医
師
の
老
後

の
生
活
の
保
障
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
し
、
医
師
の
養
成
費
の
負
担
の
問
題
の
解
決
も
迫
ら
れ
て
い
る
。
現
行
の
医
学
機
関
な
い
し
医
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

養
成
制
度
で
は
多
額
の
費
用
が
か
か
る
た
め
、
富
裕
階
級
の
子
弟
で
な
け
れ
ば
医
師
と
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
情
況
の
下
で
、

開
業
医
の
多
く
は
、
自
己
の
老
後
の
経
済
保
障
の
一
環
と
し
て
そ
の
子
弟
に
後
を
継
が
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
、
そ
れ
に
要
す
る
多
額
な
学

資
を
調
達
す
る
た
め
に
、
利
潤
追
求
の
姿
勢
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
態
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
医
療
サ

ー
ピ
ス
の
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
医
師
を
過
重
労
働
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
三
時
間
待
っ
て
三
分

間
診
療
と
い
う
患
者
ラ
ッ
シ
ュ
の
異
常
状
態
を
も
解
消
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
供
給
量
の
増
大
の
た
め
オ
ー
ソ
ド
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

ク
ス
な
解
決
策
は
、
医
療
従
事
者
、
と
り
わ
け
医
師
数
の
迅
速
な
増
大
の
た
め
一
連
の
施
策
の
実
行
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
四
　
診
療
報
酬
の
点
数
表
が
、
技
術
な
い
し
専
門
知
識
を
軽
視
し
、
物
を
重
視
す
る
と
い
う
思
想
を
基
盤
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
ア
｝

と
自
体
に
、
第
一
次
的
に
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
矛
眉
の
中
に
ま
き
こ
ま
れ
た
医
師
な
い
し
医
療
機
関
の
経
営
者
が
、
生
き
る
こ
と
の
で

き
る
道
を
他
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
薬
価
基
準
と
薬
の
実
勢
価
格
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
が
あ
る

た
め
に
、
医
師
な
い
し
医
療
機
関
の
経
営
者
は
ま
さ
に
薬
の
小
売
商
人
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
が
製
薬
産
業
や
薬
の
問
屋
あ
る

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
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い
は
薬
局
な
ど
か
ら
購
入
す
る
価
格
よ
り
も
保
険
者
側
が
保
険
医
療
費
を
医
療
機
関
に
支
払
う
際
に
、
治
療
に
用
い
た
薬
剤
の
価
格
算
出

に
用
い
る
薬
価
基
準
が
か
な
り
高
い
と
い
う
情
況
が
現
実
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
結
果
と
し
て
、
医
療
機
関
が
薬
剤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
）

を
多
く
使
用
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
処
方
技
術
料
と
は
別
に
、
薬
剤
の
販
売
利
潤
が
医
療
機
関
の
収
益
と
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
あ
る
た
め
に
医
師
の
技
術
が
不
当
に
低
評
価
さ
れ
て
い
る
穴
を
う
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
甚
だ
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
逃
げ
道
が
温
存
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
診
療
報
酬
の
点
数
表
の
改
善
が
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
も
致
し

方
な
く
、
そ
の
し
わ
寄
せ
を
患
者
、
ひ
い
て
は
国
民
自
体
が
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
・
馨
が
過
剰
に
投
与
さ
れ
棄
の
副
髄
の
た
め

に
、
か
、
”
へ
っ
て
新
た
な
病
気
を
か
か
え
こ
む
こ
と
に
な
り
、
健
康
を
と
り
戻
す
た
め
の
医
療
が
原
因
と
な
っ
て
、
不
健
康
が
つ
く
り
出
さ

れ
て
い
る
と
い
う
医
療
の
目
的
に
逆
行
す
る
と
い
う
重
大
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
し
、
わ
が
国
の
一
般
診
療
費
（
闘
国
民
総
医
療
費
か
ら
歯

科
、
あ
ん
ま
、
売
薬
な
ど
を
除
い
た
も
の
）
の
う
ち
で
薬
剤
費
の
占
め
る
割
合
が
四
三
・
七
％
（
昭
和
四
六
年
度
）
と
い
う
他
国
に
比
べ
て
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

し
く
高
い
比
率
の
原
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ラ

　
伍
医
学
．
薬
学
の
発
達
と
医
療
器
機
の
発
達
の
結
果
、
医
師
の
個
人
的
診
断
治
療
で
は
す
ま
な
く
な
り
、
チ
ー
ム
医
療
と
で
も
い
う

べ
き
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
重
症
の
揚
合
で
も
、
医
療
保
険
制
度
の
適
用
者
が
ご
く
一
部
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
以
前
に
は
、
入
院
費
用

の
負
担
不
能
な
ど
の
理
由
で
在
宅
治
療
が
珍
ら
し
く
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
医
療
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
の
状
況
に
な
っ
て
く
る
と
、

入
院
患
者
が
増
大
し
て
く
る
。
入
院
治
療
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
看
護
婦
の
役
割
は
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
需
要
も
ま
た
増
大

す
る
。
医
療
器
機
の
発
達
に
伴
い
各
種
の
検
査
が
診
断
や
治
癒
状
態
の
把
握
の
た
め
に
必
須
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
各
種
の
検
査
技
師

が
以
前
に
も
増
し
て
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
、
医
師
と
看
護
婦
・
検
査
技
師
・
栄
養
士
等
の
パ
ラ
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ス
タ
ッ



フ
と
の
有
機
的
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
入
院
待
ち
を
解
消
す
る
た
め
に
ベ
ッ
ド
を
増
や
す
．
】
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
折
に
、
折
角
ベ
ッ
ド
そ
の
も
の
が
新
規
に
設
け
ら
れ
て
も
、
看
護
婦
が
不
足
し
て
い
る
た
め
に
開
店
休
業
の
状
態
に
放

置
さ
れ
て
い
る
病
棟
が
出
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
い
か
に
看
護
婦
不
足
が
深
刻
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ま
た
、
女
性
が
多

く
の
職
業
に
進
出
し
て
い
る
今
日
に
あ
っ
て
、
女
性
の
職
業
と
し
て
は
し
に
せ
の
一
つ
で
あ
る
看
謹
婦
と
い
う
職
業
の
労
働
条
件
が
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
躍
）

職
業
の
そ
れ
に
比
べ
て
い
か
に
魅
力
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ベ
ッ
ド
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ベ
ッ
ド
そ
れ
自
体
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
患
者
を
収
容
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
看
謹
婦
が
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
協
）

足
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
、
第
三
と
し
て
は
、
差
額
ベ
ッ
ド
の
問
題
が
あ
る
。
保
険
診
療
の
方
で
引
き
う
け
る
ベ
ッ
ド
使
用

料
・
給
食
代
が
実
情
に
合
わ
ぬ
よ
う
な
低
料
金
の
た
め
に
、
入
院
患
者
に
対
し
、
相
当
額
の
自
己
負
担
を
ベ
ッ
ド
使
用
や
給
食
等
に
つ
い

て
要
求
す
る
と
い
う
の
が
、
例
外
で
は
な
く
む
し
ろ
常
態
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
診
断
や
投
薬
な
ど
に
つ
い
て
分
保
険
給
付
は
一
〇
割

な
い
し
五
割
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
負
担
は
免
除
な
い
し
軽
減
さ
れ
て
も
、
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
と
し
て
一
日
に
つ
き
数
千
円
も
請
求
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
入
院
患
者
な
い
し
そ
の
保
護
者
に
と
っ
て
は
、
医
療
保
険
の
保
護
の
メ
リ
ッ
ト
が
著
し
く
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
入
院
の
重
大
な
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
風
邪
な
ど
の
軽
度
の
傷
病
に
よ
る
通
院
治
療
の
際
に
は
、
医
療
保
険
の
恩
恵
を
こ
う
む
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
い
ざ
入
院
し
か

も
長
期
に
わ
た
る
入
院
の
際
に
、
一
カ
月
に
つ
い
て
一
〇
万
円
前
後
も
の
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

医
療
保
険
制
度
の
本
来
の
ね
ら
い
に
照
ら
し
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
重
症
患
者
の
揚
合
に
は
、
多
額
の
付

添
料
を
自
己
負
担
に
よ
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
に
お
か
れ
て
い
る
。
医
療
保
険
制
度
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
そ
の
負

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
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担
を
取
り
除
く
こ
と
も
是
非
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　

　
伏
　
一
日
に
五
、
六
〇
人
か
ら
約
一
〇
〇
入
ほ
ど
の
患
者
を
取
り
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
多
く
の
開
業
医
の
労
働
は
、
過
酷
な
も
の
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
困
）

つ
で
あ
る
。
日
曜
・
祝
日
に
休
息
を
求
め
な
け
れ
ば
体
力
が
保
た
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
病
気
や
負
傷
に
は
日
曜
や
祝
日
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唖
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
怖
）

佃
曜
．
祝
日
に
お
け
る
診
療
を
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
す
る
か
、
夜
間
の
救
急
医
療
体
制
の
整
備
と
と
も
に
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
問

題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
医
療
保
険
制
度
は
そ
れ
自
体
を
き
り
は
な
し
て
は
絵
に
か
い
た
餅
で
あ
っ
て
、
有
効
に
ワ
ー
ク
す
る
に
は
、
医
療
費
の
決
済
を
医
療
保

険
に
託
し
な
が
ら
、
必
要
な
折
に
い
つ
で
も
高
度
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
う
る
よ
う
な
医
療
制
度
が
影
の
形
に
そ
う
よ
う
に
充
実
し

た
内
容
を
も
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
あ
ま
り
に
も
明
白
な
こ
と
が
ら
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
い
か
に
医
療
保

険
制
度
そ
の
も
の
が
完
備
し
て
い
て
も
、
い
か
に
全
国
民
が
医
療
保
険
と
い
う
か
さ
の
下
に
保
護
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
の
効
果
は
甚
だ

し
く
低
い
も
の
と
な
り
、
保
険
あ
れ
ど
医
療
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
へ
き
地
な
い
し
辺
地
や
大
都
市
近
郊
の
新
開
地
で
は
医
療
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
襯
）

の
数
が
少
な
か
っ
た
り
、
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
地
域
の
住
宅
に
と
っ
て
は
、
医
療
に
つ
い
て
の
国
民
皆
保
険
は

空
念
仏
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
化
　
練
達
の
医
師
や
名
医
は
一
朝
一
夕
に
は
で
き
な
い
。
若
い
未
経
験
な
医
師
や
研
鐙
を
お
こ
た
っ
て
い
る
医
師
ほ
ど
医
療
過
誤
を
犯

す
お
そ
れ
が
多
く
、
医
師
の
腕
の
個
人
差
の
存
在
は
か
く
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
個
人
差
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
無

医
地
区
の
医
療
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ま
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

る
医
療
の
シ
ス
テ
ム
化
が
官
民
双
方
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
純
医
学
的
な
こ
と
は
門
外
漢
の
筆
者
に
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
励
）

き
な
い
が
、
わ
が
国
の
国
民
総
医
療
費
の
枠
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
る
の
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
医
療
保
険
料
へ

の
は
ね
か
え
り
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
病
歴
等
の
デ
ー
タ
の
保
存
能
力
の
飛
躍
的
増
大
に
伴
う
国
民
総
背
番
号
制
の
事
実
上
の

実
施
と
で
も
い
う
ぺ
き
事
態
が
生
じ
る
よ
う
な
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
の
悪
用
の
お
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
人
権
擁
護
と
い
う
基
本
的
な

問
題
に
つ
い
て
の
不
安
の
な
い
解
答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
さ
し
ず
め
重
大
関
心
事
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
医

療
保
険
制
度
や
医
療
制
度
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
窮
極
的
に
は
国
民
が
医
療
産
業
資
本
の
え
じ
き
と
な
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
よ
う
な
結
果
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
罰
）

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
川
　
医
療
需
要
は
、
医
療
保
険
に
づ
い
て
の
国
民
皆
保
険
体
制
を
通
じ
て
、
と
も
か
く
も
社
会
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
他
方
、
医

　
（

療
供
給
は
、
自
由
開
業
医
制
に
基
づ
く
診
療
所
・
病
院
を
中
心
と
し
て
、
国
公
立
の
病
院
等
に
補
完
さ
れ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

会
化
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
医
療
需
要
と
医
療
供
給
の
基
本
的
な
在
り
方
に
決
定
的
な
差
異
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
、

実
は
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
問
題
の
根
源
の
一
つ
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
診
療
所
・
病
院
を
す
べ
て
国
有
な

い
し
公
有
に
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
医
療
供
給
の
社
会
化
を
行
な
い
さ
え
す
れ
ば
問
題
が
解
消
す
る
と
い
え
る

ほ
ど
、
こ
と
が
し
か
く
簡
単
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
国
家
や
地
方
自
治
体
が
官
僚
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
一

部
の
特
権
階
級
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
地
方
自
治
体
が
財
政
的
に
自
立
で
き
ず
中
央
政
府
に
依
存
し
て
・
い

る
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
一
部
の
医
療
機
関
が
国
有
な
い
し
公
有
に
な
っ
て
も
、
患
者
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ピ
ス
の
質

は
必
ず
し
も
す
ぐ
れ
た
も
の
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
真
に
国
民
の
健
康
を
第
一
義
と
す
る
医
療
が
供
給
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
か

　
　
（
旧
）

ら
で
あ
る
。
医
療
機
関
が
す
ぺ
て
国
有
・
公
有
に
さ
れ
れ
ば
、
た
し
か
に
営
利
の
追
求
に
毒
さ
れ
る
こ
と
か
ら
医
療
機
関
を
解
放
す
る
こ

　
　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
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四
〇

と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
問
題
の
解
決
に
対
す
る
保
証
は
何
一
つ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
こ
と
は
、
現
に
存
在
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慨
）

い
る
国
公
立
の
医
療
機
関
の
実
情
を
み
れ
ば
容
易
に
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
と
は
単
に
医
療
機
関
の
所
有
形
態
そ
の
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
医
療
機
関
の
本
来
的
な
性
格
を
い
か
に
し
て
患
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
断
）

健
康
の
す
み
や
か
な
回
復
を
志
向
す
る
も
の
に
改
革
し
て
い
く
か
に
力
点
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

実
質
を
真
に
国
民
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
結
局
は
、
患
者
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
国
民
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邸
）

ひ
と
り
が
医
療
間
題
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
を
も
ち
、
医
療
制
度
の
改
革
の
担
い
手
と
な
る
よ
り
致
し
方
あ
る
ま
い
。
患
者
相
互
の
連

帯
、
患
者
と
医
師
と
の
連
帯
、
ひ
い
て
は
国
民
の
連
帯
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
容
易
に
は
実
現
さ
れ
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
断
）

い
。
病
気
そ
の
も
の
が
深
く
文
明
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
同
様
に
、
医
療
制
度
そ
の
も
の
も
ま
た
文
明
な
い
し
社
会
体
制
と
密
接
な
関
係

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
珊
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
河
内
一
男
『
社
会
政
策
』
（
各
論
）
有
斐
閣
、
昭
和
三
五
年
、
一
三
八
～
一
八
一
ぺ
ー
ジ
を
見
よ
。

（
m
）
　
健
康
保
険
の
企
業
の
福
利
施
設
的
機
能
な
い
し
性
格
に
つ
い
て
は
、
佐
口
卓
『
日
本
社
会
保
険
史
』
　
日
本
評
論
新
社
、
昭
和
三
二
年
、
一
二

　
八
～
一
四
三
ぺ
ー
ジ
・
近
藤
文
二
『
社
会
保
険
』
　
岩
波
書
店
、
昭
和
三
八
年
、
三
一
三
～
三
五
九
ぺ
ー
ジ
を
み
よ
。

（
麗
）
　
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
財
政
収
支
は
、
一
九
六
二
年
度
（
昭
和
三
七
年
度
）
に
逆
調
に
転
じ
、
そ
の
後
ま
す
ま
す
不
均
衡
の
度
合
い
を
強
め
、

　
一
九
六
六
年
度
（
昭
和
四
一
年
度
）
末
の
累
積
赤
字
は
約
九
七
八
億
円
に
達
し
た
。
「
こ
の
た
め
、
六
七
年
〔
昭
和
四
二
年
〕
八
月
、
保
険
料
率
の

　
引
上
げ
、
初
診
時
お
よ
ぴ
入
院
時
一
部
負
担
の
引
上
げ
、
投
薬
時
一
部
負
担
の
新
設
等
を
内
容
と
す
る
い
わ
ゆ
る
健
保
特
例
法
に
よ
り
、
臨
時
応
急

　
の
対
策
が
と
ら
れ
、
ま
た
、
六
九
年
〔
昭
和
四
四
年
〕
九
月
に
は
こ
の
特
例
法
の
内
容
（
投
薬
時
一
部
負
担
を
除
く
）
を
本
法
に
盛
り
込
ん
で
恒
久
的
措



置
と
す
る
法
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
単
年
度
赤
字
は
六
七
年
度
〔
昭
和
四
二
年
度
〕
五
八
億
円
、
六
八
年
度
〔
昭
和
四
三
年
度
〕
二
四
億

円
、
六
九
年
度
〔
昭
和
四
四
年
度
〕
五
六
億
円
と
減
少
し
た
が
、
い
ぜ
ん
と
し
て
収
支
の
均
衡
が
得
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
七
〇
年
度

〔
昭
和
四
五
年
度
〕
に
は
い
っ
て
、
医
療
費
の
増
高
が
著
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
単
年
度
で
四
六
七
億
円
の
赤
字
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
七

一
年
度
〔
昭
和
四
六
年
度
〕
末
に
お
け
る
単
年
度
赤
字
は
七
九
億
円
で
、
累
積
赤
字
は
、
一
、
九
八
○
億
円
」
と
な
っ
た
（
『
社
会
保
障
年
鑑
』
（
一

国 調　査　年 医　　　師 歯料医師駒袷あ

910

650

860

580

650

850

850

660

850

430

35β78

98，670

12，500

31，148

19100

6，130

2，398

3，133

78．753

111126

305p453

56p500

93ア537

97，400

58，300

　　9β40

　　9，304

14774

550．389

1968

1967

　〃

1968

1967

　〃

　〃

1968

1967

　π

本
カ
ス
ア
ツ
ス
ン
ス

　
リ
リ
リ
イ
ン
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
イ

　
メ
ギ
タ
ド
ラ
エ

日
ア
イ
イ
西
フ
ス
ス

医
療
保
険
制
度
と
社
会

オランタ

ソビエト

　
九
七
三
年
版
）
四
九
～
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
。
七
二
年
〔
昭
和
四
七
年
〕
二
月
に
医
療
費
が
改
訂
さ
れ
、

　
一
三
・
七
％
の
引
上
げ
が
行
な
わ
れ
た
が
、
新
聞
の
報
道
（
昭
和
四
八
年
八
月
二
三
日
付
け
『
朝

　
日
新
聞
』
）
に
よ
れ
ぱ
、
七
二
年
度
（
昭
和
四
七
年
度
）
の
収
支
決
算
の
結
果
、
単
年
度
赤
字
六

　
百
億
円
、
累
積
赤
字
二
、
七
〇
六
億
円
で
、
と
も
に
戦
後
最
大
の
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。
（
な
お
、

　
右
の
引
用
数
字
で
は
、
単
年
度
赤
字
と
累
積
赤
字
問
の
計
算
が
合
わ
な
い
が
、
一
応
そ
の
ま
ま
引

　
用
し
て
お
く
。
）

（
塒
）
　
医
師
の
数
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
は
上
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
総
理
府
統
計
局
（
編
）

　
『
国
際
統
計
要
覧
』
（
一
九
七
〇
年
）
大
蔵
省
印
刷
局
、
昭
和
四
六
年
、
　
一
九
七
～
一
九
八
ぺ
ー

　
ジ
）
。

　
　
な
お
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
末
に
お
け
る
日
本
の
医
師
数
は
一
一
万
八
、
九
九
〇
人

　
（
人
口
一
〇
万
対
一
一
四
・
七
人
）
で
あ
り
、
一
〇
年
前
に
比
べ
約
一
万
五
、
九
〇
〇
人
の
増
加

　
で
あ
り
（
『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
四
七
年
版
）
　
一
四
〇
ぺ
ー
ジ
）
、
二
年
前
の
一
九
六
八
年
に
比
ぺ

　
七
、
八
六
四
人
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

（
桝
）
　
東
京
都
在
住
の
北
村
元
仕
氏
（
臨
床
化
学
者
四
六
歳
）
が
昭
和
四
八
年
八
月
四
日
付
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
一
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二
四
二

『
朝
日
新
聞
』
の
「
声
」
の
欄
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
投
書
を
さ
れ
て
い
る
。
「
主
治
医
の
0
先
生
の
診
療
所
が
経
営
不
振
で
閉
鎖
す
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
。
町
工
場
や
バ
ラ
ソ
ク
の
建
て
こ
ん
だ
裏
町
の
小
さ
な
診
療
所
に
は
、
朝
か
ら
患
者
が
あ
ふ
れ
、
夜
に
な
っ
て
も
O
先
生
は
往
診
や
転
医
の

紹
介
に
と
ぴ
回
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
ん
な
に
忙
し
く
て
つ
ぶ
れ
る
は
ず
は
な
い
、
と
だ
れ
も
が
思
っ
て
い
る
。

　
「
0
先
生
は
よ
く
検
査
を
し
、
あ
ま
り
投
薬
を
せ
ず
、
患
者
を
ま
め
に
専
門
病
院
に
送
る
。
診
療
室
の
奥
に
は
小
病
院
顔
負
け
の
臨
床
検
査
室
が

あ
り
、
専
任
の
技
師
が
四
人
い
る
。
土
曜
の
午
後
、
診
療
所
を
訪
れ
た
私
は
、
ぞ
う
り
ば
き
の
子
供
を
診
察
し
て
い
る
A
教
授
を
見
つ
け
て
驚
い
た
。

生
理
学
検
査
デ
ー
タ
の
解
読
に
き
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。
事
務
室
を
区
切
っ
た
小
部
量
で
は
、
患
者
に
苦
痛
を
与
え
な
い
と
い
う
最
新
の
肺
換
気
能

検
査
を
、
そ
の
権
威
の
丁
大
学
の
K
先
生
が
検
査
技
師
と
二
人
、
患
者
に
つ
き
き
り
で
実
施
し
て
い
た
。

　
「
こ
の
検
査
は
、
ま
だ
研
究
段
階
で
料
金
が
認
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
一
時
間
余
の
検
査
が
す
む
と
、
患
者
は
五
十
円
の
再
診
料
だ
け
を
払
っ
て

帰
る
。
患
者
も
子
供
の
母
親
も
相
手
が
高
名
な
医
学
者
と
は
知
ら
な
い
。
結
核
専
門
医
か
ら
開
業
医
に
転
身
し
た
0
先
生
は
、
た
だ
現
在
の
医
学
の

水
準
を
町
の
忠
者
に
還
元
し
よ
う
と
｝
生
懸
命
な
の
で
あ
る
。

　
「
医
療
問
題
は
む
ず
か
し
く
て
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
な
ぜ
良
心
に
生
き
、
患
者
の
た
め
に
奉
仕
し
、
多
く
の
医
学
者
た
ち
の
友
情
に
支

え
ら
れ
て
い
る
裏
町
の
診
療
所
が
つ
ぶ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
。
だ
れ
に
訴
え
て
い
い
の
か
も
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
」

　
半
月
後
の
八
月
一
九
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
の
「
声
」
の
欄
の
中
の
「
投
書
を
追
っ
て
」
と
い
う
特
設
欄
で
は
、
右
の
投
書
を
と
り
あ
げ
、
投
書

者
の
北
村
氏
が
東
京
の
虎
の
門
病
院
臨
床
化
学
検
査
部
長
の
職
に
あ
る
人
で
あ
り
、
0
先
生
と
い
う
の
は
実
は
横
浜
市
の
下
町
に
あ
る
医
療
法
人
・

平
沼
診
療
所
理
事
長
大
沢
猛
彦
氏
（
五
二
歳
）
で
あ
っ
て
、
二
人
の
間
柄
は
二
十
数
年
来
の
付
き
合
い
で
あ
る
こ
と
、
大
沢
氏
は
元
結
核
予
防
会
の

勤
務
医
で
、
北
村
域
が
戦
後
間
な
く
東
京
清
瀬
の
病
院
に
入
院
し
た
際
の
手
術
担
当
医
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
沢
氏
は
そ
の
当
時
か
ら
患
者
の
信
頼
を

集
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
う
ま
く
病
院
勤
め
が
で
き
ず
、
横
浜
の
あ
る
病
院
に
勤
め
て
い
た
折
に
患
者
と
い
っ
し
ょ
に
や
っ
た
労
働
運

動
が
原
因
で
病
院
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
止
む
な
く
開
業
医
へ
転
向
し
た
こ
と
、
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
ほ
か
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い



る
。
「
診
療
所
は
横
浜
市
の
下
町
、
人
口
密
集
地
帯
に
あ
る
。
建
物
は
お
粗
末
だ
が
、
北
村
氏
の
投
書
に
あ
る
通
り
、
患
者
は
朝
か
ら
あ
ふ
れ
、
毎

日
百
人
は
下
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
他
の
開
業
医
と
違
っ
て
朝
か
ら
晩
ま
で
終
日
診
療
で
、
医
師
は
当
直
医
を
含
め
て
三
人
、
検
査
技
師
四
人
、
看

護
婦
五
人
、
そ
の
ほ
か
事
務
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
総
勢
十
数
人
、
小
病
院
な
み
の
陣
容
だ
。
…
…
万
事
、
患
者
本
位
で
運
営
し
て
い
る
が
、
最
新
の

肺
換
気
能
検
査
も
そ
の
一
つ
。
肺
へ
の
空
気
の
出
入
り
具
合
、
つ
ま
り
換
気
の
よ
い
と
こ
ろ
、
悪
い
と
こ
ろ
を
調
ぺ
る
開
発
途
上
の
電
子
機
器
だ
が
、

・
…
こ
の
検
査
は
ま
だ
健
保
で
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
二
の
た
め
、
診
察
な
ど
を
含
め
て
一
時
間
余
も
か
か
る
の
に
料
金
は
再
診
料
の
五
十
円
だ
け
。

…
：
と
こ
ろ
が
、
冷
た
い
の
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
。
昨
年
八
月
か
ら
同
診
療
所
は
過
剰
診
察
の
疑
い
を
も
た
れ
て
か
、
重
点
審
査
の
対

象
に
さ
れ
、
こ
の
一
年
間
に
約
百
万
円
も
削
ら
れ
た
と
い
う
。
」

　
診
療
報
酬
点
数
表
の
不
合
理
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
医
師
側
か
ら
の
発
言
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
「
一
、
咽
頭
に
ル
ゴ
ー
ル
を
塗
布
し
ま
す
と
、
再
診
料
の
合
計
一
二
〇
円
、
診
察
だ
け
な
ら
再
診
料
は
一
三
〇
円
、
す
な
わ
ち
、
薬
消
毒
、
ガ
ー

ぜ
な
ど
を
使
用
す
る
と
一
〇
円
減
。
二
、
電
気
治
療
、
マ
ソ
サ
ー
ジ
は
一
局
所
五
〇
円
、
再
診
料
を
入
れ
て
も
一
局
所
一
〇
〇
円
、
四
局
所
と
す
る

と
二
五
〇
円
。
三
、
尿
の
糖
た
ん
白
の
定
性
検
査
、
血
圧
は
計
っ
て
も
計
ら
な
く
て
も
増
減
な
し
。
た
と
え
ば
、
初
診
で
な
い
高
血
圧
の
患
者
が
尿

た
ん
白
糖
の
定
性
検
査
、
血
圧
検
査
な
し
、
薬
と
内
科
再
診
料
で
六
三
〇
円
と
す
る
。
次
回
に
家
族
が
薬
だ
け
同
量
を
も
ら
い
に
い
っ
て
も
再
診
料

つ
き
で
同
額
な
の
で
す
。
実
に
お
か
し
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
血
圧
や
尿
の
検
査
を
し
な
い
で
、
同
じ
値
段
な
ん
て
計
算
が
合
わ
な
い
で
は
な
い
か
。

こ
の
場
合
、
差
額
を
ど
う
す
ぺ
き
か
問
題
で
す
。
四
、
指
を
一
本
負
傷
し
て
も
、
三
本
で
も
同
じ
価
値
し
か
認
め
ま
せ
ん
。
五
、
電
話
で
治
療
上
の

意
見
を
求
め
ら
れ
た
ら
、
五
〇
円
請
求
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
健
保
連
委
員
の
か
た
が
た
、
従
来
の
わ
れ
わ
れ
に
関
係
の
な
い
感

情
論
、
メ
ン
ツ
を
捨
七
て
、
真
に
大
衆
の
た
め
の
制
度
づ
く
り
に
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。
」
（
昭
和
四
八
年
六
月
二
六
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」

の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
、
東
京
都
在
住
の
岸
敏
郎
氏
（
医
師
五
六
歳
）
で
あ
る
）
。

　
「
い
ま
私
が
病
気
に
な
っ
て
医
療
を
受
け
る
と
し
た
ら
、
医
師
に
こ
う
望
む
だ
ろ
う
。
病
気
を
な
お
す
こ
と
に
専
念
し
て
欲
し
い
。
な
お
ら
な
い

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
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四
四

病
気
な
ら
、
少
し
な
り
と
病
状
を
改
善
し
、
苦
痛
を
軽
く
す
る
こ
と
に
励
ん
で
欲
し
い
。
ゆ
め
私
の
病
気
を
利
用
し
て
も
う
け
よ
う
と
し
た
り
、
研

究
者
と
し
て
の
名
誉
の
た
め
に
私
を
利
用
し
た
り
し
な
い
で
欲
し
い
、
と
。
一
方
、
市
井
の
一
開
業
医
と
し
て
の
私
は
思
う
。
研
究
や
人
体
実
験
な

ど
、
だ
い
そ
れ
た
こ
と
は
ぬ
き
に
し
て
も
食
う
た
め
の
心
配
や
診
療
要
員
確
保
の
心
労
が
つ
き
ま
と
う
な
か
で
、
経
営
を
度
外
視
し
ろ
と
い
う
患
者

さ
ん
の
要
望
に
こ
た
え
て
ゆ
く
こ
と
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。
再
診
料
五
〇
円
、
時
間
外
加
算
三
〇
円
に
代
表
さ
れ
る
矛
盾
だ
ら
け
の
医
療
費
体
系

が
患
者
さ
ん
を
手
段
と
し
な
い
、
患
者
さ
ん
の
た
め
の
医
療
を
か
な
り
手
ひ
ど
く
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
よ
く
知
っ
て
も
ら

い
た
い
。
そ
し
て
、
医
療
費
は
厚
生
大
臣
す
ら
手
を
つ
け
ら
れ
ず
、
中
医
協
だ
け
が
こ
の
一
〇
年
間
医
療
費
を
決
定
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も

知
っ
て
欲
し
い
。
先
日
の
天
声
人
語
は
、
や
さ
し
く
相
談
に
の
っ
て
く
れ
る
町
の
お
医
者
さ
ん
の
た
め
な
ら
、
市
民
も
親
身
に
な
っ
て
真
剣
に
健
保

制
度
の
矛
盾
を
考
え
る
と
い
う
。
ぜ
ひ
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
市
民
に
資
料
を
提
供
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
か
た
た
ち
に
は
、
報
道
対

象
の
真
実
を
知
る
努
力
を
も
、
あ
わ
せ
て
怠
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
す
る
。
」
（
同
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書

者
は
、
日
立
市
在
住
の
大
塚
尚
氏
（
小
児
科
医
四
五
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
…
…
入
れ
歯
の
外
注
技
工
料
が
健
保
で
決
め
る
金
額
を
オ
ー
バ
ー
し
始
め
た
の
で
す
。
入
れ
歯
の
時
点
で
す
で
に
赤
字
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
以
後
の
適
合
と
い
う
む
ず
か
し
い
作
業
も
ほ
と
ん
ど
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。
諸
物
価
、
人
件
費
の
高
騰
の
折
か
ら
当
然
の
こ
と
で
、

い
ま
の
健
保
の
入
れ
歯
の
点
数
が
い
か
に
非
常
識
な
も
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
歯
科
医
と
て
従
業
員
に
普
通
な
み
の
給
料
を
払
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
か
に
仁
術
と
は
い
え
、
限
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
健
保
の
点
数
だ
け
で
入
れ
歯
を
す
れ
ば
、
倒
産
も
し
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
ば
か
げ
た
こ

と
が
今
時
あ
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
っ
た
く
不
思
議
な
保
険
制
度
で
す
。
」
（
昭
和
四
八
年
八
月
一
五
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の

投
書
。
投
書
者
は
、
茅
ケ
崎
市
在
住
の
高
橋
詔
光
氏
（
歯
科
医
三
八
歳
）
で
あ
る
。
こ
の
投
書
は
、
普
通
の
総
入
れ
歯
の
上
部
だ
け
で
患
者
の
自
己

負
担
が
一
万
円
に
も
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
割
り
切
れ
な
い
不
快
感
を
う
っ
た
え
た
患
者
側
の
投
書
（
昭
和
四
八
年
八
月
一
一
日
付
け
『
朝
日
新

聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
武
蔵
野
市
在
住
の
竹
村
一
郎
氏
（
無
職
六
六
歳
）
で
あ
る
。
）
に
関
連
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
）



　
　
「
…
…
〔
外
来
患
者
は
〕
感
冒
、
下
痢
と
い
っ
た
簡
単
な
病
気
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
母
親
の
神
経
質
さ
か
ら
く
る
心
因
的
な
病
気

　
の
子
ど
も
も
た
く
さ
ん
い
る
。
「
病
気
で
は
な
い
か
ら
薬
は
無
用
」
と
い
う
こ
と
を
納
得
し
て
も
ら
う
の
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
に
長
時
間

　
費
や
し
て
も
、
今
の
保
険
制
度
で
は
点
数
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
」
（
昭
和
四
八
年
三
月
一
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。

　
投
書
者
は
徳
山
市
の
河
村
実
雄
氏
（
勤
務
医
三
八
歳
）
で
あ
る
。
）

（
協
）
　
医
師
と
り
わ
け
開
業
医
の
収
入
（
所
得
の
実
態
）
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
く
、
診
療
報
酬
点
数
表
の
不
合
理
と
か
ら
ん
で
な
ぞ
に
包
ま
れ
て
い

　
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
浦
和
市
の
藤
岡
真
知
子
さ
ん
（
主
婦
三
四
歳
）
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
投
書
を
し
、
多
大
の
反
響
を
呼
ん

　
だ
。
「
医
療
費
と
健
保
制
度
の
矛
盾
を
こ
れ
ま
で
紙
面
で
解
説
さ
れ
て
い
る
諸
先
生
に
、
私
の
考
え
を
お
伝
え
し
ま
す
。
①
ご
説
明
の
よ
う
に
、
常

　
識
外
の
安
い
医
療
費
を
請
求
し
て
、
ど
う
し
て
大
部
分
の
医
者
が
医
療
用
員
を
雇
い
生
活
し
て
ゆ
け
る
の
か
。
②
銀
座
そ
の
他
璽
口
同
級
飲
食
店
に
出

　
入
り
で
き
る
の
は
社
用
族
の
ほ
か
に
は
、
医
者
か
弁
護
士
か
土
地
成
金
と
言
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
③
ご
説
明
の
通
り
、
医
療
体
系
が
そ
れ
ほ
ど
悪

　
い
状
態
の
中
で
、
な
お
か
つ
医
者
の
子
は
医
者
に
な
り
た
く
、
医
者
の
子
を
医
者
に
嫁
が
せ
た
い
の
は
な
ぜ
か
。

　
　
「
確
か
に
お
医
者
さ
ん
方
の
矛
盾
の
一
説
も
わ
か
り
ま
す
が
、
二
の
よ
う
な
矛
盾
を
、
お
医
者
さ
ん
方
か
ら
指
摘
、
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
健
保

　
制
度
の
矛
盾
を
解
決
で
き
な
い
し
、
私
ど
も
医
者
以
外
の
人
間
が
、
お
医
者
さ
ん
方
の
説
明
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
医
療
費
の
矛
盾
と

　
医
師
の
収
入
の
か
ら
く
り
を
医
師
の
方
か
ら
告
発
し
、
正
し
い
医
療
制
度
を
医
師
と
患
者
が
一
体
で
つ
く
り
あ
げ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
」
（
昭
和
四

　
八
年
六
月
二
九
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
）
。

　
　
こ
の
投
書
に
対
し
て
、
医
師
の
側
か
ら
の
答
え
が
間
も
な
く
寄
せ
ら
れ
た
。

　
　
「
先
月
二
十
九
日
付
、
保
険
医
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

　
　
①
現
在
の
よ
う
な
低
医
療
費
で
は
、
と
て
も
必
要
な
従
業
員
は
雇
え
ま
せ
ん
。
従
っ
て
医
師
の
過
重
労
働
と
家
族
の
協
力
で
や
り
く
り
し
て
い
ま

　
す
。
東
京
の
調
査
（
四
四
年
保
団
連
調
べ
）
で
は
、
一
日
の
実
診
療
時
間
八
i
十
時
間
三
七
・
八
％
、
十
－
十
二
時
間
一
六
．
六
％
、
一
二
時
間
以

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
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六

上
一
二
．
六
％
で
す
。
ま
た
二
年
後
の
同
調
ぺ
で
は
東
京
の
保
険
医
の
八
三
・
五
％
が
配
偶
者
の
協
力
を
得
、
四
〇
・
九
％
が
従
業
員
ゼ
ロ
で
す
。

こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
一
方
で
す
。

　
②
高
級
飲
食
店
の
客
に
医
者
が
多
い
と
の
ご
意
見
は
、
保
険
医
の
何
％
ぐ
ら
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
＋
分
な
資
料
に
よ
っ
て
い
っ
て
下
さ
い
。

③
最
近
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル
本
年
三
月
号
）
で
は
、
開
業
医
の
四
六
％
学
供
に
後
響
董
み
・
四
男
李
供
肇
・

九
％
が
｝
代
限
り
と
答
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
長
男
を
国
立
医
大
に
や
っ
て
い
ま
す
が
、
今
の
状
況
が
続
く
限
り
、
本
人
の
希
望
に
ま
か
せ
て
研
究
に
進
ま
せ
る
つ
も
り
で
す
。
ア
ン
ケ

ー
ト
の
答
え
も
「
一
代
限
り
」
で
し
た
。
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
五
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
川
崎
市
の
佐
久
間
正
人

氏
（
医
師
五
三
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
「
医
師
の
収
入
の
か
ら
く
り
を
知
り
た
い
」
（
先
月
二
九
日
付
）
に
一
言
。

　
官
公
立
病
院
が
軒
並
み
赤
字
な
の
に
対
し
、
開
業
医
が
同
じ
健
保
の
診
療
報
酬
で
収
入
を
多
く
す
る
の
は
、
官
公
立
病
院
の
日
曜
、
夜
間
休
診
の

八
時
間
動
務
よ
り
は
る
か
に
長
い
労
働
時
間
に
よ
る
．
ま
妻
出
の
籍
は
ま
ず
人
箋
、
患
者
数
と
看
護
婦
、
薬
剤
師
・
事
務
員
衰
唖
肇

係
な
ど
の
数
を
比
ぺ
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
｝
人
二
役
、
三
役
な
ど
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
。

二
＋
余
年
前
に
、
健
保
の
診
雑
酬
は
一
患
重
＋
人
と
し
て
公
務
員
並
み
の
所
得
で
は
じ
き
出
蕊
た
．
職
業
を
つ
い
で
ほ
し
い
と
い
う
親

の
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
弟
が
医
師
に
な
り
た
が
ら
ぬ
嘆
き
は
侍
医
入
沢
達
吉
博
士
の
嘆
き
で
も
あ
っ
た
。

現
在
の
医
療
が
地
域
の
人
の
健
康
維
持
や
増
進
旨
嵩
け
る
余
裕
塩
く
、
患
者
と
の
人
間
関
係
を
損
な
う
三
分
黎
と
・
医
療
従
薯
の
低

賃
金
と
過
酷
な
労
働
に
支
え
ら
れ
て
い
る
状
態
の
改
善
が
一
般
医
師
の
願
い
で
あ
る
．
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
吾
付
け
『
習
新
聞
』
「
声
」
の
欄

の
投
書
。
投
書
者
は
仙
台
市
の
高
世
幸
弘
氏
（
勤
務
医
五
五
歳
）
で
あ
る
。
）

川
崎
市
の
小
児
科
開
業
医
の
布
施
徳
郎
氏
の
揚
合
、
実
診
療
時
間
百
に
士
時
間
ぞ
（
こ
の
詳
細
に
3
て
は
注
（
糾
）
覧
よ
）
感
者



P

　
数
一
日
に
五
、
六
十
人
で
、
昭
和
四
八
年
五
月
分
の
健
保
収
入
は
約
百
万
円
。
支
出
は
、
薬
剤
費
（
健
保
収
入
の
約
四
〇
％
）
・
人
件
費
（
昼
夜
，
一

　
人
ず
つ
）
．
そ
の
他
の
経
費
お
よ
ぴ
税
金
。
純
利
益
は
年
収
三
百
万
円
程
度
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
純
益
を
あ
げ
る
に
は
布
施
氏
の
家
族
（
妻
・
娘
）

　
の
労
働
も
与
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
代
わ
り
に
さ
ら
に
他
人
を
雇
え
ば
人
件
費
は
そ
れ
だ
け
増
え
る
こ
と
に
な
り
、
布
施
氏
の
純
益
は
そ

　
の
分
だ
け
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
五
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
特
設
欄
「
投
書
を
追
っ
て
」
の
記
事
参
照
）
。

　
　
医
療
事
業
に
対
す
る
課
税
の
際
、
健
康
保
険
収
入
に
対
し
て
は
七
二
％
の
必
要
経
費
を
認
め
る
租
税
特
別
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の

　
経
費
が
約
五
〇
％
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
実
質
的
な
所
得
控
除
が
二
二
％
前
後
に
な
る
か
ら
、
開
業
医
が
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
と
い

　
う
見
解
も
あ
る
（
右
の
記
事
に
出
て
い
る
東
北
大
学
抗
酸
菌
研
究
所
の
高
世
幸
弘
医
師
の
見
解
参
照
）
。
な
お
、
「
昭
和
四
二
年
の
申
告
所
得
医
師
八

　
万
五
千
人
ほ
ど
の
う
ち
、
収
支
計
算
書
を
提
出
し
た
も
の
約
二
万
人
の
う
ち
か
ら
千
人
を
抽
出
し
、
」
大
蔵
省
が
調
ぺ
た
結
果
は
、
産
婦
人
科
五
九
・

　
六
％
、
外
科
五
七
．
一
％
、
内
科
五
一
・
○
％
、
歯
科
四
七
・
九
％
、
平
均
五
一
・
二
％
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
伊
東
光
晴
『
生
活
の
な

　
か
の
経
済
学
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
、
一
一
五
ぺ
ー
ジ
）
。

（
燭
）
　
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
（
紀
元
前
四
六
〇
～
三
七
七
年
）
は
、
多
く
の
医
学
史
家
か
ら
「
医
学
の
父
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
ま
た
医
療
の
倫

　
理
の
提
唱
者
で
も
あ
る
。
有
名
な
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
宣
誓
」
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
医
神
ア
ボ
・
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
、
ヒ
ギ
ェ
ア
、
パ
ナ
ケ
イ
ァ
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
男
神
女
神
の
前
に
誓
う
。
こ
の
誓
約
、
こ
の
義
務
を
、
わ
が

　
カ
、
わ
が
誠
を
以
て
服
膚
せ
ん
こ
と
を
。
わ
が
師
を
親
と
あ
が
め
、
禍
福
を
と
も
に
し
、
必
要
の
場
合
に
は
需
要
の
物
品
を
も
わ
か
つ
ぺ
し
。
そ
の

　
子
孫
を
視
る
こ
と
わ
が
兄
弟
の
如
く
し
、
医
術
を
学
ぱ
ん
と
望
む
も
の
に
は
、
無
報
酬
、
無
条
件
に
て
こ
れ
を
授
く
ぺ
し
。
わ
が
子
、
わ
が
師
の
子
、

　
及
ぴ
学
籍
に
登
録
せ
ら
れ
、
医
師
規
約
に
よ
り
て
宣
誓
し
た
る
人
々
は
、
学
課
、
講
演
、
そ
の
他
す
ぺ
て
の
教
習
に
あ
ず
か
ら
し
む
る
も
、
そ
れ
以

　
外
の
誰
人
に
も
許
さ
ざ
る
べ
し
。
わ
が
力
、
わ
が
誠
を
以
て
病
者
の
た
め
に
計
り
、
そ
の
危
害
を
禦
が
ん
こ
と
を
努
む
ぺ
し
。

　
　
何
人
に
請
わ
る
と
も
、
致
死
薬
を
与
え
ず
、
ま
た
か
か
る
指
導
を
せ
ず
、
婦
人
に
堕
胎
用
の
器
具
を
与
え
ざ
る
ぺ
し
。
純
潔
と
敬
慶
と
を
旨
と
し

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
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八

て
、
わ
が
生
を
送
り
、
わ
が
術
を
施
す
ぺ
し
。
決
し
て
み
ず
か
ら
載
石
術
を
行
う
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
業
務
と
す
る
人
に
委
ぬ
ぺ
し
。
い
ず
れ
の
家

に
入
る
に
も
一
に
病
者
の
安
寧
を
念
と
し
、
不
善
不
義
を
遠
ざ
け
、
こ
と
に
男
女
を
問
わ
ず
、
自
由
民
と
奴
隷
と
を
論
ぜ
ず
、
こ
れ
と
情
交
を
結
ぶ

如
き
こ
と
を
な
さ
ざ
る
ぺ
し
。
業
務
上
よ
り
見
聞
し
、
ま
た
は
人
の
私
生
活
に
関
し
て
知
り
得
た
る
秘
密
は
、
厳
守
し
て
口
外
せ
ざ
る
ぺ
し
。

　
わ
れ
静
く
こ
の
誓
い
を
守
り
て
罐
る
こ
と
な
か
ら
ん
に
は
、
ね
が
わ
く
は
わ
が
生
に
わ
が
街
に
幸
多
か
ら
し
め
、
永
く
世
人
の
尊
敬
を
受
け
し
め

給
わ
ん
こ
と
を
。
も
し
こ
れ
を
破
ら
ば
、
わ
れ
に
処
す
る
に
そ
の
逆
を
以
て
し
給
う
ぺ
し
」
（
今
裕
訳
）

　
な
お
、
新
し
く
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
宣
誓
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
右
の
原
文
の
う
ち
、
「
わ
が
師
…
…
そ
れ
以
外
の
誰
人
に
も
許
さ
ざ
る
ぺ

し
」
と
い
う
部
分
と
、
「
不
義
不
善
を
遠
ざ
け
…
・
情
交
を
結
ぶ
如
き
こ
と
を
な
さ
ざ
る
べ
し
」
の
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
よ

し
。
ま
た
、
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
宣
誓
」
は
医
師
結
社
の
入
門
宣
誓
で
あ
り
、
別
に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
ヒ
ポ
ク

ラ
テ
ス
よ
り
後
に
つ
く
ら
れ
て
、
彼
の
名
を
冠
せ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
中
川
米
造
『
医
学
を
み
る
眼
』
日
本
放
送
出

版
協
会
、
昭
和
四
六
年
、
五
〇
～
五
六
ぺ
ー
ジ
参
照
。
）

　
な
だ
　
い
な
だ
氏
は
、
医
者
の
モ
ラ
ル
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
医
者
も
他
の
人
た
ち
と
同
じ
に
、
金
銭
欲
も
名
誉
欲
も

あ
る
人
間
だ
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
た
ま
た
ま
医
者
に
な
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
医
療
の
し
く
み
に
は
、
名
誉
と
金
銭
が
つ
い
て
ま
わ
る
よ
う
に
で

き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
病
院
で
医
者
を
し
て
い
る
と
、
長
の
字
が
つ
け
ぱ
尊
敬
さ
れ
、
同
時
に
収
入
も
ふ
え
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
医
者
に
対
し

て
「
平
凡
な
モ
ラ
ル
を
持
つ
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
と
要
求
さ
れ
て
は
、
〔
医
療
問
題
の
〕
解
決
は
あ
り
え
な
い
。
平
凡
な
人
間
の
反
応
を
前
提
と

す
る
こ
と
が
、
〔
医
療
問
題
の
〕
解
決
の
第
一
歩
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
臨
床
の
医
者
の
揚
合
に
つ
い
て
い
え
ぱ
、
「
そ
の
専
門
職
制
度
の
な
か

で
、
名
誉
欲
と
金
銭
欲
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
い
い
と
思
う
。
管
理
職
と
は
切
り
離
し
、
院
長
は
事
務
家
に
ま
か
し
、
院
長
よ
り
も

給
料
の
高
い
平
の
医
者
が
診
療
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
（
な
だ
　
い
な
だ
『
お
医
者
さ
ん
1
医
者
と
医
療
の
あ

い
だ
ー
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
五
年
、
六
〇
～
六
ニ
ペ
ー
ジ
。



　
医
事
評
論
家
・
大
渡
順
二
氏
は
「
医
者
は
や
は
り
医
療
で
財
産
を
つ
く
る
と
い
う
考
え
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
（
昭
和
四
八
年
七
月

一
五
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
特
設
欄
「
投
書
を
追
っ
て
」
）
、
都
留
重
人
教
授
は
「
医
療
の
供
給
者
で
あ
る
医
師
は
、
そ
の
需
要
者
で

あ
る
患
者
の
信
頼
の
上
に
立
っ
て
こ
そ
、
自
ら
の
任
務
を
ま
っ
と
う
で
き
る
。
こ
の
特
徴
的
な
事
実
を
私
た
ち
は
尊
重
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ

う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
恣
意
性
や
私
益
意
識
の
入
り
こ
む
余
地
の
な
い
判
断
領
域
を
拡
げ
て
、
そ
れ
を
客
観
的
な
与
件
と
し
て
扱
う
こ
と

に
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
供
給
者
じ
し
ん
が
も
っ
と
積
極
的
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
私
は
望
み
た
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
都
留
重
人
「
健
康
と
社

会
」
、
昭
和
四
八
年
三
月
二
二
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
（
夕
刊
）
の
文
化
欄
所
収
）
。

　
昭
和
四
八
年
六
月
一
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
の
「
0
3
㎜
0
0
2
3
」
の
欄
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
の
っ
て
い
る
。

　
「
「
い
い
家
庭
医
に
恵
ま
れ
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
幸
せ
な
こ
と
か
」
と
東
京
都
千
代
田
区
の
主
婦
（
二
七
）
か
ら
。

　
六
十
代
の
内
科
・
小
児
科
の
老
先
生
で
す
。
子
ど
も
が
水
ほ
う
そ
う
に
か
か
っ
た
か
と
思
っ
て
連
れ
て
い
く
と
、
「
こ
れ
は
蚊
に
で
も
さ
さ
れ
た

ん
だ
な
。
な
ん
で
も
な
い
か
ら
お
金
は
い
ら
な
い
」
。
高
い
薬
を
使
う
と
き
は
、
前
も
っ
て
こ
と
わ
っ
て
く
だ
さ
る
。
、
こ
自
分
の
守
備
範
囲
外
と
判

断
さ
れ
る
と
、
専
門
の
お
医
者
さ
ん
や
総
合
病
院
の
医
長
さ
ん
を
さ
っ
と
紹
介
し
て
く
だ
さ
る
。
子
ど
も
の
急
病
に
つ
い
て
電
話
で
相
談
し
、
診
療

代
を
と
い
っ
て
も
、
「
い
や
、
い
ら
な
い
」
。
こ
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
限
り
、
親
子
五
人
安
心
し
き
っ
て
い
ら
れ
ま
す
。
お
医
者
さ
ん
に
も
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
や
権
利
が
あ
る
し
、
制
度
の
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
ぜ
ん
ぶ
の
お
医
者
さ
ん
に
こ
ん
な
ゆ
う
ゆ
う
と
し
た
お
仕
事
を
求
め
て
も
ム
リ
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
「
と
に
か
く
、
う
ち
は
と
て
も
幸
せ
な
ん
で
す
。
」
」

　
羽
曳
野
市
の
竹
田
津
永
昌
氏
（
医
師
四
六
歳
）
は
、
次
の
よ
う
に
発
言
さ
れ
て
い
る
。

　
「
最
近
、
医
師
不
信
の
声
を
聞
く
た
ぴ
に
、
外
科
医
で
あ
る
私
は
市
中
の
第
一
線
病
院
で
毎
日
多
数
の
患
者
を
良
心
的
に
診
療
し
て
い
る
医
師
が

た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
二
と
を
、
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
。
外
科
医
で
あ
っ
て
も
、
か
ぜ
ひ
き
や
、
乳
幼
児
の
ひ
き
つ

け
を
診
察
し
た
り
、
老
人
の
病
気
に
も
当
た
り
、
自
分
の
病
院
で
治
療
し
に
く
い
と
判
断
し
た
揚
合
は
総
合
病
院
な
ど
に
紹
介
し
て
治
療
し
て
も
ら

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
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〇

う
よ
う
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
紹
介
し
た
病
院
が
満
床
そ
の
他
の
面
で
思
う
よ
う
に
ゆ
か
な
い
揚
合
に
は
「
医
は
仁
術
」
と
い
っ
た
も
の
か
ら

へ
だ
た
る
よ
う
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
在
の
医
療
制
度
ぱ
か
り
で
な
く
、
わ
が
国
の
政
治
の
あ
り
方
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
く
る
。

　
ま
た
、
深
夜
泥
酔
し
て
車
に
は
ね
ら
れ
、
治
療
の
む
づ
か
し
い
部
位
の
骨
折
を
お
こ
し
た
も
の
に
現
在
の
医
学
レ
ベ
ル
と
し
て
は
満
足
す
ぺ
き
手

術
成
績
に
終
わ
っ
た
場
合
に
一
言
ふ
れ
て
み
る
。
そ
れ
は
、
強
制
〔
自
動
車
損
害
〕
賠
償
責
任
保
険
の
治
療
費
の
ワ
ク
を
越
え
た
後
は
医
療
保
護
を

受
け
、
後
遺
症
認
定
に
よ
る
金
を
も
ら
い
加
害
者
か
ら
も
金
を
と
る
、
さ
ら
に
不
当
と
思
わ
れ
る
医
師
告
訴
ま
で
し
て
金
を
欲
し
が
る
こ
と
で
あ
る
。

被
害
者
の
要
求
も
分
か
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
余
り
に
も
心
外
な
も
の
で
あ
れ
ば
第
一
線
外
科
治
療
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
医
師
の
良

心
と
同
様
に
患
者
の
良
識
も
あ
っ
て
治
療
は
よ
り
よ
く
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
」
（
昭
和
四
八
年
九
月
一
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の

投
書
）

　
浦
和
市
の
藤
岡
真
知
子
さ
ん
（
主
婦
三
四
歳
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
7
：
私
の
友
人
の
子
供
が
へ
ん
と
う
せ
ん
で
某
私
立
医
大
に
入
院
、
手
術
を
受
け
ま
し
た
。
無
事
手
術
を
終
っ
て
、
主
治
医
と
看
護
婦
さ
ん
に

謝
礼
を
渡
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
主
治
医
は
「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
」
と
直
ぐ
ボ
ケ
ッ
ト
ヘ
、
看
護
婦
さ
ん
は
「
い
た
だ
か
な
い
規
則
に
な
っ
て
お

り
ま
す
か
ら
」
と
、
ど
う
し
て
も
受
取
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
翌
目
か
ら
医
師
の
態
度
は
す
っ
か
り
変
り
、
親
切
、
て
い
ね
い
で
、
言
葉
づ

か
い
ま
で
変
っ
た
が
、
看
護
婦
さ
ん
は
い
つ
も
と
同
じ
、
忙
し
く
立
働
い
て
い
た
と
か
。
入
学
時
に
法
外
な
金
を
必
要
と
し
な
い
看
護
婦
さ
ん
は
、

金
品
に
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
責
任
と
義
務
を
果
た
し
、
一
方
、
普
通
の
人
に
は
一
生
か
か
っ
て
も
蓄
え
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
金
額
の
寄

付
を
、
授
業
料
の
ほ
か
に
払
っ
た
人
間
と
の
、
あ
さ
ま
し
い
違
い
を
感
じ
ま
す
。
私
立
医
大
が
立
派
な
人
間
を
求
め
て
入
学
合
格
者
選
考
を
せ
ず
、

寄
付
金
に
よ
っ
て
決
め
て
い
る
限
り
、
私
は
私
立
医
大
の
学
生
に
も
、
出
身
者
に
も
、
一
種
の
疑
間
と
不
信
感
を
持
っ
て
接
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
」

（
昭
和
四
八
年
四
月
二
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
）



　
水
野
肇
氏
は
、
「
心
臓
移
植
、
千
葉
大
の
採
血
ミ
ス
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
裁
判
、
森
永
中
毒
事
件
、
食
品
公
害
、
阪
大
不
正
入
試
と
い
っ
た
続
発
す

る
医
療
問
題
」
と
の
関
連
に
お
け
る
医
師
の
倫
理
に
か
ん
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
最
近
、
医
学
部
の
教
授
に
次
の
よ
う
な
点
を

指
摘
す
る
人
が
多
い
。
「
医
学
部
に
は
い
っ
て
く
る
学
生
の
な
か
で
、
こ
れ
が
医
師
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
の
が
約
一
割
程
度
い
る
。

決
し
て
、
成
績
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
成
績
は
優
秀
な
の
だ
が
、
人
間
的
に
医
師
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
」
こ

の
問
題
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
学
生
が
、
ど
の
段
階
で
も
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ず
に
く
る
と
い
う
教
育
制
度
に
も
問
題
が
あ
る

が
、
医
師
の
倫
理
を
考
え
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
深
刻
に
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
、
必
ず
、
い
ま

の
大
学
医
学
部
に
倫
理
学
や
医
学
概
論
の
講
座
が
な
い
か
ら
だ
と
い
う
人
が
多
い
。
し
か
し
、
医
学
部
に
、
そ
う
い
う
講
座
を
お
い
た
り
、
本
を
読

め
ぱ
問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
ひ
と
つ
は
す
べ
て
の
医
師
が
自
ら
考
え
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、
教
育
（
医
学
教
育
だ
け
で
は
な
い
）
を
根
本
的
に
考
え
な
お
す
こ
と
だ
と
思
う
。
…
…
〔
医
師
の

中
に
は
〕
医
療
技
術
に
は
習
熟
し
て
い
て
も
、
も
の
を
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
勉
強
や
発
想
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
人
が
多
い
。
－

…
医
師
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
っ
て
文
明
論
が
わ
か
る
だ
け
の
素
養
が
必
要
だ
と
思
う
。
も
っ
と
も
必
要
と
思
う
の
は
、
人
間
を
医
学
、
生
物
学
か
ら

み
る
側
面
と
、
一
般
の
社
会
科
学
か
ら
み
る
側
面
と
の
融
合
で
あ
る
。
…
：
科
学
の
応
用
と
し
て
発
達
し
た
科
学
技
術
が
、
世
界
中
に
公
害
と
い
う

名
の
副
作
用
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
。
人
類
は
滅
亡
の
危
機
を
感
じ
始
め
て
い
る
。
こ
の
点
を
医
師
が
考
え
な
い
限
り
、
医
学
は
形
の
う
え
で
は
進

歩
し
て
も
人
問
を
疎
外
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
（
水
野
肇
『
医
療
不
信
時
代
』
社
会
保
険
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
一
八
ヒ
ニ
○
ぺ
ー
ジ
）

　
高
橋
胱
正
氏
は
、
グ
・
ン
サ
ン
問
題
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
（
イ
ソ
ミ
ン
）
に
よ
る
胎
児
の
四
肢
傷
害
問
題
、
森
永
砒
素
ミ
ル
ク
事
件
、
黄
変
米
に
よ

る
肝
硬
変
、
カ
ネ
ミ
米
ヌ
カ
油
症
、
水
俣
病
お
よ
ぴ
札
幌
医
大
和
田
教
授
に
よ
る
心
臓
切
り
取
り
移
植
事
件
な
ど
医
療
事
故
を
分
析
し
て
次
の
よ
う

に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
科
学
者
〔
医
学
者
〕
は
、
第
一
に
論
理
的
水
準
の
低
さ
の
な
か
で
の
直
観
主
義
、
権
威
主
義
の
も
と
で
自
由
裁
量
性
に
よ
っ

て
、
ま
た
第
二
に
は
研
究
費
不
足
と
い
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
っ
て
資
本
の
利
潤
な
ら
ぴ
に
権
力
の
人
民
抑
圧
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
そ
の
技
術

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
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五
二

を
提
供
し
、
ま
た
沈
黙
に
よ
っ
て
、
資
本
や
権
力
の
社
会
的
犯
罪
行
為
に
対
し
て
共
犯
者
と
な
り
、
第
三
に
は
自
ら
の
学
間
的
栄
誉
を
求
め
て
反
人

民
的
な
行
為
を
お
こ
な
い
、
社
会
問
題
化
す
る
に
及
ん
で
は
権
力
の
庇
護
の
も
と
に
罪
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
高
橋
胱
正
『
医
者
に
か
か
る

ま
え
に
』
亜
紀
書
房
、
一
九
七
二
年
、
九
七
ぺ
ー
ジ
。
）

　
川
上
武
氏
は
、
第
一
八
回
日
本
医
学
総
会
（
一
九
七
一
年
四
月
、
東
京
に
お
い
て
開
催
）
に
お
い
て
、
医
学
の
進
歩
と
医
の
倫
理
が
テ
ー
マ
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
「
医
の
倫
理
」
の
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
－
・
．
－
医
学
総
会
の
運
営
を
担
う
医
学
界
の
権
力
者
た
ち
の
〈
医
の
倫
理
〉
の
理
解
の
う
ち
に
は
、
倫
理
の
も
つ
本
来
的
意
義
を
風
化
さ
せ
倭
小

化
さ
せ
る
一
面
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
倫
理
を
、
医
療
行
為
に
お
け
る
医
師
と
患
者
、
医
師
と
医
師
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
規

範
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
形
式
的
に
把
握
し
、
そ
の
内
面
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
自
分
た
ち
の
仕
事
を
美
化
す
る
た
め

の
も
の
と
い
う
見
方
さ
え
生
れ
て
く
る
。
ま
た
、
現
実
の
医
療
の
混
乱
が
、
医
療
制
度
、
医
療
保
障
、
製
薬
業
界
の
あ
り
方
、
研
究
機
構
、
医
学
教

育
の
矛
盾
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
糊
塗
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
医
の
倫
理
〉
が
必
要
以
上
に
強

調
さ
れ
よ
う
と
す
る
ふ
し
が
見
ら
れ
る
。

　
医
学
界
は
旧
来
の
医
師
の
立
揚
か
ら
一
方
的
に
扱
っ
て
ま
た
医
の
倫
理
を
、
い
ま
こ
そ
患
者
・
市
民
の
立
揚
に
た
っ
て
再
検
討
す
ぺ
き
時
で
は
な

い
か
。
た
と
え
ば
、
診
療
行
為
を
通
し
て
知
っ
た
患
者
の
秘
密
を
他
人
に
も
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
〈
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
〉
以
来
の
規
範

に
し
て
も
、
こ
れ
を
形
式
的
に
守
る
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
限
り
、
現
在
の
新
し
い
事
態
に
即
応
で
き
な
い
。
公
害
病
が
医
学
お
よ
ぴ
社
会
の
重
大

問
題
と
な
り
、
そ
の
原
因
究
明
を
阻
害
し
て
い
る
最
大
の
障
害
が
企
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
医
師
の
沈
黙
が
か
え
っ
て
患
者
の
不
利
益

を
ま
ね
く
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ
に
類
似
し
た
こ
と
は
、
職
業
病
・
労
働
災
害
の
認
定
問
題
の
際
に
も
見
ら
れ
る
。
医
師
の
沈
黙
が
は

っ
き
り
患
者
の
人
権
擁
護
と
結
ぴ
つ
か
な
い
限
り
、
医
師
の
自
己
満
足
に
終
っ
て
し
ま
い
、
企
業
を
利
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
。
：
…
と
こ

ろ
が
、
医
師
は
人
間
の
生
命
を
あ
つ
か
う
職
分
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
に
安
住
し
て
い
る
た
め
に
、
人
権
意
識
が
稀
薄
に
な
ら
ざ
る
を
え
な



　
い
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
が
〈
医
の
倫
理
〉
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
社
会
に
対
す
る
ポ
ー
ズ
に
終
わ
ら
せ
ま
い
と
す
る
な
ら

　
ぱ
、
ま
ず
医
師
の
特
権
と
権
利
と
の
分
離
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
成
功
し
た
時
に
、
医
師
と
患
者
・
市

　
民
と
の
連
帯
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
い
ま
マ
ス
コ
ミ
で
騒
が
れ
て
い
る
医
師
不
信
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
は
っ
き
り
し
な
い
か
ぎ
り
、
実
り

　
あ
る
解
決
は
う
ま
れ
な
い
。
医
師
が
こ
の
境
地
に
達
し
た
時
に
の
み
、
〈
医
の
倫
理
〉
に
つ
い
て
自
信
を
も
っ
て
発
言
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。
」

　
（
川
上
武
『
現
代
の
医
療
問
題
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
二
二
五
～
二
二
六
ぺ
ー
ジ
。
）

（
柳
）
　
私
立
医
大
の
入
学
寄
付
金
が
千
万
円
台
に
も
な
っ
て
い
る
。
東
京
都
の
宮
本
旅
人
氏
（
作
家
六
六
歳
）
は
、
。
こ
自
分
の
経
験
し
た
事
例
を
も
と

　
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
発
言
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
私
の
四
男
は
今
春
、
都
内
の
私
立
」
医
大
の
学
科
試
験
に
合
橋
、
そ
の
中
か
ら
八
十
人
が
選
抜
さ
れ
る
と
い
う
面
接
試
験
も
何
と
か
通
り
、
最

　
後
の
父
兄
面
接
の
際
、
大
学
側
か
ら
“
前
も
っ
て
告
示
し
て
あ
っ
た
任
意
に
よ
る
寄
付
金
”
の
相
談
が
切
出
さ
れ
た
。
「
自
由
意
思
」
と
い
わ
れ
て

　
も
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
「
他
の
人
の
例
を
示
し
て
下
さ
い
」
と
申
入
れ
た
と
こ
ろ
、
大
体
一
干
万
円
、
多
い
人
は
二
干
万
円
の
例
も
あ
る
と
の
返

　
事
に
ぴ
っ
く
り
。
そ
れ
で
も
、
せ
っ
か
く
、
学
科
ま
で
合
格
し
た
子
供
を
見
殺
し
に
は
で
き
ず
、
大
英
断
を
も
っ
て
一
千
万
円
を
申
込
み
、
そ
の
日

　
か
ら
金
策
に
四
苦
三
十
六
苦
。
ま
ず
、
長
年
小
さ
な
取
引
を
し
て
い
る
信
用
金
庫
か
ら
五
百
万
円
、
不
足
分
は
不
動
産
売
却
と
い
う
こ
と
で
何
と
か

　
見
通
し
が
つ
き
、
こ
れ
で
合
格
疑
い
な
し
と
確
信
、
さ
て
十
日
後
の
正
式
発
表
を
見
に
行
け
ば
、
何
と
不
合
格
。
一
千
万
円
を
上
回
る
寄
付
が
八
十

　
人
以
上
あ
っ
た
と
考
え
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
さ
ん
ざ
ん
金
策
の
苦
労
を
さ
せ
て
、
ア
ト
は
ポ
イ
と
は
ひ
ど
過
ぎ
る
。
私
は
世
の

　
多
く
の
父
母
と
と
も
に
、
私
立
医
大
の
あ
り
方
を
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
」
（
昭
和
四
八
年
四
月
二
三
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の

　
投
書
。
）

　
　
他
方
、
当
該
医
大
の
方
で
は
、
寄
付
金
の
額
は
合
否
決
定
の
委
員
会
に
は
知
ら
さ
れ
て
な
く
、
試
験
成
績
と
内
申
書
・
小
学
校
以
来
の
通
信
簿
・

　
人
格
な
ど
で
決
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
が
、
入
学
者
八
二
人
か
ら
の
寄
付
金
の
総
額
は
七
億
円
台
で
、
一
千
万
円
前
後
が
多
く
、
少
な
い

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
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四

　
人
は
三
百
万
円
、
多
い
人
は
二
千
万
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
当
該
医
大
で
は
、
学
生
一
人
に
年
間
三
百
万
円
、
六
年
で
千
八
百
万
円
か
か
る
の

　
に
対
し
て
授
業
料
は
年
間
二
十
万
円
で
し
か
な
く
、
文
部
省
か
ら
の
助
成
金
を
四
億
三
千
万
円
も
ら
っ
て
い
る
が
、
大
学
経
費
の
一
〇
％
以
下
で
し

　
か
な
い
と
い
う
。
な
お
ま
た
全
国
十
八
の
私
立
大
医
学
部
経
費
の
三
〇
％
が
寄
付
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
順
天
堂
大
学
の
揚
合
、
医
学
部
の
学
生
の
六
〇
％
が
医
師
（
殆
ん
ど
が
開
業
医
）
の
子
弟
で
あ
り
、
給
与
生
活
者
し
た
が
っ
て
ま
た
勤
務
医
の
子

　
弟
が
入
学
す
る
の
は
寄
付
金
の
関
係
で
ま
ず
無
理
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
昭
和
四
八
年
四
月
二
九
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
参
照
）
。

（
欝
）
　
医
師
の
教
を
増
や
す
と
い
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
い
か
な
る
方
向
づ
け
に
お
い
て
行
な
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
医
師
お
よ
ぴ

　
国
民
一
般
の
見
解
を
新
聞
の
投
書
の
中
か
ら
求
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
…
…
医
療
の
最
終
目
的
は
疾
病
の
予
防
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
高
度
の
教
育
を
受
け
た
「
名
医
」
が
わ
ず
か
ば
か
り
い
て
も
効
果
を
期
待
で

　
き
ず
、
並
み
の
教
育
を
受
け
た
「
凡
医
」
の
絶
対
数
を
増
や
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
実
例
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
文
革
下
の

　
中
国
で
は
、
欧
米
と
は
逆
に
、
医
学
校
で
の
教
育
期
間
を
短
縮
し
て
農
村
に
下
放
し
て
実
地
診
療
さ
せ
、
素
人
を
教
育
し
て
“
は
だ
し
の
医
者
”
を

　
大
量
養
成
し
た
。
彼
ら
の
学
力
が
欧
米
の
医
師
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
上
海
市
の
乳
幼
児
の
死
亡
率
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
八
分
の

　
一
に
減
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
医
師
不
足
に
悩
む
地
方
病
院
、
無
医
地
区
の
住
民
の
苦
し
み
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
」
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
七
日
付

　
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
会
津
若
松
市
の
穴
沢
味
光
氏
（
病
院
長
三
七
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
「
…
…
日
本
の
医
療
制
度
は
再
生
産
を
考
慮
し
な
い
原
始
農
業
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
山
林
を
焼
払
っ
て
収
穫
を
得
、
地
味
が
衰
え
れ
ば
他
の

　
場
所
を
求
め
る
。
ク
ワ
や
ス
キ
に
よ
る
汗
も
流
さ
ず
、
肥
料
を
与
え
る
知
恵
も
な
い
。
肥
料
を
与
え
る
こ
と
が
ム
ダ
に
近
い
と
す
れ
ば
、
か
か
る
医

　
療
従
事
者
を
育
成
し
た
国
の
責
任
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
大
内
科
教
室
の
年
間
研
究
費
が
四
百
万
円
を
越
え
て
い
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
で

　
将
来
豊
か
な
実
り
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
優
先
の
思
想
の
発
展
と
と
も
に
、
現
代
医
療
が
古
い
衣
を
脱
ぎ
捨
て
る
時
で
あ
ろ
う
。

　
「
生
命
」
を
経
済
的
手
法
に
よ
っ
て
評
価
で
き
る
前
提
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
世
界
観
、
人
生
観
の
上
に
成
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
建
物
、



設
備
、
薬
剤
の
問
題
な
ら
ば
別
だ
が
、
医
療
を
担
う
人
間
そ
の
も
の
の
育
成
に
つ
い
て
現
在
の
経
済
的
手
法
で
満
た
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
：

…
」
（
昭
和
四
八
年
四
月
六
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の
横
山
厳
氏
（
医
師
四
七
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
医
・
歯
科
の
国
家
試
験
の
合
格
率
が
九
〇
％
を
割
っ
た
ゆ
文
部
省
は
「
試
験
が
厳
し
す
ぎ
た
た
め
で
は
な
い
か
」
と
い
う
が
、
人
間
の
生
命
を

あ
ず
か
る
は
ず
の
医
者
が
た
や
す
い
試
験
に
バ
ス
し
て
ゆ
く
と
し
た
ら
、
医
療
の
前
途
に
寒
気
の
す
る
思
い
が
す
る
。
ど
だ
い
教
育
行
政
自
体
が
無

策
の
た
め
、
金
満
家
入
学
を
招
き
質
が
低
下
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ん
で
い
る
。
い
か
に
頭
が
優
秀
で
も
金
が
な
け
れ
ば
入
学
で
き
な
い
よ
う
な
教

育
行
政
欠
陥
の
罪
で
あ
る
。

　
私
大
系
の
定
員
増
と
高
額
入
学
を
暗
に
ほ
の
め
か
し
、
こ
の
不
合
格
率
の
罪
を
の
が
れ
よ
う
と
ず
る
文
部
省
は
卑
劣
で
あ
る
。
今
後
は
国
・
公
立

系
の
学
生
を
ふ
や
す
方
針
と
い
う
が
、
こ
の
考
え
方
も
ま
た
偏
見
で
あ
る
。
国
立
よ
り
も
優
秀
な
私
立
も
あ
る
は
ず
だ
。
要
は
い
か
に
貧
し
く
と
も

成
績
優
秀
で
あ
れ
ば
希
望
の
学
校
に
入
学
で
き
る
よ
う
な
施
策
を
一
刻
も
早
く
打
出
し
実
施
す
る
こ
と
だ
。
私
立
校
の
高
額
寄
付
に
は
ほ
お
か
む
り

し
、
国
・
公
立
に
の
み
カ
を
い
れ
る
よ
う
で
は
日
本
の
医
療
は
前
途
寒
心
に
耐
え
な
い
。
」
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」

の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
福
岡
県
の
光
永
公
英
氏
（
無
職
六
八
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
…
…
私
立
の
医
歯
科
大
は
一
部
の
裕
福
な
家
庭
の
子
弟
を
対
象
と
し
て
お
り
、
多
額
な
寄
付
金
を
出
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
進
学

で
き
な
い
と
い
う
現
実
。
で
も
、
こ
れ
も
医
者
に
な
っ
た
暁
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
も
数
年
で
取
り
戻
せ
る
か
ら
平
気
と
い
う
う
わ
さ
も
聞

き
ま
す
。
こ
れ
も
健
保
の
水
増
し
請
求
、
多
額
の
脱
税
な
ど
の
金
が
、
こ
れ
ら
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
腹
が
立
ち
ま
す
。

　
自
由
主
義
国
日
本
と
い
え
ど
も
、
医
師
の
養
成
、
雁
療
に
関
し
て
は
「
国
民
の
健
康
を
守
る
」
と
い
う
大
前
提
は
政
治
、
行
政
の
力
で
守
っ
て
も

ら
い
た
い
。
金
力
で
医
者
に
な
っ
た
よ
う
な
者
に
は
自
分
た
ち
の
体
を
安
心
し
て
託
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
現
在
の
よ
う
な
野
放
し

に
せ
ず
、
き
ぴ
し
い
規
制
、
あ
る
い
は
医
歯
科
大
学
の
国
立
化
を
は
か
っ
て
も
ら
い
た
い
。

　
「
生
命
を
大
切
に
す
る
」
よ
う
な
社
会
主
義
に
目
ざ
め
た
立
派
な
医
者
、
こ
う
い
う
人
た
ち
に
医
療
は
託
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
全
国
に
は
金
が

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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な
く
と
も
優
秀
な
人
材
は
い
く
ら
で
も
い
ま
す
。
利
益
の
追
求
だ
け
を
考
え
る
よ
う
な
医
者
は
も
う
た
く
さ
ん
で
す
。
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
五
日

　
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の
平
嶋
玲
子
さ
ん
（
主
婦
三
五
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
「
…
…
医
者
は
社
会
的
指
導
層
と
し
て
世
の
中
の
尊
敬
を
受
け
、
さ
ら
に
税
制
上
な
ど
で
特
権
的
優
遇
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
世
の
信
用

　
が
高
い
は
ず
の
病
院
や
医
院
で
、
診
療
、
看
護
上
の
し
ス
が
最
近
は
多
く
報
道
さ
れ
る
。
さ
ら
に
不
愉
快
な
の
は
こ
れ
ら
の
事
柄
の
後
始
末
が
多
く

　
の
医
学
界
の
権
威
や
同
業
意
識
に
よ
っ
て
、
患
者
に
対
し
て
は
冷
た
い
責
任
逃
れ
の
態
度
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
話
も
多
い
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、

　
現
代
臨
床
医
学
は
、
真
に
人
間
の
生
命
現
象
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
欠
き
、
い
た
ず
ら
に
物
質
分
析
の
対
象
療
法
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
厳
し
い

　
批
判
も
あ
る
お
り
か
ら
、
未
来
の
医
学
界
を
担
う
医
者
の
教
育
制
度
が
、
貨
幣
崇
拝
に
毒
さ
れ
て
い
る
現
状
の
荒
廃
に
は
空
お
そ
ろ
し
い
感
さ
え
す

　
る
。
個
人
的
に
は
立
派
な
能
力
と
人
絡
を
持
っ
た
多
く
の
先
生
方
も
お
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
の
医
学
界
、
医
師
界
が
そ
の
政
治
力
と
権
威
に
あ

　
ぐ
ら
を
か
き
「
白
い
巨
塔
」
と
い
う
腐
敗
体
質
か
ら
脱
皮
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
偶
像
は
世
の
中
の
庶
民
か
ら
告
発
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
る
日
が

　
く
る
だ
ろ
う
。
」
（
昭
和
四
八
年
四
月
二
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の
高
橋
信
之
氏
（
会
社
役
員
四
七
歳
）

　
で
あ
る
。
）

（
即
）
　
医
療
機
関
の
薬
剤
購
入
価
格
と
薬
価
基
準
の
差
額
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
越
後
和
典
「
わ
が
国
製
薬
産
業
の
現
状
と
問
題
点
」
『
季

　
刊
　
現
代
経
済
』
第
四
号
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
四
七
年
、
九
八
～
一
〇
〇
ぺ
ー
ジ
、
川
上
武
『
現
代
の
医
療
問
題
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
九
七
二
年
、
三
六
ぺ
ー
ジ
な
ど
参
照
の
こ
と
。

（
蜘
）
　
薬
の
過
剰
投
与
の
弊
害
に
つ
い
て
患
者
側
と
医
師
側
の
見
解
を
一
っ
ず
つ
紹
介
し
よ
う
。

　
　
「
子
供
が
カ
ゼ
を
ぴ
い
た
の
で
医
者
へ
行
っ
た
。
ポ
ン
と
注
射
を
う
っ
て
六
日
分
の
蘂
を
く
れ
た
。
ニ
カ
月
ほ
ど
し
て
今
度
は
身
体
の
一
部
が
化

　
の
う
し
て
別
の
医
者
へ
行
っ
た
ら
、
患
部
へ
薬
を
ぬ
っ
て
五
日
分
の
飲
み
薬
を
く
れ
た
。
両
方
と
も
半
分
も
飲
ま
な
い
う
ち
に
治
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
日
本
の
注
射
と
薬
の
使
用
量
は
欧
米
の
十
倍
に
も
な
る
と
い
う
。
日
本
に
そ
れ
ほ
ど
病
人
が
い
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
の
医
者
が
医
療
技



　
術
者
で
は
な
く
、
薬
品
販
売
業
者
と
化
し
て
い
る
た
め
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
計
を
守
る
た
め
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
ケ
チ
に
徹
し
て
い

　
る
私
も
、
薬
だ
け
は
気
前
よ
く
捨
て
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
新
薬
の
安
全
性
も
せ
い
ぜ
い
数
年
の
検
査
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
サ
リ
ド
マ

　
イ
ド
、
ス
モ
ン
の
例
も
あ
り
、
薬
は
こ
わ
く
て
仕
方
な
い
。
健
保
の
赤
字
、
私
立
医
大
の
寄
付
金
な
ど
、
識
者
は
盛
ん
に
論
陣
を
は
っ
て
い
る
が
、

　
民
族
の
百
年
の
大
計
を
誤
る
の
は
こ
の
「
薬
の
過
剰
投
与
」
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」

　
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の
鈴
木
誓
さ
ん
（
主
婦
二
八
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
「
近
ご
ろ
日
本
人
の
薬
好
き
に
は
驚
く
よ
り
も
恐
怖
さ
え
覚
え
る
。
初
診
患
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
す
で
に
素
人
判
断
で
薬
を
の
み
、
薬
を
つ
け
て

　
お
り
、
さ
ら
に
同
じ
病
気
ま
た
は
別
の
疾
患
で
医
療
を
受
け
た
り
、
服
薬
を
し
て
い
る
例
が
多
い
。
し
か
も
、
薬
は
各
疾
患
別
に
効
く
と
考
え
て
か
、

　
こ
の
．
〕
と
を
医
師
に
告
げ
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
。
薬
づ
け
状
態
、
あ
る
い
は
一
触
即
発
状
態
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
患
者
を
診
る
こ
と
が
あ
り
、
い

　
ま
ま
で
の
薬
を
制
限
す
る
か
全
廃
す
る
だ
け
で
病
状
の
改
善
を
み
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
「
人
間
生
来
の
自
然
治
癒
（
ち
ゆ
）
能
力
と
養
生
を
無
視
し
、
薬
の
カ
だ
け
を
信
ず
る
人
は
意
外
に
多
く
、
こ
う
し
た
考
え
の
人
は
患
者
だ
け
に

　
限
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
食
品
公
害
に
は
狂
気
な
ま
で
に
大
騒
ぎ
す
る
の
に
、
人
間
の
身
体
を
薬
づ
け
状
態
に
し
て
一
向
に
無
関
心
な
の
は
驚
く
ほ

　
か
な
い
。

　
　
「
各
種
各
様
盛
り
だ
く
さ
ん
の
薬
を
の
み
、
あ
る
い
は
注
射
も
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
、
い
ろ
ん
な
添
加
物
の
入
っ
た
食
品
を
食
べ
て
、
こ
れ
で

　
何
と
も
な
け
れ
ぱ
不
思
議
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
私
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
服
薬
と
注
射
に
到
底
、
た
え
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
自
ら
が
重
病

　
に
な
っ
た
際
、
ど
こ
の
病
院
、
ど
こ
の
医
師
を
訪
ね
る
べ
き
か
と
考
え
て
憂
う
つ
に
な
る
。
社
会
保
険
低
医
療
費
政
策
の
タ
レ
流
し
で
あ
る
。
薬
公

　
害
の
潜
行
が
心
配
で
な
ら
な
い
。
」
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
横
浜
市
の
木
下
操
六
氏
（
医
師

　
六
〇
歳
）
で
あ
る
。
）

（
…
…
）
　
厚
生
省
の
調
ぺ
に
よ
る
と
、
昭
和
四
六
年
度
の
国
民
総
医
療
費
は
二
兆
七
千
七
百
十
億
円
で
十
年
前
の
三
十
六
年
度
に
比
べ
て
約
五
倍
に
ふ
え

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七
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二
五
八

　
て
い
る
。
国
民
総
医
療
費
か
ら
歯
科
、
あ
ん
ま
、
売
薬
な
ど
を
除
い
た
一
般
診
療
費
の
う
ち
四
三
・
七
％
を
投
薬
、
注
射
な
ど
の
薬
剤
費
が
占
め
て

　
い
る
。

　
　
な
お
、
国
民
総
医
療
費
に
は
、
「
医
師
、
歯
科
医
師
に
支
払
わ
れ
た
医
療
料
金
の
ほ
か
、
薬
局
で
買
う
医
薬
品
費
、
「
富
山
の
薬
売
り
」
な
ど
に
よ

　
る
配
置
売
薬
の
費
用
、
あ
ん
ま
、
は
り
、
き
ゅ
う
、
柔
道
整
復
師
の
費
用
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
正
常
な
お
産
の
費
用
や
健
康
診
断
、
予

　
防
接
種
の
費
用
な
ど
は
除
か
れ
て
お
り
、
入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド
料
や
入
れ
歯
の
金
使
用
分
も
集
計
が
む
ず
か
し
く
、
含
ま
れ
て
い
な
い
。
」
（
昭
和

　
四
八
年
八
月
九
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
参
照
。
）

　
　
国
民
総
医
療
費
中
に
占
め
る
薬
剤
費
の
国
際
比
較
（
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
年
）
）
を
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
一
二
・
五
三

　
％
、
西
ド
イ
ツ
＝
一
丁
五
％
、
フ
ラ
ン
ス
一
九
・
六
％
、
イ
タ
リ
ア
ニ
九
・
四
四
％
、
ス
エ
ー
デ
ン
一
五
．
○
○
％
、
日
本
四
二
．
二
％
。
国
民
一

　
人
当
り
の
薬
剤
費
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
三
、
一
三
八
円
、
西
ド
イ
ツ
四
、
○
八
○
円
、
フ
ラ
ン
ス
五
、
九
九
九
円
、
イ
タ
リ
ア
四
、
一
六
六
円
、
ス

　
エ
ー
デ
ン
七
、
四
七
二
円
、
日
本
六
、
三
八
四
円
と
な
っ
て
い
る
。
（
江
見
廉
一
（
編
著
）
『
国
民
医
療
を
み
る
眼
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
医
療
制
度
を
中
心
と

　
し
て
ー
』
に
所
収
の
「
表
2
3
　
各
国
の
国
民
総
生
産
、
国
民
総
医
療
費
、
薬
剤
費
」
よ
り
）

（
㍑
）
　
看
護
婦
の
過
酷
な
勤
務
に
つ
い
て
本
荘
市
の
富
国
友
作
氏
（
療
養
者
六
〇
歳
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
「
私
は
国
立
療
養
所

　
に
お
世
話
に
な
っ
て
一
年
余
。
一
番
目
に
つ
く
こ
と
は
、
看
護
婦
不
足
。
日
勤
し
て
翌
日
は
準
夜
、
深
夜
勤
務
で
疲
れ
切
っ
て
い
ま
す
。
私
の
病
棟

　
は
、
わ
り
あ
い
軽
症
と
い
っ
て
も
平
均
年
齢
六
十
三
と
い
う
老
人
患
者
が
四
十
人
い
ま
す
が
、
夜
勤
看
護
婦
は
た
っ
た
一
人
。
専
門
家
の
話
で
は
、

　
全
国
の
看
護
婦
有
資
絡
者
は
五
十
五
万
人
い
る
の
に
、
実
際
に
働
い
て
い
る
看
護
婦
は
三
十
一
万
人
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
こ
の
療
養
所
の
中
に
は
、

　
い
く
ら
か
で
も
生
計
の
足
し
に
と
子
供
を
保
育
所
に
あ
ず
け
た
り
し
て
働
い
て
い
る
看
護
婦
さ
ん
も
か
な
り
い
ま
す
。
夜
勤
の
看
護
婦
さ
ん
た
ち
は

　
夜
中
の
一
時
こ
ろ
家
路
に
つ
く
の
だ
か
ら
大
変
で
す
。
私
は
以
前
、
秋
田
市
内
の
民
医
連
の
総
合
病
院
に
三
年
ほ
ど
入
院
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
は
看
護
婦
さ
ん
の
優
遇
は
県
内
一
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
気
を
使
い
、
準
夜
勤
で
午
前
一
時
の
交
代
に
は
病
院
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
が
家
庭
ま
で
送



　
り
届
け
、
深
夜
は
迎
え
に
行
く
と
い
っ
た
親
切
さ
で
す
。
そ
の
上
、
病
院
だ
け
の
保
育
所
が
あ
り
、
看
護
婦
さ
ん
は
安
心
し
て
働
け
ま
す
。
こ
の
よ

　
う
な
配
慮
が
全
国
の
病
院
、
療
養
所
で
も
行
わ
れ
る
な
ら
、
多
く
の
看
護
婦
有
資
格
者
の
方
が
職
揚
に
復
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
，

　
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
）

　
　
看
護
婦
不
足
対
策
と
し
て
の
「
ナ
ー
ス
バ
ン
ク
作
戦
」
に
つ
い
て
、
看
護
婦
の
立
揚
か
ら
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
看
護
婦
不
足
対
策
と
し
て
、
さ
き
ご
ろ
ナ
ー
ス
バ
ン
ク
設
立
構
想
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
潜
在
有
資
棺
者
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
発
想
の
よ
う

　
で
す
が
、
退
職
者
や
転
職
者
の
カ
ム
バ
ッ
ク
を
中
心
と
し
た
掘
り
起
こ
し
作
戦
に
は
疑
間
が
あ
り
ま
す
。

　
　
看
護
婦
の
仕
事
は
、
は
た
で
想
像
す
る
以
上
に
重
労
働
で
す
。
た
と
え
ば
私
の
揚
合
、
猛
暑
の
七
月
に
十
八
回
も
夜
勤
を
す
る
と
い
う
非
人
間
的

　
な
生
活
を
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
過
酷
な
職
揚
に
果
た
し
て
退
職
し
た
り
、
転
職
し
た
人
た
ち
が
復
帰
し
て
看
護
婦
不
足
を
解
消
で
き
る
の
で
し
ょ
う

　
か
。
日
進
月
歩
の
医
学
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
ブ
ラ
ン
ク
も
問
題
で
す
。
そ
れ
よ
り
は
意
欲
十
分
に
卒
業
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
一
年
足
ら
ず
で

　
や
め
て
し
ま
う
よ
う
な
職
揚
の
現
状
を
改
善
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
夜
勤
や
超
過
勤
務
が
な
け
れ
ぱ
暮
ら
し
て
い
け
な
い
よ
う
な
低
賃
金
を
考
え

　
直
し
、
結
婚
し
て
も
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
労
働
条
件
、
子
ど
も
を
預
っ
て
く
れ
る
保
育
所
の
設
置
な
ど
、
い
ま
働
い
て
い
る
人
た
ち
を
や
め
さ

　
せ
な
い
工
夫
を
す
る
方
が
先
決
だ
と
思
い
ま
す
。
」
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
一
一
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の

　
斉
藤
広
子
さ
ん
（
看
護
婦
二
六
歳
）
で
あ
る
。
）

（
粥
）
　
差
額
ベ
ッ
ド
代
が
ま
す
ま
す
高
く
な
り
、
一
日
に
つ
き
三
、
五
〇
〇
円
と
か
九
、
○
○
○
円
、
中
に
は
、
二
〇
、
O
O
O
円
と
い
を
一
流
ホ
テ
ル

　
並
み
の
も
の
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
習
志
野
市
の
田
ノ
本
敏
子
さ
ん
（
主
婦
四
七
歳
）
の
新
聞
投
書
に
よ
る
と
、
「
知
人
が
東
京
の
私
立
病
院

　
に
入
院
し
て
い
る
。
奥
さ
ん
の
話
で
は
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
が
六
人
部
屋
で
一
日
、
三
干
五
百
円
と
の
こ
と
で
、
そ
の
ベ
ッ
ド
も
な
か
な
か
空
き
が
な

　
く
、
や
っ
と
の
思
い
で
入
院
し
た
よ
し
。
月
十
万
円
ほ
ど
の
差
額
金
に
入
院
費
、
治
療
費
を
あ
わ
せ
る
と
、
い
つ
ま
で
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

　
か
と
暗
然
と
し
て
い
た
。
私
も
最
近
ま
で
国
立
病
院
に
八
カ
月
入
院
、
五
回
の
手
術
を
受
け
た
が
、
幸
い
に
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
聞
い
た
こ
と
も
な

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
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二
六
〇

く
、
そ
の
時
の
病
状
に
よ
っ
て
個
室
、
二
人
あ
る
い
は
三
人
部
屋
の
時
も
あ
っ
た
が
、
ベ
ッ
ド
代
は
無
料
で
あ
っ
た
。
入
院
、
治
療
費
が
最
低
と
考

え
ら
れ
る
国
立
病
院
で
も
、
大
手
術
と
な
れ
ば
月
三
十
万
は
か
か
る
。
私
の
よ
う
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
は
多
大
な
出
費
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

長
期
療
養
者
は
難
病
対
策
や
健
保
の
改
正
案
の
一
日
も
早
い
成
立
を
望
み
た
い
。
」
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
一
九
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄

の
投
書
。
）

　
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
六
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
の
「
く
ら
し
の
ぺ
ー
ジ
」
で
と
り
あ
げ
た
「
差
額
ベ
ッ
ド
ー
そ
の
実
情
と
背
景
1
」
の
記
事

に
よ
る
と
、
「
東
京
．
大
田
区
の
A
さ
ん
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
ひ
き
つ
け
を
起
こ
し
た
の
で
、
救
急
車
で
近
く
の
指
定
病
院
に
と
ぴ
こ
ん
だ
。
注
射
で

発
作
は
お
さ
ま
っ
た
が
、
赤
ち
ゃ
ん
は
三
日
間
入
院
さ
せ
ら
れ
、
二
万
九
千
八
十
二
円
を
支
払
わ
さ
れ
た
。
ぴ
っ
く
り
し
た
A
さ
ん
は
「
詐
欺
だ
」

と
今
度
は
警
察
に
か
け
こ
ん
だ
。
だ
が
、
請
求
書
の
内
訳
に
は
、
「
部
屋
代
差
額
」
の
と
こ
ろ
に
コ
一
万
七
千
円
」
（
一
日
九
干
円
）
と
あ
り
、
純
粋

の
医
療
費
は
、
初
診
料
、
内
服
薬
（
四
日
）
、
注
射
料
（
七
回
）
、
処
置
料
（
一
回
）
、
入
院
料
（
三
日
）
の
全
部
あ
わ
せ
て
二
千
八
十
二
円
（
A
さ

ん
は
国
保
で
、
自
己
負
担
は
三
割
で
あ
る
）
。
病
院
代
の
九
割
以
上
が
差
額
ペ
ッ
ド
鴇
だ
っ
た
わ
け
で
、
結
局
、
”
泣
き
ね
い
り
”
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

　
「
「
保
険
が
あ
っ
た
っ
て
、
貧
乏
人
は
病
院
に
も
か
か
れ
な
い
」
と
A
さ
ん
は
怒
る
。
差
額
ベ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
も
、
四
十
三
年
四
月

と
四
十
七
年
六
月
の
二
回
、
国
．
公
立
病
院
の
実
情
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。
四
十
三
年
の
と
き
は
、
全
病
床
の
一
八
・
七
七
％
、
四
十
七
年
に

は
二
〇
．
○
二
％
と
い
う
数
字
が
出
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
は
、
も
と
も
と
差
額
ベ
ッ
ド
の
な
い
結
核
病
床
や
精
神
病
床
も
含
ま
れ
て
の
も
の
。
普

通
病
床
だ
け
で
み
る
と
、
三
〇
％
を
超
え
る
ベ
ソ
ド
が
差
額
ベ
ッ
ド
と
い
う
の
が
実
情
だ
。
し
か
も
最
近
は
、
八
人
部
屋
で
も
差
額
ベ
ッ
ド
に
す
る

病
院
も
あ
っ
た
り
、
一
〇
〇
％
差
額
ペ
ッ
ド
に
し
て
い
る
病
院
が
あ
っ
た
り
。
一
日
二
万
円
の
「
南
向
き
、
バ
ス
、
ト
イ
レ
つ
き
、
テ
レ
ビ
、
次
の

間
あ
り
」
と
い
っ
．
た
一
流
ホ
テ
ル
並
み
の
特
別
室
も
登
揚
し
、
差
額
ベ
ッ
ド
は
、
料
金
、
施
設
面
で
年
々
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ば
か
り
だ
。

　
「
一
方
で
は
、
差
額
ベ
ッ
ド
が
ふ
え
て
く
れ
ば
、
差
額
で
な
い
普
通
ペ
ッ
ド
が
減
っ
て
く
る
。
従
っ
て
そ
う
い
う
ベ
ッ
ド
は
、
い
つ
も
満
員
。
患



　
者
は
、
入
院
し
た
け
れ
ば
い
や
で
も
差
額
ペ
ッ
ド
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
き
た
。

　
　
「
…
…
国
民
皆
保
険
が
普
及
し
た
り
、
給
付
改
善
が
行
わ
れ
、
老
人
医
療
や
幼
児
医
療
の
無
料
化
な
ど
法
制
医
療
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
、
入
院
患

　
者
も
ふ
え
は
じ
め
、
ベ
ッ
ド
不
足
が
深
刻
化
し
て
き
た
。
こ
う
な
る
と
病
院
側
は
差
額
ベ
ッ
ド
を
ふ
や
し
て
、
増
収
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
「
一
方
で
、
ベ
ッ
ド
の
絶
対
数
そ
の
も
の
は
、
む
や
み
に
ふ
や
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
看
護
婦
不
足
で
ベ
ッ
ド
閉
鎖
を
や
む
な

　
く
さ
れ
て
い
る
大
病
院
も
多
い
く
ら
い
だ
。
少
な
い
ベ
ッ
ド
で
効
率
よ
く
収
入
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
一
般
ベ
ッ
ド
を
減
ら
些
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、

　
と
い
う
悪
循
環
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　
　
「
保
険
診
療
の
制
度
は
、
形
の
上
で
は
た
し
か
に
充
実
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。
厚
生
省
も
、
健
保
の
家
族
給
付
を
七
割
に
し
、
一
月
二
万
円

　
以
上
の
自
己
負
担
分
は
支
払
わ
な
く
て
も
い
い
、
と
、
制
度
の
前
進
を
誇
っ
て
い
る
。
だ
が
、
差
額
ベ
ッ
ド
の
問
題
を
解
決
し
な
い
限
り
、
病
気
に

　
苦
し
む
庶
民
に
と
っ
て
、
絵
に
か
い
た
モ
チ
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
病
院
の
門
は
狭
く
な
っ
て
ゆ
く
ぱ
か
り
で
あ
る
。
」

（
粥
）
　
開
業
医
が
一
日
に
取
扱
う
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
先
に
ふ
れ
た
横
浜
市
の
平
沼
診
療
所
で
は
毎
日
百
人
は
下
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
お

　
り
、
徳
山
市
の
病
院
勤
務
小
児
科
医
の
河
村
実
雄
氏
（
三
八
歳
）
は
、
三
時
問
待
っ
て
三
分
間
診
療
と
悪
口
を
い
わ
れ
な
が
ら
も
私
た
ち
は
毎
日
百

　
入
近
い
外
来
患
者
の
診
療
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
」
（
昭
和
四
八
年
三
月
一
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
川
崎
市
の
小
児
科
開
業
医
布
施
徳
郎
氏
の
と
こ
ろ
で
は
一
日
に
五
、
六
十
人
は
み
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
五
日
付
け
『
朝
日
新

　
聞
』
「
声
」
の
欄
の
「
投
書
を
追
っ
て
」
と
い
う
特
設
欄
の
記
事
参
照
）
。
中
川
米
造
氏
（
大
阪
大
助
教
授
・
医
学
概
論
）
に
よ
る
と
、
第
二
次
世
界

　
大
戦
前
の
頃
で
は
、
「
医
師
一
人
の
と
こ
ろ
へ
、
毎
日
お
と
ず
れ
る
患
者
の
数
も
、
二
〇
人
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
ば
、
一
人
に
二
〇
～
三
〇

　
分
も
か
け
て
、
そ
れ
こ
そ
人
間
的
な
接
触
を
保
ち
な
が
ら
、
全
面
的
な
医
療
を
行
な
え
る
。
と
き
に
生
活
困
窮
者
に
無
料
で
医
療
を
行
な
え
ば
、
仁

　
術
者
と
し
て
の
満
足
も
あ
っ
た
。
大
戦
後
は
、
事
情
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
憲
法
二
五
条
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
健
康
で
あ
る
こ
と
は
国

　
民
の
基
本
的
権
利
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
潜
在
し
て
い
た
医
療
要
求
は
一
気
に
表
面
化
す
る
。
一
昨
年
〔
昭
和
四
五
年
〕
く
ら
い
の
数
字
だ

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一
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六
二

が
、
一
日
の
患
者
数
は
約
七
〇
〇
万
人
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
一
二
刀
の
医
師
が
対
す
る
と
、
一
人
の
医
師
あ
た
り
七
〇
人
た
ら
ず
、
戦
前
の
三
倍
に

な
る
。
」
（
中
川
米
造
「
国
民
の
医
療
と
は
な
に
か
1
医
療
基
本
法
の
め
ざ
す
危
険
な
方
向
ー
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
昭
和
四
七
年
三
月
一
四
日
号
、

毎
日
新
聞
社
、
八
四
ぺ
ー
ジ
。
）

　
開
業
医
の
過
重
労
働
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
つ
ぎ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
あ
る
。

　
「
某
日
　
朝
九
時
～
午
後
一
時
半
、
診
察
。
午
後
二
時
～
四
時
、
育
児
相
談
。
四
時
～
八
時
、
診
察
。
八
時
か
ら
事
務
。
九
時
半
～
十
時
半
、
夕

食
。
十
時
半
謎
十
一
時
半
、
急
患
四
人
診
察
。
午
前
零
時
、
掃
除
な
ど
。
零
時
～
二
時
、
給
料
計
算
な
ど
。
夜
、
電
話
二
本
。
翌
日
　
朝
九
時
～
午

後
一
時
半
、
診
察
。
一
時
半
～
四
時
、
校
医
と
し
て
学
校
で
診
察
。
四
時
～
八
時
す
ぎ
ま
で
診
察
。
」
こ
れ
は
前
述
の
川
崎
市
の
小
児
科
開
業
医
布

施
徳
郎
氏
の
妻
、
布
施
芳
子
さ
ん
か
ら
の
投
書
に
よ
る
も
の
で
、
「
こ
の
生
活
に
費
や
す
神
経
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
た
い
へ
ん
で
す
。
結
局
、
数
で
こ

な
し
て
い
る
か
ら
や
っ
て
い
け
る
の
で
す
。
年
収
は
、
こ
ん
な
に
働
い
て
も
、
商
社
の
弟
や
上
級
公
務
員
の
兄
と
ほ
ぽ
同
じ
く
ら
い
。
医
師
に
は
退

職
金
が
な
い
だ
け
、
収
入
は
少
な
い
で
し
ょ
う
」
と
布
施
芳
子
さ
ん
は
訴
え
て
い
る
と
い
う
（
前
掲
の
昭
和
四
八
年
七
月
一
五
日
付
け
『
朝
日
新

聞
』
の
記
事
参
照
）
。

　
ま
た
、
歯
科
医
の
揚
合
に
は
つ
ぎ
。
の
よ
う
な
実
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
最
近
、
歯
の
治
療
に
対
す
る
患
者
の
訴
え
が
何
か
に
つ
け
て
非
常
に
多

い
。
入
れ
歯
の
費
用
、
予
約
制
、
待
ち
時
間
な
ど
。
し
か
し
訴
え
ら
れ
る
歯
科
医
側
も
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
パ
ン
ク
寸
前
な
の
だ
。
入
れ
歯
を
作
れ
ば
、

保
険
点
数
を
上
回
る
外
注
技
工
料
、
予
約
制
に
す
れ
ば
半
年
先
ま
で
満
員
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
急
患
を
無
理
し
て
予
約
の
間
に
入
れ
れ
ば
、

三
時
間
待
ち
の
三
分
治
療
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
申
し
わ
け
な
い
と
、
休
診
日
ま
で
つ
ぶ
し
て
「
歯
を
削
っ
て
」
も
押
し
よ
せ
る
患
者
か
ら

見
れ
ぱ
「
氷
山
の
一
角
を
削
っ
て
」
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
進
月
歩
の
医
学
に
遅
れ
な
い
た
め
に
は
、
学
会
な
ど
に
も
出
席
し
た
い
。

↓．

た
地
元
医
師
会
の
会
議
、
対
外
折
衝
、
校
医
と
し
て
の
仕
事
も
山
積
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
体
を
こ
わ
し
て
休
診
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
日

か
ら
収
入
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
開
業
医
に
は
有
給
休
暇
も
な
け
れ
ば
、
厚
生
施
設
も
な
い
。
て
い
の
良
い
日
雇
い
労
働
者
で
あ
る
。
そ
し
て



　
世
間
で
は
「
医
者
の
不
養
生
」
と
笑
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
矛
盾
に
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
、
病
後
の
体
を
い
た
わ
り
な
が
ら
、
治
療
室
に
立
っ
て
い
る

　
昨
今
だ
ご
（
昭
和
四
八
年
九
月
一
四
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
相
模
原
市
在
住
の
広
井
清
智
氏
（
歯
科
医
四
三
歳
）

　
で
あ
る
。
）

（
怖
）
　
休
日
の
診
療
体
制
に
つ
い
て
は
、
患
者
側
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
し
ゅ
う
と
め
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
う
一
ヵ
月
。
先
月
五
日
、
土
曜
日
の
夜
中
に
腹
痛
を
訴
え
、
救
急
車
で
入
院
し
た
の
が
午
前
一
時
ご
ろ
。

　
救
急
車
の
機
敏
な
行
動
に
感
謝
、
ホ
ッ
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
あ
と
が
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
宿
直
の
若
い
先
生
は
注
射
を
一
本
し
た
だ
け
で
、

　
月
曜
日
に
は
え
ら
い
先
生
が
み
て
く
れ
る
か
ら
そ
れ
ま
で
待
ち
な
さ
い
と
の
こ
と
。
痛
が
る
し
ゅ
う
と
め
の
お
腹
を
家
人
交
代
で
さ
す
っ
て
い
る
だ

　
け
で
、
月
曜
日
の
夜
明
け
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
悔
み
に
こ
ら
れ
た
皆
様
に
は
一
様
に
土
、
日
に
病
気
に
な
っ
た
の
が
不
運
だ
と
申

　
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
一
体
、
休
日
に
発
病
し
た
の
が
運
の
分
れ
め
な
ど
今
の
時
代
に
あ
っ
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
で
聞
く
と
、
こ
の

　
先
生
は
そ
の
病
院
の
医
師
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
“
救
急
病
院
”
に
は
た
だ
先
生
が
お
る
だ
け
で
良
い
と
言
う
の
で
は
困
る
の
で
す
。
こ
れ

　
か
ら
さ
き
週
休
二
日
制
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
折
り
、
不
安
な
く
病
院
に
行
け
る
よ
う
休
日
診
療
の
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。
」
（
昭
和
四
八
年
三
月

　
一
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
東
京
都
の
久
田
セ
ツ
子
さ
ん
（
主
婦
四
三
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
「
日
曜
日
に
入
院
す
る
こ
と
の
不
幸
は
よ
く
聞
く
が
・
こ
ん
な
に
と
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
。
私
の
夫
は
こ
の
一
日
夜
・
自
宅
か
ら
救
急
車
で

　
病
院
に
運
ば
れ
、
数
時
間
後
に
息
絶
え
た
。
そ
の
間
の
病
院
の
処
置
に
つ
い
て
、
弱
い
患
者
家
族
の
立
場
で
抗
議
し
た
い
。
私
は
そ
の
夜
、
外
出
中

　
で
、
病
院
に
か
け
つ
け
た
時
は
娘
が
一
人
暗
や
み
の
中
で
父
の
脈
を
と
っ
て
い
た
。
照
ら
さ
れ
た
懐
中
電
灯
の
光
で
、
私
は
死
を
直
感
し
、
親
類
に

　
連
絡
し
よ
う
と
医
師
に
相
談
し
た
が
何
の
指
示
も
得
ら
れ
ず
、
「
付
添
い
は
一
人
だ
け
、
あ
と
は
お
帰
り
下
さ
い
。
私
た
ち
は
明
日
の
勤
務
が
あ
る
。

　
日
曜
は
だ
れ
だ
っ
て
い
や
な
も
の
」
と
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
親
類
た
ち
は
間
も
な
く
や
っ
て
き
た
が
、
病
院
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
重
く
閉
ざ
さ
れ
た

　
ま
ま
、
外
で
一
時
間
余
も
待
た
さ
れ
た
と
い
う
。
結
局
、
数
時
間
後
に
妻
と
娘
に
み
と
ら
れ
て
昇
天
し
た
。
こ
の
時
点
で
初
め
て
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
開

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三
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六
四

か
れ
て
ご
対
面
と
な
っ
た
。
今
思
う
と
、
夫
の
脈
が
だ
ん
だ
ん
弱
く
な
り
、
連
絡
す
る
と
、
白
衣
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
技
師
が
診
察
し
、
次
に
報
告
を
受

け
た
医
師
が
き
て
臨
終
の
言
葉
を
残
し
て
去
っ
た
。
そ
の
間
、
何
の
処
置
も
な
か
っ
た
。
」
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
三
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」

の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
干
葉
市
の
稲
子
菊
枝
さ
ん
（
主
婦
五
〇
歳
）
で
あ
る
。
）

　
他
方
、
医
師
側
か
ら
の
発
言
と
し
て
は
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

　
「
十
日
付
「
土
・
日
の
急
病
人
診
療
に
万
全
を
」
の
久
田
さ
ん
の
提
言
を
読
み
私
の
行
な
っ
て
い
る
方
法
も
一
つ
の
対
策
で
は
な
い
か
と
思
い
、

ご
参
考
ま
で
に
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
を
避
け
る
た
め
に
時
差
出
勤
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
医
師
会
も
日
曜
日
一
斉
休
診
、
当

直
制
強
制
割
当
で
は
知
恵
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
差
休
診
と
い
う
の
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
日
曜
祝
日
に
診
療
し
て
普

通
の
曜
日
に
休
み
の
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
方
式
で
す
。
こ
と
し
の
元
日
か
ら
私
は
地
区
医
師
会
の
了
解
を
得
て
、
日
曜
に
は
診
療
し
毎
週
月
曜
日

を
休
診
に
し
て
い
ま
す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
好
評
で
す
。
利
点
は
、
医
師
側
と
し
て
ま
ず
強
制
割
当
て
が
な
い
の
で
確
実
に
週
休
が
と
れ
る
こ
と
、

レ
ジ
ャ
ー
に
出
か
け
る
に
も
週
日
は
空
い
て
い
て
気
持
が
よ
い
こ
と
、
日
曜
診
療
は
、
患
者
が
感
謝
の
念
を
も
っ
て
来
院
し
て
く
れ
る
こ
と
な
ど
で

す
。
患
者
側
で
は
、
歯
科
な
ど
で
実
施
す
れ
ば
学
校
生
徒
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
も
早
期
治
療
が
で
き
る
、
患
者
輸
送
に
父
親
の
マ
イ
カ
ー
が
利
用

で
き
る
、
何
よ
り
も
久
田
さ
ん
の
例
の
よ
う
な
日
曜
に
病
気
を
し
た
の
が
不
運
と
い
う
方
を
お
救
い
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
地
方
自
治
体
も
医
師

会
も
こ
の
方
式
に
応
援
願
い
た
い
も
の
で
す
。
」
（
昭
和
四
八
年
三
月
一
五
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
市
原
市
の
斉
藤

嘉
一
氏
（
医
師
四
八
歳
）
で
あ
る
。
）

　
東
京
・
渋
谷
区
と
同
区
医
師
会
が
、
昭
和
四
八
年
七
月
一
日
か
ら
医
師
の
い
る
休
日
急
患
テ
レ
ホ
ン
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。
こ
れ
の
推
進
役
の

村
瀬
敏
郎
氏
（
小
児
科
開
業
医
・
渋
谷
区
医
師
会
副
会
長
五
二
歳
）
が
昭
和
四
八
年
八
月
一
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
の
「
ひ
と
」
の
欄
で
取
り
上
げ

ら
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
東
京
・
渋
谷
区
と
同
区
医
師
会
が
七
月
一
日
開
設
し
た
休
日
急
患
テ
レ
ホ
ン
セ
ン
タ
ー
が
好
評
。
休
日
当
番
医
を
広
報
紙
に
の
せ
た
り
、
テ
レ



　
ホ
ン
サ
ー
ピ
ス
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
休
日
の
医
療
情
報
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
入
れ
、
二
人
の
医
師
が
電
話
で
応
対
す
る
点
が
メ
リ
ソ
ト

　
だ
。
「
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
だ
声
が
、
当
番
医
を
お
知
ら
せ
す
る
だ
け
で
は
、
や
は
り
親
切
さ
に
か
け
ま
す
。
患
者
と
医
者
と
の
対
話
が
な
け
れ
ば

　
ね
。
病
気
を
な
お
す
の
は
時
計
を
修
理
す
る
の
と
わ
け
が
ち
が
い
ま
す
」
。
…
…
「
い
わ
れ
る
よ
う
に
電
話
診
察
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
交
通
事

　
故
な
ど
で
し
た
ら
一
一
九
番
を
通
じ
て
救
急
指
定
病
院
へ
。
こ
ど
も
の
ひ
き
つ
け
に
は
綿
を
か
ま
せ
て
頭
を
冷
や
し
て
当
番
の
○
○
医
院
へ
、
と
い

　
っ
た
助
言
は
し
ま
す
が
。
む
ず
か
し
く
い
え
ば
適
正
な
医
療
供
給
へ
の
案
内
で
す
ね
」
。
同
医
師
会
は
毎
月
一
回
運
営
委
員
会
を
開
い
て
患
者
の
パ

　
タ
ー
ン
を
整
理
、
さ
ら
に
合
理
的
な
対
策
を
立
て
る
と
い
う
。
二
九
番
と
分
分
業
と
協
力
、
医
師
ど
う
し
の
情
報
交
換
と
協
力
。
そ
し
て
住
民
が

　
い
か
に
う
ま
く
こ
の
テ
レ
ホ
ン
セ
ン
タ
ー
を
活
用
す
る
か
。
「
実
は
私
の
夢
は
、
休
日
の
医
療
案
内
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
医

　
療
情
報
を
デ
ー
タ
パ
ン
ク
に
入
れ
、
乳
幼
児
、
学
童
か
ら
主
婦
の
保
健
に
い
た
る
ま
で
、
が
っ
ち
り
つ
か
み
、
万
全
を
期
し
た
い
の
で
す
」
。
・

　
医
療
の
需
要
と
供
給
と
い
う
こ
と
ば
に
抵
抗
感
を
も
つ
医
者
仲
間
も
。
「
も
ち
ろ
ん
医
療
は
物
の
売
り
買
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
底
に
・
マ
ン
チ
ソ
ク

　
な
人
間
関
係
を
た
た
え
た
い
。
」

（
踊
）
　
昭
和
四
八
年
四
月
二
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
の
「
み
ん
な
の
科
学
」
の
欄
で
救
急
医
療
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
内
容
の

　
一
部
で
あ
る
。
大
阪
大
特
殊
救
急
部
の
小
川
道
雄
医
員
ら
に
よ
る
実
態
調
査
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
七
日
か
ら
八
月
末
ま
で
に
大
阪
市
消
防
局
の
救

　
急
車
で
運
ぱ
れ
た
患
者
一
、
二
九
七
人
を
対
象
に
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
）
の
結
果
に
よ
る
と
、
「
大
阪
の
よ
う
に
大
病
院
の
多
い
所
で
も
、
生
命
の

　
危
険
が
多
い
最
重
症
者
の
三
分
の
二
ま
で
が
実
際
に
は
小
、
中
規
模
の
病
院
に
運
ば
れ
て
」
お
り
、
「
収
容
施
設
別
に
最
重
症
者
の
死
亡
率
を
と
っ

　
て
み
る
と
、
小
さ
い
病
院
ほ
ど
高
」
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
最
重
症
例
の
死
亡
率
は
、
公
的
機
関
・
大
学
病
院
二
三
・
一
％
、

　
救
急
医
療
機
関
（
二
〇
～
七
九
床
）
三
八
・
七
％
、
同
（
八
○
～
二
四
九
床
）
　
一
五
・
二
％
、
同
（
二
五
〇
床
以
上
）
二
八
・
六
％
、
非
救
急
医
療

　
機
関
二
八
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
八
O
～
二
四
九
床
の
中
規
模
病
院
で
の
死
亡
率
が
低
い
の
は
、
い
っ
た
ん
応
急
処
置
さ
れ
た
あ
と
、
専
門
病
院
に
転
医
さ
れ
る
例
が
多
い
か
ら

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五
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で
、
こ
れ
に
対
し
七
九
床
以
下
の
病
院
で
は
、
最
重
症
愚
者
で
も
九
〇
％
以
上
が
転
医
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
同
じ
病
院
で
治
療
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

小
川
医
員
は
こ
の
結
果
か
ら
「
ペ
ッ
ド
数
も
少
な
く
、
十
分
な
治
療
体
制
の
な
い
病
院
に
、
重
症
度
の
高
い
患
者
が
運
ぱ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
、

そ
の
あ
と
適
切
な
機
関
へ
送
ら
れ
て
治
療
を
受
け
る
ケ
ー
ス
も
少
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
」

　
「
こ
の
傾
向
は
、
他
の
都
市
で
も
ほ
ぼ
同
じ
と
み
て
よ
い
。
四
六
年
の
東
京
消
防
庁
の
調
査
で
も
、
日
曜
、
夜
間
は
五
〇
床
未
満
と
い
う
小
さ
い

機
関
が
救
急
患
者
の
過
半
数
を
受
入
れ
て
い
る
。
束
北
大
の
岩
本
正
信
助
手
（
病
院
管
理
学
）
が
咋
年
〔
昭
和
四
七
年
〕
発
表
し
た
資
料
に
ょ
る
と
、

全
国
の
救
急
病
院
四
九
八
ヵ
所
の
う
ち
、
三
五
一
（
七
〇
・
五
％
）
ま
で
が
当
直
医
を
一
人
し
か
置
い
て
い
な
い
。
二
人
以
下
の
所
を
加
え
る
と
八

八
・
八
％
に
も
な
る
。
大
け
が
の
場
合
に
は
、
複
数
の
外
科
医
の
ほ
か
、
麻
酔
医
も
一
人
は
必
要
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
結
果
か

ら
、
交
通
事
故
な
ど
で
病
院
に
運
ば
れ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
現
状
で
は
適
切
な
治
療
を
受
け
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
」

　
「
そ
れ
で
も
ま
だ
、
急
を
要
す
る
外
傷
患
者
は
ま
が
り
な
り
に
も
ベ
ッ
ド
だ
け
は
確
保
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
外
傷
患
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の

け
が
の
種
類
や
程
度
に
最
も
合
っ
た
治
療
が
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
的
な
配
慮
で
遅
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
般
の
急
患
は
そ
れ
以

前
に
ベ
ッ
ド
そ
の
も
の
の
確
保
で
悩
ん
で
い
る
。
阪
大
の
恩
地
裕
教
授
は
こ
の
現
実
を
「
外
傷
患
者
は
質
の
問
題
で
、
一
般
の
急
患
は
質
と
量
の
間

題
で
、
と
も
に
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
」

　
「
な
ぜ
、
そ
ん
な
事
態
が
生
じ
て
来
た
の
か
。
一
つ
の
理
由
は
交
通
事
故
だ
と
自
賠
責
保
険
が
き
く
た
め
、
民
間
病
院
で
は
む
し
ろ
喜
ん
で
受
入

れ
る
が
、
健
保
の
急
患
は
も
う
け
が
少
な
く
て
敬
遠
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
「
こ
の
た
め
、
外
傷
患
者
に
対
し
て
は
条
件
の
悪
い
病
院
で
ダ
ラ

ダ
ラ
と
治
療
が
続
け
ら
れ
が
ち
で
、
一
般
の
患
者
の
方
は
み
て
も
ら
え
る
病
院
を
さ
が
し
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
」
と
恩
地
教
授
は
い
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
の
原
因
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
大
病
院
、
公
的
な
病
院
ほ
ど
救
急
患
者
〔
こ
れ
は
病
院
の
ミ
ス
ブ
リ
と
思
わ
れ
る
〕
の
指
定
希
望
が
少
な
い
と

い
う
現
実
が
明
る
み
に
で
て
く
る
。
そ
の
背
景
に
は
救
急
病
院
指
定
に
対
し
て
国
や
自
治
体
の
財
政
的
な
援
助
が
少
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
救
急
制
度

そ
の
も
の
の
遅
れ
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
や
り
た
く
な
い
所
は
や
ら
な
く
て
い
い
の
が
現
在
の
制
度
な
の
で
あ
る
。
」



　
「
…
…
東
京
都
で
は
、
五
一
年
春
を
目
標
に
、
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
計
画
が
動
き
出
し
た
し
、
大
阪
で
も
恩
地
教
授
が
整
備
計
画

案
を
発
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
改
革
の
中
心
は
情
報
セ
ン
タ
i
。
「
的
確
な
情
報
を
つ
か
む
ア
一
と
で
、
現
在
の
問
題
の
多
く
は
解
決
で
き
る
か
ら
」

と
恩
地
教
授
は
い
う
。
ふ
だ
ん
の
救
急
医
療
機
関
の
ベ
ッ
ド
総
数
や
そ
の
分
布
、
専
門
医
の
勤
務
体
制
や
施
設
の
情
報
の
ほ
か
に
、
刻
々
と
変
る
各

時
点
で
の
情
報
を
集
め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
記
憶
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
A
病
院
で
は
脳
神
経
外
科
の
医
師
が
い
ま
何
人
当
直
し
て
い
て
、
空
ベ
ソ
ド

は
い
く
つ
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
、
セ
ン
タ
ー
で
す
ぐ
わ
か
る
し
く
み
だ
。
」

　
「
事
故
発
生
や
急
患
発
生
の
際
、
ま
ず
救
急
車
か
ら
患
者
の
状
態
が
記
号
化
さ
れ
て
報
告
さ
れ
る
。
セ
ン
タ
ー
に
詰
め
て
い
る
医
師
は
、
現
揚
か

ら
の
報
告
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
デ
ー
タ
と
を
比
ぺ
て
、
適
切
な
病
院
を
指
示
す
る
。
重
症
以
外
の
一
般
患
者
に
は
、
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
病
院
案
内
を
二
四
時
間
続
け
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
だ
け
で
、
患
者
の
タ
ラ
イ
回
し
は
避
け
ら
れ
る
し
、
条
件
の
悪
い
病
院
で
重
症
者
の
治
療
を

行
う
こ
と
も
少
な
く
な
る
と
い
う
。
外
国
の
例
で
も
、
多
少
患
者
を
運
ぶ
時
間
が
か
か
っ
て
も
、
適
切
な
病
院
で
治
療
を
う
け
た
方
が
い
い
結
果
を

も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
症
者
の
専
門
病
院
が
、
軽
症
者
の
治
療
に
追
わ
れ
て
効
率
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
防
げ
る
は
ず
だ
。
…
・
：
東

京
消
防
庁
の
岡
村
正
明
救
急
部
長
は
「
こ
れ
ま
で
医
者
や
学
者
の
間
で
、
救
急
医
療
の
問
題
が
次
元
が
低
い
と
さ
れ
て
い
た
の
は
否
め
な
い
。
最
近
、

や
っ
と
関
心
を
も
つ
人
が
ふ
え
て
き
た
が
、
ま
だ
ま
だ
解
決
ま
で
に
は
障
害
が
多
い
。
こ
れ
を
打
開
す
る
に
は
、
行
政
や
社
会
科
学
を
含
め
た
、
広

い
範
囲
の
科
学
が
必
要
だ
、
決
し
て
次
元
の
低
い
も
の
で
は
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
。
」

　
他
方
、
救
急
病
院
側
の
言
い
分
は
、
立
川
高
汎
氏
（
東
京
都
在
住
、
救
急
病
院
長
四
九
歳
）
の
投
書
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
九
日
付
け
『
朝
日
新

聞
』
「
声
」
の
欄
）
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
救
急
患
者
の
タ
ラ
イ
回
し
や
救
急
病
院
の
不
親
切
さ
が
最
近
し
き
り
に
報
道
さ
れ
、
医
の
倫
理
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
為
政
者
、
国

民
、
マ
ス
コ
ミ
と
も
に
救
急
病
院
と
ベ
ツ
ド
の
実
情
に
は
無
関
心
で
理
解
が
少
な
す
ぎ
る
の
は
残
念
で
す
。
本
来
、
率
先
し
て
救
急
患
者
を
扱
う
べ

き
親
方
日
の
丸
の
公
立
病
院
は
ベ
ッ
ド
あ
っ
て
の
”
ペ
ソ
ド
満
床
”
で
年
中
門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
が
大
半
で
、
そ
の
シ
ワ
寄
せ
を
受
け
て
い
る

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
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私
立
に
も
最
近
救
急
指
定
返
上
が
な
だ
れ
現
象
と
し
て
起
り
、
や
が
て
は
救
急
病
院
ゼ
・
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
る
現
状
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

医
師
の
使
命
感
と
モ
ラ
ル
だ
け
で
は
救
急
医
療
は
も
は
や
限
界
に
達
し
崩
壊
寸
前
で
す
。
こ
の
最
悪
事
態
の
原
因
は
①
救
急
車
を
タ
ク
シ
ー
代
り
に

利
用
す
る
不
急
、
軽
症
患
者
の
殺
到
で
病
院
の
機
能
が
マ
ヒ
し
、
さ
ら
に
深
夜
の
酔
っ
ぱ
ら
い
、
け
ん
か
に
よ
る
来
院
な
ど
を
き
ら
っ
て
看
護
婦
の

人
手
不
足
に
輪
を
か
け
て
い
る
こ
と
、
②
医
師
の
当
直
料
｝
晩
一
万
円
以
上
の
人
件
費
高
騰
と
保
険
入
院
料
三
食
付
わ
ず
か
千
余
円
の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
に
よ
る
犠
牲
運
営
、
深
夜
の
救
命
す
ら
営
利
事
業
と
み
な
す
税
制
、
年
間
わ
ず
か
十
万
円
の
補
助
金
と
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
診
療
費
未
収
な

ど
で
す
。
ア
一
れ
で
は
”
医
は
仁
術
”
も
く
じ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
為
政
者
は
今
す
ぐ
私
立
救
急
病
院
に
何
ら
か
の
処
置
を
講
ず
る
か
、
公
立
病
院
に

救
急
医
療
の
門
戸
を
開
放
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
」

　
な
お
、
大
け
が
の
急
患
の
治
療
の
際
に
麻
酔
医
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
麻
酔
医
療
の
粗
末
な
こ
と
に
つ
い
て
、

京
都
市
在
住
の
麻
酔
学
教
授
宮
崎
正
夫
氏
（
四
四
歳
）
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
訴
え
て
お
ら
れ
る
、

　
「
手
術
に
は
大
小
が
あ
る
が
、
麻
酔
に
は
大
小
が
な
い
。
い
っ
た
ん
全
身
麻
酔
が
か
か
れ
ぱ
、
ど
ん
な
小
手
術
の
麻
酔
で
も
直
ち
に
死
に
つ
な
が

る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
．
】
の
危
険
性
の
高
い
麻
酔
を
か
け
る
の
を
専
門
と
す
る
「
麻
酔
医
」
が
、
日
本
に
は
四
二
〇
人
し
か
い
な
い
。
米
国
の
一

〇
、
四
三
四
人
、
英
国
の
二
、
五
四
四
人
、
カ
ナ
ダ
の
｝
、
〇
二
九
人
を
考
え
れ
ば
、
五
、
二
四
三
人
の
麻
酔
医
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
十
分
の
一

に
も
満
た
な
い
。
日
本
の
手
術
患
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
麻
酔
を
専
門
と
し
な
い
他
科
の
医
師
の
手
で
行
わ
れ
て
い
る
。
麻
酔
の
介
助
を
専
門
と
す
る

看
護
婦
に
い
た
っ
て
は
、
私
の
勤
務
し
て
い
る
大
学
病
院
で
も
、
過
去
に
も
現
在
に
も
一
人
も
い
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
為
政
者
は
も
と
よ
り
医

療
従
事
者
や
医
学
生
に
も
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
い
日
本
医
療
の
暗
黒
面
で
あ
る
。
麻
酔
と
い
え
ぱ
、
「
ハ
リ
」
と
、
ト
ビ
ソ
ク
ス
の
み
追
っ
て
真

実
の
麻
酔
医
療
に
盲
目
の
マ
ス
コ
、
、
、
や
、
生
命
の
恐
怖
を
実
感
と
し
て
知
ら
な
い
一
般
の
人
に
も
い
さ
さ
か
の
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
辺
地
医
療
の

放
置
、
看
護
婦
の
絶
対
不
足
と
と
も
に
、
麻
酔
医
療
の
空
白
化
は
現
在
抜
本
的
対
策
を
要
す
る
重
大
問
題
で
あ
る
。
」
（
昭
和
四
八
年
三
月
一
四
日
付

け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
）



（
瑠
）
　
山
村
・
離
島
な
ど
の
へ
き
地
に
お
け
る
医
師
不
足
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
る
。
昭
和
四
六
年
一
月
三
〇
日
現
在
で
の
無
医
地
区
（
”
「
医

　
療
機
関
の
な
い
地
域
で
、
当
該
地
区
の
中
心
的
な
場
所
を
起
点
と
し
て
、
お
お
む
ね
半
径
四
キ
・
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
五
〇
人
以
上
が
居
住
し
て

　
い
る
地
区
」
）
は
、
全
国
で
二
、
四
七
三
か
所
も
あ
る
（
『
厚
生
白
書
』
〈
昭
和
四
七
年
版
〉
一
三
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
無
医
地
区
の
最
高
は
北
海
道
で
三
五
七
地
区
、
次
が
岩
手
県
の
一
六
八
地
区
、
第
三
位
が
長
野
県
一
二
一
地
区
、
第
四
位
が
広
島
県
一
一
五
地
区
、

第
五
位
高
知
県
一
〇
九
地
区
と
な
っ
て
お
り
、
無
医
地
区
の
少
な
い
方
か
ら
順
位
を
つ
け
る
と
、
①
干
葉
県
ゼ
・
、
②
神
奈
川
県
一
地
区
、
③
東
京

都
三
地
区
、
④
茨
城
県
．
大
阪
府
各
五
地
区
、
⑤
香
川
県
・
佐
賀
県
各
八
地
区
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
（
昭
和
四
八
年
七
月
八
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』

　
「
声
」
の
欄
の
特
設
欄
「
投
書
を
追
っ
て
」
）

　
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
折
に
、
静
岡
県
在
住
の
医
師
・
樫
田
安
平
氏
（
三
八
歳
）
が
、
へ
き
地
診
療
所
行
き
を
望
む
投
書
を
昭
和
四
八
年
六
月
二
四

　
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
の
「
声
」
の
欄
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
寄
せ
て
い
る
。

　
　
「
医
師
た
ち
は
都
会
に
集
り
た
が
る
。
そ
し
て
、
田
舎
で
働
く
の
を
避
け
る
。
無
医
村
が
生
れ
る
。
な
ぜ
か
。
大
学
病
院
や
セ
ン
タ
ー
病
院
の
ひ

　
ざ
も
と
に
い
な
け
れ
ば
、
医
学
の
進
歩
に
遅
れ
る
と
か
、
優
雅
に
金
も
う
け
を
し
た
い
と
か
、
子
ど
も
を
有
名
校
に
進
学
さ
せ
た
い
と
か
。
し
か
し
、

　
世
相
を
み
よ
。
都
市
文
明
は
多
く
の
領
域
に
お
い
で
す
で
に
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
・
近
代
的
設
備
の
み
を
誇

　
る
大
病
院
で
の
治
療
が
病
人
に
と
っ
て
果
し
て
最
善
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
病
ん
だ
人
間
が
病
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
新
し
く
生
れ
変
り
立
直
る
た
め
の
最
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
人
類
更
生
の
医
学
は
、

都
市
の
医
学
か
ら
は
生
れ
な
い
。
緑
の
中
で
、
新
鮮
な
空
気
を
十
分
に
吸
い
、
素
食
を
し
体
に
本
来
備
わ
る
自
然
治
癒
（
ち
ゆ
）
カ
を
総
動
員
さ
せ

　
て
、
体
を
表
面
的
に
治
す
よ
り
根
底
よ
り
治
す
田
舎
か
ら
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
田
舎
で
働
く
こ
と
を
決
心
し
た
。
私
や
私
と
志
を
同
じ
く
す
る

　
医
療
従
事
者
を
受
入
れ
て
く
れ
る
僻
（
へ
き
）
地
診
療
所
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
僻
地
診
療
所
、
小
病
院
を
探
し
求
め
て
い
る
。
」

　
　
こ
の
投
書
に
つ
い
て
の
『
朝
日
新
聞
』
の
「
投
書
を
追
っ
て
」
の
記
事
（
昭
和
四
八
年
七
月
八
日
付
け
）
に
よ
る
と
、
　
「
波
紋
を
投
げ
た
辺
地
志

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九
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七
〇

　
願
の
樫
田
先
生
に
、
動
機
や
真
意
を
聞
い
て
み
た
。
…
…
イ
ン
タ
ー
ン
時
代
に
肝
臓
を
病
ん
だ
。
入
院
し
て
、
強
肝
剤
な
ど
の
医
薬
、
高
た
ん
ぱ

　
く
・
高
カ
ロ
リ
ー
の
食
餌
（
じ
）
療
法
な
ど
を
や
っ
た
。
半
年
余
り
た
っ
て
も
好
転
し
な
い
。
退
院
し
、
漢
方
医
に
す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
、
玄
米
菜

　
食
の
低
た
ん
ぱ
く
・
低
力
・
リ
ー
の
食
事
療
法
を
試
み
た
。
一
カ
月
余
り
で
、
肝
臓
機
能
の
検
査
結
果
が
奇
跡
の
よ
う
に
よ
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う

　
し
た
体
験
を
、
入
院
患
者
の
治
療
に
活
用
し
て
、
か
な
り
の
成
功
を
お
さ
め
た
。
い
ま
、
樫
田
先
生
の
い
る
静
岡
の
病
院
に
、
北
海
道
、
大
阪
、
九

　
州
か
ら
、
肝
臓
、
じ
ん
臓
の
重
い
機
能
障
害
患
者
が
た
ず
ね
て
く
る
ほ
ど
の
評
判
で
あ
る
。

　
　
「
「
薬
は
補
助
的
な
手
段
で
、
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
自
然
治
ゆ
カ
を
助
け
る
だ
け
で
す
。
漢
方
や
自
然
食
は
、
自
然
の
力
を

　
勢
い
づ
け
る
療
法
で
す
」
と
い
う
樫
田
先
生
は
、
過
剰
投
薬
、
無
用
な
手
術
は
や
ら
な
い
。
だ
が
、
現
実
に
は
多
く
の
壁
が
あ
り
、
現
代
医
学
の
側

　
か
ら
の
抵
抗
も
で
て
く
る
。
ま
た
、
現
在
の
条
件
の
も
と
で
は
こ
の
流
儀
で
や
っ
て
も
、
患
者
が
治
る
程
度
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ー
。

　
「
鉄
筋
ビ
ル
の
病
院
内
だ
と
、
そ
の
限
界
を
破
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
破
り
得
る
条
件
と
は
、
日
光
浴
が
で
き
、
土
に
親
し
め
る
と
こ
ろ
、
一
階

　
建
て
木
造
平
屋
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
条
件
が
み
た
さ
れ
る
揚
は
、
辺
地
し
か
な
い
」
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら

　
「
無
医
地
区
に
奉
仕
す
る
」
の
で
は
な
い
。
無
医
地
区
こ
そ
現
代
医
療
に
毒
さ
れ
な
い
、
真
実
の
医
療
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
だ
。

　
「
そ
し
て
」
と
樫
田
先
生
が
続
け
て
い
う
に
は
v
「
白
衣
の
医
師
に
よ
る
医
療
の
独
占
を
排
し
、
患
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
病
ん
だ
病
気
な
ら
、
他

　
者
の
治
療
を
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
よ
う
に
も
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
数
が
ふ
幻
れ
ば
、
将
来
、
医
大
増
設
な
ど
し
な
く
て
す
む
。
辺
地
の
部
落
に
一
人
で

　
も
、
医
療
知
識
を
身
に
つ
け
た
も
の
が
い
れ
ば
、
医
師
の
手
間
が
省
け
る
。
医
師
法
に
ふ
れ
な
い
や
り
方
は
指
圧
、
ハ
リ
な
ど
い
く
ら
も
あ
る
。
私

　
が
辺
地
を
志
願
し
た
の
は
、
小
さ
な
地
域
協
同
体
で
私
の
夢
を
実
践
し
て
み
た
い
か
ら
で
す
」
樫
田
先
生
は
、
医
療
の
質
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
自

　
分
の
考
え
方
、
行
き
方
を
理
解
し
た
上
で
、
受
け
入
れ
て
く
れ
る
辺
地
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」

（
粥
）
　
医
療
過
誤
に
つ
い
て
の
患
者
サ
イ
ド
の
発
誉
の
事
例
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
「
医
療
の
荒
廃
が
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
私
も
妻
を
死
な
せ
た
体
験
か
ら
、
医
者
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
強
い
不
満
を
も
つ
一
人
だ
。
妻
は
四
人
目
の



子
供
を
み
．
こ
も
り
、
わ
が
ア
バ
ー
ト
の
向
い
の
病
院
で
昨
年
九
月
ご
ろ
か
ら
診
断
を
う
け
て
い
た
。
あ
ら
か
じ
め
逆
子
と
わ
か
り
、
な
お
す
努
力
も

し
た
が
成
功
せ
ず
、
大
み
そ
か
の
夜
に
産
気
づ
き
入
院
し
た
。
元
日
の
朝
七
時
前
、
病
院
か
ら
妻
が
あ
ぶ
な
い
、
と
の
知
ら
せ
で
か
け
つ
け
た
が
待

合
室
で
待
た
さ
れ
「
早
期
胎
盤
は
く
離
で
死
ん
だ
」
と
告
げ
ら
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
一
時
間
も
後
だ
っ
た
。
輸
血
な
ど
で
忙
し
く
私
を
呼
入
れ
る
ひ

ま
が
な
か
っ
た
と
病
院
側
は
い
う
。
出
産
予
定
が
二
週
間
遅
れ
、
逆
子
で
羊
水
過
多
で
出
血
多
量
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
事
前
に
打
つ
手
は
な
か

っ
た
の
か
。
待
た
せ
た
ま
ま
死
目
に
会
わ
さ
ず
、
ま
た
そ
の
後
も
親
兄
姉
が
く
る
ま
で
遺
体
は
し
ば
ら
く
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
れ
、
と
の
私

の
頼
み
に
同
意
し
て
お
き
な
が
ら
、
棺
に
入
れ
て
送
り
返
し
て
き
た
。
最
近
、
先
方
か
ら
話
合
い
し
た
い
と
い
っ
て
き
た
が
、
医
者
同
士
で
な
く
て

は
だ
め
と
変
っ
た
。
思
え
ば
思
う
ほ
ど
不
信
が
わ
く
。
医
療
の
失
敗
を
締
出
す
た
め
に
国
家
試
験
の
厳
正
化
、
五
年
．
二
と
の
更
新
試
験
を
提
案
し
た

い
。
」
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
三
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
川
崎
市
の
佐
野
仁
昭
氏
（
会
社
員
三
五
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
妻
は
人
も
う
ら
や
む
健
康
と
若
々
し
さ
で
六
四
歳
ま
で
生
き
て
き
た
が
、
昨
年
八
月
、
突
然
原
因
不
明
の
食
道
し
ゅ
よ
う
に
か
か
っ
た
。
近
所

の
専
門
医
が
何
で
も
な
い
、
神
経
だ
ろ
う
と
誤
診
し
た
程
の
早
期
発
見
だ
っ
た
。
九
月
に
あ
る
公
立
病
院
に
入
っ
た
。
放
射
線
治
療
を
施
し
、
照
射

限
界
の
三
〇
回
目
に
は
食
事
は
も
ち
ろ
ん
、
X
線
上
も
普
通
に
な
っ
た
の
で
退
院
を
懇
請
し
た
が
、
外
科
医
の
す
す
め
で
不
本
意
な
が
ら
手
術
と
な

っ
た
。
十
一
月
下
旬
、
腹
を
裂
き
、
背
を
割
り
、
首
を
切
り
開
い
て
食
道
、
気
管
、
声
帯
を
切
り
取
り
、
胃
を
持
ち
上
げ
て
ろ
っ
骨
を
前
面
に
出
し
、

あ
．
こ
の
下
で
食
道
と
縫
い
継
が
れ
た
。
鮮
麗
な
ビ
フ
テ
キ
大
の
肉
塊
二
片
が
摘
出
さ
れ
た
。
声
を
失
い
、
の
ど
に
呼
吸
の
穴
を
あ
け
、
首
か
ら
胸
に

か
け
て
食
道
と
胃
が
不
気
味
に
垂
れ
さ
が
っ
て
惨
め
な
体
に
な
っ
た
。
数
週
間
後
、
手
術
き
ず
が
化
の
う
し
、
死
に
ま
さ
る
苦
痛
数
ヵ
月
、
や
っ
と

納
ま
っ
た
と
思
い
き
や
、
肝
心
の
食
道
が
ふ
さ
が
り
水
も
通
ら
な
い
。
医
師
は
口
か
ら
金
属
棒
を
通
し
た
り
、
流
動
食
を
注
入
す
る
胃
の
穴
か
ら
ゴ

ム
管
を
通
し
た
り
す
る
が
効
果
は
な
い
。
さ
な
が
ら
、
な
ぷ
り
殺
し
の
様
相
で
妻
は
安
楽
死
を
求
め
て
い
る
。
外
科
医
よ
、
切
る
だ
け
が
能
で
は
な

い
ぞ
、
と
私
は
絶
叫
し
た
い
気
持
ち
で
あ
る
。
」
（
昭
和
四
八
年
八
月
四
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
鎌
倉
市
の
谷
間
文

市
氏
（
会
社
員
六
八
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
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七
二

　
他
方
、
医
師
側
か
ら
の
医
療
過
誤
に
つ
い
て
の
発
言
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
「
最
近
、
手
術
用
か
ん
子
の
体
内
へ
の
置
き
忘
れ
が
、
世
の
批
判
を
浴
ぴ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
有
名
な
評
論
家
は
一
言
、
看
護
婦
に
「
数
は
合

っ
て
い
る
か
」
と
声
を
か
け
れ
ぱ
解
決
で
き
る
問
題
と
し
て
い
る
。
私
は
日
ご
ろ
多
数
の
手
術
で
忙
殺
さ
れ
て
い
る
外
科
医
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し

意
見
を
述
ぺ
た
い
。
私
の
病
院
で
は
年
に
二
回
ぐ
ら
い
、
つ
ま
り
三
百
例
に
一
例
ぐ
ら
い
、
ど
う
し
て
も
手
術
器
具
や
、
ガ
ー
ゼ
の
数
が
合
わ
な
く

て
困
る
こ
と
が
あ
る
。
百
枚
出
し
た
は
ず
の
ガ
ー
ゼ
が
百
一
枚
あ
っ
た
り
、
体
内
外
を
い
く
ら
捜
し
て
も
、
九
十
九
枚
し
か
な
い
な
ど
と
い
う
も
の

だ
。
手
術
が
、
す
べ
て
人
力
に
頼
る
以
上
、
夜
半
ま
で
の
手
術
が
続
い
た
り
、
勤
務
交
代
の
あ
と
な
ど
、
こ
う
し
た
こ
と
が
起
る
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
．
〕
の
た
め
に
は
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
の
一
部
で
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、
閉
胸
、
閉
腹
前
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
と
っ
て
、
器
具
や
ガ
ー
ゼ
の
入

っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
ぺ
き
だ
。
私
は
人
命
を
守
る
た
め
に
は
、
お
金
は
い
く
ら
か
け
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
が
、
胃
切
除
手
術
二
万
七
千

円
の
手
術
料
で
は
、
人
件
費
だ
け
で
も
赤
字
で
あ
る
。
立
派
な
設
備
と
人
材
、
こ
の
い
ず
れ
が
欠
け
て
も
正
し
い
医
療
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
（
昭
和

四
八
年
七
月
三
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
札
幌
市
の
舟
木
昭
蔵
氏
（
医
師
四
〇
歳
）
で
あ
る
。
）

　
「
だ
い
ぶ
前
か
ら
種
痘
に
よ
る
事
故
が
う
る
さ
く
、
日
常
の
診
療
に
さ
え
こ
ま
か
い
神
経
を
使
う
小
児
科
医
は
、
接
種
を
受
け
に
き
な
が
ら
「
大

丈
夫
で
し
ょ
う
か
、
ア
｝
わ
い
わ
」
な
ど
と
い
う
母
親
た
ち
と
の
応
対
に
い
っ
そ
う
神
経
を
す
り
へ
ら
す
。
健
保
や
税
金
の
雑
務
も
あ
る
開
業
医
の
方

た
ち
は
、
そ
の
う
え
接
種
事
故
の
心
配
は
ご
め
ん
と
行
わ
な
い
も
の
が
多
い
が
、
私
は
ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
昔
か
ら
痘
苗
は
改
良
に
改
良
を
重
ね
た
は
ず

だ
と
い
う
信
念
と
、
勤
務
先
の
仕
事
の
性
質
上
、
今
ま
で
種
痘
を
行
っ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
不
安
を
与
え
な
い
た
め
に
母
親
と
子
ど
も
に
は
笑
顔

を
向
け
な
が
ら
、
薄
氷
を
踏
む
思
い
で
、
数
を
こ
な
す
の
は
け
っ
し
て
楽
で
は
な
い
。
新
聞
に
事
故
の
報
道
が
で
る
た
ぴ
に
、
う
ん
ざ
り
す
る
。

　
「
ざ
っ
と
計
算
し
て
、
二
十
年
前
か
ら
自
分
が
手
が
け
た
接
種
者
も
、
そ
ろ
そ
ろ
十
万
人
に
達
す
る
か
ら
、
確
率
か
ら
い
え
ば
、
事
故
も
避
け
き

れ
な
い
ー
「
も
う
種
痘
す
る
の
は
や
め
ま
す
」
と
申
し
出
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
新
聞
に
北
海
道
で
種
痘
回
避
（
未
接
種
）
者
が
種
痘
を
受
け
た
人

の
ウ
イ
ル
ス
か
ら
発
病
し
た
と
い
う
記
事
が
出
た
。
強
制
だ
、
任
意
だ
と
い
っ
て
も
、
国
や
え
ら
い
学
者
に
、
血
の
通
っ
た
は
っ
き
り
し
た
方
針
や



　
対
策
が
な
い
限
り
、
予
防
接
種
に
関
す
る
小
児
科
医
の
悩
み
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
よ
り
深
い
。
や
る
ぺ
き
か
、
や
ら
ざ
る
ぺ
き
か
。
」
（
昭
和
四
八
年
九

　
月
一
七
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
横
浜
市
の
横
田
宏
子
さ
ん
（
勤
務
医
四
六
歳
）
で
あ
る
。
）

（
講
）
　
昭
和
四
八
年
八
月
八
日
の
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
「
厚
生
省
は
、
医
療
に
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
を
活
用
し
て
総
合
的
な
健
康
診
断
の
実
施
や
資
料
の

　
集
中
、
整
理
な
ど
を
行
う
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
計
画
を
検
討
し
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど
最
終
的
な
計
画
が
ま
と
ま
り
、
今
月
中
に
研
究
開
発

　
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

　
　
「
「
基
本
問
題
」
「
地
域
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
」
［
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
（
病
院
内
の
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
化
）
」
「
コ
ー
ド
お
よ
ぴ

　
シ
ソ
ー
ラ
ス
（
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
に
使
わ
れ
る
医
学
関
連
用
語
の
整
理
）
」
の
四
つ
の
専
門
委
員
会
に
分
か
れ
、
実
際
に
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ

　
て
実
験
し
な
が
ら
四
十
九
年
三
月
末
ま
で
に
研
究
開
発
を
行
い
、
報
告
書
を
ま
と
め
る
。
厚
生
省
は
、
四
専
門
委
の
報
告
を
も
と
に
四
十
九
年
度
以

　
降
も
さ
ら
に
研
究
開
発
を
進
め
、
五
十
二
年
度
を
メ
ド
に
、
あ
る
程
度
の
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
化
を
実
現
し
た
い
考
え
」
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
医
療
情
報
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
、
厚
生
省
は
昨
秋
〔
昭
和
四
七
年
秋
〕
以
来
、
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
検
討
会
」
（
座
長
、
大
島
正
光
東
大

　
教
授
）
を
設
け
て
研
究
を
進
め
、
今
年
〔
昭
和
四
八
年
〕
五
月
に
研
究
開
発
計
画
の
大
筋
が
ま
と
ま
っ
た
。
厚
生
省
は
、
こ
の
計
画
を
さ
ら
に
煮
っ

　
め
る
一
方
、
八
月
一
日
付
で
新
し
く
「
医
療
シ
ス
テ
ム
開
廃
調
査
室
」
を
設
け
て
、
「
正
式
に
計
画
を
実
行
す
る
二
と
に
し
た
も
の
」
で
、
「
具
体
的

　
な
研
究
開
発
の
進
め
方
は
、
医
療
技
術
研
究
開
発
財
団
な
ど
の
関
係
団
体
に
委
託
し
て
行
わ
れ
る
。
と
く
に
「
地
域
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
」
に
っ
い

　
て
は
、
救
急
医
療
に
つ
い
て
神
奈
川
県
、
へ
き
地
医
療
に
つ
い
て
和
歌
山
県
な
ど
五
つ
の
県
を
モ
デ
ル
地
区
に
選
ん
で
実
際
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

　
導
入
し
て
研
究
す
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
昭
和
四
八
年
八
月
八
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
）

　
　
な
お
、
わ
が
国
の
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
の
メ
ー
カ
：
の
一
つ
で
あ
る
F
社
が
、
昭
和
四
八
年
五
月
八
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
に
全
面
広
告
と
し
て
、

　
岸
田
純
之
助
氏
（
朝
日
新
聞
論
説
委
員
）
と
榊
原
任
氏
（
東
京
女
子
医
科
大
学
附
属
病
院
長
）
の
二
人
の
「
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
対
談
」
を
五
段
ぬ
き

　
で
「
医
療
の
シ
ス
テ
ム
化
を
考
え
る
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
三
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二
七
四

（
珊
）
　
わ
が
国
の
昭
和
四
六
年
度
の
国
民
総
医
療
費
二
兆
七
千
七
百
十
億
円
は
、
国
民
総
生
産
の
三
・
四
二
％
、
国
民
所
得
の
四
。
二
一
％
で
、
昭
和

　
四
五
年
度
に
比
ぺ
て
や
や
減
少
気
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
一
人
当
り
医
療
費
は
二
万
六
千
三
百
八
十
七
円
で
、
前
年
度
に
比
ぺ
て
千
八
百
円
余

　
り
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
昭
和
四
六
年
度
の
国
民
総
医
療
費
は
、
前
年
度
に
比
ぺ
て
九
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
総
医
療
費
は
、
昭
和
三
九
年
度
に
対
前
年

　
比
二
四
％
ふ
え
た
の
を
最
高
に
こ
こ
十
年
間
毎
年
一
五
％
か
ら
二
三
％
伸
ぴ
続
け
て
き
て
お
り
、
昭
和
四
五
年
度
の
対
前
年
伸
ぴ
率
は
一
九
％
で
あ

　
っ
た
。
そ
れ
が
、
昭
和
四
六
年
度
に
大
幅
に
落
ち
た
の
は
、
昭
和
四
六
年
七
月
の
日
本
医
師
会
に
よ
る
保
険
医
辞
退
の
影
響
が
大
き
い
、
と
厚
生
省

　
は
み
て
い
る
。
保
険
医
辞
退
の
行
な
わ
れ
た
七
月
中
で
八
十
六
万
人
の
患
者
が
減
り
、
二
百
二
十
億
円
減
収
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
後
も
受

　
診
率
は
下
が
り
気
味
で
あ
っ
た
。
（
昭
和
四
八
年
八
月
九
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
）

　
　
国
民
総
生
産
に
対
す
る
国
民
総
医
療
費
の
割
合
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
（
一
九
六
七
年
）
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
四
・
六
五
％
、

　
西
ド
イ
ツ
四
・
○
○
％
、
フ
ラ
ン
ス
ニ
・
四
〇
％
、
イ
タ
リ
ア
三
・
〇
四
％
、
ス
エ
ー
デ
ン
四
・
三
一
％
、
日
本
三
二
一
一
八
％
、
な
お
、
国
民
一
人

　
当
り
の
国
民
総
医
療
費
の
国
際
比
較
（
一
九
六
七
年
）
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
ニ
五
、
〇
二
五
円
、
西
ド
イ
ツ
三
〇
、
一
九
八
円
、
フ
ラ
ン
ス
三
〇
、
五
三

　
九
円
、
イ
タ
リ
ア
一
四
、
一
一
五
円
、
ス
エ
ー
デ
ン
四
九
、
八
一
六
円
、
日
本
一
五
、
一
二
八
円
と
な
っ
て
い
る
。
（
江
見
康
一
（
編
著
）
『
国
民
医
療

　
を
み
る
眼
ー
ヨ
ー
・
ッ
．
ハ
医
薬
制
度
を
中
心
と
し
て
ー
』
勤
草
書
房
、
一
九
七
二
年
に
所
収
の
「
表
2
3
各
国
の
国
民
総
生
産
、
国
民
総
医
療
費
、
薬

　
剤
費
」
よ
り
）

（
朔
）
昭
和
四
八
年
六
月
二
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
の
社
説
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
の
進
め
方
」
で
は
、
①
「
国
民
の
健
康
保
持
を
最
優
先

　
の
目
標
」
と
す
べ
き
で
、
「
か
り
そ
め
に
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
産
業
振
興
と
い
っ
た
観
点
か
ら
」
計
画
を
進
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
②

　
「
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
人
権
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
綿
密
な
点
検
が
必
要
で
あ
る
。
…
…
一
ヵ
所
に
集
中
し
た
個
人
の
情
報
は
、
本
来
の
目
的

　
以
外
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
つ
ね
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
国
民
総
背
番
号
制
度
が
も
っ
て
い
る
危
険
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
乙
う
し
た
懸



　
念
を
な
く
す
た
め
、
医
学
倫
理
の
確
立
、
情
報
も
れ
を
避
け
る
技
術
的
な
方
法
の
開
発
、
必
要
な
規
制
の
制
度
化
な
ど
に
つ
い
て
、
見
落
し
の
な
い

　
検
討
を
行
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
、
」
こ
れ
ら
の
二
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
　
榊
原
仔
氏
（
東
京
女
子
医
科
大
学
附
属
病
院
長
）
は
、
医
療
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
、
①
診
断
の
分
野
で
は
、
疾
患
の
典
型
的
な
例
、
非
典
型

　
的
な
例
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
た
く
さ
ん
お
ぼ
え
さ
せ
て
お
き
、
そ
れ
を
必
要
に
応
じ
て
と
り
だ
し
て
調
べ
て
診
断
の
助
け
と
す
る
濯
度
で
あ
っ
て
、

最
後
の
診
断
を
考
え
る
と
こ
ろ
は
医
師
の
役
割
で
あ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
そ
こ
ま
で
や
ら
せ
る
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
、
②
病
院
の
事
務
的
な

　
二
と
や
検
査
と
い
う
よ
う
な
バ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
部
門
の
省
力
化
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
医
者
や
看

　
護
婦
と
患
者
が
対
話
し
な
が
ら
治
療
す
る
と
い
う
分
野
は
依
然
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
手
術
を
す
る
時
間
も
、
労
力
も
従
来
と
変
ら
な
い

　
で
あ
ろ
う
、
③
疾
患
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
を
つ
く
る
こ
と
は
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
i
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
利
用

　
方
法
に
つ
い
て
リ
ミ
ッ
ト
を
つ
け
て
行
な
う
ぺ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
。
（
前
掲
の
「
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
対
談
」
）

（
現
）
　
医
療
の
社
会
化
に
つ
い
て
の
モ
／
グ
ラ
フ
と
し
て
は
、
た
と
え
ぱ
佐
口
卓
『
医
療
の
社
会
化
－
医
療
保
障
の
基
本
間
題
ー
』
動
草
書
房
、
一
九

　
七
一
年
（
一
九
六
四
年
に
第
一
刷
）
が
あ
る
。
「
医
療
の
社
会
化
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
同
書
一
〇
～
一
四
ぺ
ー
ジ
を
み
よ
。
医
療
保
険
を
間
に
は

　
さ
ん
だ
医
療
の
需
給
体
制
に
つ
い
て
地
主
重
美
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
い
か
に
医
療
保
険
を
拡
大
さ
せ
、
医
療
需
要
の
共
同
化
を
押

　
し
進
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
需
要
側
が
、
た
と
え
ば
大
口
の
共
同
借
入
の
で
き
る
、
ま
と
ま
っ
た
需
要
者
集
団
と
し
て
医
療
供
給
側
に
対
し
て
そ

　
の
拮
抗
力
を
働
か
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
医
療
を
求
め
る
個
た
の
患
者
は
、
ま
っ
た
く
個
別
的
に
医
師
の
門
を
た
た
き
、
医
療
供
給
側
に
相
対

　
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
地
主
重
美
『
医
療
と
経
済
』
読
売
新
聞
社
、
昭
和
四
六
年
、
三
一
七
ぺ
ー
ジ
。
）

（
螂
）
　
医
療
の
社
会
化
に
か
ん
し
て
川
上
武
氏
は
「
開
業
医
の
将
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
あ
る
座
談
会
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
ぺ
て
お

　
ら
れ
る
。
「
長
い
目
で
見
れ
ば
、
も
っ
と
医
療
が
社
会
化
さ
れ
な
け
れ
ば
無
理
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
が
イ
コ
ー
ル
官
僚
化
さ

　
れ
る
こ
と
な
ら
、
か
え
っ
て
サ
ー
ピ
ス
が
低
下
し
て
、
意
味
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
」
「
医
療
の
社
会
化
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
声
と
し
て
出
て

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
五
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く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
揚
合
、
当
面
開
業
医
が
営
利
的
だ
か
ら
、
そ
こ
を
社
会
化
し
よ
う
と
い
う
声
が
ど
う
し
て
も
つ
よ
く
な
る
。
し
か
し
、
・
実

　
際
は
、
総
医
療
費
の
配
分
を
見
て
も
、
五
〇
％
が
医
者
を
中
心
と
し
た
医
療
従
事
者
の
人
件
費
で
、
四
〇
％
は
薬
、
一
〇
％
が
医
療
産
業
と
い
う
こ

　
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
実
際
は
、
残
り
の
四
〇
％
、
一
〇
％
を
も
社
会
化
し
な
い
か
ぎ
り
無
理
な
わ
け
で
す
。
そ
の
辺
に
つ
い
て
は
、
世
論
は
わ
り

　
と
甘
い
。
」
（
川
上
武
．
中
川
米
造
（
編
）
『
医
療
制
度
』
（
講
座
・
現
代
の
医
療
2
）
日
本
評
論
社
、
一
九
七
二
年
の
巻
末
に
所
収
の
討
論
「
開
業
医

　
の
将
来
」
（
出
席
者
、
川
上
武
、
二
宮
陸
雄
、
村
松
博
雄
）
）

（
捌
）
　
公
立
病
院
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
昭
和
四
八
年
八
月
二
七
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
「
赤
字
に
悩
む
公
立
病
院
」
を
み
よ
。

（
郷
）
　
こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
大
牟
羅
艮
・
菊
地
武
雄
『
荒
廃
す
る
農
村
と
医
療
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
川
上
武
「
社
会
化
と
シ

　
ス
テ
ム
化
」
（
昭
和
四
八
年
三
月
二
〇
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
（
夕
刊
）
「
文
化
」
欄
の
「
医
療
荒
廃
の
底
流
」
（
中
）
）
日
野
原
重
明
「
患
者
志
向
の

　
医
療
シ
ス
テ
ム
」
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
八
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
（
夕
刊
）
）
、
二
木
立
「
医
療
基
本
法
」
、
三
浦
聡
雄
「
医
療
政
策
決
定
の
背
景
」
、

　
討
論
「
医
療
国
営
は
可
能
か
」
（
出
席
者
、
石
垣
純
二
．
中
川
米
造
・
毛
利
子
来
）
、
『
医
療
保
障
（
講
座
・
現
代
の
医
療
3
）
（
川
上
武
・
中
川
米

　
造
編
）
　
一
八
四
～
一
＝
四
ぺ
ー
ジ
お
よ
ぴ
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
以
下
、
中
川
米
造
「
国
民
の
医
療
と
は
な
に
か
1
医
療
基
本
法
の
め
ざ
す
危
険
な
方
向

　
ー
」
『
エ
コ
ノ
、
、
、
ス
ト
』
一
九
七
二
年
三
月
一
四
日
号
、
厚
生
省
に
よ
る
医
療
墓
本
法
案
の
要
綱
（
こ
れ
に
つ
い
て
の
新
聞
報
道
と
し
て
は
、
た
と

　
え
ば
昭
和
四
七
年
一
月
三
一
日
付
け
お
よ
ぴ
同
年
二
月
一
一
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
参
照
の
こ
と
）
、
「
対
談
・
開
業
医
を
考
え
る
ー
医
療
変
革
を
市

　
民
と
の
連
帯
で
ー
」
（
川
上
武
．
河
合
武
）
、
野
村
拓
「
日
本
医
師
会
の
医
療
政
策
」
『
医
療
と
人
間
と
』
（
季
刊
）
創
刊
号
、
勤
草
書
房
、
一
九
七
三

　
年
、
一
六
～
二
六
ぺ
ー
ジ
、
四
八
～
五
八
ベ
ー
ジ
、
勾
一
。
ぎ
昌
罫
↓
捧
ヨ
島
。
。
一
国
器
P
鴇
の
9
．
島
o
≦
巴
宣
お
O
O
鼠
言
．
㌧
い
9
き
見
む
8
（
谷
昌

恒
訳
『
福
祉
国
家
の
理
想
と
現
実
』
社
会
保
障
研
究
所
、
一
乳
六
七
年
）
の
第
八
章
乃
至
第
一
〇
章
〔
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
保
健
サ
ー
ピ
ス

穿
①
客
斜
二
。
目
帥
ヨ
①
帥
年
。
D
。
H
〈
幕
を
テ
↓
に
し
た
論
説
〕
、
男
喜
畳
舅
峯
暑
切
ω
』
。
言
彗
婁
ε
≦
象
ρ
琵
ぎ
§
コ
」
§

　
（
三
浦
文
夫
監
訳
『
社
会
福
祉
と
社
会
保
障
ー
新
し
い
福
祉
を
め
ざ
し
て
ー
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
の
第
四
部
「
医
療
の
デ
ィ
レ
ン



　
マ
」
U
蔚
日
巨
霧
首
客
a
8
巴
O
巽
O
お
よ
ぴ
資
料
「
医
療
保
障
委
員
最
終
答
申
（
昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十
七
日
）
」
佐
口
卓
『
医
療
の
社
会

　
化
』
動
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、
二
四
二
～
二
八
○
ぺ
ー
ジ
な
ど
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
獅
）
　
医
療
機
構
改
革
の
選
択
の
主
人
公
は
患
者
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
川
上
武
『
現
代
の
医
療
問
題
』
二
四
四
～
二

　
四
六
ぺ
ー
ジ
が
参
考
と
な
る
。

　
　
医
療
問
題
に
つ
い
て
、
医
師
と
患
者
が
カ
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
呼
ぴ
か
け
は
市
民
の
中
か
ら
も
出
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
…
・

　
最
高
教
育
を
受
け
、
社
会
的
地
位
の
高
い
医
師
が
生
き
が
い
の
た
め
に
聖
職
を
聖
職
と
し
て
診
療
し
て
ゆ
く
限
り
、
決
し
て
経
営
は
成
り
た
た
ず
閉

　
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
在
の
医
療
問
題
を
、
医
師
と
患
者
が
カ
を
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
現
在
の
医
療
制
度
が
悪
徳
医
師

　
の
温
床
に
な
り
、
良
心
的
医
師
の
生
活
を
阻
む
も
の
な
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
ま
ま
ほ
う
っ
て
お
く
わ
け
に
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
お
医
者
さ
ん
方
、
命
を

　
あ
ず
け
て
い
る
私
た
ち
患
者
と
貴
殿
の
良
心
と
生
活
の
た
め
に
、
医
学
の
道
が
学
力
と
人
物
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
、
悪
徳
医
を
な
く
し
、
医
療
の

　
．
こ
ま
か
し
や
税
金
の
ご
ま
か
し
を
せ
ず
に
す
る
医
療
体
制
を
つ
く
る
よ
う
に
力
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。
」
（
昭
和
四
八
年
八
月
一
一
日
付
け
『
朝
日
新

　
聞
』
「
声
」
の
欄
の
投
書
。
投
書
者
は
浦
和
市
の
藤
岡
真
知
子
さ
ん
（
主
婦
三
四
歳
）
で
あ
る
。
）

　
　
医
療
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
医
師
と
市
民
と
の
連
帯
の
一
つ
の
例
と
し
て
は
「
医
療
を
良
く
す
る
相
模
原
市
民
の
会
」
（
事
務
局
、
神
奈
川
県
相
模

　
原
市
横
山
三
ノ
ニ
一
ノ
一
一
、
鈴
木
小
児
科
医
院
内
、
会
員
数
約
五
〇
〇
人
）
（
昭
和
四
八
年
八
月
一
二
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
日
曜
版
」
「
生
き

　
る
な
か
ま
」
欄
参
照
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
患
者
の
連
帯
の
そ
れ
と
し
て
は
「
日
本
患
者
同
盟
」
（
事
務
局
、
東
京
都
清
瀬
市
松
山
ニ
ノ

　
コ
ニ
、
療
養
新
聞
や
結
核
患
者
の
た
め
の
図
書
を
発
行
し
て
い
る
。
）
（
昭
和
四
八
年
四
月
一
日
付
け
『
朝
日
新
聞
』
「
日
曜
版
」
「
輩
き
る
な
か
ま
」

　
欄
参
照
）

　
　
医
療
問
題
に
つ
い
て
の
市
民
運
動
な
い
し
患
者
運
動
に
つ
い
て
は
、
川
上
武
・
中
川
米
造
（
編
）
『
市
民
と
医
療
』
（
講
座
・
現
代
の
医
療
1
）
の

　
巻
末
に
所
収
の
討
論
「
市
民
運
動
と
患
者
連
合
」
（
出
席
者
、
飯
島
伸
子
・
長
　
宏
・
川
上
武
）
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
医
療
保
険
制
度
と
社
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七
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H
・
E
。
シ
ゲ
リ
ス
ト

（
著
）
松
藤
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
八

（
訳
）
『
文
明
と
病
気
』
（
上
）
（
下
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
を
み
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
八
年
一
〇
月
二
九
日
　
受
理
）


